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はじめに 

 

 

 本論文集は、慶應義塾大学法学部政治学科・築山宏樹研究会・第 5期の三田祭論文を所収

したものである。当研究会は、政治過程や公共政策を研究対象として、特に、計量分析を用

いた実証研究を扱う点に特色がある。研究会の三年生には、研究設計・データ収集・データ

解析の方法を一から学んでもらい、各自の問題関心に基づき、独力で研究論文を執筆できる

ようになることを目標に、研究会活動に取り組んでもらった。この度、上梓する本論文集は、

そのような三年生の研究会活動の集大成である。 

本論文集の知見を要約すると以下のようなものになろう。 

(1) 政府公共調達の電子化は、特に政府の有効性が低い場合には、公共調達の汚職リスク

を有意に低減する。(2) マレーシアの君主輪番制では、自州のスルタンが君主に選出された

国民は、他民族への排外意識が低下して、国民としてのアイデンティティが高まっていた。

(3) 欧州では自国内のテロ事件の発生後に、安全の確保を重視する有権者の間で、排外主義

政党への投票が増加するようになった。(4) 日本の特定年代向け政策における意見対立は、

若年者と高齢者の対立ではなく、特定のコーホート間の対立から生じているものである。(5) 

外国人の国籍別犯罪報道は、その国の親近感にマクロな影響はなく、やはり外交問題の影響

が大きいようである。 

(6) 日本でも特定の産業では、法人税率の引き下げが労働分配率の低下をもたらしていた。

(7) 農業の 6次産業化は、農家の生産農業所得を高めた。(8) 太陽光発電システムに対する

補助金制度のある市区町村ほど、太陽光発電の普及が進む。(9) 東京都 23 区では、緑地率

が低下した区ほど、メタンガスや全体化水素などの特定の大気汚染物質が増加していた。

(10) 公立学校の英語教育においては、教員の英語力が高く、授業で英語を使う機会が多く、

到達目標が厳格に管理されている都道府県ほど、生徒の英語力が向上している。(11) 2010

年代以降の都道府県の予算編成過程の透明化は、都道府県の財政健全化に貢献している。

(12) 地方自治体が Facebookのアカウントを開設すると観光入込客数が増加する。 

(13) 公共交通で結ばれた拠点集中型のコンパクトシティ政策は、ストロー現象によって

都市郊外の魅力を高めてしまう恐れもある。(14) 中心市街地のエリアマネジメントは、子

育て世代の流入を促して、地価を高める効果がある。(15) 重要伝統的建造物群保存地区へ

の指定はごく短期的には流動人口の注目を集めるが、地価を下げ止まりさせる効果はない

ようである。(16) 就業女性の出生率は、本人の勤務先よりも、配偶者である夫の勤務先の

WLB制度が充実しているほど高まる。(17) 柔軟な勤務制度の存在は、就業女性の離転職を

抑制する。(18) 日本企業の働き方改革は、障害者雇用の受け入れの素地を作る結果、障害

者雇用を促進した可能性がある。 

 本年度の論文は、特殊な制度的条件や予測不可能な事件を利用するなど研究設計の独創

性が高いもの、数千万のビッグデータや自治体独自の統計調査を活用したデータの新規性
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が高いもの、時系列分析・イベントスタディデザイン・一般化合成コントロール法といった

高度な分析手法を駆使したものなど、研究水準の発展を感じさせる論文が並んだ。研究者や

実務家の目からみても気づきのある知見が含まれているのではないか。 

本論文集が、ぜひ幅広い読者の方の手に届き、彼らの研究活動の一端が社会に還元される

ことを願うばかりである。最後まで諦めずに論文を書き上げた所属学生一同には、この場を

借りて、厚く御礼申し上げたい。 

 

2024年 12月 12日 

 

慶應義塾大学法学部教授 

築山 宏樹 
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第１章 

 

政府公共調達の電子化が汚職リスクに与える影響 

 

下吹越 アナ 

 

 

要約 

 

本稿は、政府公共調達の電子化が汚職リスクに与える影響を実証的に分析したものであ

る。公共調達は世界の GDP の約 5 分の 1 を占める重要な経済活動であるが、その規模の大

きさと行政担当者の裁量性の高さから、汚職のリスクが特に懸念される分野である。近年、

多くの国で導入が進められている電子調達システムは、調達プロセスの透明性と効率性を

向上させることで、汚職抑制に寄与することが期待されている。本稿では、「GTI Global 

Public Procurement Database」に収録された、2006 年から 2021 年までの 18 カ国におけ

る政府調達契約の個票データを用い、電子調達の導入効果を検証した。特に、電子調達の効

果が各国の政府機関の質によってどのように異なるかに注目し分析を行った結果、電子調

達の導入は汚職リスクを有意に低下させること、そしてその効果は政府機関の質が相対的

に低い国においてより大きいことが明らかとなった。さらに、この結果の妥当性を検証する

ため、分析対象国であるケニアと日本の政府関係機関における事例分析を行った。両事例か

ら、電子調達システムの導入が透明性向上や競争性改善といった効果をもたらす一方で、制

度面・技術面での様々な実務的課題が存在することが判明した。これらの分析結果は、電子

調達システムが特に制度的基盤が脆弱な国において、効果的なツールとして機能する可能

性を示すとともに、その効果を最大限に発揮するためには、各国の状況に応じた段階的な導

入アプローチと適切な支援体制の構築が不可欠であることを示唆している。 

 

 

１．はじめに 

 

持続可能な社会経済の実現に向け、公共調達の適正化は国の重要課題である。公共調達と

は、一般に政府機関が国民や事業者の税金を原資として、民間企業から商品やサービスを購

入するプロセスを指す1。公共調達支出は、高所得国では政府支出の約 29%、開発途上国で

は約 50%を占め、過去 10 年間で 10 倍に拡大している (World Bank 2016)。特に、昨今の

新型コロナウイルスのパンデミックにより、保健分野における支出が顕著に増加している 

 
1  https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/public_procurement.html (2024 年 11 

月 6 日)。  
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(OECD 2023)。コロナ禍で明らかになったように、公共調達の戦略・実践は国民の生活の質

と福祉に直結するため、各国は公共調達の競争性、透明性を担保し、調達手続きの効率化と

費用対効果の改善に努める必要がある。 

一方で、公共調達においては、入札談合やカルテルなどの汚職事件が後を絶たない2。国

を問わず、取引規模が大きく、業態の特殊性や取引対象の保秘性が高い分野については、汚

職が発生するリスクが高まる傾向にあり、公共調達は最も不正の影響を受けやすい政府活

動の一つとされている (野田 2022; OECD 2016)。特に、コロナ禍により途上国には国際機

関等から多額の援助資金が流入しているが、短期間での大規模な調達は、汚職の温床となる

危険性が高い (野田 2022)。 

公共調達における汚職は、政府と市民社会の双方に重大な損失をもたらす。OECD (2013) 

の報告によれば、2000 年代初頭において、世界の公共調達予算の 20〜25%、金額にして年

間約 2 兆ドルが汚職により失われたと推定されている。汚職は入札プロセスにおける競争

原理を歪め、インフラと公共サービスの質の低下を招き、経済発展に直接的な悪影響を及ぼ

す (World Bank 2016)。特に発展途上国では、限られた財政資源の効率的な活用が経済発

展の鍵となることから、公共調達の適正化は喫緊の課題となっている。 

こうした状況を背景に、各国では、効率的かつ有効的な調達を実現するため、公示・公告、

入札・開札、契約、 施工管理、維持管理などの公共事業調達の一連のプロセスを電子化し、

行政・事業者間とのやりとりをインターネット上で行う電子調達の導入が進められている 

(島田 2003)。既存研究では、公共調達の電子化には主に 3 つのメリットがあるとされる。

第一に、透明性の向上である。入札の過程や結果が電子的に記録・公表されることで透明性

が向上し、公共調達プロセスにおける恣意的な行動の機会が排除され、汚職リスクが最小限

に抑えられる (OECD 2008)。第二に、競争性の向上である。オンラインでの入札参加を可

能にすることで、応札者の人件費や移動コストを削減し、地理的・時間的制約を超えた競争

性の向上が期待される3。第三に、事務の効率化である。公示や応札案件情報の提供、開札

行為を電子化することで、事務負担の軽減および業務の効率化が図れる4。特に、入札参加

資格の審査や、入札価格の評価などの重要なプロセスが自動化されることで、人為的な判断

の余地が減少し、より公平な調達が実現される。 

電子調達の推進が世界的な潮流になる中、その効果を実証的に検証し、どのような制度設

計と運用方法が汚職リスクの減少に効果的かを明らかにすることは、公共調達制度の改革

において重要な示唆をもたらすと考えられる。しかし、既存研究の多くは電子調達と汚職の

理論的メカニズムの解明に重点を置いており、両者の関係を計量的に分析した研究は極め

 
2 近年、日本では 2020 年の新型コロナウイルス感染症への緊急対応として行われた全世帯

へのマスク配布事業や、2020 年から 2021 年にかけて行われた東京オリンピック・パラリ

ンピックの観客向けアプリの入札等で、業者選定の不透明性や入札の公正性が指摘された 

(梅澤 2022)。 
3 https://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/aboutus/merit.html (2024 年 11 月 6 日)。 
4 https://www.e-bisc.go.jp/service/index.html (2024 年 11 月 19 日)。 
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て限られている5。そこで本稿では、2006 年から 2021 年の政府調達案件について、国際デ

ータを用いた実証分析を行い、政府公共調達の電子化が汚職リスクに与える影響を定量的

に明らかにすることを目的とする。 

本稿の構成は以下の通りである。次の第 2 節では、公共調達の制度背景と、電子調達が汚

職に与える影響のメカニズムについて、先行研究を整理する。第 3 節では、本稿の理論仮説

を構築し、第 4 節では、理論仮説を検証するためのデータと推定方法を提示する。第 5 節

では、分析結果を示すとともに、分析対象国であるケニアと日本の政府関係機関の事例分析

を通じて、電子調達の効果と課題について考察する。最後に第 6 節では、本稿で得られた知

見を踏まえて、効果的な公共調達の実現に向けた政策の示唆を述べる。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．制度背景 

 

国の財政支出には、補助金や交付金等の直接支出と、民間企業との契約による物品やサー

ビスの調達があり、後者は公共調達と呼ばれる (梅澤 2022)。公共調達はエネルギー供給か

ら医療サービスに至るまで、政府が市民に提供する基礎的サービスの重要な柱であり、市民

生活に広く影響を及ぼしている6。そのため、公共調達の適切な運用は財政規律と経済発展

の両面で重要な政策課題となっている。 

公共調達における契約方式は各国によって異なるものの、現在、国内外を問わず、一般競

争入札が最も基本的な調達手続きとして広く採用されている (舘 2013)。一般競争入札は、

最低価格で応札した者が落札する、最低価格落札方式が基本となっている。これは、財政的

な消費が納税者の負担に基づいて行われることから、公的主体による契約の公正さと経済

性を確保すべきという思想に依拠している (金崎 2019)。ただし、価格のみで落札者を決定

すると、品質に問題が生じる可能性があるため、契約の性質等に応じて価格と提案内容を総

合的に評価する総合評価落札方式も導入されている (岩崎 2018)。 

伝統的な公共調達システムには様々な課題も指摘されている。OECD (2016) は、プロセ

スの不透明性や競争の制限、汚職リスク、非効率な文書管理、支払いの遅延などを主要な問

題として指摘している。これらの課題は特に途上国において深刻化する傾向にあり、公共サ

ービスの質の低下や財政資金の非効率な使用を引き起こしているケースが報告されている  

(Asian Development Bank 2013)。このような状況は、公共調達本来の目的である効率的な

 
5 Jiménez et al. (2022) は両者の関係を計量的に分析した数少ない研究の一つである。た

だし、同研究は World Bank Enterprise Survey のアンケート調査に基づく企業レベルの分

析にとどまっている。これに対し本稿は、各国の調達契約を分析単位とし、Fazekas (2024) 

の複合汚職リスク指数を用いることで、より客観的な検証を可能にしている。 
6 https://www.oecd.org/en/topics/public-procurement.html (2024 年 11 月 19 日)。 
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財政運営と質の高い公共サービスの提供を阻害する要因となっている。これらの課題に対

応するために、近年、各国が導入を進めているのが電子調達システムである。電子調達とは、

従来の紙ベースの調達手続きを置き換え、入札公告から支払いまでの一連の調達プロセス

をデジタル化することで、業務の効率化と調達の有効性向上を目指すシステムである 

(OECD 2011)。調達プロセスを電子化することで、データの一元管理や他の IT システムと

の連携が可能となり7、業務の正確性を高めながら効率化を図ることができる。政府は限ら

れた財源の中で政策効果を最大化させるため、調達プロセスの費用対効果の向上が求めら

れており、電子調達はその有力な手段として注目されている。 

 

２－２．理論背景 

 

電子調達システムの導入効果については、主に透明性向上と汚職抑制の観点から分析が

進められてきた。Szymanski (2007) は公共調達プロセスを体系的に分析し、(1) 調達計画、

(2) 製品設計と文書化、(3) 入札、(4) 契約締結と履行、(5) 会計と監査の 5 段階に分類して

いる。この分類に基づき、Neupane et al. (2012) や Dema (2015) は各段階における電子

調達の具体的な効果を検討している。まず、(1) 調達計画段階においては、政府関係者によ

る私的利益の追求や機密情報の漏洩といった構造的な問題が指摘されてきた。これに対し

電子調達システムは、入札者による調達活動の監視機能を強化するとともに、技術仕様書の

電子ポータルでの公開を通じて、担当者による恣意的な仕様変更を制度的に防止する機能

を果たしている。(2) 製品設計と文書化段階では、特定の事業者を優遇するような技術仕様

書を設計するという問題が存在していたが、電子調達システムの導入によるプロジェクト

仕様書の一元的な公開や標準文書への準拠により、調達の透明性と公平性が担保されるよ

うになった。(3) (4) の入札・契約締結段階は、特に開発途上国において最も深刻な汚職リ

スクが指摘される領域である。政府職員による間接的な不正介入や、競合事業者への不当な

圧力行使などの問題に対し、電子入札システムの導入は、従来の紙ベースの入札で発生して

いた人的エラーの排除と、担当職員による恣意的な不正行為の防止に大きく貢献している。

(5) 会計・監査段階においては、従来の体制下では定期的かつ体系的な監査の実施が困難で

あったが、電子調達システムの導入により、調達結果および決算報告の常時モニタリングが

可能となり、事後的なガバナンス機能が大幅に強化されている。このように、電子調達は公

共調達の透明性・公平性の向上に対して、包括的かつ体系的な効果をもたらすことが明らか

になっている。 

 

 

 

 
7 デジタル請求書などの関連システムとも統合することで、調達の全過程をシームレスにデ

ジタル化することができる (OECD 2019)。 
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３．理論仮説 

 

３－１．電子調達の透明性向上効果と汚職抑制メカニズム 

 

電子調達システムは調達担当者の裁量的な判断や権力の濫用をチェックするための重要

なツールとして国際的に認識されている (Sohail and Cavill 2008)。電子調達システムの導

入は、公共調達プロセスの透明性向上と汚職抑制に包括的な効果をもたらす。特に、不正や

汚職の機会の大半は対面での接触を通じて生じているため、電子調達システムにより標準

化された取引プロセスは、従来の対面でのやり取りで発生していた不正の機会を大幅に削

減することができる (Pictet and Bollinger 2008)。また、低コストで多数の潜在的なサプラ

イヤーに効率的に情報を配布することが可能となり、特定業者への便宜供与を構造的に抑

制する効果も期待できる (OECD 2008)。さらに、システム上に記録が残る電子的なやり取

りは、事後的な監査や検証を容易にし、不正行為の抑止力として作用する。これらの理論的

考察に基づき、以下の仮説を導出する。 

 

仮説１ 公共調達の電子化が進むほど、調達プロセスにおける汚職リスクが減少する。 

 

この仮説は、電子調達システムが持つ包括的な効果が、対面接触の機会の制限、情報アク

セスの改善、そして監視機能の強化を通じて、調達プロセスにおける汚職リスクを構造的に

低減させるというメカニズムを想定している。 

 

３－２．政府機関の質による電子調達の効果の異質性 

 

電子調達システムの汚職抑制効果は、各国の政府機関の質によって異なる影響を受ける

と考えられる。特に、政府機関の質が相対的に低い国において、電子調達システムの導入が

もたらす限界的な改善効果がより大きくなることが想定される。 

Mistry and Jalal (2012) は、2003 年から 2010 年の国際比較分析により、電子政府の汚

職抑制効果が先進国よりも発展途上国において顕著に大きいことを実証的に示している。

同様に、Bhuiyan (2011) は発展途上国の事例研究を通じて、電子政府が透明性の向上と汚

職抑制に特に効果的であることを明らかにしている。 

この現象の理論的説明として、以下のメカニズムが考えられる。まず、政府機関の質が低

い国ほど、既存の調達プロセスにおける裁量性や不透明性が高く、それゆえ電子調達システ

ムの導入による構造的な改善余地が大きい。Pathak et al. (2007; 2008; 2009) の一連の研

究が示すように、エチオピアやフィジーなどの発展途上国において、電子政府の導入が政府

と市民の関係改善に大きく寄与し、公共サービスの質的向上をもたらしている。 
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これらの知見を総合すると、電子調達システムの汚職抑制効果は、政府機関の質が中程度

から低い国において最も顕著に表れると考えられる。すなわち、基本的な政府機能は維持さ

れているものの、従来の調達プロセスに改善の余地が大きい国で、電子調達システムの限界

効果が最大化されると予想される。以上の理論的考察に基づき、以下の仮説を導出する。 

 

仮説２ 政府機関の質が低いほど、電子調達システムが汚職に与える影響が大きい。 

 

この仮説は、電子調達システムの効果が各国の制度的文脈に依存するという条件付きの

関係を想定している。特に、政府機関の質の相対的な低さが、電子調達システムの潜在的効

果を増幅させるという因果メカニズムを示唆している。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、本稿では『GTI Global Public Procurement Database』

8 (以下、GPPD) を用いた実証分析を行う。GPPD は、ウェブスクレイピング手法により収

集された国際的な公共調達データベースであり、2006年から 2021年までの期間において、

42 カ国から 7,200 万件以上の政府調達契約に関するデータを収録している。各国の調達情

報は共通のデータ標準に従って標準化されており、買い手とサプライヤーの情報、製品分類、

価格情報、契約日、調達手続きの種類など、契約プロセスに関する詳細な情報を含む。本分

析では、データの利用可能性を考慮し、18カ国 (Bulgaria, Cyprus, Finland, Hungary, Italy, 

Kenya, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, Mexico, Netherlands, Norway, Portugal, 

Romania, Slovenia, Slovakia, United States) の 2006年から 2021年のデータを使用する。

これらの国々は、電子調達システムの導入前後において十分な期間のデータが蓄積されて

おり、電子調達の導入効果を検証するために適したサンプルである。 

本分析の従属変数には、公共調達における汚職を測定するための、複合汚職リスク指数

(Composite Risk score) を採用する。この指標は、Fazekas (2024) によって開発され、公

共調達の契約レベルでの不正を包括的に捉えたものである。複合汚職リスク指数は、表 1 に

示す 9 つの個別指標の平均値として算出される。この指標を用いることの利点として、以

下の三点が挙げられる (Fazekas 2024)。第一に、様々な形態の汚職リスクを包括的に評価

できる点である。例えば、一者応札指標や特定業者への支出集中度指標は、入札の競争性が

損なわれている可能性を示している。また、調達手続き指標や応札・審査期間、入札公告の

有無等の指標は、手続き面で調達担当者が恣意的な操作を行っている可能性を示している。 

 
8 https://data.mendeley.com/datasets/fwzpywbhgw/3 (2024 年 11 月 10 日)。 
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表１ 複合汚職リスク指数の構成要素 

 

さらに、タックスヘイブン指標は、応札者の競争環境に関する潜在的な汚職リスクを示して

いる。第二に、この指標は客観的な評価基準に基づいているため、異なる制度背景を持つ国

家間の比較を可能にしている。第三に、個別指標の平均値を用いることで、より安定的で信

頼性の高いリスク評価が可能となる。ただし、これらの指標は直接的な不正行為を示すもの

ではなく、あくまでも汚職リスクを示唆するものとして解釈する必要がある。 

次に、理論的に関心のある独立変数として、仮説 1 では電子調達ダミーを用いる。これは

各国の電子調達導入年度を基準に、導入前を 0、導入後を 1 とする二値変数である。なお、

この操作化には測定上の制約が存在する。多くの国では、電子調達システム導入後、従来型

の入札から電子入札への移行が段階的に進められるため、実際の普及度を十分に反映でき

ていない可能性がある。この点は本稿の主要な限界の一つであり、今後の研究では、各国に

おける電子入札の利用割合など、実際の普及度を示すデータを用いたより精緻な分析が求

められる。仮説 2 では、国レベルの政府機関の質の影響を見るために、電子調達ダミーと政

府機能指数の交互作用項を投入した。政府機能指数は、フリーダムハウスが毎年発表してい

る「Freedom in the World」9における、政治的権利指標の一つである。この指標は、3 つ

の質問項目10の合計として、0 から 12 の値を取る。具体的には、政府の説明責任、透明性、

 
9 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2024/mounting-damage-flawed-electio 

ns-and-armed-conflict (2024 年 11 月 10 日)。 
10 1 つ目は、選挙で選ばれた政府が実質的な統治能力を持ち、非国家的利益団体からの圧力

に影響されることなく、独立して政策の立案・実施を行っているかを評価する。2 つ目は、

政府機関における汚職の程度とその防止システムの機能状況を評価している。3 つ目は、政

変数名 定義

一者応札指標 (corr_singleb) 入札過程において一者応札の場合は1、複数の応札

があった場合は0となる二値変数。

調達手続き指標 (corr_proc) 一者応札の可能性が高い非公開型の調達手続きが採用

された場合に1、オープンな調達手続きの場合は0となる

二値変数。

応札期間 (submission_period) 入札公告日から応札締切日までの日数を示す変数。

応札期間リスク指標 (corr_subm) 応札期間の長さが一者応札の確率と有意な関係を持つ

場合に1、そうでない場合は0となる二値変数。

入札公告指標 (corr_nocft) 入札公告が存在しない場合は1、存在する場合は0となる

二値変数。

審査期間 (decision_period) 応札締切日から落札者決定日までの日数を示す変数。

審査期間リスク指標 (corr_decp) 審査期間の長さが一者応札の確率と有意な関係を持つ

場合に1、そうでない場合は0となる二値変数。

タックスヘイブン指標 (corr_tax_haven) 落札者が高金融リスク国に所在する場合に1、そうでない

場合は0となる二値変数。

支出集中度指標 (corr_spending_concentration) 特定の発注者による特定の業者への支出総額 (入札価格
ベース) が当該発注者の総支出に占める割合を示す

変数。この値が高いほど、特定業者への支出集中度が
高いことを示す。

複合汚職リスク指数 (Composite Risk score) 上記のリスクスコアの平均値。
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汚職の程度、官僚機構の機能などの観点から、政府機関の実効的な運営能力を評価している。

分析にあたり、政府機能指数は最小値を 0 に基準化した。その他には、統制変数として、総

人口と一人あたり GDP (いずれも自然対数値) を投入した。表 2 に各変数の具体的な説明

と出典、表 3 に記述統計を示す。 

 

表２ 変数説明 

 

表３ 記述統計 

 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、公共調達の電子化が汚職リスクに与える影響を推定する。推定には、

国別の切片のランダム効果を考慮したマルチレベルモデルを採用した。約 4,000 万件にお

よぶ大規模な政府調達契約の個票データを効率的に処理するため、データを無作為に 10 分

割し、並列処理による推定を行った後、メタアナリシスで結果を統合した。また、電子調達

ダミーと政府機能指数の交互作用項を含むモデルについても同様の手順で推定を行った。 

 

 

府の説明責任と市民に対する応答性を評価するもので、政治的・官僚的な意思決定過程にお

ける開放性と透明性の確保に焦点を当てている。 

変数名 変数説明 出典

複合汚職リスク指数 公共調達における汚職を測定するための指数。 「GTI Global Public

Procurement Database」

電子入札ダミー 各国の電子調達導入年度を基準に、導入前を

0、導入後を1とした二値変数。

log (総人口) 国別の総人口を自然対数化した値。

log (一人当たりGDP) 国別の一人当たりGDPを自然対数化した値。

政府機能指数 各国政府の制度的実効性、すなわち汚職管理

や政策立案・執行における透明性、説明責任

の程度を数値化した指標。
「Freedom in the World2024」

「Global Public Procurement

Database」 (The World Bank)

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

複合汚職リスク指数 39679441 0.2472 0.2598 -0.0001 1

電子入札ダミー 39679441 0.7655 0.4237 0 1

log (総人口) 39679441 9.5092 1.4862 4 12

log (GDP) 39679441 10.6077 0.6666 6.9557 11.8034

政府機能指数 39679441 18.7217 1.5570 12.9124 19.6208



9 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．マルチレベルモデルによる分析結果 

 

まず、表 4 では、各国の政府調達契約の個票データから、電子調達の導入が汚職リスクに

与える影響を分析した。Model 1 の分析結果によると、電子調達は汚職リスクに対して 10%

水準で有意に負の効果を示しており、これは理論仮説 1 と整合的である。この結果は、電子

調達システムの導入が汚職リスクの減少に寄与することを示している。Model 2 では、電子

調達の効果が各国の政府機能によってどのように異なるかを分析するため、電子調達ダミ

ーと政府機能指数の交互作用項を投入している。分析の結果、電子調達ダミーの主効果は

5%水準で有意に負の効果、政府機能との交互作用項は 5%水準で有意に正の効果を示した。

図 1 は、Model 2 の推定結果に基づき、政府機能指数の値ごとに電子調達が汚職リスクに与

える影響を示した限界効果プロットである。このプロットからは、政府機能の質が低い国に

おいて、電子調達による汚職リスク抑制効果が最も大きく、政府機能の質が向上するにつれ

てその効果が弱まることが確認された。この結果は理論仮説 2 に整合的であり、電子調達

システムの導入は、特に政府機関の質が低い国において、より効果的に汚職リスクを抑制す

ることが実証された。 

 

表４ 汚職リスクに対する電子調達導入の効果 
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図１ 電子調達の限界効果 

 

 

５－２．事例研究：ケニアにおける電子調達システムの導入事例 

 

前節の分析結果では、電子調達の導入が汚職リスクを有意に低下させ、特に政府機関の質

が低い国においてその効果が顕著であることが明らかとなった。本節では、この分析結果の

妥当性を検証するため、2014 年に電子調達システムを制度化した11ケニアの事例を取り上

げる。 

2000 年代初頭のケニアでは、公共調達が GDP の 9% (2004 年) から 11% (2014 年) を占

め、経済的重要性を有していたにもかかわらず、調達プロセスにおいて実質的な競争が機能

せず、調達手続きは不透明かつ未規制の状態にあった (Kamotho 2014)。特に問題視されて

いたのが国内で統一的な調達システムや、規則違反に対する制裁・罰則が存在せず、調達プ

ロセスにおける透明性と説明責任が欠如していたことであり、これらの要因が公共資金の

著しい損失を招いていた (Osir 2016)。これに対しケニア政府は、2005 年に「公共調達およ

び処分法 (The Public Procurement and Asset Disposal Act)」を制定し、2006 年に全国適

用の公共調達規則を整備した (Osir 2016)。また、世界の成功事例を参考に 2014 年より電

子調達システムの本格的な運用を開始した。複数の先行研究では、電子調達システムの導入

後、ケニアの公共調達における透明性と効率性が向上したことを示している。Jeptoo and 

Kabare (2017) の調査によると、電子調達の導入より、入札・受注・契約などの各業務にお

いて、効率性が大幅に向上し、取引コストが削減されたことがわかった。さらに、行政手続

 
11 https://www.globalpublicprocurementdata.org/gppd/country_profile/KE (2024 年 11 月

10 日)。 
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きの迅速化が進み、意思決定プロセスの透明性が向上したことで、汚職行為の減少につなが

ったことがわかった。同様に、Obiero and Ngugi (2024) は、Kiambu 郡政府でのアンケー

ト調査から、電子調達の導入が調達業務の時間効率を改善し、政府のパフォーマンスを顕著

に向上させたと結論づけている。これらの研究は、前節の分析結果を具体的に裏付けるもの

である。 

しかしながら、電子調達システムの導入過程では複数の課題も顕在化した。まず、Osir 

(2016) は、電子調達を支える法的枠組みとネットワークインフラの未整備、事業者のデジ

タルリテラシー不足を主要な制度的障壁として指摘している。さらに Schuppan (2009) は、

サハラ以南のアフリカにおける電子政府システムの導入に関して、より根本的な課題を指

摘している。これらの地域では、インターネットアクセス率が著しく低く、多くの国で 5%

未満にとどまっている。加えて、農村部における不安定な電力供給や、識字率の低さ、言語

の多様性といった社会インフラ上の制約が、システムの効果的な運用を阻害する要因とな

っていると分析している。 

これらの事例は、電子調達システムの導入には段階的なアプローチが不可欠であること

を示唆している。特に、インフラ整備、人材育成、制度的枠組みの整備を並行して進める必

要性が示唆された。Schuppan (2009) が指摘するように、先進国で確立された電子政府の

概念を機械的に移転するのではなく、当該国の社会経済的文脈に応じた適切な導入戦略の

策定が不可欠である。ケニアにおける事例は、他の開発途上国が電子調達システムを導入す

る際の有用な参考例を提供している。 

 

５－３．事例研究：政府関係機関における電子調達システムの導入事例 

 

前節のケニアの事例は、開発途上国における電子調達システムの導入による効果と課題

を、制度・技術・社会インフラの観点から包括的に示すものであった。本節では、これらの

知見を補完する視点として、日本の政府関係機関における電子調達システムの導入事例を

取り上げ、システムの運用側と利用側の両面から、導入時の具体的な課題と対応策について

考察する。 

当該機関では組織 DX 化の動きや新型コロナウイルスの影響により、電子入札システム

の導入を段階的に進めており、現在では原則として全ての一般競争入札案件において電子

入札を実施している。筆者が当該機関の職員とともに 2023 年に実施したアンケート調査で

は、過去に当該機関の電子入札に参加した経験のある企業 96 社を対象に、電子調達システ

ムの現状と課題について調査を行った。調査対象は国内調達及び海外調達における電子入

札案件であり、有効回答数は 54 (回答率 56%) であった。調査では、電子調達システムの導

入により、空間的・時間的制約が軽減され、入札プロセスの透明性が向上したという肯定的

な評価も得られたが、一方で、システムの導入・運用に関して、以下三つの課題が明らかと

なった。 
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一つ目は、システムの導入初期における課題である。具体的には、調達案件の本公告・公

示日から入札までの期間が短い中で、複雑かつ工程数の多い電子入札システムの導入作業

を完了させなければならないという課題である。この問題は、特に初めてシステムを導入す

る事業者にとって大きな障壁となっている。二つ目は、電子入札システムの操作性に関する

課題である。アンケート調査の結果、システム上での調達案件の検索、競争参加資格申請書

の提出、入札書・見積書の提出、再入札時の操作が特に分かりにくいという指摘が多く寄せ

られた。従来の対面での入札方式では直感的に実施できていた作業が、システム上では慣れ

ない操作が多く、使いこなすまでに時間を要することが明らかとなった。三つ目は、電子調

達システムのポータルサイトにおける情報提供の不十分さである。電子調達システムの利

用に不慣れな事業者にとって、ポータルサイトに掲載されたマニュアルは不親切な部分が

多く、操作方法が分かりにくいという課題が指摘された。これは、システム運用側の支援体

制にも改善の余地があることを示唆している。 

以上の事例から、電子調達システムの導入には十分な準備期間と段階的なアプローチが

必要であることがわかる。特にデジタル基盤が脆弱な開発途上国においては、以下の点に留

意が必要である。第一に、デジタルインフラの整備状況である。インターネット接続の安定

性や必要な機器・ソフトウェアへのアクセスが確保されていない場合、システムの効果的な

運用は困難である。第二に、技術的キャパシティの向上である。システムの操作に慣れるま

でには一定の時間と支援が必要であり、事業者側の準備態勢と政府職員の運用能力の双方

を段階的に向上させていく必要がある。第三に、競争性への影響である。システム導入に伴

う技術的・時間的負担が、特に小規模事業者の参加を妨げ、かえって競争性を低下させる可

能性がある。 

これらの課題に対応するため、以下の三段階の導入プロセスを提案する。まず、第一段階

では、パイロットプロジェクトの実施、関係者への研修、システムの使用テストを行う。特

に、操作マニュアルの整備や技術支援体制の構築に重点を置く必要がある。第二段階では、

特定の調達カテゴリーでの試験的導入、フィードバックの収集と改善、事業者支援体制の構

築を進める。この段階では、システムの操作性向上と並行して、事業者が十分な準備期間を

確保できるよう、入札スケジュールの見直しも検討する。第三段階では、システムの本格導

入を進め、対象範囲の段階的拡大、継続的なモニタリングと改善、ヘルプデスク等のサポー

ト体制の強化を実施する。 

以上の事例は、電子調達システムが汚職リスクの低減に効果的である一方で、導入には慎

重なアプローチが必要であることを示している。特に開発途上国では、デジタルインフラや

事業者の対応力を考慮した段階的な導入が重要である。本稿の分析結果を踏まえると、電子

調達システムの効果を最大限に発揮するためには、各国の状況に応じた適切な導入戦略が

求められると結論付けられる。 
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６．結論 

 

本稿では、各国の政府調達契約の個票データを用いて、電子調達システムの導入が汚職リ

スクに与える影響を実証的に分析した。分析結果から、電子調達システムの導入は汚職リス

クを有意に抑制する効果があることが明らかになった。さらに、この効果は国の政府機関の

質によって異なり、特に政府機関の質が低い国においてより顕著であることが示された。ま

た、事例研究を通じて、本稿の分析結果の妥当性を検証するとともに、電子調達システムの

具体的な導入過程における課題と対応策を明らかにした。事例研究の結果が示すように、電

子調達システムの効果的な導入には技術的準備や運用能力の向上が前提となる。なかでも、

発展途上国においては、デジタルインフラの整備状況や事業者の対応能力を慎重に考慮し、

各国の状況に即した段階的なアプローチが必要である。具体的には、パイロットプロジェク

トを通じた関係者への研修から始め、特定カテゴリーでの試験的導入を経て、全面的な展開

へと段階的に移行することが望ましい。この過程では、システムの操作性向上や技術支援体

制の整備と並行して、小規模事業者の参加機会が制限されないよう配慮することも重要で

ある。システムの導入自体が新たな参入障壁とならないよう配慮しつつ、透明性向上と競争

性確保の双方を実現していくことが、効果的な公共調達の実現には不可欠である。 

最後に、本稿の限界と今後の課題について触れておきたい。まず、本稿で用いたデータセ

ットは 18 カ国に限られており、より広範な国々での検証が必要である。分析方法に関して

も、大規模な政府調達契約の個票データを処理するため、データを無作為に 10 分割し並列

処理による推定を行った後、メタアナリシスで結果を統合するというアプローチを採用し

た。この方法は計算効率の面で利点がある一方で、データ全体を一括して分析した場合と比

べて、より細かな交互作用効果や非線形な関係性を見落としている可能性がある。さらに、

電子調達の効果が国や地域によって異なる可能性を考慮すると、データの分割方法自体に

ついても、より慎重な検討が必要かもしれない。これらの点については、今後の研究課題と

したい。 
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第２章 

 

君主制の国民統合の効果 

―マレーシア選挙君主制および連邦君主制からの証拠― 

 

東野 碧斗 

 

 

要約 

 

世界の国々の 5 分の 1 が君主制を奉じているにもかかわらず、君主制は時代遅れの政治

制度と見なされることが多い。しかし、多民族・多宗教社会において、君主の存在は社会上

の軋轢を軽減し、国民統合を促進しているという見方もある。その研究の重要性に対して、

国民統合の効果について定量的に分析した先行研究は少なく、君主制の効果とその理論的

説明については明らかでなかった。本稿では、マレーシアの連邦君主制・選挙君主制という

独自の制度に着目し、君主の選出が国民に与える影響を検証した。世界価値観調査の結果を

用いたマルチレベル分析からは、君主の選出によって他民族への排外意識が減少し、マレー

シア国民であるという意識が向上することが示された。マレーシアのような多民族・多宗教

社会においても、君主制には国民統合に資する効果があると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

現在、国連加盟国 193 ヵ国のうち、42 ヵ国は何らかの形で君主制を奉じている。このう

ち、34 ヵ国は立憲君主制である1 (Ginsburg et al. 2023, p.3)。これは実に、全世界の 22%

の国家が君主制を採用していることを意味する。 

 これほど君主制国家が残存する一方で、君主制を時代遅れの政治制度とする向きも多い 

(e.g. Corbett et al. 2016; Gerring et al. 2021; Ginsburg et al. 2023; Huntington 1966)。さ

らに、立憲君主制に対しては、以下に挙げるような 5 つの批判がある (Bentley 2002; 

Bulmer 2017; Fabricius 2022; Norton 2022)。第一に、君主が選挙ではなく世襲で選ばれる

ために、一定の政治的権限を有する民主的正当性および説明責任がない。第二に、前述の非

民主的な選出方法に加えて、王室は家族形態・仕事・収入など様々な面で社会的に全く異質

の存在であり、国民や国家における代表性が著しく欠如している。第三に、平等主義と実力

主義を是とする多くの社会において、王室の存在はその原則に反する。第四に、王室の維持

 
1 君主制国家の数については数え方によって上下し、43 ヵ国とする立場もある他 (Guillen 

2018)、立憲君主国の数についても 36 ヵ国であるとする場合がある (Inata 2022)。 
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には多額の費用がかかり、社会的不平等を促進する。第五に、分裂のある社会で君主がある

ひとつの勢力と結びつくことで分断が深まったり、反民主主義的な傾向が生じたりする。こ

の他、君主個人の資質や王室成員によるスキャンダルなども俎上に載せられる。 

 上記のように、立憲君主制に対しては様々な批判があるが、その優れた面も指摘されてき

た。例えば、現代の立憲君主制において、君主は国家を代表し、国民統合のための象徴とな

ることが期待できるとされる (Hazell and Morris 2020; Huntington 1966; Norton 2022)。

また、別人種の移民であっても君主制に対して肯定的な意見を持ち、君主制が市民的アイデ

ンティティの中核となる可能性も示唆されている (Mansillo 2016)。殊に複数の民族が共存

する多民族社会においては、君主は特定の民族に偏らず、国家全体を象徴する存在として、

民族間の緊張を和らげ、国民統合を促進することができるかもしれない。 

本稿ではこの問いを検証するために、マレーシアの君主制に注目する。マレーシアは次の

3 つの理由から仮説検証に適していると考える。まず、マレーシアは分断の深い社会であり、

この条件は問いに適っている。実際、マレーシアはブミプトラ系2、中華系、インド系など

を擁する多民族国家であり、イスラム教を国教としつつもキリスト教・仏教などの他宗教の

信徒を多く抱える多宗教国家でもある3。 

加うるに、それぞれの民族内にも多様なサブ・エスニシティ4があるとされる。マレー人

においては、アラブやインドネシアに起源がある場合や出身州ごとにも異なるアイデンテ

ィティを有する (Nagata 1984)。華人においても、中国における出身地・移民の時期・言語

などによる差異があり (金子 2001; 田崎 2021)、インド人においても言語・出身地・教育程

度・移民背景に基づく差異があるとされる (古賀 2022; 田崎 2021; 山田 2000)。 

次に、マレーシア君主制の特殊性が挙げられる。マレーシアは立憲君主制の国家であるが、

連邦君主制・選挙君主制という他に類を見ない特殊な君主制を敷いている。連邦君主制とは、

連邦全体で一人の国王を戴くだけでなく、連邦を構成する各州も伝統的な統治者5を擁する

政体のことである (左右田 2020a, pp.10-11)。また、選挙君主制とは、マレーシアの場合は

9 名の統治者が互選によって君主を選出する政体のことである (左右田 2020a, p.11)。君主

の任期は 5 年で、独立以来 9 州から輪番で選出されており、実質的には輪番制となってい

る。これらの制度によって、君主制と国民統合の関係を短期間かつ連続的に観察することが

できる。 

 最後に、先行研究ではマレーシアの君主制の意義として「政治的権力」と「国民統合」の

 
2 マレー人および先住民の総称 (小野沢 2012)。 
3 2023 年時点で人種構成は、ブミプトラ系が 70% (うち先住民 12%)、中華系が 23%、イン

ド系が 7%である。宗教構成はイスラム教徒が 64%、仏教徒が 19%、キリスト教が 9%とな

っている。https://open.dosm.gov.my/data-catalogue (2024 年 11 月 19 日)。 
4 中国人、インド人といった主要なエスニシティを、国籍・言語・出身地・社会階級などに

よって細分化した概念 (古賀 2022)。 
5 以降、本稿では混乱を避けるため、連邦全体の国王を「君主」、各州の伝統的な統治者を

「統治者」と呼称する。 
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二側面が指摘されており、特に後者は本稿のテーマに合致している。前者は、君主が新型コ

ロナウィルス感染症の大流行などの社会的危機において非常事態宣言を発して国会を停止

したり、上院の過半数を君主が指名できたり、与野党伯仲時には君主の形式的な首相任命権

が政治的重要性を帯びたりと、民主主義および政治的安定に少なくない影響を与えている

点が指摘される (左右田 2020a, 2020b)。後者は、君主が歴史的・現代的にマレー人とムス

リムのアイデンティティのみならず6、多民族からなる「マレーシア国民」のアイデンティ

ティを醸成する社会的・文化的役割を果たしている点について議論されている  (左右田 

2020a; Milner 2012)。 

 以上を踏まえ、先行研究の不足について指摘したい。第一に、立憲君主による国民統合の

効果についてはその定性的研究の多さに比して、実証研究は乏しく、定量的な裏付けの必要

性がある。第二に、連邦君主制・選挙君主制の実証的な研究は未だ行われておらず、州の統

治者から君主が選出されることの効果および理論的説明については不明確な部分が多い。 

 そこで、先行研究の間隙を埋めるため、本稿では世界価値観調査 (World Values Survey) 

を用い、君主制による国民統合の効果について仮説検証を行った。具体的には、州を分析単

位としたマルチレベル分析によって、君主が選出されることがその州の国民の意識に与え

る影響を明らかにする。分析結果からは、君主が選出された州では他民族に対する排外意識

が減少し、マレーシア国民であるという自己認識が上昇することが分かった。このことから、

多民族国家における君主には国民統合に資する効果があるという知見が得られた。 

以下では前述の結果について次のように論じている。まず、第 2 節では君主制研究につ

いて概観した上で、関連分野である宗教指導者の先行研究を列する。第 3 節では、州の統治

者から君主が選出されるメカニズムについて理論仮説を導出し、第 4 節では使用するデー

タと方法を示す。第 5 節では分析結果、第 6 節では結論を述べる。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．君主制の諸効果に関する研究 

 

 君主制の効果に関する研究としては、歴史的・社会的・経済的・政治的な側面において蓄

積がある。 

 歴史的影響として、McDonagh (2015) は君主制が福祉国家の発展に寄与したことを指摘

している。具体的には、伝統的な家族観と国家観が同一視されることで、君主制国家におい

ては社会保障の責任は国家にあるという認識・支持が高まり、福祉国家化を促進したことを

 
6 憲法上、君主および統治者はマレー人・ムスリムのみなることができ、マレー人・ムスリ

ムの保護者であると明記されている。ただし、国民・州民全体の保護者であることも同様に

記述されている (左右田 2020a)。 
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実証的に明らかにしている。これは既に君主制を放棄したドイツやイタリアなどにおいて

も、福祉制度の充実という形で君主制の遺産となっているとされる。 

政治的影響としては、君主制が政治的安定に貢献していることが中東君主制国家の研究

を中心に示されている。君主はその伝統的・象徴的役割によって、現政権や政治体制自体へ

の国民の支持を高めることができ、反体制運動のリスクに強いことが分かっている (浜中 

2014; Menaldo 2012; Rose and Kavanagh 1976)。また、君主自身が大きな政治的権力を有

する中東君主国や人口規模の小さい君主制国家7では、君主が議会政治の正常化に働きかけ

ることで、君主制に対する国民の支持を確保できていることが指摘されている8 (浜中・白

谷 2015; Anckar 2020; Corbett et al. 2016)。さらに、立憲君主は国民の支持が低い場合は

政治的主張を控え、国民が現政権に満足していない場合は、国民の選好に合った政治介入を

行う可能性が高くなるとされる (Inata 2020)。 

経済的影響としては、君主が法の支配および財産権の保護を遵守することで経済成長を

促したことや、観光業への貢献が挙げられる。前者については、君主制国家は共和制国家よ

りも内部紛争が財産権に及ぼす悪影響などが少なく、結果的に経済成長に利することが明

らかになっている (Guillén 2018)。後者については、王室所有の施設や所縁のある土地へ観

光客を呼び寄せ9、地域経済を刺激しているとされる (Palmer and Long 2018)。 

社会的影響としては、儀礼的・象徴的役割しか持たない立憲君主であっても、世論に働き

かけ、その政策選好に影響を与えられることが示されている (Annaka and Kato 2022)。 

 

２－２．マレーシア君主制の歴史および役割に関する研究 

 

マレーシアの君主制は、イギリス植民地期から独立期にかけて形成されたものである。現

在のマレーシアは、9 つのマレー系諸王国と 2 つのイギリス直轄領に起源がある (左右田 

2020a)。歴史的に、15 世紀初頭にマレー半島とスマトラ半島にまたがるマラッカ王国が成

立したことはあるものの、今日の領域を完全に包摂するような国家の経験はなかった10。し

たがって、文化的・歴史的に異なる諸地域が、イギリスによって初めて単一の国家として糾

合された経緯がある。 

イギリスはマレーシアを植民地化・統治するにあたり、各州にイギリス人理事官 

(Resident) やイギリス人顧問 (Advisor) を置き、それぞれの統治者に助言を与えるという

 
7 トンガやモナコ、リヒテンシュタインなどが例として挙げられている  (Anckar 2020; 

Corbett et al. 2016)。 
8 ただし、浜中・白谷 (2015) によれば、モロッコの事例における議会制民主主義は、コス

メティック・デモクラシー (偽装的民主政治) に過ぎない可能性も指摘されている。 
9 https://www.regionalstudies.org/rsa-blog/blog-the-impact-of-the-uk-royal-family-on-to 

urism/ (2024 年 11 月 19 日)。 
10 15 世紀末、マジャパヒト王国がマレー半島やボルネオ島北部を含めたインドネシア地域

一帯を版図に収めていたとする説もあるが、この点は議論も多い (Munandar 2020)。 
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形で間接統治を行っていた (左右田 2020a)。また、この植民地期にダーバー (Durbar) と

呼ばれる各州の統治者による評議会が設置され、現在の君主選出の場である統治者会議の

前身となった (Bastin and Robin 1966)。 

その後、日本軍による占領を経て、マレーシアでは英軍が復帰するまでの権力空白期に現

地勢力が力を持ってしまっていた (都丸 2006)。そこで、イギリスは政治経済的支配を取り

戻すために、従来の間接統治から転換し、マレーシアを中央集権的に統合し、1946 年にマ

ラヤ連合を成立させた (内田 1958)。この中央集権化の過程で各州の統治者の主権が剥奪さ

れたが、1948 年にはマレー人を中心とした反対運動によってこの措置は撤回され、連合は

マラヤ連邦として再編され、統治者の主権も回復した。この時、マラヤ連邦の住民を民族等

の区別なく「マラヤ人」と定義し、このマラヤ人意識を育てるために統治者や教育の重要性

が掲げられた (都丸 2006, pp.128-129)。これを受けて、独立時に制定された連邦憲法では、

植民地期から連綿と君主制が続いていた 9 州の統治者の互選によって選出される「マラヤ

人」の君主という地位が新たに創設された。 

Milner (2012) によれば、このような経緯からマレーシアの君主には独自の君主制の設計

段階から国民統合の役割が期待されていたとされる11。また、現代においてもマレーシア君

主は「マレー人」ではなく、民族や信仰とは関係がない「国民」という語を積極的に用いた

り、属性に関係なく称号・勲章を授与したりすることで、象徴的なアイデンティティとして

の役割を果たしている (Milner 2012)。 

 

２－３．宗教指導者による情報発信の効果に関する研究 

 

 君主制に関連して、宗教指導者に関する先行研究も参考になると思われる。なぜなら、イ

ギリス・日本などを筆頭に、立憲君主はしばしば宗教指導者の地位も兼ねており (Annaka 

and Kato 2022; Norton 2022)、マレーシア君主も同様にイスラム教の指導者だからである。 

 先行研究では、宗教指導者による情報発信が政治参加や政治選好に影響を与えることが

示されている。ただし、「どの宗教であるか」や「どのような内容の情報であるか」あるい

は「受け取り手の属性」によって、情報発信の効果は大きく異なることが報告されている。

キリスト教に関する過去の知見では、自己肯定を促すメッセージが政治参加を高めること 

(McClendon and Riedl 2015) や、気候変動への対策を訴える教皇のメッセージが保守的な

カトリック教徒や非カトリック教徒には逆に反抗的な態度を促してしまうこと (Li et al. 

2016) などが明らかになっている。 

 上記のように、宗教指導者による情報発信の効果については、広範な合意がある訳ではな

いのが現状である。 

 

 
11 ただし、マレー人ムスリムであることが君主の条件であるため、多文化主義というより

マレー人の優位を保証するための設計だったとする議論もある (Ginsburg et al. 2023)。 
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３．理論仮説 

 

３－１．君主選出による国民統合の効果 

 

君主による国民統合の効果には 2 つの経路があると考えられる。第一に、君主への忠誠

である。多民族・多宗教国家において、君主は多様な属性を持つ国民を、その民族や宗教に

基づくアイデンティティではなく、君主への共通の忠誠心のもとに団結させることが期待

できる (Mansillo 2016; Norton 2022)。 

 第二に、国民意識の向上である。この経路はさらに 3 つに細分化できる。まず、君主の代

表性である。君主は戴冠式などの国家的行事に参加したり、外交の場で国家の代表として諸

外国の要人と接したりと、国内外においてマレーシアを代表・象徴する存在となっている 

(Norton 2022)。 

 次に、君主の象徴性である。国民は日常生活の各所で、君主のシンボルと触れ合う機会が

ある。例えば、人々は日常的に君主が描かれた紙幣を用いたり、君主を称えて名付けられた

道路を走ったり、そのような学校や病院を利用したりする。実際、マレーシアの全ての紙幣

には初代国王の肖像が印刷されており12、首都の主要道路には歴代君主にちなんだ名前がつ

けられており13、君主の名のつく学校や病院は多くある14。こういった王族の肖像や国旗、

記念日の心理的影響と国民意識形成の関係も深いと考えられている (都丸 2006)。特に貨幣

については、国家と国民を結び付けるマスコミュニケーションの一つであり、紙幣に価値を

与えているのは国家の権威と正当性であるため、国家アイデンティティとの関連が強いこ

とが指摘されている (Lauer 2008)。  

最後に、君主の平等性である。君主はマレー系やムスリムのみならず、マレーシア国民の

象徴として国民に接したり (Milner 2012)、民族間・宗教間の対立が起きている場合には仲

介を行ったりすることで (Harding and Harshan 2022)、マレーシア国家・マレーシア国民

という旗の下に団結させることが期待できる。 

ここでマレーシア君主制の事例に立ち返ると、先述したように 9 州それぞれの統治者た

ちの中から 1 人が君主として選出される政治体制である。このように、州の統治者が国家

全体の君主となった場合、選出州の国民は国民統合の効果をとりわけ強く受けると考えら

れる。つまり、自州の統治者が国家を代表していると認識し、「マレーシア人」としてのア

イデンティティが高まる。その結果、自州や自民族ではなく、国家全体に対する帰属意識が

強化され、他民族・他宗教間の融和も促進されると考えられる。具体的には、以下の仮説が

 
12 https://www.bnm.gov.my/web/guest/current-banknote-series (2024 年 11 月 19 日)。 
13  https://www.malaymail.com/news/malaysia/2014/11/25/kuala-lumpur-road-names-to-

be-changed-at-request-of-royalty-says-dep-min/790057#google_vignette (2024年 11月 19

日)。 
14 https://zafigo.com/stories/zafigo-stories/20210813-places-in-malaysia-named-after-wo 

men/ (2024 年 11 月 19 日)。 
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導出できる。 

 

仮説１ 国王が選出された州では、他民族への排外意識が減少する。 

 

仮説２ 国王が選出された州では、マレーシア国民であるという自己認識が上昇する。 

 

仮説３ 国王が選出された州では、人種差別が減少する。 

 

３－２．マレーシア君主制の制度的な国民統合の効果 

 

マレーシアの連邦君主制・選挙君主制は、ROSCA との類似点が多く見られる。ROSCA15 

(Rotating Savings and Credit Associations: 回転型貯蓄信用講) とは開発経済学で用いら

れる用語で、互助的な金融制度のことである (松井 2015; 柳原 2014)。具体的には、人々

が定期的に会合を開き、その場で一定額を拠出する。その際、集められた財すべてを成員全

員が輪番で受け取るものである。これは一種の貯蓄ないし借入と見なすこともできる。つま

り、毎回定額を講に預け、自分の番が来れば引き出すという制度、あるいはある回に受け取

った財を毎回返すという制度と捉えることもできる。 

 ROSCA は経済学のみならず、社会学や人類学、民俗学においても分析対象となっており、

社会的結束や社会資本関係の観点からも研究が行われている。マレーシアの君主制はこの

ROSCA との共通点が多くあり、当研究テーマにも敷衍できると考えられる。例えば、マレ

ーシアの君主制は、「君主」の様々な影響力を講 (国家) に預け、それを 5 年ごとに輪番で

各州が受け取っていると解釈できる。 

 ROSCA の社会的連帯の側面として、ROSCA のような緊密なコミュニティに属する人々

は自分がコミュニティの成員ではないと考えることが難しく、コミュニティに属している

ために必要なことを率先して行うことが挙げられる (Mbamaonyeukwu 2013)。したがって、

マレーシア君主制の下にある国民は、君主の選出を経験する度に、マレーシアという国家の

一員であることを再認識することになり、国家への帰属意識が強まると予想される。これは、

先の仮説 1～3 を支持する、異なる理論的説明である。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 
15 ROSCAs との略称もある。また、同様の制度は日本で「無尽講」や「頼母子講」といっ

た名称が歴史的に用いられてきた (松井 2015)。 
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 上記の理論仮説を検証するため、本稿では「世界価値観調査 (World Values Survey)」の

Wave5～7 (2006, 2012, 2018) のデータを用いる。 

マレーシアを対象とした社会調査としては他にもアジアバロメーター (AsiaBarometer) 

やマレーシア家族生活調査 (Malaysian Family Life Surveys) などがある。しかし、これ

らは調査が実施された地域が、州別ではなく、より大きな地域区分で記録されており、州を

単位として分析を行う本稿の研究デザインに適さない。その点、世界価値観調査は調査地域

が州別にコード化されており、本分析に好個のデータである。 

分析に際しては、調査データのうち、従属変数として 3 つの質問項目を選択した。第一に

「このリストには様々なグループの人がいます。隣人として望ましくない人を言及して下

さい。」(Inglehart et al. 2014: 筆者訳) という問いに対して、「異なる人種の人々」に「0＝

言及されていない」、「1＝言及された」の尺度を反転させたものを他民族に対する排外意識

の指標として用いる16。この変数は異なる人種に対する排外意識が生じている場合に 1 とな

るダミー変数である。 

第二に「あなたは自分自身をマレーシアの国民だと考えていますか？」(Inglehart et al. 

2014: 筆者訳) という問いに対する「0＝いいえ」、「1＝はい」を国民意識の指標として用い

る。この変数はマレーシア国民であるという自己認識がある場合に 1 となるダミー変数で

ある。 

第三に「あなたの近所では以下のことがどれほど頻繁に起きますか？」(Inglehart et al. 

2014: 筆者訳) という問いに対して、「人種差別的な振る舞い」に「1＝非常に頻繁」～「4

＝全く起きない」の 4 点尺度を反転させたものを他民族に対する人種差別傾向の指標とし

て用いる。 

 独立変数は個人レベルと集団レベルの 2 レベルからなる。集団レベルの独立変数には国

王選出ダミーを用いる。これは調査年に国王が選出されている州であった場合は 1、選出さ

れていなければ 0 として操作化したダミー変数である。この基準に従い、2006 年調査では

トレンガヌ州、2012 年調査ではクダ州、2018 年調査ではクランタン州が国王選出州 (＝1) 

として数値化されている。 

 個人レベルの独立変数には性別、年齢、教育水準、収入を投入した。これは個々人の社会

経済的要因を統制するものである。 

なお、分析に用いる変数の説明は表 1、記述統計は表 2 の通りである。 

 

４－２．推定方法 

 

前掲の通り、本稿で使用するデータは個人レベルと集団レベルの両者を含んでいる。この

ように階層性を有するデータに対し、通常の最小二乗法で推定を行うと誤差項に相関がな 

 
16 回答のうち、「Don't know」、「No answer」、「Not asked」、「Missing: other」はデータ

から除いている。後述する世界価値観調査の変数はいずれもこの処理を行っている。 
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表１ 変数説明 

 

 

表２ 記述統計 

 

 

いというガウス・マルコフの定理に違反する。その場合、推定量が BLUE  (最良線形不偏

推定量) でなくなり、誤った結果を導く可能性が高い。したがって、階層性を考慮するため、

マルチレベル分析を採用する17。より具体的には、個人レベルの切片に州ごとに異なるラン

ダム効果を想定するランダム切片モデルを用いて推定を行う。 

また、分析対象はマレーシア全 13 州と連邦直轄領18における 3 回分の調査結果である。

ただし、問 G005 の「国民意識」および問 H002_04 の「他民族に対する人種差別傾向」に

ついては 2006 年調査では質問が行われていないため、2 回分の調査結果のみが分析対象と

 
17 従属変数がダミー変数であるため、仮説 1 と仮説 2 ではマルチレベル・ロジスティック

回帰モデルを用いる。 
18 なお、連邦直轄領は 2012 年ではクアラルンプールのみが、2018 年ではクアラルンプー

ル・プトラジャヤ・ラブアンが調査対象となっている。 

変数名 変数説明 出典

性別 女性＝0、男性＝1としたダミー変数。 WVS Wave 5～7の問X001

年齢 15歳から64歳までを10年ごとに1-5に分け、

65歳以上を6とした6点尺度。

WVS Wave 5～7の問X003R

教育程度 教育程度が低い場合は1、中程度の場合は2、

高い場合は3とした3点尺度。
WVS Wave 5～7の問X025R

収入 収入が低い場合は1、中程度の場合は2、

高い場合は3とした3点尺度。
WVS Wave 5～7の問X047R_WVS

国王選出ダミー 君主が選出されたトレンガヌ州、クダ州、クラン
タン州の回答者なら1、それ以外なら0として操作

化したダミー変数。

「マレーシア議会」ホームページ
WVS Wave 5～7の問S002VS

WVS Wave 5～7の問X048WVS

排外意識 言及されていない＝1、言及された＝0として操作

化したダミー変数。
WVS Wave 5～7の問A124_02

国民意識 はい＝1、いいえ＝0として操作化したダミー変

数。
WVS Wave 5～7の問G005

近所での人種差別 「非常に頻繁」＝4～「全く起きない」＝1として

操作化した4点尺度。
WVS Wave 5～7の問H002_04

観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値

性別 3809 0.4954 0.5000 0 1

年齢 3809 2.7359 1.3549 1 6

教育程度 3809 1.8889 0.6864 1 3

収入 3809 1.9800 0.5844 1 3

国王選出ダミー 3809 0.0543 0.2267 0 1

排外意識 3809 0.8028 0.3979 0 1

国民意識 2612 0.8943 0.3075 0 1

近所での人種差別 2575 1.7386 0.8576 1 4
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なっている。 

 

 

５．分析結果 

 

表 3 は、君主の選出による他民族への排外意識 (Model 1)、マレーシア国民であるという

意識 (Model 2)、近所での人種差別的傾向 (Model 3) への効果を分析した結果である。 

 分析結果から、Model 1 と Model 2 で君主選出ダミーがそれぞれ 1%水準、10%水準で正

に統計的に有意な係数が得られた。これらは仮説 1、仮説 2 に整合的な結果である。このこ

とから、君主が選出された州においては、君主の象徴的役割を通じて、他民族への排外意識

が減少し、同時に国民意識が上昇すると考えられる。 

 実際に、2006 年調査時点で君主であったトレンガヌ州のミザン・ザイナル・アビディン・

スルタンは、ハリ・ラヤ・プアサ19 (Hari Raya Puasa) において「様々な宗教・人種・文化

を受け入れることで、この国に存在する多様性を尊重して下さい」(筆者訳) という多文化

主義的なメッセージを発している20。また、現君主であるイブラヒム国王は中華系マレーシ

ア人にとって最大の祭事である春節 (旧正月) において、春節の祝祭が人種や宗教に関係な

く、マレーシア国民の結束をさらに強めることを期待する旨の発言をしたり21、学校で発生

した人種問題に対し、迅速な対応を呼びかけつつ、デマや憎悪に掻き立てられないように注

意すべきとの声明を発したりした22。これらの事例が指し示すように、マレーシア君主は国

民を宗教や人種の別なく平等に扱い、民族間・宗教間対立を緩和するメッセージを発信して

いる。分析結果については、君主がこのように象徴的役割を演ずることで「他民族への排外

意識」や「マレーシア国民であるという意識」に影響を及ぼしていたのではないかと考えら

れる。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、マレーシアの連邦君主制・選挙君主制に注目し、君主制が国民統合にどのよう

な影響を与えるのか分析を行った。分析結果からは、君主が州から選出されることで他民族 

 
19 1 ヶ月の断食月 (ラマダン) の終わりを記念する祭りであり、マレーシア・ムスリムにと

っては最大の祭事である。https://www.malaysia.gov.my/portal/content/141 (2024 年 11 月

5 日)。 
20 https://thesun.my/home-news/sultan-mizan-celebrate-racial-and-religious-diversity- 

maintain-tolerance-FA10896157 (2024 年 11 月 19 日)。 
21 https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/02/09/king-queen-extend-chinese-new 

-year-greetings (2024 年 11 月 19 日)。 
22 https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2023/01/24/respond-swiftly-to-R 

acial-issues-johor-sultan-reminds-authorities/ (2024 年 11 月 19 日)。 
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表３ 国王選出による選出州に対する効果 

 

 

への排外意識が減少し、マレーシア国民であるという自己認識が向上することが明らかに

なった。 

 本稿は、君主制の効果に関する研究において、以下の 3 つの貢献がある。第一に、先行す

る定性的研究によって蓄積のあった君主制の国民統合の効果について、定量的にも実証す

ることができた。 

第二に、従来あまり注目されてこなかった連邦君主制・選挙君主制について実証分析を行

い、これらの効果と理論的説明をある程度示すことができた。 

第三に、多民族・多宗教国家において、特定の民族・宗教に根差す君主であっても国民統

合に資する効果があると明らかにできた。前出の通り、マレーシアはブミプトラ系・中華系・

インド系が共存する多民族国家である一方、君主および統治者はマレー人のムスリムでな

れければいけない。このように君主とは異なる属性の国民が一定の割合存在するマレーシ

アの事例ですら、君主選出による効果が観察できることが示された。これは Mansillo (2016) 

他民族への排外意識
マレーシアの国民
であるという意識

近所で人種差別が
起こっているか

固定効果 Model 1 Model 2 Model 3

　(切片) 0.6619 *** 0.9048 *** 1.5756 ***

(0.0422) (0.0297) (0.1076)

Level 1 (個人レベル)

　性別 0.0104 -0.0069 -0.0229

(0.0120) (0.0120) (0.0307)

　年齢 0.0132 ** 0.0059 -0.0273 *

(0.0047) (0.0045) (0.0115)

　教育程度 0.0142 -0.0087 0.0376

(0.0093) (0.0085) (0.0217)

　収入 0.0258 * -0.0043  0.0810 **

(0.0111)  (0.0103) (0.0271)

Level 2 (州レベル)

　国王選出ダミー 0.1127 ** 0.0476 † -0.1843

(0.0421) (0.0263) (0.1522)

ランダム効果

　切片 0.0310 0.0016 0.1603

　残差 0.1352 0.0930 0.5949

AIC 3354.6 1290 6096.9

N 3809 2612 2575

州・調査年の数 43 30 30

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

従属変数
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の別人種の移民であっても君主に由来するアイデンティティを抱くことができるという知

見を別の側面から裏書きするものでもある。 

最後に、本稿の課題としてデータの制約による分析の限界があったことが挙げられる。ま

ず、3 回の調査結果のみに依拠しているため、全ての州について国民統合の効果は確認でき

ておらず、分析期間の短さは否定できない。次いで、今回の君主選出州であるトレンガヌ州、

クダ州、クランタン州はいずれもマレー人割合が比較的高い地域であり (中村 2009)、それ

ぞれの君主も欧米への留学経験などから人気が高いとされる (Ahmad et al. 2013)。例えば、

今回の対象ではないジョホール州・ペラ州・セランゴール州の君主は汚職や暴力事件によっ

て人気が低く、国民からの忠誠心が低い可能性がある。その場合、今回観察された国民統合

の効果は異なることが考えられる。今後は、このような州ごと、君主ごとの違いを考慮した

分析が求められる。 
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第３章 

 

テロ事件が欧州諸国の排外主義政党支持に与える心理的影響 

―欧州社会調査に基づく実証分析― 

 

上西 知奈 

 

 

要約 

 

排外主義政党支持の要因分析は、国ごとに異なる社会的文脈に依存することが知られて

いるが、そのような違いを生む要因については明らかになっていない。既存研究では、国レ

ベル・個人レベルの個別の要因への注目にとどまっており、両者の要因の相互作用を定量的

に分析した研究は少ない。とりわけ、予測不可能な事態が政党支持に与える影響については、

テロ攻撃が排外主義政党支持を増加させることはないという理論の予測に反する結果も示

されており、その心理的メカニズムには疑問も残る。そこで、本稿では、2010年から 2023

年までの欧州社会調査をもとに、国レベルと個人レベルの要因の相互作用に焦点を当て、テ

ロ事件の発生によって引き起こされる社会不安が、有権者の価値観に与える心理的な影響

と、それらが排外主義政党に結びつく規定要因となりうるかを検証した。分析結果からは、

テロ事件発生前は、政府に強い権力を求める価値観は、排外主義政党への投票の規定要因に

なっていなかったのに対し、テロ事件発生後は、そのような価値観を重要視する有権者ほど、

排外主義政党に投票する傾向があることが明らかになった。テロ事件などの予測不可能な

事態は、メディアや政党などによる煽情的な報道を通じて世論を形成する。そのような報道

が社会的分断や排外主義を招かないか、予測不可能な事象による市民の価値観の変容プロ

セスの体系的な理解が必要であると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

欧州諸国では、移民難民の受け入れ政策が各国選挙の争点に挙げられ、その対立を煽る極

右政党の台頭が危ぶまれている。そもそも、特定の政党を「極右」であると分類するには、

一定の基準が必要であり、Mudde (2000) は 7 つのイデオロギーをもって各国の政党を分

類している。そのイデオロギーとは、①ナショナリズム、②排外主義、③外国人嫌悪、④法

と秩序の重要性、⑤福祉ショービニズム、⑥伝統的な倫理、⑦修正主義であり、これらのイ

デオロギーは各極右政党の支持基盤や公約にも大きく影響する。特に、シリア内戦が激化し

た 2015年以降、欧州難民危機を皮切りに中東の情勢不安や、ロシアのウクライナ侵攻など
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によって、移民難民の流入が拡大した。これらの流入を受け、欧州諸国では反移民態度や排

外意識が増加傾向にあり、排外主義政党支持に繋がっているとされる。例として、2023 年

11月のオランダ総選挙では、反移民を掲げた「自由党 (PVV)」が勝利し、他右派 3党によ

る連立政権の発足を行った。当合意には、移民政策の厳格化が含まれており、具体的にはビ

ザの取得要件厳格化、国境管理強化、庇護申請却下時の強制送還措置の強化などが挙げられ

る1。このように、移民難民の受け入れ姿勢については、欧州各国で依然議論が続いており、

それに比例する形で国民の排外意識を煽る極右政党が支持を集めるべく様々な公約を掲げ

ている。2017年の連邦議会選挙では、「ドイツのための選択肢 (AfD)」が EU懐疑主義的な

主張と反移民政策で有権者の支持を集め、12.6%の議席を獲得した。2023 年には、ドイツ

国内における複数の自治体で AfD の首長が誕生し、同年 7 月には国内政党支持率が 22%

を記録した2。  

このような現状において、排外主義政党の支持の要因についても研究上の関心が高まっ

ている。排外主義政党の台頭要因に関する分析では、極右政党への「需要」と「供給」の相

互作用によって支持基盤が確立されると論じられる (Golder 2016)。Golder (2016) による

と、極右政党の需要側の議論では、近代化や経済化、文化に対する不満に焦点が当てられる

一方で、供給側の議論では、政治的機会構造や強力な政党主義、勝利のイデオロギーが重要

であり、供給側がオープンかつ需要が高い場合、極右政党は成功するという。極右政党への

需要として挙げられる、経済化や近代化に対する不満について、中井 (2020) は、欧州諸国

における排外主義政党支持の要因には、欧州統合に対する反感と、移民による非経済的な脅

威の認識があると論じている。また、移民難民が自国文化を侵食しうるという脅威認識のよ

うな反移民態度は、彼らが自国の治安を破壊しかねないという主観的な認識から来ると述

べている。したがって、中井 (2020) は伝統や規則、自国文化を重視する態度が右翼政党の

支持を促進させる効果があるとする。 

排外主義政党への支持の要因については、膨大な先行研究があるものの、いくつかの研究

上の課題もある。第一に、先行研究では、さまざまな個人的な心理的態度が排外主義政党を

支持する要因になっていることが指摘されているが、どのような態度が支持の規定要因に

なっているのかは国によって結果がまちまちであり、国ごとの社会的文脈の違いが示唆さ

れる (村田 2017)。しかし、従来の研究では、国ごとの社会的文脈の要因が、個人の心理的

態度の効果の違いにどのような影響をもたらしているのかは明らかになっていない。国家

単位の要因と個人単位の要因の相互作用を考慮した理論的説明が求められるところである。 

そのような国ごとの社会的文脈の違いとして、予測不可能な事件の影響に注目した研究

は多い (e.g. Vlandas and Halikiopoulou 2024)。しかし、第二に、予測不可能な事象が発

生した際の価値観の急激な変動をデータに組み込んだ実証的な検討には、再考の余地があ

 

1 https://www.dlri.co.jp/files/macro/336875.pdf (2024年 12月 7日)。 

2 2017 年の連邦議会選挙では、「ドイツのための選択肢」は得票率 12.6%で 94議席を獲得

している (星野 2019)。 
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る。Vlandas and Halikiopoulou (2024) は、サーベイ調査中に発生した予測不可能な事象、

とりわけテロ事件について、オランダ、スウェーデン、フランス、ドイツの 4か国のデータ

を使用し極右政党支持に与える影響を分析したが、テロ攻撃が極右支持を増加させるとい

う彼らの予測に反し、統計的に有意な変化は観察されなかった。したがって、テロが反移民

感情や制度への信頼に影響を与える可能性は小さいという結論が示唆されている 

(Vlandas and Halikiopoulou 2024)。しかし、予測不可能な事象が排外主義政党の支持の要

因の構造を変化させる可能性については考慮されていない。前述のように、排外主義政党の

心理的要因は複数存在しており、テロ事件による社会不安の増大が特定の心理的要因を活

性化させる可能性が考えられる。 

上記の問題意識から、本稿は、2010 年から 2023 年までの全 7 回の欧州社会調査 (ESS: 

European Social Survey) をもとに、ヨーロッパ諸国民の政府や社会に対する価値観が、排

外主義政党の支持に与える心理的影響を明らかにする。特に、テロ事件発生前後で、国家の

安全や政府の権力強化に関する認識の影響に変化が生じるとの仮説から、排外主義政党の

規定要因の構造変化を検証する。本稿の分析結果からは、テロ事件発生前は、安全性や強い

政府の権力を重要視する価値観は排外主義政党支持の規定要因になっていなかったが、テ

ロ事件発生後には、政府の権力が強く、安全を確保することが重要であるという価値観を持

つ有権者ほど排外主義政党を支持する傾向が強まった。この結果を踏まえると、テロ事件の

発生が、安全への認識を活性化させ、排外主義政党を支持する社会的文脈を形成すると考え

られる。 

続く第 2 節では、排外主義政党支持の要因を国レベルの要因と個人レベルの要因とに分

類して概観した後、第 3 節では、テロ事件が欧州諸国の排外主義政党支持に与える心理的

影響について本稿の理論仮説を導出する。第 4 節では、理論仮説を検証するために必要な

データと方法を提示したうえで、第 5節では、実際の推定結果を論じる。第 6節では、本稿

で得られた知見を踏まえ、予測不可能な事象が社会的文脈に与える影響と、排外主義政党の

台頭について示唆を述べたい。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．排外主義政党支持の要因：国家レベルの説明 

 

ヨーロッパ諸国における排外主義政党の台頭要因を、国家単位で論じる先行研究は、大き

く二つに分けられる。ヨーロッパ全域を対象とした国際比較調査などに依拠した研究と、各

国の事例に焦点を当てた研究である。第一に、国際比較調査グループ ISSP (International 

Social Survey Programme) が 2013 年に実施した調査「国への帰属意識」の 31 の国・地

域を対象とした結果を用いて、国への愛着と対外国人意識の関係性について比較分析を行
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った研究では、外国人人口の多寡にかかわらず、国民と認める条件の「純粋性」が排外意識

の規定要因になっていると論じられた (村田 2017)。ここで述べられている「純粋性」とは、

自国民であることの条件を厳しく捉えた愛国主義的思想と定義され、多様性を忌避する傾

向にあるとしている。このような愛国主義と強く結びつく排外意識の主成分として、①雇用

機会の剥奪、②文化・伝統が損なわれる、③権利意識が挙げられており、特に、移民難民に

対する非経済的な脅威認識が排外意識の規定要因であることが指摘されている  (村田 

2017)。一方で、樋口 (2013) は、村田 (2017) と同様の ISSPを用いた分析によって、排外

主義政党の支持基盤となるのは、農民自営業層や福祉ショービニズムの労働者層であり、経

済的な脅威認識も依然として反移民感情に結びつくとも指摘している。 

第二に、各国の事例に焦点を当てた先行研究では、統合政策や犯罪対策などの各国の移民

難民政策の不備が、排外主義の増加を招いたという指摘が存在する。まず、ドイツの例では、

松岡・足立 (2004) は、ドイツの多文化統合政策が外国人を対象とする社会統合プログラム

と、ドイツ人を対象とする共生トレーニングによって双方向からの多文化統合を試みてい

ると報告する。具体例として、フランクフルト市の多文化局が実施する外国人の母親に対す

るドイツ語学習クラスや、エッセン市の幼稚園児を持つ母親を対象とした母語の重要性や

教育の知識を学ぶクラスは、教育機関との連携によって外国籍の保護者の教育参加を支援

する取り組みである。さらに、ドイツ人が持つ移民難民への偏見の解消を図るため、ケルン

の応用科学大学では、警察官や公務員向けの異文化トレーニングが実施されている (松岡・

足立 2004)。しかし、小林 (2009) は、これらドイツの統合コースから参加者がドロップア

ウトする事例が少なくなく、妊娠・就業といったやむを得ない事情だけでなく、「モチベー

ションの低下」により「サボり」を行う参加者が 39.1%もいる点が問題であると認識してい

る。この消極的な統合コースへの参加姿勢が、ドイツ社会における多文化主義への疑念や移

民政策への批判を加速させていると指摘する (小林 2009)。他方、竹村 (2016) によるとフ

ランスでは犯罪対策の強化を求める声が、イスラム教徒全体への脅威認識に深く結びつい

ていると論じた。テロ事件発生後の世論調査では、政府による自由の制限を容認するとした

回答者が 84%を占め3、2015年 12月の地方選挙でも排外主義政党の国民戦線が反移民・治

安強化を掲げて躍進した背景を踏まえ、排外主義の強まりは、「要塞化」によって部外者を

締め出すことになっていると述べる。 

このように、国レベルの先行研究では、各国特有の移民問題や政策を背景に排外主義や多

文化主義への疑念が加速していることが明らかにされている。しかし、国ごとに異なる社会

的文脈では、排外主義政党の支持に結びつく国民の価値観や行動心理を一概に説明するこ

とは難しく、個人レベルでの研究が必要となる。 

 

２－２．排外主義政党支持の要因：個人レベルの説明 

 
3 「安全を保障するために今以上の監視と一定の自由の制限を受け入れる」と回答した割

合が 84%であった (竹村 2016)。 
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 前述のように、排外主義政党支持に繋がる心理的要因を個人単位のデータから分析した

先行研究も多い。Aichholzer and Zandonella (2006) は、極右政党 (RRP) 支持の性格的根

拠を、イデオロギーの心理学的アプローチを用いて調査した結果、政党支持は有権者の性格

と中核的なイデオロギー的態度に根差していると結論づけた。この研究では、性格を①誠実

さ、②経験への開放性、③協調性、④感情の安定、⑤外向性の 5 つの要素から測定した上

で、各項目が右翼権威主義、社会的支配志向、移民の脅威認識とどのような相関があるかを

調査した。結果、特に経験への開放性、協調性が低い人々が極右政党を支持しやすく、両項

目ともに移民への脅威認識と強く関連していると論じられた (Aichholzer and Zandonella 

2006)。 

 このように先行研究では、個人のイデオロギーや、移民難民に対する政策、社会的背景が

どのように排外主義政党支持に結びつくのかについて、国レベル・個人レベルで分けて説明

されている。一方で、このような国ごとの社会的文脈と、個人の心理的態度との相互作用に

注目した研究は必ずしも多くないようである。排外主義政党の台頭要因が国ごとに異なる

場合、国ごとの社会的文脈が個人の心理的態度の規定力を変化させることが考えられる。次

節では、先行研究で得られた多くの知見をもとに、異なるレベルの要因の相互作用を理論的

に検討することで、排外主義政党支持の規定要因を統一的に説明することを試みる。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．排外主義政党支持の規定要因となる心理的態度・社会的文脈 

 

先行研究では、移民難民の流入と、それに伴う統合政策の実施・治安悪化によって、国レ

ベル・個人レベルで、それぞれ排外主義政党支持を規定する効果がみられた。国家レベルで

は、雇用機会の剥奪や、文化・伝統が侵害される脅威、福祉を受ける権利などが移民に対す

る脅威認識に繋がることが、全体的な傾向として見られる (樋口 2013; 村田 2017)。特定

の国に着目し、受け入れ政策や社会的事象との関連を分析すると、多文化主義を推進する統

合コースの失敗がかえって疑念を生じさせかねず、社会的文脈によって社会的なコントロ

ールに対する統制意欲が高まるなど、国ごとに排外主義政党の支持に結びつく心理的態度

に違いがあることが明らかとなった (小林 2009; 竹村 2016; 松岡・足立 2004)。個人レベ

ルの要因では、経験への開放性や協調性の低さが移民難民への脅威認識と結びつき、排外主

義的な立場を取る有権者が増加することが明らかとなった (Aichholzer and Zandonella 

2006)。 

一方で、排外主義政党を支持する要因となる個人的価値観も、社会的文脈の影響も国によ

って指摘される要因が同様に異なっている。両者をあわせて考えるならば、ヨーロッパ諸国
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において排外主義政党支持の規定要因が異なるのは、国ごとに有権者が関心を持つ社会問

題に違いがあるなどの社会的文脈に依存する可能性があるのではないか。たとえば、社会不

安が増幅する事態が起これば、排外意識や安全な生活を守ろうとする閉鎖的な価値観が高

まると考えられる。そのため、本稿では予測不可能な事態であるテロ事件の発生が引き起こ

す社会不安に着目する。 

 

３－２．テロ事件が排外主義政党支持の心理的メカニズムに与える影響 

 

テロ事件が排外主義政党支持に影響を与えるとの仮説は既に Vlandas and  

Halikiopoulou (2024) によって検証されている。しかし、この先行研究では、欧州社会調査

の調査期間に発生したテロ事件が反移民感情や調査対象国 (オランダ、スウェーデン、フラ

ンス、ドイツ) の移民受け入れ制度への信頼に直接的な影響を与えるという結果は確認され

なかった。他方で、テロ事件の発生によって治安の悪化への懸念が強まり、そのような安全

対策のため、政府による自由の制限を受け入れる傾向は強まった。フランス同時テロ事件後

の世論調査では、安全を保証するための一定の自由の制限を受け入れる傾向にあり (竹村 

2016)、テロ事件の発生が治安維持を求める心理的要因に影響を与える可能性が指摘できる。 

 排外主義政党が台頭する社会的要因の一つとして、先行研究では治安悪化の懸念が指摘

されている (中井 2020)。そのため、竹村 (2016) の結論を踏まえると、テロ事件の発生後

には治安悪化が排外主義政党支持の社会的要因となる心理的メカニズムが活性化すると考

えられる。具体的には、国民の安全を重視すべきとの理由から排外主義政党に投票する有権

者が増加しやすいと考えられる。具体的には、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説１ テロ事件が発生した国では、安全な環境の重要性認識が排外主義政党への投

票を促す効果が強まる。 

 

仮説２ テロ事件が発生した国では、強い政府権力の重要性認識が排外主義政党への

投票を促す効果が強まる。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、2010 年から 2023 年までに実施された全 7 回の『欧

州社会調査 (ESS)』を用いる4。まず、本稿の分析に用いる従属変数は、各調査年の国政選

 
4 欧州社会調査 round 5 (2010)、round 6 (2012)、round 7 (2014)、 round 8 (2016)、 round 
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挙で排外主義政党に投票した有権者を 1、その他政党に投票した有権者を 0とする排外主義

政党投票のダミー変数である。本稿で対象とした国は、中井 (2020) が分析対象とした 17

か国のうち、2010年以降にテロ事件が発生した 10ヵ国のみを扱った。対象国は、オースト

リア、スイス、ドイツ、フィンランド、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、ノルウ

ェー、ベルギーの全 10 ヵ国である。排外主義政党の定義は、中井の方法に従い、先述の

Mudde (2000) の 7つのイデオロギーを掲げる政党として、以下の政党を対象とした。具体

的には、ドイツの「ドイツのための選択肢」、イタリアの「イタリアの同胞」、フランスの「国

民連合」、スイスの「スイス社会民主党」、オーストリアの「オーストリア自由党」、イギリ

スの「ブリテンファースト」、オランダの「自由党」、ベルギーの「フラームス・ベルンフ」、

ノルウェーの「進歩党」、フィンランドの「フィン人党」である。上記政党に投票したと回

答した有権者を 1、その他の政党に投票した、ないしは、投票を棄権したと回答した有権者

を 0とするダミー変数を用いている。 

 次に、理論的に関心のある独立変数として、仮説 1では、安全な環境の重要性認識の変数

を用いる。具体的には、欧州社会調査の調査項目である「安全で安心な環境で暮らすことが

重要」という意見に同意する度合いを、1から 6で数値が大きいほど重要性認識が強いもの

として回答した結果を投入する。仮説 2 では、政府権力に対する重要性認識の変数を用い

る。同様の調査項目である「政府の力が強力で、国民の安全を確保することが重要」という

価値観に同意する度合いを 1 から 6 で数値が大きいほど重要性認識が強いものとして回答

した結果を投入する。 

 上の理論的に関心のある変数に加え、2010 年以降に対象国でテロ事件が発生した場合、

それ以降の調査年結果を 1 とし、以前の調査結果を 0 とする、テロ事件発生後ダミーを投

入する。このテロ事件発生後ダミーと、安全な国家に対する各種の重要性認識との交互作用

項を投入する。テロ事件が排外主義政党の支持要因に心理的影響を与えているならば、両者

の交互作用項の係数は正となることが予測される。 

その他には、個人レベルの変数として、過去 3か月以内に犯罪に遭遇した回答者を 1、遭

遇していない回答者を 0とする犯罪遭遇ダミーを投入する。加えて、世帯収入 (十分位数)、

教育水準、過去 3か月以内に失業し、その状態が継続しているかという失業ダミーを、有権

者の社会的地位を判断する指標として用いる。さらに、自身の生活への満足度、国の経済状

況に対する満足度、政府への満足度5を、排外主義政党に繋がる自国経済・政治への不信・

不満を表す指標として投入した。 

表 1は、上記変数の説明を、表 2は上記の変数群の記述統計を示した。 

 

9 (2018)、 round 10 (2020)、 round 11 (2023) を用いた。https://ess.sikt.no/en/?tab=overvi 

ew (2024年 12月 10日)。 
5 欧州社会調査 (European Social Survey) における質問項目「(国の) 政府について考えて

みると、その政府の仕事のやり方にどの程度満足していますか？」に基づく。

https://ess.sikt.no/en/datafile/9c96a1b2b02743c18c74e883f892d0bb/88?tab=1&elems=e0

eb21d8-57d0-41ec-96ce-bca0a3d359b5_2 (2024年 12月 7日)。 
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表１ 変数説明 

 

 

表２ 記述統計 

 

 

変数名 変数説明 出典

排外主義政党支持 該当政党に投票した回答者=1、そ

の他政党に投票ないし棄権した回答
者=0。

「Europe Social Survey」

2010~2023年度

世帯収入 世帯の総収入を十分位数で表したも
の。

教育水準 回答者の最高学歴。中等学校以下
=1、大学以上=7。

失業ダミー 過去3か月以内に失業状態が続く回

答者=1、そうでない回答者=0。

生活への満足度 現状の生活に非常に満足=10、非

常に不満=0。

経済への満足度 自国の経済状況に非常に満足
=10、非常に不満=0。

政府への満足度 自国の政府が役割を果たす方法に
非常に満足=10、非常に不満=0。

犯罪遭遇ダミー 3か月以内に犯罪に遭遇した回答者

=1、そうでない回答者=0。

安全性認識 安全を求める意見に強く同意する
=6、強く同意しない=1。

政府権力 政府の強い権力を求める意見に強く
同意する=6、強く同意しない=1。

テロ事件発生後ダミー テロ事件発生以降の調査年結果
=1、以前の調査年結果=0 (2010年

以降)。

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

排外主義政党支持 224694 0.0234 0.1514 0 1

世帯収入 224694 5.2819 2.7657 1 10

教育水準 224694 3.9528 1.8215 1 7

失業ダミー 224694 0.2907 0.4541 0 1

生活への満足度 224694 2.9684 2.2102 0 10

経済への満足度 224694 5.2871 2.5127 0 10

政府への満足度 224694 5.7113 2.5063 0 10

犯罪遭遇ダミー 224694 0.1501 0.3572 0 1

安全性認識 224694 4.6692 1.2188 1 6

政府権力 224694 4.7025 1.1803 1 6

テロ事件発生後ダミー 224694 0.1373 0.3342 0 1
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４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、マルチモデル分析を行う。今回は、国レベルの変数を個人レベルの

データに結合しており、データが、階層性を含む。そのため、このような階層性を考慮する

ことが可能なマルチレベル分析を用いた。 

なお、調査年によっては、従属変数である排外主義政党投票ダミーの作成に用いるための、

国政選挙での投票先結果が調査対象外となっている国が存在する。そのため、それらの国・

調査年は除いた上で、合計 224,694人の回答結果が本稿での分析対象となっている。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．欧州社会調査に基づく推定 

 

表 3では、欧州社会調査のデータから、テロ事件の発生が、排外主義政党への投票要因の

変化に与える影響を検証した。まず統制変数では、統計的に正に有意な係数は、教育水準・

失業ダミーに認められた。すなわち、教育水準が高く、過去三か月以内に失業を経験した有

権者ほど、排外主義政党に投票する確率が高かった。特に犯罪経験が排外主義政党の投票に

繋がるという点は、治安問題が排外主義政党の支持要因になっているという見解に整合的

な結果である。また、統計的に負に有意な係数は、世帯収入・生活への満足度・経済への満

足度に認められた。世帯収入が低く、生活満足度や経済満足度が低い有権者ほど、排外主義

政党へ投票する確率が高い。生活や経済への不満が、排外主義政党への支持を促すことは先

行研究の知見と整合的である。 

理論的に関心がある係数は、テロ発生後ダミーと安全性認識・政府権力との交互作用項の

係数である。これらの係数は統計的に正であり、すなわちテロ事件発生後では、安全な社会・

生活環境を重要視する価値観の有権者や、自由を制限できる政府の強い権力を望む価値観

を持つ有権者ほど、排外主義政党への投票確率が上昇すると考えられる。したがって、これ

らの推定結果は仮説 1、仮説 2に整合的な結果である。 

 

５－２．テロ事件と安全性・政治権力の交互作用項の限界効果 

 

この点について、図 1・2ではテロ事件発生後ダミーと安全性への認識・政治権力の強

さとの交互作用について限界効果プロットを用いて図示する。限界効果プロットとは、他

の変数が一定であると仮定した場合に、テロ事件発生ダミーの値が増加したときに各種重

要性認識が排外主義政党投票に与える効果の変化を図示したものである。まず、安全の重

要性認識では、テロ事件発生ダミーが 0、すなわち事件発生前は、安全な社会や生活を重
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視する有権者ほど、むしろ排外主義政党に投票していなかった。しかし、テロ事件発生ダ

ミーが 1、すなわちテロ事件発生後には、安全の重要性認識の限界効果は 95%信頼区間が

0をまたいでおり、統計的に有意な関連が消失している。そのため、安全の重要性認識

は、排外主義政党への投票要因になったとは言えないまでも、安全を重視する有権者ほど

排外主義政党を忌避する傾向はなくなったものと考えられる。一方で、政府に強い権力を

望むか否かは、テロ事件発生前は排外主義政党への投票とは統計的に有意な関連がなかっ

た。しかし、テロ事件発生後の限界効果は、統計的に有意に正であり、安全のために政府

に強い権力を求める有権者ほど、排外主義政党を支持する確率が高くなっている。これは

政府の権力を求める価値観は政党支持の規定要因であり、仮説 2に整合的な結果である。 

 

図１ 安全性の重要性認識の限界効果 

 

 

図２ 政治権力の重要性認識の限界効果 
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表３ テロ事件が排外主義政党への投票要因に与える影響 

 

固定効果

　(切片) 0.0266 ***

(0.0036)

Level 1 (個人レベル)

　世帯収入 -0.0005 ***

(0.0001)

　教育水準 0.0027 ***

(0.0002)

　失業ダミー 0.0038 ***

(0.0007)

　生活への満足度 -0.0019 ***

(0.0002)

　経済への満足度 -0.0029 ***

(0.0002)

　政府への満足度 0.0002 ***

(0.0002)

　犯罪遭遇ダミー 0.0006 ***

(0.0009)

　安全性認識 -0.0018 **

(0.0005)

　政府権力 -0.0001

(0.0007)

Level 2 (国家レベル)

　テロ発生後ダミー 0.0009

(0.0045)

Closs Level  交互作用

　安全性認識×テロダミー 0.0024 **

(0.0008)

　政府権力×テロダミー 0.0052 ***

(0.0009)

ランダム効果

　切片 0.0075

　残差 0.1506

　安全性認識 0.0011

　政府権力 0.0017

AIC -212816.7

N 224694

***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05。

従属変数

排外主義政党支持
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６．結論 

 

本稿では、2010年から 2023 年までに実施された全 7 回の『欧州社会調査 (ESS)』を用

いて、予測不可能な事態の発生が排外主義政党支持に繋がる心理的要因に与える影響を明

らかにしてきた。本稿の分析結果からは、第一に、一定の自由の制限を受け入れ、政府が強

い権力を有することを望む有権者ほど、テロ事件の発生により排外主義政党に投票する確

率が高まることが示唆された。一方で、安全で安心できる環境での生活を望む有権者は、テ

ロ事件発生以前は排外主義政党を支持しない傾向にあったが、テロ事件の発生によりこの

ような傾向が無くなったことが分かった。したがって、本稿の分析結果は、テロ事件の発生

という社会的文脈によって、安全に対する重要性認識が排外主義政党を支持する心理的要

因として強い効果を持つようになるという理論的予測に整合的なものであった。テロ事件

の発生に代表されるように、どのような個人レベルの心理的態度が排外主義政党の支持の

要因になるのかは、国レベルの社会的文脈に依存している可能性がある。 

上記の知見に基づけば、予測不能な事象発生後のメディアの扇動的な報道や、排外主義政

党による反移民感情への訴えは、社会的分断や排外主義の原因になる恐れがあると考えら

れる。テロ事件などの予測不可能な事態は、報道を通じて有権者に広められるもので、世論

はメディアの報道内容や強調の仕方に大きく依存する。そのため、メディアによる偏向的ま

たは過度に否定的な感情を刺激するような報道が、国民の恐怖や不安を増幅させてしまい、

社会的なパニックや文脈を形成しかねない (Slone 2000)。そこで、メディア報道のあり方

について、テロ事件などのショッキングな報道は多角的な視点からなされるべきである。迅

速な報道の重要性に加えて、なぜ発生したのかなどの因果関係を正確に伝えるニュースを

幅広く取り扱う必要があり、国民もまた複数の報道機関を参照し、主張の偏りがないか確認

する必要があるだろう。 

また、世論はメディアだけでなく排外主義政党や、それに準ずるデモ活動などによっても

扇動される。たとえば、「ドイツのための選択肢 (AfD)」は 「西洋のイスラム化に反対する

愛国的欧州人」6活動に多く参加しており、デモ参加者の圧倒的多数が 2015年の選挙で AfD 

に票を投じる結果となった (佐藤 2018)。佐藤 (2018) によると、欧州中央銀行の通貨政策

による利率低下の影響を受けていた富裕層や年金生活者などが排外主義政党を支持したと

いう。本稿では、テロ事件の発生にのみ着目して分析を行ったが、このような通貨政策など、

社会に多大な影響を与えうる事件・政策が心理的態度の影響を規定するのかは検証の余地

がある。排外主義政党の台頭の理由を理解するためには、他の社会的事件やイベントに注目

した検証を通じて、有権者の価値観の変容を捉える必要があるだろう。 

 

 
6 Patriotische Europ er gegen die Islamisierung des Abendlandes、通称 PEGIDA。2014

年頃から、主に旧東ドイツ地域でデモ活動を繰り広げる政治団体である。https://imidas.jp/o 

bun/detail/Y-16-E-0547.html (2024年 12月 7日)。 
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第４章 

 

出生コーホートが特定年代向け政策への態度に与える影響 

―ＪＧＳＳ (日本版総合的社会調査) に基づく実証分析― 

 

福島 瑞月 

 

 

要約 

 

高齢化による人口構成の変化は政治における高齢者の発言力を強める可能性があり、結

果的に高齢者優遇の政策が増加することへの懸念や、それに起因した世代間の対立が問題

となっている。高齢化が政策選好に与える影響を実証的に検討した研究は多いが、特に欧米

諸国の検証では、高齢化と政策選好の相関は、加齢によるものではなく出生コーホートの違

いによる見かけ上のものだという指摘が存在する。しかし、国内の研究では、その大半が年

齢と政策選好の関連を指摘するにとどまっており、政策選好の規定要因としてのコーホー

ト効果に関する検討はほとんどなされていない。そこで、本稿は、2000 年から 2010 年ま

での「JGSS (日本版総合的社会調査)」を利用して、若年者に便益の大きい教育、雇用・失

業対策分野と、高齢者に便益の大きい社会保障・年金分野に対する政府支出に対する選好に

おける年齢効果とコーホート効果の影響を検証した。分析結果からは、どの分野における評

価においても年齢効果は見られず、雇用・失業対策分野においては 1940～1950 年代生まれ

の世代におけるコーホート効果が存在することが明らかになった。この結果からは、日本に

おける高齢者と若年者の間の政策対立は年齢によるものではなく、特定の世代間での対立

であることが示唆された。世代間の政策対立を緩和するためには、出生コーホートから生じ

る政策選好の違いを理解して、そのような特定の出生年代の選好を充足させる政策の展開

が重要であると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

日本では高齢化が進んでおり、2024 年現在で 65 歳以上の人口は全体の 29.3%を占め1、

この数字は 2050 年には 37%を超えるという推計がある2 。このような高齢化が政治に及ぼ

す影響として、高齢者優遇の政策が増加する可能性がある。中位投票者定理  (ダウンズ 

 
1 https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topi142_01.pdf (2024 年 10 月 31 日)。 
2 https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp2023_ReportALLc.pdf (2024 年 10

月 31 日)。 
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1980) によれば、候補者は特定の条件のもと中位投票者が最も好む政策をとろうとするた

め、高齢化によって中位投票者がより高齢となった場合、高齢者にとって便益の高い社会保

障や年金に関する政策を候補者がとりやすくなると考えられる。このように「高齢化の進行

は中位投票者の年齢を高め、結果的に高齢者の政治的プレゼンスを強めることとなるので、

高齢者に有利な政策が採用されることになる」懸念がある (八代ほか 2012, p.11)。 

一方で、高齢化はこうした特定年代向け政策 (age-targeted policy) に影響しないという

議論も存在する。たとえば、高齢者が長期的視点で意思決定を行う、利他的である、より小

さな税負担を求めて地域間移動を行う、その政策が高齢者に間接的に便益をもたらすなど

の場合には、有権者の高齢化が政策決定に影響しないとも言われている (Poterba 1998)。

このように、日本を含めた先進諸国の高齢化を背景に、有権者の高齢化が政治に与える影響

については多く議論されてきた。 

他方で、年齢ではなく出生コーホートに着目した研究も存在している。コーホートとは出

生年をもとに分けられる世代集団のことであり、Fullerton and Dixon (2010) はアメリカ

の社会調査に基づく分析から、単に年齢が高い有権者が教育支出に反対するというよりは、

近年に生まれたコーホートほど教育支出に賛成する傾向が強いことを明らかにした。いわ

ゆる年齢効果とコーホート効果との関連では、前者よりも後者の影響が強く、コーホートの

入れ替わりによって高齢有権者の間でも若者に便益の多い政策への支持が高まる可能性が

あることを示唆する結果である。 

しかしながら、日本では年齢が政策選好に与える影響を実証した研究は複数存在するも

のの、Fullerton and Dixon (2010) のようなコーホートが特定年代向けの政策に対する選

好に与える影響に着目した研究はなされていない。日本においても有権者の高齢化やそれ

に伴う高齢者優遇政策の増加は懸念されており、そのような状況に不満を持った若年層と

高齢者の世代間対立も大きな問題となっている。しかし、年齢ではなくコーホートが特定の

政策への選好を規定しているのならば、有権者の年齢ではなく各コーホートの需要を考慮

した政策を展開することで、年齢を端緒とする世代間対立の解消に繋げることができる可

能性がある。以上のことから、日本でも年齢やコーホートが政策選好に及ぼす影響が存在す

るかどうかを明らかにする必要がある。 

上記の問題意識から、本稿は、2000 年から 2010 年までの「JGSS (日本版総合的社会調

査)」のデータを用いた上で、政策選好にコーホートが与える効果を明らかにする。本稿の

分析結果からは、教育、社会保障・年金、雇用・失業対策の分野に対する政府支出の評価に

は、回答者の年齢による影響が存在しないことが明らかになった。また雇用・失業対策に対

する評価では、回答者のコーホートが影響を与えることが明らかになった。これらの結果を

踏まえると、政策の領域によっては、年齢ではなくコーホートに着目した政策立案が世代間

対立の解消を促すものと考えられる。 

続く第 2 節では、年齢やコーホートが政治に与える影響を明らかにした既存の研究を整

理した後、第 3 節では、年齢及びコーホートが政策選好に与える影響についての理論仮説
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を構築する。第 4 節では、理論仮説の検証に使用するデータと方法を提示した上で、第 5 節

では、分析結果とその考察を述べる。最後に、第 6 節では、本稿の分析結果から得られた知

見を踏まえて、今後の政策展開のあり方について示唆を述べる。 

 

 

２．先行研究 

 

高齢化は先進諸国全体で拡大する問題であり、欧米諸国でも高齢化が個人の政策選好や

自治体の公的支出に与える影響を実証した研究の蓄積がある。これらの既存研究をその分

析モデルから二種類に大別すると、一つは自治体の人口構成とその政策選択に関するデー

タを用いてその相関を検証するタイプの研究であり、もう一つは個人単位のサーベイデー

タを用いて個人の属性と政策意見との相関を検証するタイプの研究である。本節では、若年

者向け政策と高齢者向け政策に対する選好のメカニズムに関する研究を整理する。その際

には、集計データに基づく前者のタイプの研究と、サーベイデータに基づく後者のタイプの

研究を順に、それぞれ海外と国内の研究とに分けて整理していく。 

 

２－１．若年者向け政策の選好に対する年齢効果 

 

高齢化が政策選好に与える影響を検証する研究において、特に研究の対象となるのは、年

齢によって便益が異なる政策に対する態度の変化である。たとえば、若年者に便益の多い政

策の例として、代表的なものに教育分野の政策がある。公的な教育への支出は主に現役で教

育を受ける若年者がその便益を受けるものであり、高齢者には直接的な便益がほとんどな

いといえるからである。 

高齢化による人口構成の変化が教育分野への公的支出に与える影響を明らかにした研究

では、その多数が高齢者の存在が教育関連支出に対して負の影響を持つという結論に至っ

ている。例えば、アメリカ各州のパネルデータによる分析では、高齢者比率と教育支出は負

の相関を持つことが示されている (Poterba 1997)。学区別データによる分析でも、その効

果は州別データにおける結果よりも小さいことが指摘されているものの、高齢者比率と教

育支出にはやはり負の相関がある (Harris et al. 2001)。 

国内の研究でも高齢化は教育支出に負の影響を与えるという結論が多く主張されている。

大竹・佐野 (2009) は 1990 年代以降の分析において、人口における高齢者比率が上昇する

と自治体の義務教育支出が減少することを明らかにした。また、教育支出の教育段階を区別

した分析では、1990 年代以前は、高齢者比率が上昇すると高校・大学教育への支出が増加

する傾向があったものの、2000 年代以降はそのような傾向がなくなったこと、また、すべ

ての期間で高齢者比率の上昇は幼稚園や小学校などの初等教育への支出を減少させること

が示された (宮錦・木村 2016)。さらに、有権者の中位年齢が上昇することによって児童福
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祉費及び教育費が減少するという結論も存在し (入江 2022; 八代ほか 2012)、給食費や学

用品費を含めた就学にかかる費用の一部を自治体が負担するという就学援助制度に関して

も、人口における高齢者比率が上昇すると、就学援助受給率が低下することが明らかになっ

ている (小林・林 2011)。 

一方で、高齢化は自治体の教育支出に影響しないと結論づける研究も存在する。ブラジル

の市町村パネルデータによる分析では、教育費支出に高齢者比率が与える効果は統計的に

有意ではなかった。しかし、高い教育支出が地域の税率を高める場合、高齢者は教育支出の

低い地域に移住することで、高齢化と教育支出が同時決定になる可能性があることに注意

が必要である (大竹・佐野 2009; Ladd and Murray 2001)。 

また、個人の選好レベルの研究でも、高齢者は教育関連の支出に賛成しない傾向があると

いう主張が行われている。OECD12 か国を対象とした個人の意識に対する調査データに基

づいた研究では、一般に高齢者は教育に対する支持が低いことが明らかになっている 

(Busemeyer et al. 2009)。22 か国のデータを用いた研究でも、国ごとによって効果に違い

はあるものの、全体としてはコーホート効果を考慮した後でも高齢者は教育支出に支持的

ではない (Sørensen 2013)。コーホート効果とは、ある世代に所属していることを要因とし

て生じる効果のことである。個人の選好の規定要因を検証するような分析においては、しば

しば年齢、時代、コーホートの三つの要因に分けてそれぞれの効果を検証する。年齢効果は

年齢レベルの差異を原因として起こる効果のことであり、時代効果はその時期の特徴の差

異を原因として起こる効果である。本稿では、一般的な同年代、同年齢の人々を指す言葉と

しての世代と区別して、分析単位としてのまとまりである特定の生年の人々の集団に対し

て、コーホートという言葉を使用する。 

一方で、年齢が政策選好へ与える影響を否定し、コーホートによる効果を指摘する研究も

存在する。アメリカの社会調査データによる分析では、教育支出の支持に対する世代間の差

異は、高齢化ではなくコーホート効果によるものであると主張されている (Plutzer and 

Berkman 2005)。教育支出に対する態度は年齢ではなくコーホートによって決定されるの

であり、コーホート効果を考慮すれば高齢者も教育支出を支持しているとされる  

(Fullerton and Dixon 2010; Street and Cossman 2006)。 

 

２－２．高齢者向け政策の選好に対する年齢効果 

 

前述のように、高齢化が高齢者の直接的な利益に合致しない政策に与える影響を検討し

た研究が複数存在する一方で、高齢者の利益に合致するような支出の増減に与える影響に

ついて検討した研究も存在する。高齢者に直接的な便益の多い政策には、医療福祉政策、社

会保障政策、年金政策などが挙げられる。以下では、前項と同様に、まず自治体の人口構成

とその政策選択への影響を分析した研究を挙げ、その後個人単位の属性と政策選好の関連

を分析した研究を整理する。 
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 高齢者比率と高齢者に便益の大きい政策の支出との間に正の相関があるという結論は、

国内外の複数の研究で示されている。たとえば、OECD21 か国のデータを使用した研究で

は、高齢化は国家の年金支出に正の影響を与えると結論付けている (Tepe and Vanhuysse 

2010)。また、高齢者の増加は福祉関連支出全体の拡大に正の影響を与えることも明らかに

なっている (Shelton 2008)。日本国内の研究でも、有権者の中位年齢が上昇することによ

って、公的支出のうち老人福祉費が増加する (入江 2022; 八代ほか 2012) ことが指摘され

ている。 

 その一方で、高齢者人口が福祉関連支出に与える有意な影響はないと結論付ける研究も

存在する (Gizelis 2005)。Rattsø and Sørensen (2010) によると、高齢者の人口が多いほど

高齢者一人あたりの介護や医療サービスへの支出は減少する傾向があり、年金支出の増加

は年金受給資格を持つ人数が増えたことによる機械的な結果である可能性も指摘されてい

る (Vlandas et al. 2021)。 

個人の年齢とその選好との相関を検証した研究でも、高齢世代は教育よりも医療や社会

保障サービスの優先順位を高く考えるという結果が示されている (Cattaneo and Wolter  

2009; Rattsø and Sørensen 2010)。22 か国のデータによる調査によれば、時代による効果、

コーホートによる効果を考慮に入れても、高齢者は教育支出を減らし、医療や年金支出の増

加を望む傾向があることが実証されている (Sørensen 2013)。ヨーロッパ 27 カ国における

分析でも、一般に高齢者は年金の削減に反対する傾向が見られ、特に高齢者の貧困率が高い

国ほど、その傾向が強いことがわかった (Fernández and Jaime-Castillo 2013)。 

他方で、年齢は医療、社会保障関連政策に対する態度には影響しないと結論づける研究も

存在する。アメリカの研究では、若年者の方が高齢者よりも社会保障関連支出の増加を支持

する (Hamil-Luker 2001; MacManus 1995; Street and Cossman 2006)。しかし、アメリ

カの場合は社会保障収入に頼る度合いには高齢者の間でも大きな差があり、最も所得の高

い層では社会保障収入は総収入の 20%程度を占めるが、収入の 83%を社会保障収入が占め

る層も存在しており、裕福な高齢者ほど社会保障費の増額に積極的ではない可能性に注意

すべきである (Binstock 2006)。イギリスの研究では、コーホート間の違いを差し引いた結

果、高齢者は再分配政策や福祉政策に関わる支出を支持していない。ここでは、年齢による

効果はコーホートによる効果よりも小さいことを示唆している (Grasso et al. 2019)。 

 以上のように、自治体の人口構成が政策選択に与える影響や、高齢化が政策選好に与える

影響について検証した既存研究は多く存在する。しかし、その結論は一貫したものではない。

また、欧米諸国では、高齢化と政策選好の相関は年齢効果によるものではなくコーホート効

果による見かけ上のものであると主張する研究が複数存在するものの、国内の研究ではそ

の大半が年齢と政策選好の関連性を指摘するにとどまっており、コーホート効果の影響を

検証した研究は管見の限り存在しない。日本でも高齢化やそれに伴う政策の高齢者優遇化

が懸念されており、そのような状況に不満を持った若年世代と高齢世代の対立も大きな問

題となっている。このような対立の解消のためには、若年者層と高齢者層の政策選好の違い
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を規定する要因を、年齢及びコーホートの両者の視点から検証することが必要だろう。これ

らを踏まえ、本稿では国内の有権者の政策選好に与える年齢効果とコーホート効果の影響

を検証する。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．年齢効果 

 

前節で概観したように、高齢者は一般的に教育に対する支持が低く (Busemeyer et al. 

2009)、教育よりも医療・社会保障サービスの優先順位を高く考えるなど (Cattaneo and  

Wolter 2009; Rattsø and Sørensen 2010)、人々は加齢に伴って教育のような自分に直接的

な恩恵のない政策への支持を弱め、医療のような直接的な恩恵のある政策への支持を強め

るという年齢による変化が存在すると解釈できる。 

このように、ある政策への態度に年齢が影響する場合、人々の政策選好には年齢効果が存

在すると言える。この効果は主に自己利益仮説に基づいて考えられ、この仮説では人々は自

分が置かれている社会経済的状況下で効用最大化を図ると仮定する。そのため、ある政策に

よる恩恵を受けている、または恩恵を受ける可能性がある人は、そうでない人に比べて、そ

の政策に賛成する傾向があると予想できる (羅 2018)。 

 この理論に基づくと、人々は自己の利益を第一に考え、自身の立場に直接的に利益のある

政策を支持するので、年齢が低いほど自身に身近な教育や雇用に対する支出を政府に求め、

社会保障や年金に対する支出を支持しないはずである。同様に、年齢が高いほど自身とは直

接的に関連のない教育や雇用に対する政府の支出を支持しなくなり、社会保障や年金に対

する支出を求めるはずである。以上のことから、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説１ 年齢が上がるほど、教育に対する政府の支出を過大と評価する。 

 

仮説２ 年齢が上がるほど、社会保障・年金に対する政府の支出を過少と評価する。 

 

仮説３ 年齢が上がるほど、雇用・失業対策に対する政府の支出を過大と評価する。 

 

３－２．コーホート効果 

 

コーホート効果とは、同じコーホート (世代) に属することを原因として生じる効果のこ

とである。コーホートとは、特定の時期に生まれた人々の集団で、社会的かつ歴史的な共通

の経験を持つ集団を指す (Mannheim 1952)。Mannheim (1952) によれば、同じコーホー



51 

 

トに所属する人々は同じ時期に同じ事件や状況を経験することで、同じコーホートの人々

の間に社会的な絆を生み出し、それによって世代内の意識や見解に特有の傾向を生み出す

ことになる。 

 政治的場面におけるコーホート効果を実証した研究は多く存在しており、たとえば

Grasso et al. (2019) は、イギリスにおいてマーガレット・サッチャーの政権下で育った

1959～1976 年生まれの「サッチャーの子供たち (Thatcher’s Children)」と呼ばれる世代

は、その他の世代よりも右派的で権威主義的な価値観を持ち、再分配政策や福祉政策に対し

て否定的な見解を示す傾向があることを明らかにした。その一方で、1945～1958 年生まれ

の「ウィルソン/キャラハンの子供たち (Wilson’s/Callaghan’s children)」と呼ばれる世代は

「サッチャーの子供たち」世代と比較するとよりリベラルな価値観を持ち、再分配政策や福

祉政策への支持が強いというコーホート特有の傾向を主張した。高齢化と特定年代向け政

策への態度との関連を検証した研究群でも、教育支出への支持や態度は年齢やライフサイ

クル効果によるものではなく、コーホート効果によって決定されるという指摘が多く、特定

年代向け政策への意識は年齢よりもコーホートが与える影響の方が大きいという可能性を

示唆するものである。 

 以上の議論に基づけば、日本でもコーホートが人々の政治意識に与える効果が存在する

と考えられる。人々は自身の所属するコーホートに基づいてある政治行動について判断す

るのならば、各コーホートによって評価する政策が異なり、あるコーホートの中では政策に

対する評価に同様の傾向が見られるはずである。以上のことから、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説４ 特定年代向け政策に関連する政府の支出に対する評価は、出生コーホートご

とに異なる。 

 

日本でも、特定の世代の中で同じ政治的選好を共有するコーホートの存在が指摘されて

いる。たとえば、伊藤 (2017) は 1944～1953 年生まれの団塊世代と比べて、1954～1968

年生まれの新人類世代及び 1969 年生まれ以降の団塊ジュニア世代以降の世代は政治的疎

外感を感じやすいことを指摘している。これは戦争を実際に体験したもしくは戦後まもな

い状況で育った世代は戦後の民主化の過程を体験し、政治に影響力を行使しうるという感

覚を持っている一方で、すでに民主化が達成された後に生まれた世代は政治への影響力の

行使を体験しなかったという時代背景の差異によって説明されている。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 
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 上記の理論仮説を検証するために、「JGSS (日本版総合的社会調査)」の 2000 年、2001

年、2003 年、2006 年、2010 年の個票データを用いる3。 

 まず、本稿の分析に用いる従属変数として、教育、雇用・失業対策、社会保障・年金に対

する政府の支出の評価を問う設問を用いた。以下が分析に投入した設問である。 

 

以下の事柄に対する政府の支出について、あなたはどう思いますか。 

(1) 教育 

(2) 社会保障・年金 

(3) 雇用・失業対策 

 

回答は「1 = 多すぎる、2 = 適切、3 = 少なすぎる」の 3 つの尺度で行われた。回答の値

が大きいほど、よりその政策に対する支出を増やすべきだと考えている、つまりよりそのよ

うな政策を支持していると解釈できる。 

次に、理論的に関心のある独立変数には、年齢効果を推定するための変数として回答者の

年齢とその二乗を投入し、コーホート効果を推定するための変数としては回答者の出生コ

ーホートを投入した。回答者の出生コーホートに関しては、回答者の生年を 10 年ごとに区

切り、1980 年生まれから 1989 年生まれの回答者を 1980 年コーホートのように分類し4、

ダミー変数として投入した。また、時代効果を推定するための変数として調査年度を投入し

た。その他には、統制変数として女性ダミー、最終学歴、世帯収入、既婚ダミー、子供ダミ

ーを投入した。 

表 1 は上記の変数群の具体的な説明と出典であり、表 2 は、上記の変数群の記述統計で

ある。 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、調査年度や回答者の出生コーホートのダミー変数を投入して固定

効果を考慮した一般化順序ロジットモデルで分析を行った。推定方法は、アメリカの社会調  

 
3 日本版 General Social Surveys (JGSS) は、大阪商業大学 JGSS 研究センター (文部科学

大臣認定日本版総合的社会調査共同研究拠点) が、大阪商業大学の支援を得て実施している

研究プロジェクトである。JGSS 累積データ 2000-2003 は、学術フロンティア推進拠点の

助成を受け、東京大学社会科学研究所と共同で実施した (研究代表：谷岡一郎・仁田道夫、

代表幹事：佐藤博樹・岩井紀子、事務局長：大澤美苗)。JGSS-2006/2008 は学術フロンティ

ア推進拠点、JGSS-2010/2012 は共同研究拠点の推進事業の助成を受けた。JGSS-2006～

2012 は、東京大学社会科学研究所の協力を得て実施した。https://www.icpsr.umich.edu/ 

web/ICPSR/studies/4472、https://www.icpsr.umich.edu/web/ICPSR/studies/25181、http 

s://www.icpsr.umich.edu/web/ICPSR/studies/34623 (2024 年 10 月 31 日)。 
4 1910 年から 1919 年生まれのコーホートのみ、観測数の制約上、1920 年から 1929 年生

まれのコーホートと統合し、1920 年代コーホートとして分析に使用している。 
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表１ 変数説明 

 

変数名 変数説明 出典

教育 「以下の事柄に対する政府の支出について、あ
なたはどう思いますか」という設問の「教育」
に対する3点尺度の回答。

「JGSS」2000, 2001,

2003, 2006, 2010

雇用・失業対策 「以下の事柄に対する政府の支出について、あ
なたはどう思いますか」という設問の「雇用・
失業対策」に対する3点尺度の回答。

社会保障・年金 「以下の事柄に対する政府の支出について、あ
なたはどう思いますか」という設問の「社会保
障・年金」に対する3点尺度の回答。

年齢 回答者の年齢。

年齢 (二乗項) 回答者の年齢の2乗。

女性 女性＝1、男性＝0のダミー変数。

最終学歴 「あなたが最後に通学した（または現在通学し
ている）学校は次のどれにあたりますか。」と
いう設問に対する回答を、旧制尋常小学校・旧
制高等小学校・申請中学校を1、旧制中学校・

高等女学校・旧制実業学校・旧制師範学校・新
制高校を2。旧制高校・旧制専門学校・高等師

範学校・新制短大・高専を3、旧制大学・大学

院・新制大学・大学院を4として設定した。

世帯収入 「あなたの世帯全体の昨年一年間の収入につい
ておうかがいします。税金を差し引き前の収入
でお答えください。株式配当、年金、不動産収
入などすべての収入を合わせてください。」と
いう設問の回答で、「なし」を1、「2300万以

上」を19とした19の尺度で行われた。

結婚 既婚(離死別を含む)＝1、未婚＝0のダミー変

数。

子供 1人以上子供がいる場合を1とするダミー変数。

1920年代生まれ 回答者の生年が1910~1929年の場合を1とするダ

ミー変数。

1930年代生まれ 回答者の生年が1930~1939年の場合を1とするダ

ミー変数。
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表１ 変数説明 (続き) 

 

 

査データを利用して個人の政策選好に与える年齢、時代、コーホートの影響を分析した

Fullerton and Dixon (2010) に従っている。分析手法については、従属変数が 1 から 3 の

値をとる順序変数であり、またそれぞれのカテゴリ間の間隔は質的に異なるものであるた

め、異なる間隔を持つカテゴリ間の移行確率をそれぞれ推定することが可能な一般化順序

ロジットモデルを採用した。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．教育支出の評価に関する推定 

 

本稿の分析においては、Model 1 では各コーホートのダミー変数を投入せずに分析を行

い、Model 2 では各コーホートのダミー変数を投入して分析を行う。そして、両者の分析結 

1940年代生まれ 回答者の生年が1940~1949年の場合を1とするダ

ミー変数。

1950年代生まれ 回答者の生年が1950~1959年の場合を1とするダ

ミー変数。

1960年代生まれ 回答者の生年が1960~1969年の場合を1とするダ

ミー変数。

1970年代生まれ 回答者の生年が1970~1979年の場合を1とするダ

ミー変数。

1980年代生まれ 回答者の生年が1980~1989年の場合を1とするダ

ミー変数。

2000年度 調査年が2000年の場合を1とするダミー変数。 「JGSS」2000

2001年度 調査年が2001年の場合を1とするダミー変数。 「JGSS」2001

2003年度 調査年が2003年の場合を1とするダミー変数。 「JGSS」2003

2006年度 調査年が2006年の場合を1とするダミー変数。 「JGSS」2006

2010年度 調査年が2010年の場合を1とするダミー変数。 「JGSS」2010
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表２ 記述統計 

 
 

果を比較することで、コーホート効果を考慮する場合としない場合で政策選好に与える年

齢効果の影響に変化があるかどうかを検証する。 

まず、表 3 では、年齢、時代、コーホートが教育支出への評価に与える効果を検証した。

Model 1 では、年齢が教育支出の評価に与える影響を推定したところ、年齢、年齢の二乗は

ともに統計的な有意な結果にはならず、仮説 1 に整合的でない結果となった。出生コーホ

ートの変数を加え、コーホート効果が教育支出の評価に与える影響を推定した Model 2 に

おいても統計的に有意となる変数はなく、年齢による効果、コーホートによる効果はともに

見られなかった。以上の結果から、教育支出への評価においては、年齢効果、コーホート効

果はともに存在しないことが明らかとなった。  

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

教育 6267 2.4738 0.5820 1 3

雇用・失業対策 6364 2.6840 0.5420 1 3

社会保障・年金 6824 2.6889 0.5349 1 3

年齢 7180 52.1489 15.2311 20 89

年齢 (二乗項) 7180 2951.4595 1591.3131 400 7921

女性 7180 0.4904 0.4999 0 1

最終学歴 7180 2.3546 1.0070 1 4

世帯収入 7180 9.9164 3.4144 1 19

結婚 7180 0.8958 0.3055 0 1

子供 7180 0.8226 0.3821 0 1

1920年代生まれ 7180 0.0813 0.2734 0 1

1930年代生まれ 7180 0.1705 0.3761 0 1

1940年代生まれ 7180 0.2316 0.4219 0 1

1950年代生まれ 7180 0.1974 0.3980 0 1

1960年代生まれ 7180 0.1709 0.3764 0 1

1970年代生まれ 7180 0.1234 0.3289 0 1

1980年代生まれ 7180 0.0249 0.1559 0 1

2000年度 7180 0.2422 0.4284 0 1

2001年度 7180 0.2263 0.4185 0 1

2003年度 7180 0.1398 0.3468 0 1

2006年度 7180 0.1752 0.3802 0 1

2010年度 7180 0.2164 0.4118 0 1
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表３ 年齢・時代・コーホートが教育支出への評価に与える効果 

  

Model 1 Model 2

年齢 -0.0013 0.0343

(0.0115) (0.0229)

年齢 (二乗項) -0.0001 -0.0004 *

(0.0001) (0.0002)

性別 0.1469 ** 0.1480 **

(0.0512) (0.0512)

最終学歴 0.2189 *** 0.2170 ***

(0.0279) (0.0280)

世帯年収 0.0116 0.0126

(0.0082) (0.0083)

結婚 0.2915 * 0.2544 *

(0.1246) (0.1261)

子供 0.3702 *** 0.3748 ***

(0.0999) (0.1002)

2000年度 -0.2316 ** -0.2133 †

(0.0753) (0.1094)

2001年度 -0.2650 *** -0.2491 *

(0.0758) (0.1032)

2003年度 0.0328 0.0474

(0.0877) (0.1028)

2006年度 0.0314 0.0412

(0.0816) (0.0871)

1920年代生まれ -0.0065

(0.5243)

1930年代生まれ -0.2377

(0.4566)

1940年代生まれ -0.3350

(0.3963)

1950年代生まれ -0.2466

(0.3366)

1960年代生まれ -0.1089

(0.2639)

1970年代生まれ -0.0630

(0.2004)

カットポイント1|2 -2.2469 *** -1.5367 **

(0.2861) (0.4885)

カットポイント2|3 0.8020 ** 1.5132 **

(0.2820) (0.4865)

McFadden R
2 0.0202 0.0209

N 6,267 6,267

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

従属変数

教育
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５－２．社会保障・年金支出の評価に基づく推定 

 

続いて、表 4 では、年齢、時代、コーホートが社会保障・年金支出への評価に与える効果

を検証した。Model 1 では年齢が社会保障・年金支出の評価に与える影響を推定したとこ

ろ、年齢、年齢の二乗の係数はいずれも正で、0.1%水準で統計的に有意であった。つまり、

コーホート効果を考慮しない場合のモデルでは、年齢効果が存在するという仮説 1 に整合

的な結果となった。 

しかし、コーホート効果が支出への評価に与える影響を同時に考慮した Model 2 では、

年齢、年齢の二乗はいずれも統計的に有意ではなくなるという結果が得られた。これは、仮

説 1 とは整合的でない結果となり、Model 1 で見られた年齢効果はコーホート効果を考慮

することによって消失したことになる。これらのことから、Model 1 で見られた年齢効果

は、コーホートの違いを起因とした政策選好の違いが引き起こしていた見かけ上の効果で

あったことが示唆される。また、各コーホートダミーの変数については、統計的に有意とな

ったものは存在しなかった。以上の結果から、社会保障・年金支出の評価においては、特定

のコーホートにおける一定の傾向は見られないものの、コーホートによる効果を考慮すれ

ば、年齢による効果は統計的に有意に存在しないことが明らかになった。 

 

５－３．雇用・失業対策支出の評価に基づく推定 

 

最後に、表 5 では、年齢、時代、コーホートが雇用・失業対策支出への評価に与える効果

を検証した。Model 1 では年齢が雇用・失業対策支出の評価に与える影響を推定したとこ

ろ、年齢、年齢の二乗の係数はいずれも正で、0.1%水準で統計的に有意であった。つまり、

コーホート効果を考慮しない場合のモデルでは、年齢効果が存在するという仮説 1 に整合

的な結果となった。 

しかし、コーホート効果が支出への評価に与える影響を同時に考慮した Model 2 では、

年齢、年齢の二乗はいずれも統計的に有意ではなくなった。これは、年齢が政府支出の評価

に影響を与えるという仮説 1 とは整合的でない結果である。この結果から、社会保障・年金

分野での結果と同様に、雇用・失業対策分野においても Model 1 で見られた年齢効果はコ

ーホート効果によって生じていた見かけ上のものであったことが明らかになった。 

また、1940 年代生まれのコーホートの係数は 10%水準、1950 年代生まれのコーホート

の係数は 5%水準で統計的に正に有意となった。これは、1940 年や 1950 年代生まれの人々

は基準カテゴリである 1980 年代に生まれた人々よりも雇用・失業対策に関連する支出を過

少と評価する傾向が存在することを示している。言い換えれば、これらのコーホートはより

多くの雇用対策関連支出を支持しているということである。この結果は、特定のコーホート

の中で雇用・失業対策支出への選好に一定の傾向が有意に存在しているということであり、

仮説 4 に整合的な結果である。1940 年代及び 1950 年代といえば、第二次世界大戦終盤ま  
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表４ 年齢、年代、コーホートが社会保障・年金支出への評価に与える効果

  

Model 1 Model 2

年齢 0.0629 *** 0.0019

(0.0122) (0.0245)

年齢 (二乗項) -0.0006 *** -0.0001

(0.0001) (0.0002)

性別 0.2689 *** 0.2675 ***

(0.0555) (0.0555)

最終学歴 -0.0376 -0.0332

(0.0298) (0.0300)

世帯年収 -0.0474 -0.0508 ***

(0.0088) (0.0089)

結婚 0.0437 0.1126

(0.1332) (0.1341)

子供 0.0583 0.0466

(0.1063) (0.1065)

2000年度 -0.2459 ** -0.2768 *

(0.0821) (0.1185)

2001年度 -0.3627 *** -0.3941 ***

(0.0816) (0.1113)

2003年度 -0.1214 -0.1414

(0.0956) (0.1115)

2006年度 0.1386 0.1246

(0.0926) (0.0982)

1920年代生まれ 0.0179

(0.5685)

1930年代生まれ 0.2384

(0.5008)

1940年代生まれ 0.4676

(0.4368)

1950年代生まれ 0.3221

(0.3724)

1960年代生まれ 0.0449

(0.2933)

1970年代生まれ -0.1279

(0.2261)

カットポイント1|2 -2.4358 *** -3.8455 ***

(0.3056) (0.5337)

カットポイント2|3 -0.0891 -1.4949 **

(0.3005) (0.5301)

McFadden R
2 0.0142 0.0163

N 6,824 6,824

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

従属変数

社会保障・年金
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表５ 年齢、年代、コーホートが雇用・失業対策関連支出への評価に与える効果 

 

Model 1 Model 2

年齢 0.0590 *** -0.0284

(0.0129) (0.0252)

年齢 (二乗項) -0.0005 *** 0.0002

(0.0001) (0.0002)

性別 0.3696 *** 0.3689 ***

(0.0581) (0.0582)

最終学歴 -0.0696 * -0.0671 *

(0.0305) (0.0307)

世帯年収 -0.0445 *** -0.0483 ***

(0.0092) (0.0093)

結婚 -0.2711 * -0.1831

(0.1335) (0.1347)

子供 0.1552 0.1415

(0.1063) (0.1066)

2000年度 0.1091 -0.0333

(0.0834) (0.1232)

2001年度 0.2695 ** 0.1410

(0.0853) (0.1170)

2003年度 0.4794 *** 0.3857 **

(0.1035) (0.1199)

2006年度 -0.2880 *** -0.3451 ***

(0.0867) (0.0936)

1920年代生まれ 0.5388

(0.5890)

1930年代生まれ 0.8174

(0.5081)

1940年代生まれ 0.8541 †

(0.4359)

1950年代生まれ 0.8532 *

(0.3683)

1960年代生まれ 0.3090

(0.2852)

1970年代生まれ -0.0189

(0.2135)

カットポイント1|2 -2.0813 *** -4.0506 ***

(0.3137) (0.5379)

カットポイント2|3 0.2121 -1.7499 **

(0.3092) (0.5340)

McFadden R
2 0.0232 0.0265

N 6,364 6,364

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

従属変数

雇用・失業対策
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たは直後に生まれた世代であり、団塊の世代 (1947～1949 年生まれ) も含まれる。これら

のコーホートが雇用・失業対策支出への評価に特有の傾向を持つ理由として、この世代が共

通に体験した戦後日本の社会的背景が考えられる。伊藤 (2017) でも指摘されている通り、

この世代は戦後の復興や民主化を経験したという特殊な時代背景から、他のコーホートと

異なる一定の政策選好を共有するコーホートである可能性が考えられる。このことを踏ま

えれば、これらの世代は戦後の急速な復興や高度経済成長を経験しており、労働による社会

や経済への影響力を強く認識していることから、雇用や失業対策に関する政策支出を重視

する傾向があると解釈することができるだろう。一方で、分析の基準年とした 1980 年代生

まれのコーホートは就職氷河期5直後に就職活動を行った世代を含んでいる。それゆえ、こ

のコーホートに属する人々は、2000 年代前半から導入されてきた政府の若年者向けの雇用

対策を直接的に受容してきた背景がある6。これらのことから考えれば、1980 年代生まれの

人々は 1940、1950 年代生まれの人々と比較して雇用や失業対策に関する政策の存在をよ

り多く体験しているため、雇用・失業対策にかかる政府の支出をより過大と評価する傾向が

あるとも考えられる。 

図 1 と図 2 は年齢とコーホートをそれぞれ横軸に取り、上記の結果を予測確率のプロッ

トから確認したものになる。図 1 では、すべての予測確率においてグラフはおおむね横ば

いとなっており、年齢による予測確率の変化は見られない。しかし、図 2 では、1930～1950

年生まれのコーホートから 1950～1970 年生まれのコーホートにかけて「少なすぎる」と回

答する予測確率が低下し、「ちょうどいい」と回答する予測確率が上昇する傾向が確認でき

る。これは、コーホートによって回答の予測確率が変動することを示しており、予測確率の

プロットからも、分析結果と同様に 1940～1950 年代におけるコーホート効果の存在が示

唆された。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、2000 年から 2010 年に実施された「JGSS (日本版総合的社会調査)」の回答デ

ータを用いて、特定年代に向けた政策に対する政府支出への評価に及ぼす年齢の効果とコ

ーホートによる効果の影響を明らかにしてきた。分析では、特定年代に向けた政策の中でも

若年者向けの政策として教育及び雇用・失業対策政策、高齢者向けの政策として社会保障・ 

 
5 一般に「就職氷河期」と表現される1993～2004年の新卒就業率は学部卒業者の場合69.7%

であり、その期間を除く 1985 年～2019 年の平均 80.1%と比較して 10%ポイント以上の低

下が起こっていた。https://www5.cao.go.jp/keizai3/2019/0207nk/pdf/n19_2_1.pdf (2024 年

10 月 31 日)。 
6 政府は就職難に対峙する若年者を支援するため、2003 年に「若者自立・挑戦プラン」を

策定し、以来「新卒応援ハローワーク」、「わかものハローワーク」などの若年者向けの就職

支援策を矢継ぎ早に導入した (玄田 2024)。 
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図１ 年齢別の雇用・失業対策関連支出への評価に対する予測確率 

 

 

図２ コーホート別の雇用・失業対策関連支出への評価に対する予測確率 

 

 

年金政策に対する政府の支出への評価を対象とした。本稿の分析結果からは、以下のことが

明らかになった。 

第一に、コーホートによる影響を考慮すれば、年齢が政府支出の評価に与える影響は存在

しないことが示された。このことから、先行研究で指摘されているような高齢化と政策選好

の相関は、コーホートによる違いが引き起こす見かけ上の効果であったことが示唆される。

このことは、通説的見解に反して日本の有権者の政策選好における年齢効果の存在を否定

するものである。 

第二に、雇用・失業関連支出に対する評価に関する分析においては、1940～1950 年代生
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まれのコーホートに属する人々は雇用・失業対策支出を過少と評価する特有の傾向が存在

することが示された。この背景には、戦後の特殊な時代背景を体験したというコーホート内

の共通した経験があるものと考えられる。 

上記の知見に基づけば、高齢者と若年者の政策的対立の背景にはコーホートによる政策

選好の違いが存在し、そのような対立は年齢間での対立ではなく、特定の世代間での対立で

ある可能性が示唆される。そのため、世代間の政策対立を調和するためには、出生コーホー

トの違いによる政策選好の差異を理解し、そのような特定の出生年代の選好を充足させる

政策の展開が重要であると考えられる。たとえば、1975～1985 年生まれのコーホートは「就

職氷河期」と呼ばれる 1990 年代前半から 2000 年前半の就職の困難化を経験した背景があ

る。このような背景を持つ人々の不満を緩和するため、政府は 2019 年 6 月に「就職氷河期

世代支援プログラム」を策定してから、就職氷河期を経験した世代への様々な支援を進めて

いる。このような取り組みは、就職氷河期世代というコーホート特有の背景を踏まえた上で、

そのコーホートが抱える特定の不満を解消する支援を行っているという点で、有効性のあ

るものだと考えられる。 

今後、日本ではさらなる高齢化が見込まれており、それに伴った高齢者の政治的発言力の

増幅や政治の高齢者優遇化が予想される。このことから、若年者と高齢者の世代間対立はさ

らに深刻な問題となっていくだろう。しかし、今回の分析で若年者層と高齢者層の政策的対

立は年齢の差異によるものではなく、世代の差異によるものであることが明らかになった。

そのため、今回分析を行った 3 つの政策以外の分野においても、一定の傾向を持つような

出生コーホートの存在を特定し、そのような特定の世代の選好を満たすことができるよう

な政策の展開を進めていくことが求められる。 
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第５章 

 

外国人の犯罪報道が対外意識に与える影響 

―国籍別犯罪報道の時系列分析― 

 

名古屋 佳那 

 

 

要約 

 

 近年日本では、少子高齢化による人手不足の打開策として外国人労働者の受け入れが急

速に進んでいる。しかし、未だ外国人住民に対する人々の不信感は根強く、特定の民族を対

象とした排斥運動が起きることもしばしばある。こうした外国人への偏見や排外意識を助

長する要因はさまざまに仮説が検証されてきたが、その有力な説の一つとしてメディアの

影響が挙げられる。しかし、既存研究では日本人の外国に対する親近感などを指す対外意識

の長期的なマクロの変動を捉えた上で、そのような変動に対するメディアの影響を検討し

た実証研究は少ない。そこで本稿は、1985 年から 2019 年までの内閣府による「外交に関

する世論調査」と朝日新聞、読売新聞、毎日新聞のオンライン記事データを用いて外国籍の

容疑者の犯罪報道がその国に対する対外意識に与える影響を検証した。分析の結果、分析対

象国であるアメリカ・中国・韓国・ロシアのいずれの国においても犯罪報道による有意な影

響が見られなかった。この背景としては、世論のマクロな対外意識に対しては外交問題の影

響が大きく、犯罪報道の集積的な影響は限定されることが考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

 現代の日本は、世界でも特に深刻な人口減少と少子高齢化問題に直面している1。2024 年

1 月 1 日時点で日本の総人口はおよそ 1 億 2,488 万人であり、前年の同時期と比べ 53 万

1,702 人、率にして 0.42%の減少を見せている2。これは 15 年連続の減少であり、2070 年

には総人口が 9,000 万人を割り込むという推計も存在する3。また、人口減少の原因ともい

える少子高齢化については 2023 年の出生者数が 72 万 9,367 人と調査開始以来過去最低を

記録する中、2024 年初頭の 65 歳以上の老年人口割合が 28.77%と過去最高の数値となるな

 
1 世界銀行の統計によると 2023年時点で日本の高齢化率はモナコに次ぐ世界第 2位の高さ

である。https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=JP&most_ 

recent_value_desc=true (2024 年 11 月 6 日）。 
2 https://www.soumu.go.jp/main_content/000892926.pdf (2024 年 11 月 6 日）。 
3 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001093650.pdf (2024 年 11 月 6 日）。 
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ど状況は悪化の一途を辿るばかりである4。 

日本人住民が減少する一方で、外国人住民の数は年々増加傾向にある。2024 年 1 月 1 日

時点での外国人人口は 332 万 3,374 人であり、前年より 32 万 9,535 人、率にして 11.01%

の増加を見せている5。これは調査開始以来最多の数値であり、その背景には日本の人手不

足を補うため国が本格的に外国人労働者を受け入れるようになったことがある。実際、2017

年には技能実習制度の拡充に伴い高度外国人材の受け入れが促進され6、2019 年 4 月から

は入管法で新たな在留資格の「特定技能」が設けられた7。2023 年 10 月時点で日本におけ

る外国人労働者数は 204 万 8,675 人と前年に比べ 2.4%増加し、過去最高を更新したことか

ら今後さらに働き手として日本社会を支える存在となることが予想される8。 

 このように外国人の住民が増加する一方、日本人の外国人に対する排外的な意識は未だ

根強い。事実、法務省が 2023 年に実施した『外国人との共生に関する意識調査 (日本人対

象)』によると、「外国人が増加することについての考え」で「具体的な心配事はないが、外

国人住民が増えることに漠然とした不安を感じる」という項目に対し 50.6%が「そう思う」

と回答し、38.2%が「そう思わない」と回答している。また、公益財団法人日本国際交流セ

ンターが 2023 年 1 月に実施した『在留外国人についてのアンケート』によると、3 人に 1

人の回答者が外国人の増加に対して否定的であり、否定派の 49%がその理由を「治安が心

配」だと回答している。つまり、日本人の間で外国人に対して「犯罪」や「トラブル」との

関連付けによる漠然とした危機感や不安感は強いままなのである。 

 こうしたネガティブなステレオタイプが共有される背景にはメディアの影響が大きいと

考えられる。現代社会において、メディアは人々が直接体験できない世界を知るためのツー

ルであり、日本人にとってまだ交流機会の少ない「外国人」もメディアによるイメージ形成

が働いていると言える9。このようにメディアが排外意識に与える影響を鑑みて、マクロな

対外意識に対する報道の影響を明らかにすることは、日本の多文化共生時代における報道

のあり方を検討するきっかけになる。 

 メディアが排外意識に与える影響を調査した論文は数多く存在するが、先行研究には大

きく二つの研究上の課題が残されていることを指摘したい。第一に、全国レベルの調査デー

タをもとに計量的に分析した論文が少ない点である。李 (2009) では、2003 年から 2005 年

までの朝日新聞における外国人犯罪報道件数と共生志向の相関を調査しているが、分析対

象期間は 3 年間と相対的に短く、全国紙一紙の報道内容にのみ注目していることから、分

 
4 https://www.soumu.go.jp/main_content/000892926.pdf (2024 年 11 月 6 日)。 
5 https://www.soumu.go.jp/main_content/000959267.pdf (2024 年 11 月 6 日）。 
6 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183027.html (2024 年 11 月 6 日）。 
7 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/index.html (2024 年 11 月 6 日）。 
8 https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001195785.pdf (2024 年 11 月 6 日）。 
9 令和 5 年に実施された法務省による「外国人との共生に関する意識調査」によると、普段

の生活で外国人と交流する頻度がある人は回答者の 26.5%である一方、ない人は 73.0%と

なっている。https://www.moj.go.jp/isa/content/001416008.pdf (2024 年 11 月 26 日)。 
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析結果の一般化可能性には留保が必要である。第二に、犯罪報道が対外意識に与える影響を

国別に検証したものが少ない点である。日本人の外国人に対するネガティブイメージの定

着のしやすさは彼らの出身国と日本の歴史的関係性の影響などから国籍により異なること

がさまざまな研究で報告されている。そのため、国別の報道と対外意識との関連を検証する

ことで、そのような国による効果の異質性から、対外意識の形成メカニズムについて新たな

知見が得られる可能性もある。 

上記の問題意識から、本稿は 1985 年から 2019 年の 35 年間の国籍別外国人犯罪報道件

数が各国に対する親しみやすさにどのような影響を与えるのかを時系列分析を用いて検証

する。本稿の分析結果からは、アメリカ、中国、韓国、ロシアのいずれも犯罪報道が親近感

を低下させる効果は見られない一方、相手国との外交上の事件発生が対外意識に負の影響

を与えることが明らかとなった。この背景には、分析対象国の多くはいずれも日本と外交上

の問題を抱える国であり、国内で発生したミクロな事件は対外意識に影響を与えにくいこ

とが挙げられる。 

 次節では、排外意識の形成要因に関する既存の研究を、特にメディアが与える影響に焦点

を当てて整理した後、第 3 節において、外国人の犯罪報道が対外意識に与える影響につい

て本稿の理論仮説を構築する。第 4 節では、構築された 2 つの理論仮説を検証するための

使用データ及び検証方法を提示し、第 5 節では、分析結果に対して考察を行う。最後に、

第 6 節では、本分析で得られた知見を踏まえ、多文化共生時代における外国人犯罪報道の

あり方について提言を述べる。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．排外意識の形成要因 

 

 排外意識の形成要因についてはこれまで複数の仮説が提唱されてきたが、本稿では中で

も特に有力とされる 4 つの仮説を取り上げる。経済不安仮説、集合脅威仮説、メディア影響

仮説、そして東アジア地政学仮説である。それぞれの仮説と、関連する実証研究の内容につ

いて順を追って論じていく。 

 第一に、経済不安仮説とは、経済的に不安定な立場にある人々が外国人の増加に対して不

安や不満を抱く傾向を示すという仮説である。高原 (2006) は、グローバリゼーションの進

展に伴い安価な外国人労働力がホスト社会の労働者に取って代わることで先住民の排外主

義的なナショナリズムが強まると主張している。また、実際に在日特権を許さない市民の会、

通称「在特会」への取材を行った安田 (2012) では、活動する人々の多くが非正規労働者で

あることや、外国人が雇用や生活保護の面で日本人と同等もしくはそれ以上の「特権」を享

受していることに不満を抱き排外運動を正当化している実態を明らかにした。 
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 一方、近年ではこの仮説を否定する声も挙げられている。まず、樋口 (2014) は、安田 

(2012) で取材を受けた排外主義運動の参加者の多くが中産階級であり、調査対象に偏りが

あると批判している。また、永吉 (2014; 2015) の実証研究では、主観的経済状況が高い人

ほど排外意識を持ちやすいという、仮説に反する結論に達している。こうした理由から経済

不安仮説の妥当性については未だ賛否両論が分かれている。 

第二に、集団脅威仮説とは、内集団と外集団が限られた資源を巡って競争関係に置かれる

場合において内集団の排外意識が高まるとするものである (Blumber 1958)。永吉 (2012) 

の考察によるとここでの競合関係は、経済的な面と文化的な面に分けられる。経済的側面は、

社会経済的に脆弱な層が雇用機会や労働条件の悪化を外国住民の増加と結びつける傾向で

あり、文化的側面は、ホスト社会の生活様式や価値観が外集団により脅かされると認識する

状況を指す。このメカニズムについて、Quillian (1995) は「Eurobarometer Survey 30」

の移民や人種マイノリティに対する態度の調査結果と人口データを用い、移民割合が高く

経済不安の大きな国で排外意識が高まることを示した。一方、日本においては眞住 (2015) 

が集団脅威理論を実証的に検証したが、経済状況や外国人労働者の人口割合が排外意識に

与える影響について有意な結果が得られず、仮説は棄却されている。このことから、経済不

安仮説と同様に未だ評価の分かれる仮説であるといえる。 

第三に、本稿で特に注目するメディア影響仮説がある。この仮説はマスメディア研究にお

ける「議題設定効果」や「培養効果」の理論に基づく仮説である。Scheufele and Tewksbury 

(2007) によると、議題設定効果とはマスメディアが報道の配置や量に基づき、ある議題を

強調する程度と大衆がその議題を重要だと捉える程度には強い関連があるという考えを指

し、そのメカニズムは実証研究でも明らかになっている (McCombs and Shaw 1972)。一

方、培養効果について Gerbner et al. (1980) は、人々がメディアを通じて世界を認識し、

特に長時間テレビに接することで、メディアで描かれる現実を信じるようになると述べて

いる。こうした理論に基づき、李 (2009) は外国人に関する報道が排外意識に与える影響を

実証的に分析した。その結果、外国人犯罪の報道が共生志向に負の影響をもたらす傾向が見

出され、メディア影響仮説には一定の妥当性があることが示された。 

最後に、日本の排外主義に特有とされるのが、東アジア地政学仮説である。樋口 (2014) 

によるとこの仮説は、排斥感情の根本にはステレオタイプよりも近隣諸国との歴史的な関

係性が大きく関係するという考えに基づく。よって、在日コリアンへの排外主義運動も単な

る差別運動ではなく、彼らが旧植民地出身者であるという出身国との歴史的・政治的因縁に

根ざしていると主張する。この仮説を裏付ける実証研究としては田辺 (2016) が挙げられる。

2009 年と 2013 年に実施された日本全国対象の量的社会調査データを用い、愛国主義の高

まりと中国人や韓国人への排外意識の間に相関関係があることを明らかにした。一方、その

他の国については愛国主義と排外意識の関連性は見られなかったことから、中韓において

は尖閣諸島沖での衝突事件や竹島問題など外交上の課題がメディアを通じて度々報じられ

たことなどが排外意識を強めたと指摘している。 
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 以上の議論を踏まえ、永吉 (2016) は特にメディア影響仮説と東アジア地政学仮説に基づ

く更なる実証研究の必要性を訴えている。これは、日本の外国籍人口が依然として限られる

中では、排外意識の主要な原因として経済不安仮説や集団脅威理論が主張するメカニズム

が適用しにくいためである。むしろ、メディアにおける外国人表象や東アジアの地政学的関

係が、排外意識においてより強い影響力を持つと考えられるため、本稿でもこれらの仮説に

より注目していく。 

 

２－２．メディアにおける外国人表象 

 

 前述の通り、メディアが排外意識に負の影響を与える可能性が示唆されているが、その影

響を助長するかのように外国人が犯罪や治安問題などネガティブな事象と関連づけて報道

されやすいことが多くの研究で明らかになっている。 

まず、海外における研究として、Dixon and Linz (2000) は、ロサンゼルスとカリフォル

ニア州のオレンジ郡のテレビにおける犯罪報道を対象に内容分析を行った。その結果、黒人

やラテン系の民族マイノリティが白人と比べて事件の加害者や犯罪者として表象されやす

いことが確認された。一方、日本においても飯島 (2007) が外国人は「犯罪」などネガティ

ブなイメージと結びつけて報道されやすいことを明らかにしている。特に、メディアが取材

に殺到したり、容疑者を実名報道することで社会的制裁を与えたり、事実を誇張して情報の

受け取り手の不安を煽ることで、事態の異常性を外国人の異質性とつなげて認識する傾向

が高まると主張している。さらに、船山 (2008) は読売新聞の記事データベース「ヨミダス

文書館」を用いて窃盗団に関する記事の内容分析を行った。この分析から、同じ「窃盗団」

に関する記事であっても、そのメンバーが外国人の場合には、国籍や民族名がほぼ必ず併記

される傾向にあることがわかった。このように、メディアが外国人をネガティブな文脈で報

道することがさまざまな研究で示唆されており、排外意識の形成に影響を与える可能性が

指摘されている。 

 

２－３．日本人の国別対外意識 

 

 メディアにおける外国人のネガティブな表象は、人々の排外意識を高めるが、その影響の

度合いは国によって異なることが実証研究から明らかになっている。 

 田辺 (2008) は田辺 (2004) で明らかになった日本人の「西欧重視・アジア軽視」の傾向

に基づき、さらに独自の意識調査を用いて各国にまつわるメディア報道と好感度の関係性

を調査した。その結果、日本との間に利害関係を抱え否定的な報道がなされることの多い中

国、韓国、ロシア、そしてイラクに対する好感度は低い一方、オーストラリアやドイツなど

日本と主要な対立がなく観光地などとして好意的なイメージが残りやすい地域は好感度が

高いことが示された。また、アメリカに関しては肯定・否定のどちらのイメージも感じ取れ
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る報道がなされることで国に対する印象の良し悪しはあまりないことが導かれた。近隣諸

国に比べ、アメリカの好感度が報道に左右されにくいことは、伊藤・河野 (2008) の研究結

果でも明らかにされている。この研究では、アメリカ、中国、韓国に関するテレビニュース

が視聴者の対外意識に与える影響について実証分析を行った。その結果、報道量が多いアメ

リカに対しては視聴者の対外イメージが長期的に形成される一方で、報道量の少ない中国

や韓国についてはメディア以外の情報や、直近の短期的な報道の影響がイメージ形成に影

響しやすいことが明らかにされた。 

 

 

３．理論仮説 

 

 前節の通り、先行研究では排外意識の形成要因としてメディアの影響が挙げられ、その影

響力は対象国によって異なることが明らかにされてきた。しかし、犯罪報道の変動を長期的

かつ複数媒体のデータを踏まえた上で国籍別に影響を検討した実証研究は少ない。よって、

本稿では、以下の二つの仮説を元に改めて外国人の犯罪報道がその国に対する対外意識に

与える影響を検証する。 

 

３－１．排外意識の形成要因としての犯罪報道 

 

メディアの議題設定効果や培養理論に基づき、人々はメディア報道によってある意味「操

作された」ステレオタイプ的な社会への認識を持つようになる (Gerbner et al. 1980; 

Scheufele and Tewksbury 2007)。そうした中で、メディアは外国人を否定的な文脈で報道

しがちであり、同じ犯罪報道でも容疑者が外国人の場合は国籍名と併せて報じられること

が多い。加えて、情報の受け取り手である大衆もメディアによって過剰に報じられる犯罪事

件の事態の異常性を外国人という異質な存在と繋ぐ傾向がある (飯島 2007; 船山 2008)。

その結果、外国人に対する印象は低下し、彼らとの友好的な関係構築に反対する意識が人々

の間で高まる (李 2009)。上記の先行研究と排外意識の形成要因であるメディア影響仮説の

メカニズムにしたがって、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説１ 外国人の犯罪報道件数が増加すると、その国に対する親近感が低下する。 

 

３－２．国籍による犯罪報道の効果の異質性 

 

外国人のメディア表象が対外意識に与える負の影響は全ての国に対して一律ではない。

そもそも、日本人は一般的に歴史または政治的な関係性や個人的な接触の経験上、近隣地域

のアジアを軽視し、西欧諸国を重視する傾向が強い (田辺 2004)。そうした潜在的な対外意
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識の差が存在する上に、メディアによる各国の報道量や報道内容に基づきさらに諸外国へ

のイメージに変化が生まれる。具体的には、中国や韓国、北朝鮮といった日本に近いが故に

多くの外交問題を抱える国々は否定的な文脈で報じられることが多く、ネガティブなイメ

ージが定着しやすい。加えて、ロシアやイラクなどといった戦争にまつわる話題と結びつき

やすい国々も人々に好ましくない印象を与える。一方で、同じように否定的な報道が度々さ

れる国でも、例えばアメリカは同時に肯定的なニュースも頻繁に報じられることで、好感度

においてネガティブ報道の影響を受けにくい (伊藤・河野 2008)。このような先行研究の結

果と排外意識研究における東アジア地政学仮説のメカニズムから、外国人の犯罪報道が国

別好感度に与える影響についても同じ傾向が見られる可能性がある。具体的には、以下の仮

説が導出できる。 

 

仮説２ 犯罪報道件数の効果は、中国・韓国などの東アジア諸国に対する報道でより大

きい。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、内閣府の「外交に関する世論調査」および朝日新聞、

読売新聞、毎日新聞のオンライン記事データベースに基づき、1985 年から 2019 年までの

日本国民の対外意識と外国人の犯罪報道件数の時系列データを構築した。 

まず、本稿の分析に用いる従属変数は、「外交に関する世論調査」においてアメリカ、中

国、韓国、ロシアへの親しみやすさを尋ねた質問への回答結果である。「親しみを感じる」

と「どちらかというと親しみを感じる」と回答した割合の合計を算出し、各国への「親近感」

を測定した。なお、1991 年にソ連から国名変更がなされたロシアについては、1992 年以降

のデータのみを分析に用いることとする。 

 次に、理論的に関心のある独立変数として、仮説 1・2 共にアメリカ、中国、韓国、そし

てロシアの犯罪報道件数を用いる。具体的には、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞のオンライ

ン記事データベースである『朝日新聞クロスサーチ』、『ヨミダス』、『毎索』において【逮捕 

AND  (○○国籍 OR ○○)】(○○に国名が入る) というキーワードが本文と補助キーワー

ドに含まれる件数を記録した。記事検索の期間は各年度の「外交に関する世論調査」の調査

開始日前から過去 1 ヶ月間と 1 年間でデータを収集し、それぞれ「犯罪報道件数 (一ヶ月)」

と「犯罪報道件数 (一年)」と名付けた。この値は推定の際には自然対数化を行った。 

 その他には、総務省と出入国在留管理庁のデータを用いて割り出した日本の総人口に占

める各国籍の人口割合と警察庁が集計する国籍ごとの犯罪件数を自然対数化した値を統制
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した。なお、中国と韓国においては、2011 年に尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件が発生し、

2012 年には当時の韓国の李明博大統領が竹島に上陸し外交問題化したことから、それぞれ

の事件が発生した年を 1 としたダミー変数を「外交問題ダミー」と名づけ、両国の親近感を

説明するモデルで投入した。 

 表 1 に上記の変数群の具体的な説明と出典、そして表 2 に記述統計を示す。 

 

４－２．推定方法 

 

 本稿では、上記の変数を用いて、国籍別に ARIMAX モデルによる時系列分析を行う。な

お、ARIMAX モデルとは、自己回帰和分移動平均 (Auto Regressive Integrated Moving 

Average) を指す ARIMA モデルに外生変数を組み込んだ発展的な分析方法であり、過去の

値が現在の値に与える自己相関や外部要因がもたらす影響を考慮した上で時系列データ間 

 

表１ 変数説明 

 

変数名 変数説明 出典

log (アメリカ人犯罪件数)

log (中国人犯罪件数)

log (韓国人犯罪件数)

log (ロシア人犯罪件数)

log (アメリカ人犯罪報道件数 (一ヶ月))

log (中国人犯罪報道件数 (一ヶ月))

log (韓国人犯罪報道件数 (一ヶ月))

log (ロシア人犯罪報道件数 (一ヶ月))

log (アメリカ人犯罪報道件数 (一年間))

log (中国人犯罪報道件数 (一年間))

log (韓国人犯罪報道件数 (一年間))

log (ロシア人犯罪報道件数 (一年間))

log (アメリカ人口率)

log (中国人口率)

log (韓国人口率)

log (ロシア人口率)

アメリカ親近感

中国親近感

韓国親近感

ロシア親近感

外交問題ダミー (尖閣国有化) 2011年の尖閣諸島沖での中国漁船

衝突事件を1とした外交問題ダ

ミー。

外交問題ダミー (竹島上陸) 2012年に韓国の李明博大統領が竹

島に上陸した問題を1とした外交

問題ダミー。

朝日新聞クロスサー

チ、ヨミダス、毎索

「外交に関する世論

調査」の問1(1)〜(4)

「あなたは、（国名）に親しみを

感じますか、それとも感じません

か。」という設問で「親しみを感

じる」と「どちらかというと親し

みを感じる」と回答した割合の

和。

「犯罪統計書」

「在留外国人統計」

各年の国籍別の検挙件数の総数を

自然対数化した値。

各年の国籍別の外国人数÷日本の

総人口を自然対数化した値。

各年の「外交に関する世論調査」

の調査開始前一ヶ月間、一年間の

記事で【逮捕 AND（〇〇国籍

OR 〇〇】（〇〇は国名）と検索

しヒットした件数を自然対数化し

た値。
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表２ 記述統計 

 

 

の相関を分析するものである。R の forecast ライブラリの auto.arima 関数を用いて、各分

析において予測誤差が最小化する AR (自己回帰)・MA (移動平均)・I (階差) の次数を選定

したのちに時系列分析を実行した。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．犯罪報道件数の妥当性の検証 

 

 仮説の検証に入る前に、先行研究で明らかにされてきたメディア報道におけるネガティ

ブな外国人表象の実態について明らかにしていく。具体的には、国籍別の犯罪件数と犯罪報

道件数の相関を他の外生変数と併せて分析することで報道件数の指標の妥当性を検証する。

なお、自動選択された ARIMA モデルの次数は ARIMA の行に記載しており、括弧内の第

一項が AR、第二項が I、第三項が MA の次数である。 

 分析の結果、アメリカと中国の犯罪件数においてそれぞれ 1%と 0.1%水準で有意に正の

影響が見られる一方、韓国とロシアでは有意な結果は得られなかった。これは、外国人がメ

ディア報道において「犯罪」などの否定的な文脈で語られやすいと主張した飯島 (2007) ら

の研究に一部整合的な結果となり、犯罪報道件数には一定の妥当性があることが示された。 

変数名 観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

log (アメリカ人犯罪件数) 35 6.2186 0.2246 5.8805 6.7250

log (中国人犯罪件数) 35 8.9272 0.7328 7.2821 9.8477

log (韓国人犯罪件数) 35 9.2530 0.4857 8.1415 10.0790

log (ロシア人犯罪件数) 28 5.3075 0.4300 4.4659 6.0259

log (アメリカ人犯罪報道件数 (一ヶ月)) 35 5.9310 0.3616 4.5539 6.4998

log (中国人犯罪報道件数 (一ヶ月)) 35 6.8755 0.8097 4.2767 7.7493

log (韓国人犯罪報道件数 (一ヶ月)) 35 6.3437 0.4508 5.0434 7.0388

log (ロシア人犯罪報道件数 (一ヶ月)) 28 5.7862 0.3045 5.2364 6.5162

log (アメリカ人犯罪報道件数 (一年間)) 35 3.3436 0.5737 1.9459 4.7791

log (中国人犯罪報道件数 (一年間)) 35 4.3144 0.8255 2.0794 5.8319

log (韓国人犯罪報道件数 (一年間)) 35 3.6085 0.5369 2.4849 4.6634

log (ロシア人犯罪報道件数 (一年間)) 28 3.1589 0.4948 1.7918 3.7842

log (アメリカ人口率) 35 -7.9334 0.1646 -8.3351 -7.6680

log (中国人口率) 35 -5.9005 0.6945 -7.3875 -5.0469

log (韓国人口率) 35 -5.3611 0.1603 -5.6473 -5.1770

log (ロシア人口率) 28 -10.1172 0.6228 -11.7678 -9.5101

アメリカ親近感 35 0.7706 0.0435 0.6750 0.8450

中国親近感 35 0.4121 0.1653 0.1480 0.7540

韓国親近感 35 0.4559 0.0890 0.2670 0.6310

ロシア親近感 28 0.1511 0.0284 0.0990 0.2080

外交問題ダミー (尖閣国有化) 35 0.0286 0.1690 0 1

外交問題ダミー (竹島上陸) 35 0.0286 0.1690 0 1
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表３ 犯罪件数と犯罪報道件数の相関 

 

 

５－２．時系列分析に基づく推定 

 

 続いて、本稿の主題である犯罪報道が対外意識に与える影響について時系列分析の結果

を見ていく。表 4 は、各年度の「外交に関する世論調査」の調査開始前 1 ヶ月間に報じられ

たアメリカ、中国、韓国、ロシアの犯罪報道が対外意識に与える影響を ARIMAX モデルで

検証した結果である。いずれの国籍も犯罪報道件数に負の係数が見られるものの、統計的に

有意な結果は得られなかった。 

 

表４ 調査開始前１ヶ月の犯罪報道が親近感に与える影響 

 

 

 

アメリカ報道件数 中国報道件数 韓国報道件数 ロシア報道件数

log (国籍別犯罪件数) 0.4767 ** 0.9358 *** 0.1237 -0.0012

(0.1656) (0.0512) (0.2199) (0.1129)

log (国籍別外国人人口比率) 1.5770 * 0.2532 *** -0.9415 * -0.2041

(0.6757) (0.0766) (0.3840) (0.1372)

外交問題ダミー -0.1205 -0.2338

(0.2346) (0.2226)

ARIMA （1,0,0） （1,0,0） （1,0,0） （1,0,0）

AIC 6.2300 15.1300 23.2600 0.7600

N 35 35 35 28

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

従属変数

アメリカ親近感 中国親近感 韓国親近感 ロシア親近感

log (国籍別犯罪報道件数 (一ヶ月)) -0.0138 -0.0178 -0.0047 -0.0176

(0.0204) (0.0293) (0.0314) (0.0204)

log (国籍別犯罪件数) -0.0052 0.0569 0.0771 * -0.0125

(0.0235) (0.0366) (0.0391) (0.0106)

log (国籍別外国人人口比率) 0.1193 † -0.2343 *** 0.0453 0.0176

(0.0704) (0.0344) (0.0705) (0.0133)

外交問題ダミー -0.1211 ** -0.1274 **

(0.0384) (0.0395)

ARIMA （1,0,0） （1,0,0） （1,0,0） （1,0,0）

AIC -140.5200 -106.2200 -96.6100 -126.6300

N 35 35 35 28

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

従属変数
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表５ 調査開始前１年間の犯罪報道が親近感に与える影響 

 

 

 また、表 5 では各年度の「外交に関する世論調査」の調査開始前 1 年間に報じられた犯

罪報道の影響を分析したが、アメリカ以外の 3 カ国では正の係数が見られるだけでなく、

調査開始前 1 ヶ月間のデータ分析と同様に有意な結果は得られなかった。つまり、仮説 1 に

反してメディア影響仮説が棄却される結論が得られ、先行研究の李 (2009) の主張とも異な

る結果となった。 

 犯罪報道による影響が見られなかった一方で、中国と韓国の分析に投入した外交問題ダ

ミーはどちらの国においても 1%水準で有意に負の影響が見られ、外国への親近感には外交

上の事件が大きな影響を与えることがわかった。また、アメリカ人と中国人の総人口に占め

る割合がそれぞれ親近感に10%水準そして0.1%水準で正と負に有意な影響を与えたことか

ら、田辺 (2004) や田辺 (2008) の先行研究と同様に西欧重視・アジア軽視の構図が支持さ

れたと解釈できるかもしれない。また、負の係数が見られた中国に限っては、Blumber 

(1958) や永吉 (2012) らが提唱した集団脅威仮説とも整合的である。 

 仮説 1 と仮説 2 に整合的な結果が得られなかった理由としては、分析対象国の偏りと

犯罪報道データの制限が挙げられる。具体的には、まず本稿の分析対象に選出した 4 カ国

はどれも日本と外交上の関係性が深い国である。個人レベルの犯罪よりも国レベルの外交

上の事件の方がメディアの議題として強調されやすく、人々の対外意識により強く影響を

与えたと考えられる。一方、今回はデータの制約上比較することができなかったベトナムや

フィリピンなどの日本との外交関係への注目度は相対的に小さいが、在留外国人の受け入

れ国として強い繋がりを持つ東南アジア諸国などの国々を分析対象とすれば、犯罪報道の

影響力を観測できた可能性がある10。実際、国を持たない世界最大の民族として日本と直接

外交上の問題を持たず外国人労働者としてのイメージが強いクルド人に対しては、埼玉県

 
10 https://www.moj.go.jp/isa/content/001425981.pdf (2024 年 11 月 15 日)。 

アメリカ親近感 中国親近感 韓国親近感 ロシア親近感

log (国籍別犯罪報道件数 (一年間)) -0.012 0.0028 0.0181 0.0096

(0.0095) (0.0151) (0.0179) (0.0107)

log (国籍別犯罪件数) -0.0026 0.0427 0.0760 * -0.0166

(0.0227) (0.0291) (0.0370) (0.0111)

log (国籍別外国人人口比率) 0.1106 † -0.2443 *** 0.0606 0.0270 *

(0.0610) (0.0335) (0.6510) (0.0114)

外交問題ダミー -0.1162 ** -0.1329 ***

(0.0416) (0.0392)

ARIMA （1,0,0） （1,0,0） （1,0,0） （1,0,0）

AIC -141.6500 -105.8900 -97.6000 -126.7600

N 35 35 35 28

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

従属変数
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川口市を中心にヘイトデモやヘイトスピーチが常態化しており、その排外意識は昨年 7 月

に川口市内の病院で起きたクルド人による殺傷事件を境により一層増幅している11。 

 第二に、本稿では犯罪報道のデータ収集に全国紙の新聞記事を用いたが、現代ではテレビ

やインターネットなどといったデジタル媒体を情報源とする人が多く12、紙媒体の影響力は

比較的弱い可能性がある。実際、テレビニュースが世論に大きく影響することは複数の研究 

(Iyengar et al. 1982; Page et al. 1987) で明らかにされている。また、ソーシャルメディア

の発展によりアルゴリズムに沿った情報を摂取する機会が多い現代では人々が触れる報道

の量も質も影響力もさまざまであろう。よって、そうした複雑化する現代のニュース発信と

受信をより正確に捉えた指標を分析に用い、報道と対外意識の相関を個票データをもとに

検証できればより精緻にメディア影響を測れる可能性がある。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、1985 年から 2019 年までの「外交に関する世論調査」と各年の朝日新聞、読

売新聞、毎日新聞のオンラインデータベースの国籍別犯罪報道件数のデータを用いて、外国

人の犯罪報道が日本人の対外意識に与える影響を調査してきた。分析結果からは、まず、分

析対象国となったアメリカ、中国、韓国、ロシアの国籍に関する長期または短期的な犯罪報

道は日本人の対外意識に影響を与えていないことが明らかとなった。つまり、この 4 カ国

に関してはメディア影響仮説が棄却され、本稿の仮説 1・2 のどちらとも整合しない結果と

なった。一方、中国と韓国の分析に投入した外交問題ダミー変数は対外意識に有意に負の影

響を与え、個人ではなく国レベルの大きな事件の発生は外国への親近感の低下に寄与する

可能性が導かれた。また、親近感に対する外国人人口比率の影響について、アメリカと中国

でそれぞれ正と負に有意な結果が得られ、排外意識研究における集団脅威仮説と東アジア

地政学仮説が支持される形となった。 

上記の研究結果の通り中国と韓国においては犯罪報道よりも外交に関する事件の方が否

定的な対外イメージを醸成することが分かった。とはいえ、グローバル化に伴う多文化共生

時代において、外国人や外国に関するネガティブ報道はより一層慎重に行われるべきだと

も考えられる。なぜなら、本稿では日本と外交上の関係が深い国々が分析対象に選出された

が、ベトナムやフィリピンなど日本への出稼ぎ国として主要な国においては犯罪報道が排

外意識に大きく影響する懸念もあるからも考えられるからである。そもそも、マスメディア

は国民の知る権利に応え日々社会で起きている出来事を報道する「報道の自由」が憲法 21

条で規定されており、世論形成や公共の議論を促進するための判断材料を国民に提供する

 
11 https://www.tokyo-np.co.jp/article/324122 (2024 年 11 月 26 日）。 
12 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc122310.html 

(2024 年 11 月 15 日）。 
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使命がある13。一方で、放送倫理・番組向上機構が策定した放送倫理基本綱領において「報

道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければな

らない」との規定があるようにメディアは単純な出来事の報道だけではなく、その背景に潜

む社会制度の歪みや心理的動機など多角的に真実を伝える使命も充分にあるだろう14。また、

外国人住民の増加や近隣諸国との歴史的因縁を元に抱かれる漠然とした不安を解消するた

めにも事件の報道だけではなく、外国人や外国文化をより身近に感じられるポジティブな

文脈での報道も積極的に行われることが望ましい。事実、オリンピックやワールドカップな

どのメディアによって大規模に報道されるイベントの直後は短期的に活躍国の好感度が高

まることが複数の研究で明らかになっている (上瀬・萩原 2004; 向田ほか 2001)。外国人

が「危険で異質な他者」と偏ったラベリングをされることのないよう外国にまつわる事象を

多面的に取り上げることではじめて、複数の情報を比較する情報リテラシーが人々に根付

き平和な多文化社会が実現されるだろう。 

本稿の限界としては、メディアが排外意識に与える実態を十分に反映したデータが得ら

れなかったことにある。具体的には、分析対象国に偏りがある点や犯罪報道件数のデータを

テレビやインターネットなどのデジタル媒体から収集できなった点、そして個票データを

もとにメディアが対外意識に与える影響を分析できなかった点が挙げられる。今後、グロー

バル化の進展により多国籍間・多人種間の良好な関係性の維持が必須課題となる中、メディ

アを通じた外国にまつわる情報発信の影響力について更なる調査が進められるよう利用可

能データの拡充が推進されるべきであろう。 
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第６章 

 

法人税率の引き下げが産業別労働分配率に与える影響 

―ＶＡＲ構造モデルによる実証分析― 

 

石川 大翔 

 

 

要約 

 

 1980 年代のグローバル化に伴い、多国籍企業の事業拠点誘致を目的として、世界的に法

人税減税が行われた。法人税減税には企業の投資拡大を促す効果が期待される一方、労働分

配率の低下をもたらすなどの問題が指摘されている。しかし、現状、法人税と労働分配率の

関連を実証的に論じた研究は少なく、法人税減税による労働分配率の低下効果は地域・産業

を横断的する普遍性があるのか定かではない。そこで、本稿は、日本の 1973 年から 2021

年までの法人税実効税率と 6 つの産業の労働分配率の時系列データを構築した上で、日本

の法人税減税に起因する労働分配率の低下効果の有無とそのメカニズムを検証した。分析

結果からは、日本においても一部産業で法人税減税が労働分配率を低下させる効果が認め

られた。一方、既存研究が指摘する法人税減税による資本集約的企業の台頭を介した労働分

配率低下のメカニズムの説明は必ずしも日本の事例には妥当しないことが示唆された。法

人税減税による労働分配率の低下が認められる産業については、そのメカニズムを特定し、

実質賃金を高めるための産業特定的な施策などの対策を取る必要があると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

法人税とは、法人の企業活動によって得られる所得に対して課される税である。日本では

企業会計上の当期純利益に対し、税務調整を通じて算出された所得金額が課税対象とされ

ている1。令和 5 年度における日本の税収全体に占める法人税の割合は 22%であり2、1980

年代以降の法人税引き下げを経てもなお、日本の主要財源としての役割を担っている。 

1980 年代以降の法人税減税は、グローバル経済の進展により台頭した多国籍企業の事業

拠点を誘致するため、アメリカのレーガン政権や英国のサッチャー政権が主導する形で世

 
1  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/01-03.pdf (2024 年

11月 4日)。 
2  https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/fy2023_budget_and_settlement.pdf (2024

年 11月 4日)。 
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界的な法人税引き下げ競争が始まったことに起因する3。この法人税率引き下げ競争は各国

において現在も続いており、日本も例外ではない。 

しかし、法人税減税は企業の投資拡大や多国籍企業の事業拠点誘致のような正の効果が

期待されている反面、次のような負の効果が懸念されている。第一に、政府は法人税減税に

よる減収分を別の課税によって補う必要がある。鈴木 (2007) は法人税減税の税収へのフィ

ードバック効果4が 10%程度と限定的であり、減収分の課税が必要であることを指摘してい

る。第二に、世界的な労働分配率の低下が挙げられる。世界的な法人税率引き下げ競争の開

始とほぼ同時期に米国、日本、欧州において労働分配率5が低下している6。 

労働分配率低下の原因は多岐にわたると考えられており、法人税率と労働分配率の関連

を論じる先行研究もいくつか存在する。例えば、Kaymak and Schott (2023) は法人税実効

税率7と労働分配率の間には正の相関があると主張している。また、法人税率と労働装備率

8や企業投資額との間の負の相関から、法人税減税が企業の資本投資を拡大させること (Li 

et al. 2021)、資本労働比率や産業用ロボットストックと労働分配率との間の負の相関から、

企業の資本投資拡大が労働分配率の低下を促す可能性を示唆する研究などがあり (羽田ほ

か 2021; Stockhammer et al. 2013)、法人税減税が様々な経路を通じて労働分配率を抑制

することの傍証が見出されている。 

労働分配率の低下は近年の日本でも問題となっており、2000 年以降に労働生産性上昇が

大きく見られる。一方、労働分配率が低下していることから、労働者は労働生産性の上昇の

恩恵を享受できていないことが指摘されている (野田・阿部 2010)。また、山田 (2018) は

労働分配率低下の問題点として、労働生産性や、実質賃金の伸び悩み、所得格差の拡大を挙

げており、実際に 1990 年以降の労働分配率に低下傾向が見られる OECD 諸国の実質労働

生産性について、労働生産性と実質賃金の両方が伸び悩んでいるほか、所得再分配後のジニ

係数が増加していることを明らかにしている。 

本稿では、以上のような問題意識から、法人税率の引き下げと労働分配率の低下の間の因

果関係について明らかにすることを目指す。現状、法人税率と労働分配率の関連について論

じている実証研究は、アメリカの製造業を対象とした Kaymak and Schott (2023) と中国

のオフショア・アウトソーシング税額控除前後における一部ハイテク企業の動向を分析し

た Li et al. (2021) など一部の国の事例に限定されている。そのため、理論の一般化可能性

の観点では、より幅広い産業を分析対象として、既存の説明が産業横断的に成立するのかを

 
3「法人税率引き下げ競争とは 80年代、米英が主導」『日本経済新聞』 (2021年 11月 28

日)。 
4 ここでは法人税減税によって企業の投資拡大が促進され、経済が活性化することで税収が

増加する効果を指す。 
5 企業の生み出した付加価値のうち、人件費に分配される割合。 
6 「（エコノミクス トレンド・経済教室）労働分配率低下の"真犯人" 「スター企業」の興

隆 主因か」『日本経済新聞』(2017年 9月 14日)。 
7 国・都道府県・地方自治体などに納める法人税の合計税率。 
8 従業員一人当たりの設備投資額。 
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検討すべきである。特に、日本の法人税制のあり方を考える上では、日本の事例での適用可

能性を検証すべきであると考えられる。 

本稿では 1973 年から 2021 年までの日本における法人税実効税率と各産業における労働

分配率の時系列データを構築した上で、法人税率の変化が産業別労働分配率に与える影響

を明らかにする。特に、海外の先行研究で示された理論メカニズムの日本における適用可能

性とその解釈を検討する。本稿の分析結果からは、日本の一部産業において法人税減税が短

期的な労働分配率低下に寄与すること、そのメカニズムは先行研究の示唆とは異なり労働

装備率を媒介変数としたものではない可能性があることが示された。これらの知見から、法

人税率の変化が労働分配率に影響を与える際、少なくとも日本においては労働装備率とは

別の媒介変数の存在を考慮に入れる必要がある。 

本稿の構成は次のとおりである。第 2節では、労働分配率の変化の要因と、法人税率と労

働分配率の関連を論じた実証的な先行研究群を確認する。第 3 節では、それらの研究に依

拠しながら、法人税減税が労働分配率低下に寄与するメカニズムについて本稿の理論仮説

を導出する。第 4節では理論仮説の検証に用いるデータと分析手法を提示し、第 5節では、

分析結果について議論・考察する。第 6節では、本稿で得られた知見を踏まえて、今後の日

本における法人税制について示唆を述べたい。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．労働分配率の低下の要因 

 

労働分配率は、企業が生み出した付加価値の人件費に対する分配比率を表す指標で、企業

が従業員に支払った給与・賞与総額 (役員報酬は除く) と福利厚生費等手当の合計金額を企

業が生み出した付加価値によって除した値である。労働分配率は、過度に高い場合、経営を

圧迫する問題がある一方、過度に低い場合にも、企業の利益が労働者へ適切に分配されない

問題がある。それゆえ、付加価値拡大と賃金上昇が繰り返す好循環を生み出すような税率に

設定することが重要である。現状、労働分配率の変化の要因として挙げられる要素は多岐に

わたるが、ここでは法人税減税との関連が示唆されているという点で注目すべき二つの要

素について紹介する。 

第一に、資本投資の増加が挙げられる。資本労働比率の増加やそれに付随する技術進歩、

産業用ロボットストックの増加が労働分配率の低下を引き起こすことは複数の研究で一致

した主張がなされている (Stockhammer et al. 2013; 羽田ほか 2021)。一方、資本投資の

増加が労働分配率の低下に与える影響の大きさについては合意が形成されていない。羽田

ほか (2021) は、資本投資の増加や技術革新が労働分配率の低下を引き起こす大きな要素で

あると主張しているが、Stockhammer et al. (2013) はこれらの要素よりもグローバル化や



84 

 

金融化9をはじめとするほかの要素の影響の方がはるかに大きいと主張している。 

第二に、セクター特有の要因が挙げられる。Dimova (2019) は労働分配率の低下の要因

について、セクター特有の効果が大きいことを指摘し、製造業において輸入比率と労働分配

率に正の相関が見られることを示した。また、Elsby et al. (2019) はオフショアリングの労

働分配率低下に対する影響について、安価な労働力が得られる途上国に生産拠点を移転さ

せるため、労働集約的な産業ほど労働分配率の低下幅が大きいと指摘している。さらに、

Kaymak and Schott (2023) は、労働分配率の低下要因として、市場集中度の上昇を挙げて

いる。市場集中度とはある財の市場がどのくらいの企業によって占められているかを表す

指標であり、市場集中度が高い財ほど、少数の企業による寡占状態が進んでいると言える。

このように、セクター特有の労働分配率低下の要因は複合的で多岐にわたる。 

上記のような労働分配率低下の要因に関する知見は、法人税減税が労働分配率の低下を

引き起こすメカニズムを考える上で、意義深いものである。 

 

２－２．法人税減税による労働分配率低下 

 

前述のように、法人税減税には、減収分を補う課税の必要性や労働分配率の低下などの批

判がある。特に、本稿では後者の問題に注目する。まず、Li et al. (2021) は、中国の 21都

市において行われたオフショアサービス・アウトソーシング業務に対する法人所得税控除

政策10の適用対象企業の 2008 年から 2013 年までのバランスシートデータから、回帰不連

続デザインを用い、次のような知見を見出している。具体的には、法人税減税が、労働装備

率、投資額、銀行借入額の増加や雇用拡大をもたらすが、雇用の増加幅は労働装備率、投資

額、銀行借入額の増加幅には及ばず、労働分配率低下を引き起こしている可能性を指摘して

いる。 

Kaymak and Schott (2023) は、1972 年から 2012 年までのアメリカの州レベルデータ

を分析し、全産業、製造業共に法人税実効税率と労働分配率の間には正の相関があること、

製造業の方が全産業に比べて法人税減税による労働分配率低下の弾力性が高いということ

を明らかにしている。また、主要産業における法人税実効税率に対する労働分配率の弾力性

についても言及している。具体的には、労働分配率のばらつきが大きい産業ほど法人税実効

税率に対する労働分配率の弾力性が大きいことや、法人税実効税率と市場集中度、および市

場集中度と労働分配率の間に負の相関が見られたことから、法人税減税によって、資本集約

的で労働分配率が低い企業に産業内シェアが偏り (市場集中度が高まり)、結果として産業

全体の労働分配率が低下することを示唆している。 

 
9 金融市場において商品やアクターの多様性および規模が拡大し、実体経済を大幅に上回る

金融資産が蓄積する現象を指す (宮田 2018)。 
10 https://www.nacglobal.net/cn/model-city-offshore-service-outsourcing/ (2024 年 11 月

16日)。 
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このように先行研究では、世界的な労働分配率の低下を背景に、その原因として考えられ

る要素を明らかにしており、法人税率と労働分配率の関連性についても、傍証的事実を基に

理論的メカニズムが示唆されている。しかし、現状、法人税と労働分配率の関連性について

論じた研究は少ない上、分析対象となる地域や産業が限定されており、メカニズムの国家横

断的あるいは産業横断的な一般化の可否を判断するための知見が蓄積されていないように

思われる。次節では、先行研究で得られた知見に基づき、法人税減税がどのようにして労働

分配率に影響を与えるのか検討した上で、仮説を立てる。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．法人税率と資本・労働の相対価格の変化 

 

 前節で述べた通り、法人税減税によって労働分配率が低下する背景の一つには、法人税減

税による企業の銀行借入額・投資額・労働装備率の増加幅が、人件費の増加幅よりも大きい

ことがある。そのような結果から法人税の負担は労働よりも資本に帰着していると解釈さ

れる (Li et al. 2021)。したがって、法人税減税による負担の減少も資本により多く帰着す

ると考えられる。その根拠として、法人税の課税対象が企業所得すなわち企業の純利益であ

ることが挙げられる。一般に、企業の税引き前利益は売上高から売上原価などの費用が引か

れた額によって算出され、この費用に労働に対する支出の人件費や、会計上の資本に対する

支出の減価償却費が含まれる。しかし、資本に対する実際の支出は税引き後利益の蓄積であ

る内部留保が資金源となる。法人税率が下がると、人件費や減価償却費などの費用は変わら

ない一方、税引き後利益が増加する。これにより、資本投資の資金源である内部留保の拡大

が容易になる。すなわち、資本の労働に対する相対価格が低下すると考えられる (Kaymak 

and Schott 2023)。それゆえ、以下の仮説が導出される。 

 

仮説１ 法人税率が低下すると労働分配率が低下する。 

 

３－２．媒介変数としての労働装備率 

 

 先に述べたように、法人税減税によって資本の労働に対する相対価格低下が起こる。これ

によって産業の資本集約度が上がると考えられるが、その際、生産した財・サービスに対す

るおおよその生産要素の比率は決まっているため、各企業の資本集約度は大きく変化しな

い。Kaymak and Schott (2023) もこれと整合的な知見を挙げており、アメリカの製造業に

おいて、法人税減税の前後で企業の労働分配率による階級分布に大きな変化がない一方、各

労働分配率階級に属する企業の産業全体に占める付加価値の割合には大きな変化があると
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している。具体的には、法人税減税前の 1967年においては、製造業全体の付加価値の半分

は労働分配率が 49%以下の企業によって生み出されていたが、断続的な法人税減税が行わ

れた後の 2012 年においては製造業全体の付加価値の半分が労働分配率 34%以下の企業に

よって生み出されている。他方で、同研究では、ほぼ同時期の 1958 年から 2011 年の間に

米国の製造業における資本労働比率が 4.6 倍に増加したことが示されている。このことか

ら、付加価値および利益を拡大した労働分配率の低い企業は、法人税減税後に資本の相対価

格が低下したことで、容易に規模を拡大できたことが示唆される。そして、それらの企業が

産業内において高いシェアを占めることで、産業全体での労働装備率の上昇と労働分配率

の低下を引き起こしたと考えられる。また、アメリカでは 1950年代以降、産業用ロボット

が普及したことによって、資本による労働の代替が生じており (Acemoglu and Restrepo 

2020)、これも法人税減税による資本の相対価格低下に後押しされていると推測される。そ

のため、法人税減税に起因する労働分配率の低下には、労働装備率が媒介変数として関わっ

ていると考えられ、次のような仮説が導出される。 

 

仮説２ 法人税減税による労働装備率の上昇効果が大きい産業ほど、労働分配率の低

下幅も大きい。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するため、『財政金融統計月報』および『World Bank Open Data』

に基づき、1973 年から 2021 年までの日本の全産業と 6 産業の財務状況や法人税実効税率

に関する時系列データを構築した。本稿では、このデータに基づき 3つの分析 (以下、それ

ぞれ分析 1、分析 2、分析 3とする) を行う。 

 まず分析 1では、仮説 1、仮説 2の検証に共通して必要な、法人税実効税率の労働分配率

に与える影響を分析する。従属変数は、労働分配率 (Labor Share: LS) である。労働分配

率は、従業員給与・従業員賞与・福利厚生費の合計を付加価値額で除し、百分率で表した値

である。次に、独立変数として、法人税実効税率 (Effective Corporate Tax Rate: ECTR) を

用いる。法人税実効税率とは、国に納める法人税と地方自治体に納める法人住民税などの企

業が実際に払う所得税の合計税率である。また、統制変数には、法人税率と労働分配率の両

方に影響を与えると推測される一般的経済指標として、日本の GDP 成長率  (Gross 

Domestic Product Growth Rate: GDPGR) を用いる。 

 分析 2 では、仮説 2 において法人税率の変化の労働分配率に対する影響を媒介すると予

想される労働装備率 (Labor Equipment Rate: LER) を従属変数、法人税実効税率を独立変
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数、日本の GDP成長率を統制変数として用い、法人税実効税率の労働装備率に対する影響

を分析する。 

 分析 3 では、労働装備率の変化の労働分配率に対する影響の分析のため、従属変数とし

て労働分配率、独立変数として労働装備率、統制変数として日本のGDP成長率を投入する。 

 

４－２．推定方法 

 

本稿では、日本国内において全ての産業の法人税実効税率が同一であること、特別な制度

による法人税の一時的な減税ではなく、長期的かつ断続的な減税を扱うことから、時系列分

析を用いる。上記の変数を用いて、10年を予測期間に設定した VAR多変量モデルによる推

定を行い、インパルス応答関数を示した上で、分散分解も行う。 

この分析手法によって、法人税減税が労働分配率に与える影響についての直接的な検証

とあわせて、労働装備率を介した間接的な影響についても検証する。また、各変数について

ADF 単位根検定を行い、非定常データに対しては一階差分を取り、定常データに変換した

上で、分析に投入する。 

 

表１ 記述統計 

  

 

 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

ECTR 49 43.7918 7.7091 29.7000 52.9000

GDPGR 49 2.0898 2.5760 -5.7000 8.0000

LS (全産業) 49 60.8327 2.2395 53.3000 64.3000

LS (製造業) 49 65.3082 3.5870 54.7000 73.2000

LS (建設業) 49 62.0592 3.9810 54.0000 68.4000

LS (卸売業) 49 58.3755 4.0299 44.2000 65.0000

LS (サービス業) 49 63.8878 1.8915 59.6000 67.1000

LS (不動産業) 49 23.2102 2.9254 16.9000 31.4000

LS (電気業) 49 35.7347 11.2944 22.4000 83.1000

LER (全産業) 49 899.6327 325.2767 249.0000 1265.0000

LER (製造業) 49 817.1224 303.8017 241.0000 1180.0000

LER (建設業) 49 454.8980 184.7007 104.0000 642.0000

LER (卸売業) 49 660.2245 252.9603 186.0000 924.0000

LER (サービス業) 49 682.3469 302.8617 226.0000 1310.0000

LER (不動産業) 49 8497.2245 4147.1370 1697.0000 15158.0000

LER (電気業) 49 16407.7755 6078.2339 3076.0000 22835.0000
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５．分析結果 

 

５－１．単位根検定 

 

まず、分析に入る前に、各変数に対して ADF検定を行い、非定常データを定常データに

変換する。表 2は、各変数の ADF検定を行った結果である。単位根が存在するという帰無

仮説が 5%水準で棄却されなかった場合には、非定常データであると判断して、定常データ

に変換できるまで差分を取り、再度 ADF検定を実行した。次項以外では、ADF 検定で単位

根の存在が 5%水準で棄却されたデータを投入する。 

 

５－２．インパルス応答関数 

 

表 3 は、産業ごとに、左から分析 1：法人税実効税率 (ECTR) → 労働分配率 (LS)、分

析 2：法人税実効税率 (ECTR) → 労働装備率 (LER)、分析 3：労働装備率 (LER) →労働

分配率 (LS) についてのインパルス応答関数を示したものである。実線がインパルス応答推

定値、破線がその 95%信頼区間を表す。インパルス応答は、独立変数の値が瞬間的に 1 標

準偏差上昇したときの従属変数の変化を表したものであるため、法人税率の低下に正の影

響がある場合は下方向、負の影響がある場合は上方向にショックが見られるはずである。 

 はじめに、法人税減税による労働分配率低下の効果について検証する。本稿のすべての仮

説から期待される効果は、すべての産業において、法人税減税が労働分配率を低下させると

いうものである。表 3 の法人税実効税率上昇に関する労働分配率のインパルス応答は正に

なるはずである。表 3からは、全産業、製造業、建設業、卸売業、サービス業については中

期的におおむね期待通りの効果があらわれており、特に全産業とサービス業では 4 期後、

卸売業では 3期後の正の効果は 5%水準で統計的に有意である。一方、1・2期後に即時に効

果があるわけではなさそうである。これは増益が賞与に反映される影響かもしれない。また、

長期的には、労働分配率の低下効果が確認できなかった。その背景には、日本の雇用流動性

の低さから、人件費を安定的に支払う必要のある企業は増益後も人的資本への投資に慎重

であることが考えられる。業界別の異質性としては、法人税の減税が不動産業と電気業では、

短期的に労働分配率を上昇させる点は興味深い。表 1 の記述統計にも見られるように、こ

れらの産業は、他の産業に比して、労働分配率が著しく低いという共通点がある。このこと

から、法人税減税による労働分配率低下効果は、Elsby et al. (2019) の提唱するオフショア

リングの労働分配率低下効果に媒介されている可能性が示唆される。 

 次に、法人税減税と労働分配率低下の間の労働装備率による媒介効果を検証する。仮説 2

では、表 3 の法人税実効税率上昇に関する労働装備率のインパルス応答、および労働装備

率上昇に関する労働分配率のインパルス応答は負になるはずである。しかし、表 3 ではど

の産業でも期待通りの効果が見られなかった。原因として、Kaymak and Schott (2023) が 
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表２ ＡＤＦ検定の結果 

 

 

指摘するメカニズムは低労働分配率の企業の台頭が前提であることが挙げられる。GAFAM

やアリババなどの新興企業が世界的に台頭するケーズが珍しくないアメリカや中国ではこ

の前提が適用可能である一方、起業志向が低く (胥 2018)、時価総額の高い企業に旧財閥系

の伝統的企業が多い日本では、このメカニズムの適用が不適切な可能性が示唆される。 

F統計量 p値

ECTR -2.5430 0.3570

一階差分ECTR -3.2380 0.0420

GDPGR -3.4590 0.0580

一階差分GDPGR -5.1450 0.0100

LS (全産業) -3.9371 0.0197

LER (全産業) -1.4466 0.7957

二階差分LER (全産業) -5.1926 0.0100

LS (製造業) -4.2507 0.0100

LER (製造業) -1.4365 0.7997

二階差分LER (製造業) -5.2245 0.0100

LS (建設業) -2.6645 0.3083

一階差分LS (建設業) -3.4344 0.0419

LER (建設業) -1.1680 0.9028

二階差分LER (建設業) -5.9665 0.0100

LS (卸売業) -2.6216 0.0325

LER (卸売業) -1.2427 0.8773

二階差分LER (卸売業) -4.5799 0.0100

LS (サービス業) -2.6026 0.0333

LER (サービス業) -1.6543 0.7126

二階差分LER (サービス業) -5.0381 0.0100

LS (不動産業) -3.2151 0.0953

一階差分LS (不動産業) -5.5689 0.0100

LER (不動産業) -1.5719 0.7455

一階差分LER (不動産業) -3.5176 0.0495

LS (電気業) -2.8914 0.2174

一階差分LS (電気業) -4.1254 0.0122

LER (電気業) -2.7565 0.2714

一階差分LER (電気業) -5.2957 0.0100
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表３ インパルス応答関数 
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表３ インパルス応答関数 (続き) 

 

 

５－３．分散分解 

 

 ここでは、分析 1、分析 2、分析 3における変数間の影響度について、分散分解によって

検証していく。表 4は各分析における変数間のショックについて 2、5、10期先の予測誤差

分散分解を示したものである。 

 まず、分析 1 の分散分解において、労働分配率の変動に対する法人税実効税率ショック

の寄与率は、全産業に共通して 5 期後の時点でほぼ定着しており、その寄与度は全産業で

8.0%、製造業で 15.4%、建設業で 1.8%、卸売業で 3.8%、サービス業で 5.1%、不動産業で

0.8%、電気業で 18.9%であることが示された。このことから、建設業、卸売業、不動産業を

除き、法人税実効税率の引き下げが労働分配率に一定の影響を与えていると推測される。ま

た、前項で示したように、全産業、製造業、サービス業に関しては、法人税実効税率上昇に

関する労働分配率のインパルス応答が正であった。よって、これらの産業については、仮説

1が実証されたと言えよう。 

分析 2 では、10 期後の法人税実効税率ショックの労働装備率に対する影響について、い

ずれの産業においても 5%を超える寄与度が観測されなかったため、日本において法人税実

効税率の引き下げが労働装備率に影響を与えるとは考えにくい。 

分析 3 では、10 期後の労働装備率ショックの労働分配率に対する影響について、電気業

以外において、5～35%程度の比較的大きな寄与度が観測され、Acemoglu and Restrepo 

(2020) の指摘と整合的であった。労働装備率ショックの労働分配率に対する影響が認めら

れた産業については、資本と労働の代替性が認められるが、法人税実効税率ショックの労働
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装備率に対する影響が認められないため、仮説 2 と整合的な結果とはいえず、法人税率の

労働分配率に対する影響と、資本深化の労働分配率に対する影響は独立である可能性が示

唆される。 

 

表４ 予測誤差分散分解 

 

 

 

 

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.9823 0.0023 0.0155 LERショック 0.8845 0.0289 0.0866 LSショック 0.9364 0.0146 0.0491

ECTRショック 0.0278 0.9459 0.0262 ECTRショック 0.0015 0.8942 0.1043 LERショック 0.0078 0.9469 0.0453

GDPGRショック 0.2635 0.0092 0.7273 GDPGRショック 0.0367 0.0055 0.9578 GDPGRショック 0.1272 0.0320 0.8409

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.9081 0.0659 0.0260 LERショック 0.8738 0.0421 0.0841 LSショック 0.9247 0.0149 0.0604

ECTRショック 0.0799 0.8587 0.0615 ECTRショック 0.0048 0.8404 0.1548 LERショック 0.0154 0.9409 0.0437

GDPGRショック 0.3068 0.0132 0.6800 GDPGRショック 0.0799 0.0239 0.8962 GDPGRショック 0.2139 0.0726 0.7135

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.9023 0.0698 0.0280 LERショック 0.8722 0.0434 0.0844 LSショック 0.9245 0.0150 0.0605

ECTRショック 0.0814 0.8555 0.0631 ECTRショック 0.0060 0.8390 0.1550 LERショック 0.0154 0.9409 0.0437

GDPGRショック 0.3110 0.0142 0.6749 GDPGRショック 0.0887 0.0247 0.8866 GDPGRショック 0.2137 0.0805 0.7058

分析1 (全産業)

2期後の全ショックによる寄与率

分析2 (全産業) 分析3 (全産業)

2期後の全ショックによる寄与率 2期後の全ショックによる寄与率

5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率

10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.9627 0.0053 0.0320 LERショック 0.7451 0.0141 0.2408 LSショック 0.9309 0.0110 0.0582

ECTRショック 0.0354 0.9410 0.0237 ECTRショック 0.0042 0.9061 0.0897 LERショック 0.0945 0.8441 0.0615

GDPGRショック 0.2343 0.0249 0.7407 GDPGRショック 0.0340 0.0144 0.9517 GDPGRショック 0.1441 0.0013 0.8547

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.9340 0.0158 0.0502 LERショック 0.6754 0.0240 0.3006 LSショック 0.9124 0.0169 0.0707

ECTRショック 0.1536 0.7929 0.0535 ECTRショック 0.0171 0.8492 0.1337 LERショック 0.1451 0.7032 0.1517

GDPGRショック 0.3673 0.0217 0.6111 GDPGRショック 0.1231 0.0470 0.8300 GDPGRショック 0.2957 0.0760 0.6282

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.9317 0.0158 0.0526 LERショック 0.6731 0.0256 0.3013 LSショック 0.9110 0.0176 0.0715

ECTRショック 0.1574 0.7866 0.0560 ECTRショック 0.0205 0.8446 0.1350 LERショック 0.1565 0.6750 0.1685

GDPGRショック 0.3745 0.0234 0.6021 GDPGRショック 0.1276 0.0474 0.8250 GDPGRショック 0.2925 0.0873 0.6202

分析1 (製造業)

2期後の全ショックによる寄与率

分析2 (製造業) 分析3 (製造業)

2期後の全ショックによる寄与率 2期後の全ショックによる寄与率

5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率

10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8463 0.0131 0.1405 LERショック 0.9900 0.0080 0.0020 LSショック 0.8353 0.0329 0.1318

ECTRショック 0.0029 0.9263 0.0708 ECTRショック 0.0001 0.9224 0.0775 LERショック 0.0340 0.9649 0.0011

GDPGRショック 0.0000 0.0096 0.9904 GDPGRショック 0.0615 0.0046 0.9338 GDPGRショック 0.0021 0.0344 0.9636

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8075 0.0225 0.1700 LERショック 0.9488 0.0238 0.0275 LSショック 0.7923 0.0745 0.1332

ECTRショック 0.0175 0.8937 0.0888 ECTRショック 0.0319 0.8578 0.1103 LERショック 0.0563 0.9220 0.0217

GDPGRショック 0.1407 0.0165 0.8428 GDPGRショック 0.1172 0.0141 0.8687 GDPGRショック 0.1556 0.0964 0.7480

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8066 0.0227 0.1707 LERショック 0.9447 0.0242 0.0311 LSショック 0.7883 0.0788 0.1329

ECTRショック 0.0179 0.8917 0.0904 ECTRショック 0.0379 0.8522 0.1100 LERショック 0.0596 0.9161 0.0244

GDPGRショック 0.1451 0.0164 0.8385 GDPGRショック 0.1335 0.0145 0.8521 GDPGRショック 0.1507 0.1375 0.7118

5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率

10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率

分析1 (建設業)

2期後の全ショックによる寄与率

分析2 (建設業) 分析3 (建設業)

2期後の全ショックによる寄与率 2期後の全ショックによる寄与率
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表４ 予測誤差分散分解（続き） 

 

  

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8546 0.0276 0.1178 LERショック 0.9215 0.0587 0.0198 LSショック 0.8493 0.0015 0.1492

ECTRショック 0.0193 0.9003 0.0804 ECTRショック 0.0029 0.9136 0.0835 LERショック 0.0391 0.9517 0.0091

GDPGRショック 0.0087 0.0118 0.9795 GDPGRショック 0.0212 0.0037 0.9751 GDPGRショック 0.0103 0.0388 0.9509

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8166 0.0665 0.1169 LERショック 0.8829 0.0931 0.0240 LSショック 0.8167 0.0017 0.1816

ECTRショック 0.0380 0.8597 0.1023 ECTRショック 0.0318 0.8495 0.1187 LERショック 0.1730 0.7885 0.0385

GDPGRショック 0.1025 0.0275 0.8700 GDPGRショック 0.1144 0.0246 0.8609 GDPGRショック 0.0963 0.1205 0.7831

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8164 0.0668 0.1168 LERショック 0.8825 0.0937 0.0238 LSショック 0.8156 0.0022 0.1822

ECTRショック 0.0398 0.8581 0.1020 ECTRショック 0.0334 0.8473 0.1193 LERショック 0.1781 0.7838 0.0381

GDPGRショック 0.1103 0.0281 0.8616 GDPGRショック 0.1141 0.0254 0.8605 GDPGRショック 0.1112 0.1183 0.7704

5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率

10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率

分析1 (卸売業)

2期後の全ショックによる寄与率

分析2 (卸売業) 分析3 (卸売業)

2期後の全ショックによる寄与率 2期後の全ショックによる寄与率

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.9574 0.0000 0.0426 LERショック 0.8723 0.1265 0.0011 LSショック 0.9629 0.0062 0.0308

ECTRショック 0.0460 0.8965 0.0576 ECTRショック 0.0010 0.9049 0.0941 LERショック 0.1315 0.8513 0.0172

GDPGRショック 0.0787 0.0070 0.9143 GDPGRショック 0.0015 0.0030 0.9956 GDPGRショック 0.0577 0.0004 0.9419

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.9039 0.0464 0.0497 LERショック 0.8216 0.1567 0.0217 LSショック 0.9490 0.0148 0.0362

ECTRショック 0.0508 0.8729 0.0763 ECTRショック 0.0111 0.8415 0.1475 LERショック 0.2092 0.7566 0.0342

GDPGRショック 0.0811 0.0237 0.8952 GDPGRショック 0.0225 0.0157 0.9618 GDPGRショック 0.0626 0.0187 0.9186

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8980 0.0518 0.0502 LERショック 0.8098 0.1621 0.0280 LSショック 0.9482 0.0154 0.0363

ECTRショック 0.0514 0.8719 0.0767 ECTRショック 0.0131 0.8394 0.1474 LERショック 0.2136 0.7465 0.0399

GDPGRショック 0.0819 0.0240 0.8941 GDPGRショック 0.0298 0.0169 0.9533 GDPGRショック 0.0655 0.0241 0.9104

分析1 (サービス業)

2期後の全ショックによる寄与率

分析2 (サービス業) 分析3 (サービス業)

2期後の全ショックによる寄与率 2期後の全ショックによる寄与率

5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率

10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8977 0.0695 0.0328 LERショック 0.8112 0.0916 0.0972 LSショック 0.7813 0.0046 0.2141

ECTRショック 0.0051 0.9261 0.0688 ECTRショック 0.0008 0.9210 0.0782 LERショック 0.3424 0.6082 0.0494

GDPGRショック 0.0206 0.0099 0.9694 GDPGRショック 0.0001 0.0065 0.9934 GDPGRショック 0.0142 0.0088 0.9769

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8908 0.0690 0.0402 LERショック 0.6060 0.1618 0.2322 LSショック 0.7125 0.0739 0.2136

ECTRショック 0.0082 0.9221 0.0697 ECTRショック 0.0034 0.8947 0.1019 LERショック 0.2791 0.4856 0.2353

GDPGRショック 0.0287 0.0096 0.9616 GDPGRショック 0.0191 0.0240 0.9569 GDPGRショック 0.0344 0.0914 0.8742

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8907 0.0690 0.0403 LERショック 0.6047 0.1616 0.2336 LSショック 0.6908 0.0767 0.2325

ECTRショック 0.0082 0.9221 0.0698 ECTRショック 0.0034 0.8943 0.1022 LERショック 0.2782 0.4816 0.2401

GDPGRショック 0.0288 0.0096 0.9615 GDPGRショック 0.0194 0.0242 0.9564 GDPGRショック 0.0351 0.0942 0.8708

5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率

10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率

分析1 (不動産業)

2期後の全ショックによる寄与率

分析2 (不動産業) 分析3 (不動産業)

2期後の全ショックによる寄与率 2期後の全ショックによる寄与率
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表４ 予測誤差分散分解（続き） 

 

 

 

６．結論 

 

 本稿では、1973 年から 2021 年までの『財政金融統計月報』の法人税実効税率・労働分

配率の時系列データを用いて、日本の各産業における法人税減税の労働分配率低下に対す

る影響と、労働装備率を媒介変数とするメカニズムの適用可否について検証してきた。本稿

の分析結果からは、一部の産業において法人税減税が労働分配率の低下に一定程度寄与す

ることが確認された。他方で、その他の産業については仮説とは反対の効果や、法人税率と

労働分配率の間に関連がないことが示唆された。また、法人税減税が労働分配率を低下させ

ていた産業についても、法人税減税が労働装備率を上昇させるという効果は確認できなか

ったため、少なくとも日本の産業においては、労働装備率の上昇が労働分配率の低下の媒介

変数になっているという説明は妥当しない可能性がある。その背景には、先行研究の分析対

象国であったアメリカや中国の市場に比べて、日本では新興企業が興りにくく、企業の新陳

代謝が低いことがあるかもしれない。 

 本稿で得られた知見に基づけば、法人税減税が労働分配率の低下を引き起こす懸念が大

きい全産業やサービス業では、法人税率引き下げの副作用を認識して、実質賃金を高めるた

めの産業特定的な施策が講じられる必要があると言える。 

 他方、法人税のむやみな引き上げは、当初の法人税減税の意図とは反して多国籍業の事業

拠点撤退や企業の投資縮小につながる恐れもある。法人税制の見直しに際しては、日本国内

における法人税率の引き下げの効果とそのメカニズムについて、更なる研究が期待される。

例えば、今回の分析結果では労働分配率の低い産業において、法人税減税による労働分配率

低下の効果が確認できなかった。このことから、法人税減税による労働分配率低下効果が

Elsby et al. (2019) が指摘するようなオフショアリングによる労働分配率低下効果に媒介

されている可能性については検証の余地があるだろう。また、日本において法人税減税とほ

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8120 0.1346 0.0534 LERショック 0.9497 0.0010 0.0494 LSショック 0.8931 0.0032 0.1038

ECTRショック 0.1539 0.8028 0.0433 ECTRショック 0.0000 0.9034 0.0966 LERショック 0.0124 0.9683 0.0193

GDPGRショック 0.0076 0.0148 0.9776 GDPGRショック 0.0935 0.0073 0.8992 GDPGRショック 0.0027 0.0955 0.9018

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8072 0.1337 0.0591 LERショック 0.9484 0.0009 0.0506 LSショック 0.8581 0.0142 0.1276

ECTRショック 0.1890 0.7607 0.0503 ECTRショック 0.0144 0.8900 0.0956 LERショック 0.0113 0.9495 0.0393

GDPGRショック 0.0103 0.0145 0.9752 GDPGRショック 0.1551 0.0068 0.8381 GDPGRショック 0.0031 0.1682 0.8287

LS ECTR GDPGR LER ECTR GDPGR LS LER GDPGR

LSショック 0.8072 0.1337 0.0591 LERショック 0.9484 0.0009 0.0507 LSショック 0.8509 0.0191 0.1300

ECTRショック 0.1891 0.7606 0.0503 ECTRショック 0.0145 0.8899 0.0956 LERショック 0.0116 0.9433 0.0451

GDPGRショック 0.0103 0.0145 0.9752 GDPGRショック 0.1554 0.0067 0.8379 GDPGRショック 0.0033 0.1860 0.8108

5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率 5期後の全ショックによる寄与率

10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率 10期後の全ショックによる寄与率

分析1 (電気業)

2期後の全ショックによる寄与率

分析2 (電気業) 分析3 (電気業)

2期後の全ショックによる寄与率 2期後の全ショックによる寄与率



95 

 

ぼ同時期に起こった大企業の内部留保増加や配当性向11の上昇が法人税減税による労働分

配率低下の理論的メカニズムを説明する手掛かりになるかもしれない。 

本稿では日本の製造業やサービス業において、法人税減税が労働分配率の低下を引き起

こすこと、そこに労働装備率の媒介効果がないことを明らかにした。今後は、法人税減税に

よる労働分配率の低下効果について、他地域のデータを分析することで知見を蓄積すると

ともに、理論的メカニズムに関連する変数データや企業レベルのデータを用いて、より細か

な分析を行う必要があるだろう。 
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第７章 

 

６次産業化事業が地域農業に与える影響 

―都道府県パネルデータに基づく実証分析― 

 

小林 未來 

 

 

要約 

 

6 次産業化は、衰退を続ける日本の農業に対して所得安定化や経営の安定化を目指して取

り組まれてきた。その経済的効果は、政府による調査や、それに基づいた既存研究において

様々論じられてきたが、事業継続の困難さや実際の成果の不明瞭さなどの疑問も残る。その

うえ、統計データを用いた全国的な実証研究はほとんどなく、6 次産業化の実際の効果は定

かでなかった。そこで、本稿は、「6 次産業化総合調査」のデータに基づいて、2011 年から

2022 年までの都道府県パネルデータを構築したうえで、6 次産業化事業が実際に農業・経

済関連の変数にどのような影響をもたらすかを検証した。分析結果からは、農家一戸当たり

の農業生産関連事業の年間販売売上が多い地域ほど、農家一戸当たりの生産農業所得が高

まることが明らかになった。6 次産業化事業の規模の拡大が、農業事業体の所得向上に寄与

している可能性があり、今後の農業振興政策においても、6 次産業化の導入を支援していく

ことが重要であると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

日本の農業は、少子高齢化に伴う農業人口の減少、耕作放棄地や荒廃農地の増加、食料自

給率の低迷など、様々な課題を抱えている。特に農業人口の減少は著しく、日常的に自営農

業に従事している者を指す基幹的農業従事者数は、2000 年から 2023 年までの 23 年間で約

240 万人から約 116 万人へと大幅に減少した1。さらに、2023 年の基幹的農業従事者の平均

年齢は 68.7 歳であり、10、20 年後の農業の中心となる層である 50 代以下の割合はわずか

約 20%となっている2。そのため、今後も農業人口が減少していくことが確実視されている。 

このような現状の一因と考えられているのが、低い農業所得である。日本の生産農業所得

 
1 https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/nougyoukeiei_jousei_r6apr_set.pdf (2024年10

月 31 日)。 
2 https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/nougyoukeiei_jousei_r6apr_set.pdf (2024年10

月 31 日)。 
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はピークであった 1980 年代以降、農業総産出額の減少や資材価格の上昇により、長期的に

減少傾向が続いてきた3。農林水産省の「農業経営統計調査」の「令和 4 年 農業経営体の経

営収支」によると、2022 年の全農業経営体における平均農業所得は 98.2 万円であり、前年

に比べて 21.7%減少した4。また、近年では一般的な農業経営体のみならず、農業法人の経

営の脆弱性も指摘されている。農業法人の経営状況については、損益分岐点比率の高さや自

己資本比率の低さ、そして高い借入金依存度など、他産業と比べて脆弱な財務基盤が問題視

されてきた5。上記のような、農業経営を取り巻く厳しい状況により、後継者不足や新規就

農者不足が加速していると考えられる。 

6 次産業化は、こうした農業の諸課題を解決する策の一つとして、所得向上や経営の安定

化を目指して進められてきた取り組みである。農業を含む 1 次産業と加工や製造を行う 2

次産業、サービスや販売を行う 3 次産業を連携させて新たな付加価値を生み出す取り組み

として、1990 年代なかばに提唱された6。政府は、「地域資源を活用した農林漁業者等によ

る新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化・地産地消

法) を 2010 年に公布し、以降は 6 次産業化事業を認定するなどして支援を行っている。 

実際に、6 次産業化は農業事業者にとって経済的なメリットがあると考えられており、そ

の効果が報告されてきた。農林水産省が行った「六次産業化・地産地消法に基づく認定事業

者に対するフォローアップ調査結果 (令和 5 年度)」によると、経営全体の売上高が増加し

たと回答した事業者7は全体の約 75%にのぼった8。加えて、事業体の雇用数増加や付加価値

額 (経常利益+人件費+減価償却費) の増加など、地域への波及効果も示唆されている9。 

しかし、6 次産業化の概念や制度が発案されてから相当の年月が経つなか、その実効性に

疑念を呈する議論も少なくない。事実、6 次産業化に取り組む全ての事業が成果を出してい

るわけではない。前述した農林水産省のフォローアップ調査では、約半数の事業者が、事業

認定時と比較して、経営全体の経常利益及び売上高経常利益率を減少・低下させたことが分

かっている10。さらに、総務省が行ったアンケート結果によれば、特に事業規模が 100 万円

 
3 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r2/r2_h/trend/part1/chap3/c3_1_00.html (202 

4 年 10 月 31 日)。 
4 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/noukei/einou/r4/einou_syusi/ (2024 年 10

月 31 日)。 
5 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r5/pdf/zentaiban.pdf (2024 年 11 月 2 日)。 
6 https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/832515_7873122_misc.pdf (2024 年 11 月 2

日)。 
7 「六次産業化・地産地消法」に基づく総合化事業計画の認定を受けた事業者。総合化事業

とは、「農林漁業者等が、①農林漁業経営の改善を図ることを目的に、②農林水産物等の生

産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動であって、③農林水産物等の価値を高め

ることを目指したもの」。https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/6jika/attach/pdf/shinsei-

23.pdf (2024 年 11 月 4 日)。 
8 https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/6jika/attach/pdf/other-1.pdf (2024 年 11 月 4 日)。 
9 https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/6jika/attach/pdf/other-1.pdf (2024 年 11 月 4 日)。 
10 https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/6jika/attach/pdf/other-1.pdf (2024 年 11 月 5日)。 



99 

 

未満の事業者のうち、事業の進捗が順調と考えられる事業者の占める割合はわずか 8.8%に

とどまる一方で、事業の縮小・撤退などを検討している事業者は 21.4%にものぼった11。小

規模な事業者を中心に、6 次産業化事業の運営が継続しない背景として、大きく 2 つの課題

があげられる。第一に、経営経済上の課題がある。経費の増加に伴う採算性の悪化や事業負

担の増大により、事業撤退に追い込まれる事業者が後を絶たないことが分かっている12。第

二に、事業立案上の課題も大きい。6 次産業化に取り組む事業者には、事業立案に関するノ

ウハウや長期的視野が不足している場合が少なくないことが指摘されているうえに (室屋 

2013)、事業の多くが農産加工一辺倒で、どこも画一的な事業構想であることも懸念されて

いる (中村 2012)。 

他方で、上記のように 6 次産業化に対する疑念が残る中、実際の 6 次産業化の効果を論

じた実証的な研究は乏しく、研究上の課題が残されている。まず第一に、先行研究はアンケ

ートや事例集からの個別事例による研究が多く (e.g. 青山・納口 2017; 工藤・今野 2014)、

網羅的・全国的な研究を行っているものがほとんど見受けられない。第二に、6 次産業化の

直接的な効果、あるいは間接的な効果を、データを用いて実証的に分析している研究も十分

ではない。数少ない実証研究として、中嶋ほか (2011) は、茨城県の農産物直売所が集落の

露地野菜作農家率の上昇と農家所得の増大に寄与することを明らかにしたが、地域的かつ

事業限定的な研究にとどまっている。また、農林水産省は 2011 年から毎年、「6 次産業化総

合調査」を実施し、6 次産業化事業の売上高や事業体数、雇用数などを全国農業地域別、都

道府県別に集計している。しかし、この調査結果を用いた研究も少なく、大橋 (2015) が 6

次産業化事業の全国的な展開を研究した例などに限られている。 

そこで本稿では、「6 次産業化総合調査」の結果を用いて、2011 年から 2022 年までの都

道府県パネルデータを構築し、6 次産業化が地域農業にもたらす効果を明らかにする。分析

結果からは、6 次産業化事業の規模が拡大して売上高が増加すると、農業所得が高まる可能

性が示された。 

続く第 2 節では、6 次産業化が農業に与える影響を論じた先行研究を整理し、第 3 節で

は、6 次産業化事業の定量的な効果について本稿の理論仮説を導出する。第 4 節では、理論

仮説を検証するために用いるデータと分析方法について述べ、第 5 節では、分析結果につ

いて論ずる。第 6 節では、本稿の分析で得られた知見を踏まえ、6 次産業化のあり方や今後

の日本の農業政策について示唆を述べたい。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．６次産業化が農業や地域経済に与える総合的な効果 

 
11 https://www.soumu.go.jp/main_content/000610688.pdf (2024 年 11 月 5 日)。 
12 https://www.soumu.go.jp/main_content/000610688.pdf (2024 年 11 月 5 日)。 
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6 次産業化の概念が全国に広まって以降、日本各地の先駆的な取り組みについて様々な研

究がなされてきた。その研究の多くは、6 次産業化が農業や地域にもたらすメリットについ

て論じている。 

第一に、6 次産業化は、農業事業者の売上高・収益の向上をもたらし、6 次産業化本来の

実行目的である所得向上や経営安定化を実現する、という主張がある。青山・納口 (2017) 

は、中四国の 6 次産業化認定事業について調査し、6 次産業化が農畜産物の付加価値を高

め、農業者の収益向上に貢献すると述べている。具体的には、6 次産業化事業における自然

景観に恵まれた農村立地でのビジネスや特徴ある素材の活用が、一般的な商品との差別化

をもたらし、独自の事業として成立させることを可能にしているという。そして、農業事業

者がそうした事業を導入して収益を出せる体制を構築することで、6 次産業化が経営体に優

位性をもたらすことを明らかにした。また、6 次産業化が、農業を含む第 1 次産業において

付加価値向上や収益向上をもたらすことを経済学的に分析した研究も少なくない。たとえ

ば、赤壁 (2018) は第 1 次産業事業者が 6 次産業化を実現させた際の経済モデルを分析し、

1 次産品の一部を内部調達して 2 次産品に加工し、独占的に販売することによって、事業者

が正の超過利潤を生み出すことができる、というメカニズムを主張している。 

第二に、6 次産業化が事業体に経済的メリットをもたらすのみならず、農業における新た

な事業や雇用を生み出し、地域経済に貢献するという主張も存在する。工藤・今野 (2014) 

は、北海道の 6 次産業化事業を分析し、6 次産業化が地域資源を活用した新たな産業の創出

を促進することにより、農山漁村における雇用と所得を確保すると結論づけている。そして、

新たな事業や雇用の創出にとどまらず、将来的には農山漁村を支える「人」の育成、確保や

定着に大きく寄与する可能性を示唆している。 

 

２－２．６次産業化の各事業による効果 

 

ひとくちに 6 次産業化といっても農業事業体の取り組みは多岐に渡り、先行研究では様々

な事業の個別的な効果について論じたものも多い。まず、6 次産業化の主となる事業として、

農産物や農産加工品の直売があげられる。たとえば、住本 (2003) は、農産物直売所の設置

が、生産者の意欲の向上や生産の活発化、販売額の増加をもたらし、地域農業の活性化に貢

献すると述べている。さらに、数少ない実証研究のひとつとして、農産物直売所が集落の露

地野菜生産を後押しし、ひいては農業所得の増大にも寄与することを明らかにしたものが

ある (中嶋ほか 2011)。加えて、香月ほか (2009) は、農産物直売による流通コストの低減

や出荷規格の緩和に伴う商品化率の向上を指摘し、生産者の手取額増加を主張すると同時

に、直売所施設の運営に伴う雇用創出や地域住民の所得増加といった派生効果も論じてい

る。また、その他の 6 次産業化事業に関する研究として、大學 (2022) は、農家民宿や農村

観光事業が地域産業に様々な効果をもたらすと主張した。農村における新たな 6 次産業化
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事業の一環である農村観光に着目した研究は、日本のみならず海外にも存在する。Park and 

Lee (2019) は、韓国における 6 次産業化とスマート農村構想について分析し、とりわけ農

村観光事業による地域の雇用創出と所得向上を指摘している。 

以上のように、既存研究では、主に所得や雇用といった経済面における 6 次産業化の効

果が論じられてきた。しかしながら、その研究の多くは個別具体的、地域限定的な分析にと

どまり、全国的なデータを用いた実証分析は不足している。そのうえ、事業が軌道に乗らず、

6 次産業化からの撤退を余儀なくされた事業体も少なくないことから、6 次産業化そのもの

の効果にはまだまだ不明確な点が残る。そのため、実際の 6 次産業化の効果を、計量的かつ

全国的なレベルで研究する必要性は高いと考えられる。本稿では、6 次産業化事業について

の全国データと農業生産所得などのデータを用い、6 次産業化の実際の効果を実証的に明ら

かにしていく。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．６次産業化による農業の高付加価値化 

 

農林水産省の調査や先行研究などで広く指摘されている通り、6 次産業化が農業や農産品

に新たな付加価値を与え、農業事業者の所得や利益を増加させる可能性がある。6 次産業化

に取り組む事業者は、生産物に新たな価値を付与して商品単価を高めること、そしてこれま

でよりも多岐に渡る販売機会を得ることにより、さらなる売上拡大を実現できるのである。

さらに、単なる売上の向上のみならず、1 次産業から 3 次産業までを一体的に行うことによ

る経費削減、収益向上の効果も大きい。経済学的なモデルにおいても、原材料を内部調達し

て加工し、独占的に販売することが効率的に超過利潤を生み出すと考えられている (赤壁 

2018)。また、直売による出荷規格の緩和が、農産品の商品化率を向上させ得る点も指摘さ

れており (香月ほか 2009)、無駄の少ない効率的な農産品の活用と、利益率の向上が見込ま

れる。 

このように 6 次産業化は、農産品の高付加価値化と効率的な事業運営を実現することに

よって、農業事業者の売上向上、さらには利益や所得の向上を可能にする。既存の生産物の

高付加価値化に成功すれば、さらなる農業生産のインセンティブが生まれ、農業所得の増加

が期待される。もし、6 次産業化の規模拡大が、上記のように事業者の所得を向上させるの

であれば、次のような仮説が導かれる。 

 

仮説１ 6 次産業化事業の売上高が増加するほど、農業所得が高まる。 

 

３－２．６次産業化による雇用の創出 
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6 次産業化事業の拡大は、所得の増加だけでなく、雇用の創出や人材確保に貢献すると考

えられる。雇用の創出は、大きく分けて 6 次産業化新規事業における直接の雇用と、地域や

農産漁村経済の発展に伴う新たな雇用の 2 つに分類される。まず、おおもとの農業と 6 次

産業化事業の拡大が、農業従事者や関連従業者の雇用を生み出す。続いて、6 次産業化によ

って活性化された地域経済は、それまで上手く活用されてこなかったモノやヒトといった

地域資源を活用し、新たな産業の創出を促進する (工藤・今野 2014)。そして新たな産業の

創出は、将来的に農山漁村を支える「人」の育成、確保や定着に大きく寄与すると考えられ

ている (工藤・今野 2014)。よって具体的には、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説２ 6 次産業化事業の売上高が大きい地域ほど、雇用が増える。 

 

３－３．６次産業化が事業体数に与える影響 

 

6 次産業化が農業・農産品に新たな付加価値を与え、農業事業者の所得や利益を増加させ

るのであれば、収益や利益率の向上により農家や農業経営体の存続確率が高まると考えら

れる。事実、今日の日本における農家数の減少は、深刻な少子高齢化はもちろん、低い農業

所得及び経営の不安定さによるところが大きい。以前農林水産省が行った調査では、農業経

営を断念した理由で最も多かったのが「高齢化や病気により体力的に厳しくなったから」で

あり、次いで「収益が低下し、十分な収入が得られなかったから」であった13。農家数は現

在も減少の一途を辿っているものの、6 次産業化により経営の安定化が進めば、その減少は

ゆるやかなものとなる可能性がある。ゆえに、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説３ 6 次産業化事業の売上高が大きい地域ほど、農家数が減少しない。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 本稿では、上記の理論仮説を検証し、6 次産業化が地域農業に与える影響を明らかにする

ため、農林水産省が行っている「6 次産業化総合調査」を活用した。調査が開始した 2011

年から 2022 年までの 12 年間のデータを用い、全国 47 都道府県を対象に分析を行った。分

析に使用する変数は表 1 のとおりである。 

まず、仮説 1 の検証に用いる従属変数は、農家一戸当たり生産農業所得である。これは、 

 
13 https://www.maff.go.jp/j/finding/mind/pdf/20030917cyosa.pdf (2024 年 11 月 8 日)。 
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表１ 変数説明

 

  

「生産農業所得統計」で推計されている生産農業所得を、その都道府県における農家数で除

したものである。生産農業所得は、農業産出額から減価償却費や間接税を含む物的経費を控

除し、経常補助金を実額加算したものであり、農業純利益や農業が生み出した付加価値額と

して扱われている14。続いて仮説 2 では、地域における農業従事者数と雇用の指標として、

自然対数化した基幹的農業従事者数と有効求人倍率を用いる。基幹的農業従事者は、日常的

に自営農業に従事している者を指すものである。基幹的農業従事者数の都道府県別推計デ

ータは 5 年ごとに行われる「農林業センサス」によるものであるため、本稿では 2015 年度

と 2020 年度調査分、計 2 年分のデータで分析を行う。最後に仮説 3 では、農家数を自然対

数化したものを用いる。ここでいう農家とは、経営耕地面積が 10 アール以上の農業を営む

世帯、または農産物販売金額が 15 万円以上あった世帯のことを指す。 

仮説 1 から 3 までを通して用いる独立変数は、農家一戸当たりの農業生産関連事業の年

間販売売上である。これは、農業経営体または農業協同組合などによって営まれた 6 次産

業化事業の年間販売売上金額であり、「6 次産業化総合調査」において農業生産関連事業 (6

次産業化事業) と定義された 5 つの事業15の合計売上金額となっている。 

 その他には、都道府県ごとの統制変数として、65 歳以上人口割合と農家一戸当たりの耕

地面積を投入する。表 2 は上記の変数群の記述統計である。 

 

 
14 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/gaiyou/index.html (2024年

11 月 18 日)。 
15 生産した農産物の販売を目的として加工する「農産加工」、生産した農産物または農産加

工品を直接販売する「農産物直売所」、観光客等の第三者に農産物の収穫などを体験させる

「観光農園」、生産した農産物などを用いた料理の提供をする「農家レストラン」、生産した

農産物などを用いた料理と宿泊場所を提供する「農家民宿」の計 5 つである。 

変数名 変数説明 出典

農家一戸当たり生産農業所得 生産農業所得 (百万円)÷農家数。 「生産農業所得統計」

log (基幹的農業従事者数) 基幹的農業従事者数を自然対数化した値。 「農林業センサス」

有効求人倍率 月間有効求人数÷月間有効求職者数。 「一般職業紹介状況」

log (農家数) 農家数を自然対数化した値。 「社会・人口統計体
系」(「農林業センサ

ス」、「耕地及び作付
面積統計」)

農家一戸当たり農業生産関連
事業の年間販売売上

農業生産関連事業 (6次産業化事業) の年間販

売売上金額 (百万円)÷農家数。

「6次産業化総合調査」

65歳以上人口割合 65歳以上人口÷人口総数。 「国勢調査」

農家一戸当たり耕地面積 耕地面積 (ha)÷農家数。 「社会・人口統計体
系」(「耕地及び作付

面積統計」、「農林業
センサス」)
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表２ 記述統計 

 

 

４－２．推定方法 

 

本稿では、上記の変数を用い、6 次産業化が地域農業にもたらす影響をパネルデータ分析

によって推定する。具体的には、都道府県の固定効果と年度の固定効果を統制した二方向固

定効果モデルを用いて、都道府県や年度の異質性を統制した上で、6 次産業化の効果を明ら

かにする。 

 

 

５．分析結果  

 

表 3 は、2011 年から 2022 年までの 12 年分のパネルデータで、農業生産関連事業 (6 次

産業化事業) の年間販売売上が農業所得、農業従事者数や求人数、そして農家数へどのよう

な効果をもたらすかを検証した結果である。まず、Model 1 の分析結果は、農家一戸当たり

の農業生産関連事業の年間販売売上が、農家一戸当たりの農業生産所得に対して 5%水準で

有意に正の効果を持っていることを示している。具体的には、農家一戸当たりの農業生産関

連事業の年間販売売上が 1 ポイント (100 万円) 増加すると、農家一戸当たりの農業生産所

得が 0.4816、すなわち約 48 万円高まることが読み取れる。このことから、6 次産業化が進

んで事業の売上高が増加するほど、農家の農業生産所得が増加すると考えられ、この結果は

仮説 1 に整合的である。 

他方、Model 2 と Model 3 の結果からは、農家一戸当たりの農業生産関連事業の年間販

売売上と、自然対数化した基幹的農業従事者数及び有効求人倍率との間に有意な関連がな

いことが分かった。これは仮説 2 で予測した結果に反し、6 次産業化事業が地域の農業人口

や雇用に影響を与えているとは言えない、という結果である。 

最後に、Model 4 の分析結果は、農家一戸当たりの農業生産関連事業の年間販売売上が、

自然対数化した農家数に対しても有意な影響をもたらしているとは言えないことを示して 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

農家一戸当たり生産農業所得 564 1.5327 1.5430 0.4021 13.2601

log (基幹的農業従事者数) 94 10.2503 0.5906 8.9839 11.3537

有効求人倍率 564 1.1259 0.3591 0.2700 2

log (農家数) 564 10.6156 0.4892 9.1661 11.6726

農家一戸当たり農業生産関連
事業の年間販売売上

564 1.0622 0.8925 0.1751 7.7851

65歳以上人口割合 564 28.7699 3.5762 17.3000 38.6000

農家一戸当たり耕地面積 564 2.0878 3.6373 0.5159 30.4038
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表３ 地域農業に対する６次産業化事業の効果 

 

 

いる。これは仮説 3 に整合的な結果ではなく、6 次産業化が進展しても、農家数や事業体数

そのものに正の効果を与える可能性は低いと考えられる。 

以上の結果より、6 次産業化が少なくとも農業所得に対しては、有意に好ましい影響を与

えていることが示唆される。一方で、雇用や事業体数への有意な影響は見られなかったため、

6 次産業化は既存の事業者の生産性のみを高めている、とも解釈できる。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、2011 年から 2022 年までの 6 次産業化事業の都道府県別パネルデータを用い

て、6 次産業化事業が地域農業に与える影響を明らかにしてきた。分析結果からは、第一に、

6 次産業化が農産物の高付加価値化などをもたらし、農業所得を高めていることが示唆され

た。第二に、6 次産業化の地域の雇用への影響や事業体数への影響は観測できず、所得向上

以外の効果が存在するとまでは言えないことが分かった。このことから 6 次産業化は、主

に既存の事業者の生産性や利益を高めていると考えられる。 

上記の知見に基づけば、6 次産業化事業の規模の拡大は、農業事業体の所得向上に寄与す

ることで事業の縮小や廃業などを抑制している可能性があり、今後の農業振興政策におい

農家一戸当
たり生産農

業所得

log (基幹的

農業従事者
数)

有効求人倍
率

log (農家数)

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

農家一戸当たり農業生産関連 0.4816 * -0.0083 -0.0085 0.0138

事業の年間販売売上 (0.2237) (0.0905) (0.0434) (0.0175)

65歳以上人口割合 0.1654 * 0.0074 0.0631 ** -0.0056

(0.0664) (0.0119) (0.0214) (0.0080)

農家一戸当たり耕地面積 0.5624 ***     -0.0086

(0.0391) (0.0158)

log (農家数) 1.6660 *       

(0.6650)

時間効果 YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES

調整済みR
2 0.9758 0.9960 0.9373 0.9967

N 564 94 564 564

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は都道府県ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数
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ても、6 次産業化の導入を支援していくことが重要であると考えられる。今日の深刻な農家

不足に歯止めをかける策として、その有用性は低くないと考えられるからである。ただしこ

こで、本稿の分析結果においては、農業就業人口や雇用、そして事業体数の増大などが確認

できなかったことに留意したい。この結果からは、6 次産業化が既存の事業体の生産性を高

めて、存続確率を向上させているだけであり、新規事業の創出や新規就農者の増加には貢献

できていない、との見方をすることもできる。実際、通常の農家や第 1 次産業従事者にとっ

て加工・製造や販売の領域に参入することは、初期投資やノウハウなどの点で容易ではない。

さらに、6 次産業化を行う小規模な事業体の多くは、事業が順調に進まず、早期に撤退して

しまうことが少なくない。現在の 6 次産業化推進政策の多くは、すでに事業を展開してい

る事業者への認定制度や補助金交付などが主である。そのため、今後は 6 次産業化事業の

新規導入を検討している事業者や零細農家なども支援できるような制度設計や取り組みが

求められる。 

今後の研究課題としては、今回の使用データが都道府県単位であるため、分析の粒度が粗

いこと、そして個票に基づくものではないため、実際に所得を高めているのは大規模な農業

協同組合や農業経営体に限るのではないか、という疑問が拭えないことなどが挙げられる。

6 次産業化は、その概念が提唱されてから四半世紀が経っているのにもかかわらず、その実

効性や課題に関する実証研究が十分ではない。政府が今後も 6 次産業化を進めていくのな

らば、さらなる調査の実施や情報収集、そしてデータの利活用を推進していく姿勢も重要だ

と考えられる。 
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第８章 

 

太陽光発電補助金の政策効果 

―市区町村データによる実証分析― 

 

青木 瑞季 

 

 

要約 

 

FIT 制度は、個人や法人が発電した再生可能エネルギーを国が電力消費者から集めた賦

課金で補助金を給付し、再生可能エネルギーへの参入を促進させるものである。この制度に

より、再生可能エネルギーの導入が推進されてきたが、再生可能エネルギーの導入状況には

依然として地域差が存在している。このような地域差はどのような制度的要因によるもの

だろうか。そこで、本稿では、自治体の独自の取り組みとして太陽光発電に対する補助金制

度の効果に注目した上で、2019 年から 2023 年までの市区町村別データを用いて、日本国

内の市区町村の太陽光発電補助金制度の有無および補助金上限額が太陽光発電パネル設置

件数に与える影響を分析した。その結果、補助金制度の存在、補助金上限額の高さのどちら

もが太陽光発電パネル設置件数に正の影響を与えていることが明らかとなった。太陽光発

電の補助金による導入支援は、初期費用を低下させて太陽光発電の導入を促進するものと

考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

FIT 制度は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」と称されており、太陽光発電、

風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電などの再生可能エネルギーで発電された電

気を一定期間固定価格で買い取ることを国が保証する制度のことである。日本では、電気利

用者から賦課金を集めることでコストの高い再生可能エネルギーの導入を支援するという

形をとっており (資源エネルギー庁 2024)、2012 年 7 月の施行からわずか 4 年ほどで、再

生可能エネルギーの導入量がおよそ 2.5 倍増加したなどの成果をあげている 。とりわけ、

本制度により住宅用の太陽光発電への参入が容易になった。FIT 制度は国内外で広く導入

されており、再生可能エネルギーの普及を促しているように考えられるが、買取費用の急増

といった課題があり、経済性も考慮して目標を達成するために制度設計を見直すべきであ

るという議論も存在する (伊藤 2015)。具体的に、FIT 制度の先進国であるドイツやスペイ

ン では、費用負担の課題や再生可能エネルギーを電力系統に組み入れるためのインフラ整
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備上の課題などが続出している。同様に日本でも FIT 制度により再生可能エネルギーの導

入量が増加したが、賦課金のバランスをいかに調整するのかなど、依然制度の運用には難航

している部分もある。 

FIT 制度は再生可能エネルギーの導入を促進するシステムであるが、前述の通り、太陽光

発電は事業者や法人だけではなく、家庭における導入を増加させたことが特徴的である。実

際、家庭において、太陽光発電の設備を整えるには、太陽光発電パネル代や設置工事代など

の高額の初期費用が必要である。それゆえ、FIT 制度を通じて、家庭での発電電力の買取が

保証される場合、太陽光発電の導入コストを売電収入で補えるために、経済的観点から太陽

光発電パネルの設置を促すものと考えられる。 

このように FIT 制度は太陽光発電の導入量を増加させるために施行された制度だが、そ

の運用実態に関する実証研究は多くない。とりわけ、FIT 制度という同一の制度下にあって

も、自治体ごとに家庭での太陽光発電設備の導入状況には地域差が存在しており、このよう

な地域差がいかなる制度的要因によって生まれているのかは疑問も残る。海外では、太陽光

発電に関する補助金制度の効果に関する議論も多いが (e.g. García-Álvarez et al.; Jenner 

et al.)、日本では行政単位のデータを用いて、そのような制度の効果を検証した研究は限ら

れる。 

そこで、本稿では、2019 年から 2023 年までの市区町村別データから、日本の市区町村

独自の補助金制度の導入に注目して、その政策効果を推定する。具体的には、各自治体が提

供している太陽光発電のパネル設置に対する補助金制度の有無及び補助金額のデータを収

集した上で、それらが FIT 制度で認定された発電設備の導入量に与える影響を検証する。

分析結果からは、補助金制度の存在、補助金上限額の高さのどちらもが太陽光発電パネル設

置件数に正の影響を与えていることが明らかとなった。 

続く第 2 節では、国内外の FIT 制度及び太陽光発電の導入要因に関する先行研究を概観

した後、第 3 節では、太陽光発電導入に対する補助金の有無とその補助金額が太陽光発電

パネル設置件数を増加させるメカニズムについて本稿の理論仮説を導入する。第 4節では、

データと方法を提示した上で、第 5 節では、推定結果を議論する。第 6 節では、本稿で得ら

れた知見を踏まえて、太陽光発電導入に対する補助金制度のあり方について示唆を述べた

い。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．日本におけるＦＩＴ制度 

 

日本では、FIT 制度が、電気事業者に再生可能エネルギーの導入量の目標を設定する RPS
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制度 (Renewables Portfolio Standard)1 と比較して、再生可能エネルギーの促進の効果が

高く、FIT 制度の賦課金として得られる固定価格を引き上げることで、再生可能エネルギー

の発電量が大幅に増加することが理論的に指摘されている (庫川 2013)。RPS 制度は 2003

年から施行された制度であり、2017 年から 5 年間で段階的に廃止されている2。その理由

は、制度を施行してから再生可能エネルギーの発電量が年々増加していたが、導入義務量が

少ないことから普及速度が遅くなっており、効果が薄かったからである3。導入義務量が低

く設定されているのは、量的効果と技術開発によって価格が低減することがあらかじめ予

測できず、経済主体の行動が明確化しなかったからである。また、導入義務量さえ達成すれ

ば、それ以降の再生可能エネルギー設備の新規設置の誘因が失われてしまうため、制度自体

が再生可能エネルギー発電の普及を抑制してしまう恐れもあった。このような課題から日

本では導入義務量に注目した RPS 制度から、経済的誘因を持つ FIT 制度への移行が進んだ

という背景がある。 

一方、FIT 制度が再生可能エネルギーの導入に繋がらない、あるいはそれを抑制する可能

性を指摘する議論もある。まず、そもそも日本の FIT 制度の固定価格は海外と比較してあ

まりにも高額であり、固定価格の高さは電力料金を通じて消費者の負担に転化するため、む

しろ FIT 制度の拡大が、火力発電を多用する新電力などへの消費者の契約の切り替えを促

し、むしろ再生可能エネルギーの利用を全体として抑制する可能性もあった (塚田 2013)。 

 

２－２．海外におけるＦＩＴ制度 

 

先述の通り、FIT 制度は海外での施行例が多数ある。ここでは、特に欧州連合 (EU) 諸

国を対象とした FIT 制度に関する実証研究を整理する。 

まず、García-Álvarez et al. (2017) は、EU28 カ国の 2000 年から 2014 年までのパネル

データを用いて、FIT 制度および RPS 制度が風力発電容量を増加させるのかを検証してい

る。分析結果からは、RPS 制度よりも FIT 制度の設計が陸上風力発電量を増加させること、

FIT 制度の買取契約期間が長ければ長いほど、その効果が大きいことが明らかになった。ま

た、他にも、Jenner et al. (2013) は、EU26 カ国の 1992 年から 2008 年までのパネルデー

タを用いて、FIT 制度が風力発電や太陽光発電の発電容量に与える影響を評価している。分

析結果からは、FIT 制度の存在による投資収益率 (ROI) の向上が太陽光発電の導入を促進

しているという結果が得られている。このように、FIT 制度が再生可能エネルギーの導入促

進の重要な要素になっていることは先行研究でも広く示唆されている。 

 

 
1 RPS 制度とは、経済産業省によると、再生可能エネルギーの促進のために利用目標量を

定め、電気事業者に対して、その利用を義務付ける制度である (経済産業省 2016)。 
2 具体的に 2017 年から電力の義務量が年間で 4.9 億 kWh ずつ引き下げられている。 
3 https://pps-net.org/column/19090 (2024 年 11 月 10 日)。 
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２－３．家庭での太陽光発電導入の規定要因 

 

国内外の文献より、FIT 制度の存在が太陽光発電の導入に貢献していることが明らかに

されてきたが、住宅用太陽光発電の導入の規定要因については別種の問題も存在する。先述

の通り、住宅用太陽光発電の導入を阻害する要因として、パネル代や設置工事代といった経

済的なコストの問題が大きい。宮内ほか (2020) によると、住宅用太陽光発電において、平

均所得が高いほど、太陽光発電を設置する住宅の割合が統計的に有意に高くなるという (宮

内ほか 2020)。また、自治体に対するヒアリング調査においても、太陽光発電システムの設

置費用が導入の障壁になっているという認識が示された (宮内ほか 2020)。実際、日本でも、

太陽光発電システムの導入促進のための国・自治体の補助事業として、個人に対する補助金

制度が実施されている。2002 年から 2011 年にかけて 47 都道府県を対象とした研究では、

都道府県ごとの補助金制度は住宅用太陽光発電システムの導入数に正の影響を与えること

が分かった (中田・松本 2014)。加えて、太陽光発電システムの平均価格が低いほど、導入

効果が高くなるという結果も得られた。このように住宅用太陽光発電システムを導入する

上で、太陽光発電パネルの価格や設置工事費用といった経済的な要因が大きく影響してい

ることが示唆される。 

なお、経済的な要因の他には、日射量が多い地域において、設置容量の拡大を容易にする

ことで、販売される電力量が増加し、回収年数を短縮させ、市民の導入意欲を高められると

いう指摘もある (吉田 2012)。太陽光発電は日照時間といった自然条件が大きく関わってお

り、住宅用太陽光発電パネル設置件数に影響していることも無視できないだろう。 

 

 

３．理論仮説 

 

先行研究より、太陽光発電の導入において、発電パネル代や設置工事代といった経済的な

要因が導入を阻害していることが明らかになった。日本では、FIT 制度をはじめとした太陽

光発電の補助金制度の認知度は決して高くない 。とりわけ、都道府県や市区町村の補助金

事業の効果については、市民の認知度を考慮すれば疑問も残る。そこで本稿では、日本の

FIT 制度下の太陽光発電容量の市区町村別データに注目した上で、市区町村の補助金制度

の存在が、太陽光発電導入にどのような影響を与えているのかを検討する。 

 

３－１．太陽光発電導入に対する補助金の効果 

 

先に述べたように、住宅用太陽光発電を導入する上で解消すべき課題は発電パネル代や

設置工事代といった経済的要因である。これらの課題を克服することで住宅用太陽光発電

の導入が促進されるのであれば、太陽光発電の導入時に自治体から助成を受けることが可
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能な補助金制度が整っているほど、太陽光発電システムの導入が増加することが考えられ

るだろう。消費者自身は、再生可能エネルギーの導入が地域に便益をもたらす場合、金銭的

負担を行ってでも再生可能エネルギーの導入を好む可能性がある。実際、2015 年に長野県

飯田市民 1,000 人を対象に FIT 制度の賦課金の支払意思額を調査した研究では、「環境にや

さしい地域」や「エネルギー自立度が高い地域」が実現するなどの地域便益が得られる場合、

一定の金額までは FIT 制度の賦課金などの金銭的負担を受容する可能性が示唆されている 

(弘中ほか 2017)。 

そのため、住民の太陽光発電システムの導入に対して補助金を助成する制度がある自治

体では、住民の初期費用が低下するために、太陽光発電パネルの設置が進むはずである。そ

こで、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説１ 太陽光発電補助金制度が存在する自治体ほど、太陽光発電パネル設置件数が

増加する。 

 

先行研究に依拠すると、太陽光発電の導入促進において、自治体の補助金制度は重要な役

割をはたしている。その際には、単に補助金制度があるだけでなく、その補助金額の多寡に

も注目する必要がある (Jenner et al. 2013)。実際、各自治体によって補助金の上限額が異

なるため、補助金額の高低によって、太陽光発電導入に対する需要が異なるはずだからであ

る。具体的には、補助金額が高額であるほど、住宅用太陽光発電を導入する家庭にとって、

導入時の初期費用が軽減され、太陽光発電パネル設置への参入障壁が低くなる傾向がある

だろう。一方で、補助金額が低い場合は自己負担が増して、導入に対するためらいが生じる

可能性が高い。このような補助金額の違いが、最終的に太陽光発電パネル設置件数の差とし

て現れると考えられる。したがって、補助金額は、太陽光発電の導入における経済的・心理

的負担の軽減を通じて、太陽光発電パネル設置件数の増加に寄与すると考えられる。そのた

め、以下のような仮説が導出できる。 

 

仮説２ 太陽光発電補助金制度の補助金上限額が高い自治体ほど、太陽光発電パネル

設置件数が増加する。 

 

３－２．その他の要因 

 

太陽光発電パネル設置件数に影響する要因として、人口、日照時間、平均気温などの自然

条件的な要因を考慮する必要もあろう。第一に、人口は、太陽光発電パネルの設置機会を増

加させる要因になると考えられる。人口の多い地域では、住居数が多く、パネル設置件数が

増えるだろう。第二に、日照時間は、太陽光発電パネルの発電効率に直接影響を与える要因

である。太陽光発電は日照量に依存するため、日照時間が長い地域では、エネルギー変換効



114 

 

率が向上する。その結果、日照時間が長い地域ほどパネル設置の便益が大きく、設置件数の

増加に寄与すると考えられる。第三に、平均気温も発電効率に影響を及ぼす要因とみなされ

る。平均気温が高い地域では、太陽光の強度が増し、エネルギー変換効率がさらに高まるこ

とが期待される。したがって、平均気温が高い地域では、パネル設置による便益が大きくな

り、パネル設置件数の増加を促進する要因として作用すると推測できる。人口、日照時間、

平均気温の変数を回帰モデルに追加することで、そのような自然条件に適した自治体ほど

補助金制度を導入しやすいという見かけ上の相関を統制することができるとともに、自然

条件と太陽光発電パネル設置件数との相関から、回帰モデルの妥当性を確認することがで

きるであろう。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、経済産業省の資源エネルギー庁が公表している『B 表 

市町村別認定・導入量』4に基づき、2019 年から 2023 年までの全 5 年度分の太陽光発電パ

ネル設置件数と、各自治体の太陽光発電パネル設置に対する補助金制度の有無、およびその

補助上限額に関する市区町村別パネルデータを構築した。 

 まず、本稿の分析に用いる従属変数は太陽光発電パネル設置件数である。資源エネルギー

庁の提供する『B 表 市区町村別認定・導入量』には、FIT 制度における再生可能エネルギ

ーの買取電力量、買取金額料などが記載されており、太陽光発電パネル設置件数を市区町村

別で確認することができる。設置件数は自然対数化を行う。2019 年から 2023 年の 5 年間

における太陽光発電パネル設置の推移を時系列的に把握する。 

 次に、理論的に関心のある独立変数として、仮説 1 では市区町村ごとの補助金制度の有

無、仮説 2 では補助金上限額を用いる。これらのデータは省エネドットコムが収集・公表し

ている 2019 年から 2023 年の全国の市区町村ごとの太陽光発電パネル設置に対する補助金

制度の詳細に関するデータ5に基づくもので、仮説 1 では補助金が提供されている市区町村

を 1、補助金が提供されていない市区町村を 0 として、ダミー変数で表した。仮説 2 では補

助金上限額を、同様に省エネドットコムのデータから測定した。ただし、補助金上限額は、

補助金制度がない場合は 0 とした。また、データの制約上、補助金上限額のデータを収集し

たときに、上限という形ではなく一律の場合は、その値を用いた。補助金制度のない自治体

では補助金上限額が 0 となるため 1 を足したあとに、自然対数化を行い、分析を進める。 

 また、補助金制度の有無や補助金上限額以外に、太陽光発電パネル設置件数に影響を与え 

 
4 https://www.fit-portal.go.jp/publicinfosummary (2024 年 11 月 10 日)。 
5 https://www.shouene.com/photovoltaic/subsidy (2024 年 11 月 10 日)。 
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表１ 変数説明 

 

 

表２ 記述統計 

 

 

ると考えられるコントロール変数として、先述の通り、人口・日照時間・平均気温を用いる。

人口に関しては、自然対数化を行う。 

 データの制約上、2023 年の日照時間と平均気温のデータが得られなかったため、これら

の独立変数を投入するモデルでは 2019 年から 2022 年までのデータを用いる。 

 表 1 は、上記の変数群の変数説明、表 2 は記述統計である。 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、太陽光発電パネル設置に対する補助金の有無と補助金上限額の影

響を検証するためにパネルデータ分析を行う。分析では、年度と自治体の固定効果を統制す

る二方向固定効果モデルと、年度の固定効果のみを統制するプーリングモデルの両方のモ

デルを推定する。本来であれば自治体ごとの観察できない異質性を統制すべきであるが、本

稿の分析対象期間は 2019 年から 2023 年までの 5 年間と期間が短く、補助金制度やその上

限額には大きな変化が起きにくいとも考えられ、自治体の固定効果を統制すると、制度の効

果を捉えることが難しくなる。そのため、本稿では、自然条件などのコントロール変数を投

入した上で、プーリングモデルの結果についても解釈を行っていく。 

 

 

変数名 変数説明 出典

補助金制度の有無 太陽光発電補助金制度のある市区町村を0、太陽光発電

補助金制度のない市区町村を1とするダミー変数。

『省エネドットコム』

log (補助金上限額) 各市区町村の太陽光発電補助金の上限額に自然対数化
を行う。ただし、補助金制度のない市区町村は0に1を

足して自然対数化を行なったもの。

『省エネドットコム』

log (人口) 各市区町村の人口に自然対数化を行なったもの。 『e-Stat』

日照時間 各市区町村の年間平均日照時間。 『e-Stat』

平均気温 各市区町村の年間平均気温。 『e-Stat』

log (太陽光発電パネル

設置件数)

各市区町村の家庭における太陽光発電パネルの設置件
数に自然対数化を行なったもの。

『資源エネルギー庁』

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

補助金制度の有無 8701 0.3317 0.4709 0 1

補助金上限額 8672 33732.7413 82741.4441 0.0000 2000000.0000

人口 8672 72272.8464 188617.6990 159.0000 3759939.0000

日照時間 6961 2010.7558 178.9977 1535.7000 2319.6000

平均気温 6961 15.5984 2.8349 9.8000 23.9000

太陽光発電パネル設置件数 8701 1004.8277 2015.3258 0.0000 30678.0000
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５．分析結果 

 

５－１．太陽光発電補助金制度の政策効果 

 

まず、表 3 では、市区町村別パネルデータから、市区町村・年度別の太陽光発電補助金制

度の有無が太陽光発電パネル設置件数に与える効果を分析した。市区町村の固定効果がな

い Model 1〜2 では、補助金制度が太陽光発電パネル設置件数に統計的に有意に正の影響を

与えている。これは仮説 1 に整合的な結果である。また、他の変数では、人口や日照時間、

平均気温の値が大きいほど、太陽光発電パネル設置件数が統計的に有意に増加している。日

照時間が長く、平均気温が高いなど、太陽光発電の発電効率のポテンシャルの高い自治体ほ

ど実際に、太陽光発電の設置が進んでおり、回帰モデルには一定の妥当性があると言える。

一方、市区町村の固定効果を統制した Model 3〜4 では、補助金制度が同様に太陽光発電パ

ネル設置件数に正の影響を与えているが、これらの係数は統計的に有意でなかった。二方向

固定効果モデルで統計的に有意な関連が見られなかった理由としては、先述の通り、分析対

象期間が短く、市区町村内での制度変動が少なかった可能性が考えられる。しかし、市区町

村の固定効果のないプーリングモデルでも決定係数は 0.8 以上で比較的に高いことから、

回帰モデルには一定の説明力があると考えられる。 

 

表３ 太陽光発電補助金制度の有無が太陽光発電パネル設置件数に与える効果 

 

 

 

 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

補助金制度の有無 0.0925 ** 0.1048 *** 0.0041 0.0032

(0.0322) (0.0307) (0.0032) (0.0025)

log (人口) 1.1410 *** 1.0980 *** 0.8261 *** 0.7067 ***

(0.0144) (0.1450) (0.0993) (0.1138)

日照時間 0.0014 *** 0.0000 *

(0.0001) (0.0000)

平均気温 0.0289 *** 0.0244

(0.0081) (0.0140)

時間効果 YES YES YES YES

個体効果 NO NO YES YES

調整済みR
2

0.8330 0.8503 0.9977 0.9977

N 8670 6914 8670 6914

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は市区町村ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数

log (太陽光発電パネル設置件数)
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５－２．太陽光発電補助金上限額の効果 

 

次に、表 4 では、市区町村別のパネルデータから、太陽光発電補助金上限額の多寡が太陽

光発電パネル設置件数に与える効果を分析した。同様に、市区町村の固定効果がない Model 

5〜6 では、補助金の上限額が高いほど、太陽光発電パネル設置件数が統計的に有意に増加

していた。これは仮説 2 に整合的な結果である。また、市区町村の固定効果がない Model 7

〜8 では、補助金の上限額が高いほど、太陽光発電パネル設置件数が増加するが、それらの

係数は統計的に有意とならなかった。 

 

表４ 太陽光発電補助金上限額が太陽光発電パネル設置件数に与える効果 

 

 

 

６．結論 

 

本稿では、FIT 制度下における日本の市区町村別の太陽光発電補助金制度が太陽光発電

パネル設置件数に与える影響を評価することを目的として、パネルデータ分析を通じて補

助金制度の政策効果を明らかにすることを試みた。本稿の分析結果からは、第一に、太陽光

発電の導入に対する補助金制度が太陽光発電パネル設置件数に正の影響を与えていること

が明らかになった。加えて、第二に、実際に補助金の上限額が高いほど、太陽光発電パネル

設置件数に正の影響を与えていることが明らかになった。このことから、太陽光発電システ

ムの導入に対して補助金を助成することが、システム導入のための初期費用を低下させる

ことを通じて、住宅用太陽光発電システムの普及を促進することが示唆された。 

Model 5 Model 6 Model 7 Model 8

log (補助金上限額) 0.0070 * 0.0083 ** 0.0003 0.0002

(0.0030) (0.0029) (0.0003) (0.0002)

log (人口) 1.1410 *** 1.1010 *** 0.8340 *** 0.7174 ***

(0.0144) (0.0144) (0.0993) (0.1138)

日照時間 0.0014 *** 0.0000

(0.0001) (0.0000)

平均気温 0.0289 *** 0.0294

(0.0081) (0.0141)

時間効果 YES YES YES YES

個体効果 NO NO YES YES

調整済みR
2

0.8338 0.8513 0.9976 0.9977

N 8641 6891 8641 6891

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は市区町村ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数

log (太陽光発電パネル設置件数)
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太陽光発電補助金については、すでに都道府県の補助金制度が太陽光発電の導入に正の

効果をもたらしていることが明らかになっていたが (中田・松本 2014)、本稿の分析結果は

市区町村の補助金制度にも同様の効果を見出すものである。もちろん、補助金制度の導入に

ついては、その費用対効果も問われるべきであろう。少なくとも、日照時間が長く、平均気

温が高いなど、太陽光発電の発電ポテンシャルが高い地域では、太陽光発電の導入が進みや

すいだけでなく、その経済効率性が高いことが推測される。そのような自治体では、より積

極的に補助金を助成して、自治体内の住宅用太陽光発電システムの普及を進めることが重

要かもしれない。 
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第９章 

 

東京都区部における緑地面積が大気汚染に与える影響 

 

八巻 璃咲 

 

 

要約 

 

緑地の増加は、国内外の研究から大気汚染物質の減少に有効であると考えられている。し

かし、既存研究では、地域単位のデータを用いて緑地の増加が大気汚染に与える影響を実証

的に検討したものが少ない上に、網羅的な大気汚染物質への影響は明らかにされておらず

疑問も残る。そこで、本稿は、日本の東京都区部を事例として、長期的・網羅的な観点から、

緑地と大気汚染物質の関連を明らかにすることを試みる。具体的には、1986年から 2021年

までの区部別・大気汚染物質別のパネルデータを構築した上で、緑地が大気汚染物質に与え

る影響を検証した。分析結果からは、緑地の増加が温室効果ガスである CH4、及び光化学

スモッグの原因となる OX を生成する成分となる THC を減少させることが明らかになっ

た。緑地の増加が特定の大気汚染物質の抑制において政策的な重要性を有すると考えられ

る。 

 

 

１．はじめに 

 

近年、大気汚染が世界的に問題視されている。WHOによると、屋内外の大気汚染の複合

的な影響によって毎年 670万人が早期に死亡していることが明らかになっている1。これら

の早期死亡は低・中所得国に集中しているものの、2019年時点で世界の 99%の人口がWHO

の定める大気質ガイドラインの基準を満たさない場所に住んでいるとされる2。このように

世界的に大気汚染による健康被害が問題となっている。 

一方、日本は環境省が設定する環境基準の達成率という意味では、多くの大気汚染物質が

環境基準を満たしているものの、光化学オキシダント (OX) などのいくつかの物質汚染が

やはり問題化している。たとえば、環境省の令和 4 年度の観測結果では、微小粒子状物質 

(PM2.5)、二酸化硫黄 (SO2)、二酸化窒素 (NO2)、浮遊粒子状物質 (SPM)、一酸化炭素 (CO) 

 
1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-h 

ealth (2024年 11月 17日)。 
2 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-h 

ealth (2024年 11月 17日)。 



122 

 

のすべての物質が、ほぼすべての一般局・自排局で環境基準を達成しているが、OXについ

ては、一般局で 0.1%、自排局では 0%の達成率に留まっている3。OX 注意報発令レベルの

超過割合が多い地域における OX の濃度は長期的には減少傾向にあるが、令和 3 年度と比

較して発令延べ日数は微増している4。最大都市である東京都における状況も同様の傾向で

ある5。OXはいわゆる光化学スモッグの原因物質であり、高濃度になると粘膜を刺激し、呼

吸器に影響を与えるほか、農作物等への影響も明らかにされている6。このように光化学ス

モッグなどの特定の大気汚染は、日本においても問題になっている。 

大気汚染物質を減少させる解決策の一つとして、緑地の存在があげられる。まず、ガス状

の大気汚染物質は、植物の葉の表面にある気孔に取り込まれ、葉の内部で細胞間の空間に拡

散されることで、葉に永久に取り込まれる7。また、粒子状の大気汚染物質は、植物の表面

に堆積することで一時的に除去される8。これらのメカニズムを通じて大気汚染物質は減少

する。加えて、緑地はヒートアイランド現象の緩和においても効果的であると考えられてい

る。ヒートアイランド現象は、都市部の上空の空気を暖め、大気汚染物質の拡散を妨げるダ

ストドームを生じさせる原因の一つとなっており、緑地の増加は気温の低下を通じて、この

ようなメカニズムを抑制しうる。このように、緑地の増加は、直接的・間接的に大気汚染物

質を減少させることが期待される。 

国外においては、緑地面積の増加が、様々な大気汚染物質の減少を促すことが明らかにさ

れている (Currie and Bass 2008; Jaafari et al. 2020; Taha et al. 2000)。しかし、日本で

環境基準を達成していない OX と緑地面積の関係については検証されていないなど、網羅

的な研究は行われていない。また、国内においては、緑地面積がNO2に与える影響や、葉

面と大気汚染物質の吸着の関係についてなど、様々な研究が行われているものの  (阪井 

1987; 三澤 1981)、大気汚染の緩和において緑地の増加の重要性が叫ばれる中、緑地面積が

大気汚染物質に与える影響に関する研究は少なく、実証研究に乏しい状況が続いてきた。 

上記の問題意識から、本稿では、1986年から 2021年までの東京都 23区別・大気汚染物

質別のパネルデータを構築した上で、緑地面積が大気汚染物質に与える影響を明らかにす

る。本稿の分析結果からは、緑地の増加が温室効果ガスであるメタン (CH4) と、光化学ス

モッグの原因となる OX を生成する成分となる全炭化水素 (THC) を減少させることが示

された。これらの知見を踏まえると、緑地の増加が特定の大気汚染物質の減少を促すことに

 
3 https://www.env.go.jp/press/press_03287.html (2024 年 11月 17日)。 
4 https://www.env.go.jp/press/press_03287.html (2024 年 11月 17日)。 
5 東京都においては、令和 5 年度の観測結果によると環境基準が設定されている 6 物質の

うち 5 物質の PM2.5・SO2・NO2・SPM・CO は一般局、自排局ともに 100%であったも

のの、日本の観測結果と同様に OXは一般局で 0%と達成率は低く、自排局では測定が行わ

れていない。https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/09/02/16.html 

(2024年 11月 17日)。 
6 https://tenbou.nies.go.jp/download/explain_materials.html (2024 年 11月 17日)。 
7 https://www.nps.gov/articles/000/uerla-trees-air-pollution.htm (2024年 11月 15日)。 
8 https://www.nps.gov/articles/000/uerla-trees-air-pollution.htm (2024年 11月 15日)。 
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貢献するものと考えられる。 

続く第 2 節では、大気汚染の影響と要因に関する先行研究を概観した後、第 3 節では、

緑地率が大気汚染物質に与える影響について本稿の理論仮説を導出する。第 4 節では、デ

ータと分析方法を提示したのちに、第 5節では、実際の分析結果について議論する。第 6節

では、本稿で得られた知見を踏まえて、東京都における緑地のあり方や今後の研究の課題に

ついて示唆を述べたい。 

 

 

２．先行研究 

 

大気汚染物質は様々な影響を与える。例えば、OXは高濃度化することで光化学スモッグ

を発生させ、人体への影響とともに農作物への被害も与えている (中村・松中 1974)。SO2・

窒素酸化物 (NOX) による雨水の酸性化によって酸性雨が発生する (玉置 2000)。大気汚染

物質による鉄の腐食促進や酸性雨による銅の腐食による文化遺産・文化財への影響が明ら

かにされている (古明地 1993)。SO2 などを総称した硫黄酸化物は呼吸機能や死亡率に及

ぼす影響が明らかにされている (常俊 1989)。COは温室効果ガスであるメタンの寿命を長

くし、HCは光化学スモッグの原因だと考えられている (大野ほか 1997)。このように、大

気汚染物質は人間の健康、植物、文化財に被害をもたらすと考えられる。 

 

２－１．大気汚染物質の発生要因 

 

福井ほか (2014) によると、SO2 は発電所と廃棄物焼却施設以外の工業部門を中心とす

る大規模燃焼が発生源である。OX は大気中の揮発性有機化合物 (VOC) と NOX の混合系

が紫外線を受けることによる化学反応により生成される (石丸・小川 2004)。NOX は高速

道路や幹線道路に沿って濃度が高くなる傾向があることが明らかになっており、ディーゼ

ル車の増加、化石燃料の消費など自動車や工場からの排出ガスが要因として示されている 

(大野ほか 1997; 水野谷・水鉋 1998; 李ほか 2000)。SPMは工場や自動車の排出ガスに含

まれる汚染物質であり、大気中の VOCが化学反応を起こし、反応性生成物が凝集すること

によって生成される (石丸・小川 2004; 李ほか 2000)。CO・PM2.5は自動車が最も排出寄

与の大きい発生源である (福井ほか 2014)。 

 

２－２．緑地と大気汚染物質の関連 

 

先行研究では、実測調査やシミュレーションの手法を用いて、国内外で緑地と大気汚染物

質との関連が明らかにされてきた。例えば、緑地のオゾン (O3) への影響があげられる。

Taha et al. (2000) は、米国で最もスモッグが多い地域とされるロサンゼルス盆地を対象と



124 

 

して、大気質等のシミュレーションから、緑被率の増加が気候や大気質に与える影響を考察

している。分析結果からは、緑被率の増加が、気温を減少させるとともに、O3の露出量を

減少させる可能性が示唆されている (Taha et al. 2000)。O3は、OXの大部分を占める成分

である9。したがって、O3を減少させることで光化学スモッグの発生を緩和させることがで

きると考えられる。 

また、緑地のNO2への影響も明らかにされている。田村ほか (1999) によると交通量の

多い都心にあり規模の大きい公園を含む広範囲で実測調査を行ったところ、緑地率の高い

地点では、相対的に夏季に NO2濃度が低くなる傾向が見られたが、明確な関係が見られて

いないと述べている。一方で、阪井 (1987) は、夏季において道路緑化がNO2の削減に対

して有効な手段であることを明らかにしている。加えて、自動車排出ガスの拡散防止10の面

でも有効な機能を果たすことが指摘されている。 

その他にも、多様な大気汚染物質との関連が研究されている。三澤 (1981) によると、葉

面による粉塵吸着量は群葉近傍の粉塵濃度及び暴露期間にほぼ直線的に相関することが示

されている。国内の研究にとどまらず、国外における研究も数多く存在する。フランスのス

トラスブール市内の公共緑地の樹木は 1年間に約 88トンの汚染物質を除去していると推計

される (Selmi et al. 2016)。特に PM1011を約 7%削減することがわかっているが、他の大

気汚染物質への影響は小さいと考えられている (Selmi et al. 2016)。トロント市街地の屋

上・壁面緑化の大気汚染削減効果を調査した研究では、樹木、低木、緑の屋根、壁面緑化が

NO2・O3・PM10・SO2 の汚染除去割合を高めることが明らかになっている (Currie and 

Bass 2008)。また、テヘランを対象とした研究でも、緑地は CO・NO2・O3・PM10・PM2.5・

SO2による大気汚染を緩和させる統計的に有意な効果が示されている(Jaafari et al. 2020)。 

このように先行研究では、大気汚染物質の影響・要因、及び緑地の大気浄化効果が明らか

にされている。しかし、多くの研究が緑地と大気汚染物質の短期的な空間的相関に注目する

傾向があり、緑地の長期的な変化を捉えた研究は少ない。本稿は、世界有数の都市領域であ

る東京都区部に注目して、区の緑地の長期的変化と大気汚染物質の関連を検証する。次節で

は、先行研究で得られた多くの知見をもとに、東京都都区部における緑地が大気汚染物質に

与える影響を理論的に検討する。 

 

 

３．理論仮説 

 

先行研究では、各種の実測調査・シミュレーション研究から、樹木、屋上緑地、壁面緑地

 
9 https://www.env.go.jp/council/06earth/y060-kondan01/ref05.pdf (2024年 11月 14日)。 
10 拡散とは、障害物としての植物により汚染質が広がり希釈され汚染質濃度を低下させる

効果があるが、全体の総量は減少しないことを指す (阪井 1987)。 
11 捕集効率が 50%となる空気力学径が 10μmとなる粒子。https://www.nies.go.jp/kanko/n 

ews/20/20-5/20-5-05.html (2024年 12月 2日)。 
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などの緑化により大気汚染物質が減少することがわかっている (Selmi et al. 2016; Currie 

and Bass 2008)。これらの効果は大気汚染物質の形状によってそのメカニズムが異なって

いる。まず、SO2・NO2・CO・O3などのガス状の大気汚染物質は植物の葉の表面にある気

孔が有害な汚染物質を取り込み、葉の内部で細胞間の空間に拡散されることで、植物の葉に

永久的に取り込まれる12。一方、PM2.5などの粒子状の大気汚染物質は植物の表面に堆積す

ることで一時的に除去される13。ガス状の大気汚染物質は大気中に再浮遊したり、雨によっ

て流出物に溶解されたり、土壌に移行されたりするため、植物は一時的な滞留場所として考

えられている14。このようなメカニズムで緑地が大気汚染物質を減少させることが明らかに

なっている。 

加えて、ヒートアイランド現象も大気汚染を引き起こす一つの要因だと考えられている。

都市のヒートアイランドは、逆転層という壁で包まれたドーム構造をしているため、ドーム

の中で排出された汚染物質は内部を循環し、ドーム外に出られない状態が続くことで大気

汚染が進行する (三上 2006)。ヒートアイランド現象の主な原因は人口排熱の増加、地表面

被覆の人工化、都市形態の高密度化だとされる (鍵屋・足永 2013)。その緩和効果の一つと

して緑化の推進があげられる15。具体的に緑が果たす役割としては冷涼な空気のかたまりの

形成、冷涼な空気の移動のスムーズ化などがあげられる16。 

したがって、緑化が大気汚染物質を吸収するという直接的効果と気温を低下させること

でダストドームによる大気汚染物質の充満を抑制するという間接的効果の両方のメカニズ

ムを通じて、大気汚染を緩和する効果がある。よって、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説 東京都区部において緑地率が増加するほど、大気汚染物質が減少する。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、「大気汚染常時監視データ17」に基づき、1986年から

2021年まで 1年ごとに計測された大気汚染物質別及び東京都区部別のパネルデータを構築

した。 

 
12 https://www.nps.gov/articles/000/uerla-trees-air-pollution.htm (2024年 11月 15日)。 
13 https://www.nps.gov/articles/000/uerla-trees-air-pollution.htm (2024年 11月 15日)。 
14 https://www.nps.gov/articles/000/uerla-trees-air-pollution.htm (2024年 11月 15日)。 
15 https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/04/040625/01.pdf (2024 年 11月 12日)。 
16 https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/04/040625/01.pdf (2024 年 11月 12日)。 
17「国立環境研究所  環境展望台  月間値・年間値データファイル」を用いた。

https://tenbou.nies.go.jp/download/ (2024年 11月 12日)。 
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まず、本稿の分析に用いる従属変数は、国立環境研究所の環境展望台で月別・測定局別に

観測されている 11種類の大気汚染物質観測データを用いる。具体的には、SO2・OX・NO2・

NOX ・CO・一酸化窒素 (NO)・非メタン炭化水素 (NMHC)・CH4・THC・SPM・PM2.5

の 11種類の大気汚染物質である。この観測データを測定局の所在地の区部ごと、大気汚染 

 

表１ 変数説明 
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表２ 記述統計 

 

 

物質ごとに集計して月別の平均値を算出した。本稿では、観測データを最も長期間収集でき

る 4 月の平均値のデータを用いる。ただし、4 月の観測データがない OX、及び SPM は 5

月の平均値のデータで代替する。 

次に、独立変数として、緑地率を用いる。具体的には、東京都が公開している『東京の土

地利用』に基づき、1986 年から 2021 年まで 5 年ごとに計測された東京都区部の公園等、

農用地、水面・河川・水路、森林・原野の面積の合計を区部の総面積で除して緑地率を計算

した18。 

 その他には、統制変数として、昼夜間人口比率、高齢化率を用いる。e-Statの 1980年か

ら 2020年まで 5年ごとのデータに基づき、昼夜間人口率は昼間人口を総人口で除した。高

齢化率は 65歳以上人口を総人口で除した。 

 緑地率、昼夜間人口比率、高齢化率は 5年ごとにしか収集されないため、データが収集で

きない年度は、各年度の最新の値を当てはめた。 

表 1は、上記の変数群を整理した変数一覧であり、表 2は記述統計である。 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、緑地率が大気汚染物質に与える影響をパネルデータ分析によって

推定する。パネルデータ分析を用いることで個体間の水準差や時間毎の水準差を統制する

 
18 緑地の定義は、以下に依拠した。http://www.chiikiseikatsu.org/databook2014/databoo 

k2014tnk.pdf (2024年 11月 12日)。 
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ことができるが、時間毎に変化する可能性がある個体の水準差は統制することができない。

そのため、時間毎に変化する可能性がある昼夜間人口比率、及び高齢化率を統制変数として

用いることで統制する。 

 

 

５．分析結果 

 

まず、表 3では、区部別パネルデータから、Model 1～4まで、それぞれ SO2・OX・NO2・

NOXについて、東京都区部内の緑地率の変化が大気汚染物質月別平均値の変化に与える効

果を検証した。Model 1では、昼夜間人口比率が増加すると、1%水準で統計的に有意に SO2

が増加している。緑地率・高齢化率については統計的に有意な効果はなかった。Model 219

では、昼夜間人口比率が増加すると、5%水準で統計的に有意に OX が減少している。緑地

率・高齢化率については統計的に有意な効果はなかった。Model 3では、緑地率・昼夜間人

口比率・高齢化率のすべてで統計的に有意な効果は見られない。Model 4では、昼夜間人口

比率が増加すると、1%水準で統計的に有意に NOX が増加している。緑地率・高齢化率に

ついては統計的に有意な結果は出なかった。 

次に、表 4では、区部別パネルデータから、Model 5～8まで、それぞれ CO・NO・NMHC・ 

 

表３ 大気汚染物質の月平均値に対する緑地率の効果 

(ＳＯ２・ＯＸ・ＮＯ２・ＮＯＸ) 

 

 
19 OXは 4月の観測値がないため、5月の観測値で代替している。 
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表４ 大気汚染物質の月平均値に対する緑地率の効果 

(ＣＯ・ＮＯ・ＮＭＨＣ・ＣＨ４) 

 

 

CH4 について、東京都区部内の緑地率の変化が大気汚染物質月別平均値の変化に与える効

果を検証した。Model 5では、緑地率・昼夜間人口比率・高齢化率のすべてで統計的に有意

な効果はなかった。Model 6 では、昼夜間人口比率が増加すると、1%水準で統計的に有意

に NOが増加している。緑地率・高齢化率については統計的に有意な効果はなかった。Model 

7では、昼夜間人口比率が増加すると、1%水準で統計的に有意にNMHCが増加している。

緑地率・高齢化率については統計的に有意な効果はなかった。Model 8では、緑地率が増加

すると、0.1%水準で統計的に有意に CH4が減少している。昼夜間人口比率・高齢化率につ

いては統計的に有意な効果はなかった。 

最後に、表 5では、区部別パネルデータから、Model 9~11まで、それぞれ THC・SPM・

PM2.5 について、東京都区部内の緑地率の変化が大気汚染物質月別平均値の変化に与える

効果を検証した。Model 9では、緑地率が増加すると、0.1%水準で統計的に有意に THCが

減少している。昼夜間人口比率・高齢化率については統計的に有意な効果はなかった。Model 

1020では、昼夜間人口率が増加すると、5%水準で統計的に有意に SPMが減少している。緑

地率・高齢化率については統計的に有意な効果はなかった。Model 11では、緑地率・昼夜

間人口比率・高齢化率の説明変数すべてで統計的に有意な効果はなかった。 

以上の検証から、CH4・THCについては、緑地率が増加した地域ほど、大気汚染物質が

減少するといった統計的に有意な負の関連が見出された。これらの結果は仮説に整合的な 

 
20 SPMは 4月の観測値がないため、5月の観測値で代替している。 
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表５ 大気汚染物質の月平均値に対する緑地率の効果 

(ＴＨＣ・ＳＰＭ・ＰＭ２．５) 

 

 

結果であった。他方、SO2・NOX・NO・NMHC・SPMでは、昼夜間人口比率が増加した

地域ほど、大気汚染物質が増加するなど、都市活動によって大気汚染が進む傾向が見られる。

これらは直感的な結果であり、大気汚染物質の月別平均値が大気汚染状況の測定として一

定の妥当性を有する証左であると考えられる。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、1986 年から 2021 年まで 1 年ごとに計測された大気汚染物質別及び東京都区

部別のパネルデータを用いて、東京都区部の緑地率の増加が大気汚染物質に与える影響を

明らかにしてきた。本稿の分析結果からは、第一に、緑地率の増加が CH4の減少に効果を

もたらしていることが確認できた。CH4は炭化水素に分類され、CO2の次に地球温暖化に

影響を与える温室効果ガスであることがわかっている21。そのため、緑地率の増加が地球温

暖化を緩和させることが示唆された。第二に、緑地率の増加が THCの減少に影響をもたら

していることが確認できた。THC は CH4 とそれ以外の炭化水素である NMHC を総称し

 
21 https://www.nies.go.jp/whatsnew/20200806/20200806.html (2024 年 11月 17日)。 
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た炭化水素である22。NMHC は太陽の紫外線によって大気中の NOX と光化学反応を起こ

すことで光化学スモッグが発生する原因物質である OXを生成する23。そのため、緑地率の

増加が光化学スモッグを緩和させることを示唆する結果と言える。 

上記の知見に基づけば、東京都区部における緑地率の増加が、温室効果ガスの減少による

地球温暖化を緩和させ、OXを直接的に減少させるわけではないものの光化学スモッグの緩

和に寄与している可能性があると考えられる。東京都区部における 1986年から 2021年に

かけての緑地率は 0.4%ほど減少している。現在東京都では、屋上緑化の推進や校庭の芝生

化などを行い、緑化を推進の取り組みを積極的に行っている24。東京都による屋上緑化への

助成金制度は存在しないが、東京都公園協会による東京都都市緑化基金や区で独自に助成

を行っている自治体もある25。これらの取り組みが、東京都区部における緑化に寄与すると

考えられる。ただし、本稿の分析では、先行研究で多くの研究者によって明らかにされてい

た緑地率の増加が CO・NO2・PM2.5・SO2に与える影響において有意な結果が確認されな

かった点は注意されたい。 

最後に、本稿の今後の研究課題について言及しておきたい。本稿では、区部の大気汚染物

質の月別平均値を求める際に、区部ごとに設置されている大気汚染物質の観測値の和を単

純に観測所数で除した値を用いている。そのため、区内の観測所ごとの近隣緑地と観測値と

の関連など、よりミクロな空間的相関は確認できなかった。今後は、区などの行政単位より

も小規模な地理的単位で、緑被と大気汚染との関連を長期的に観察する試みが求められる。

これらの点は、今後の研究課題としたい。 
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第１０章 

 

公教育が学生の英語力に与える影響 

―「英語教育実施状況調査」に基づく実証分析― 

 

佐藤 馨音 

 

 

要約 

 

グローバル化が進む現在、日本においても英語教育の充実による学生の英語力の向上は

目下の課題となっている。しかしながら、既存研究はアンケート調査に基づくものが多く、

行政単位のデータを用いた英語教育の効果検証は少ないという課題が残る。そこで、本稿は

2019 年から 2023 年までの「英語教育実施状況調査」の結果から、都道府県別のパネルデ

ータを構築し、中学校と高等学校の各英語教育施策が学生の英語力にどのような効果をも

たらすか検証した。分析結果からは、教員の英語力や、授業内での英語の発話機会、学習到

達目標の設定・公表・到達状況の把握が学生の英語力の向上に有意に正の影響をもたらす一

方で、ALT 人材や ICT 機器の活用は有意な効果が得られないことが示された。以上の結果

から、英語教育においては、技術的な施策よりも、教員の英語力の向上を目指した研修制度

の整備や、学生が実際に英語を使って学ぶ環境づくりを徹底しつつ、それらを具体的な学習

到達目標の管理下において実施することが重要であると示唆される。 

 

 

１．はじめに 

 

昨今、グローバル化が急速に加速する中で、日本においても国際競争力向上のための外国

語教育はますます重要性を高めている。特に、国際共通語としての英語教育は現在に至るま

で日本が最も注力してきた外国語教育といえよう。グローバル社会で求められる外国語能

力について、文部科学省は「異なる国や文化の人々と外国語をツールとして円滑にコミュニ

ケーションを図ることができる能力」としている1。平成 15 年に文部科学省が策定した「『英

語が使える日本人』の育成のための行動計画」においても、文法や語彙といった知識の習得

だけでなく、「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」の 4 技能を関連付け、コミュニケーション

 
1 「国際共通語としての英語力向上のための 5 つの提言と具体的施策〜英語を学ぶ意欲と

使う機会の充実を通じた確かなコミュニケーション能力の育成に向けて〜」https://www.m 

ext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/07/13/1308401_1.p 

df (2024 年 11 月 22 日)。 
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を目的とした英語の運用能力を強化することが目標として強調されている2。加えて、平成

23 年に発表された「国際共通語としての英語力向上のための 5 つの提言と具体的施策」で

は、生徒に求められる英語力についてその達成状況を把握・検証することや、外国語指導助

手 (以下 ALT) や ICT の効果的利用により生徒の英語の使用機会を増やすこと等が提言さ

れた3。 

実際、令和 5 年度の「英語教育実施状況調査」によれば、平成 25 年度の調査開始以来、

日本の生徒や教師の英語力は着実に向上している4。これは、前述のコミュニケーションツ

ールとしての英語力の強化を中心に置く教育方針の効果であるとも考えられる。一方で、日

本の公教育における学生の英語力向上の要因についての研究は、アンケートデータに基づ

く記述的な研究や文部科学省が実施する調査結果の相関分析などが中心になっている。特

に、現行の ALT や ICT といった新たな教育施策が学生の英語力に直接的に及ぼす影響につ

いて、全国規模で定量的に分析している研究は管見の限りない。このような実証研究の少な

さは、客観的な根拠に基づく政策立案の推進を掲げる日本の教育政策において、大きな課題

であるといえる。 

本稿では、上記の先行研究の課題を踏まえ、2020 年を除く 2019 年から 2023 年までの全

4 年分の「英語教育実施状況調査」の結果を用い、都道府県別のパネルデータを構築した上

で、公立中学校・高等学校における英語教育が学生の英語力にどのような効果をもたらすの

かを明らかにする。本稿の分析結果からは、教師の英語力、授業中の教師または学生の英語

使用量、学習目標の設定・公表・把握などの施策は、中学生および高校生の英語力の向上に

正の影響をもたらすことが示された。他方で、ALT や ICT の活用については、一部の項目

を除き、効果が見られない結果となった。これらの知見を踏まえると、ALT や ICT といっ

た技術的施策よりも、教師の英語の質を高め、生徒が実践的に英語を使用する学習環境を整

えることが重要であり、そのために学習到達目標を各学校が設定することによって、実際の

到達状況を踏まえて教育改善を推進していくことが必要であると考えられる。 

続く第 2 節では、英語教育と学生の英語力の関係性に関する先行研究を概観した後、第 3

節では、日本の英語教育が学生の英語力に与える影響について本稿の理論仮説を導出する。

 
2「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」https://www.mext.go.jp/b_menu/shin 

gi/chukyo/chukyo3/004/siryo/04031601/005.pdf (2024 年 11 月 22 日)。 
3 「国際共通語としての英語力向上のための 5 つの提言と具体的施策〜英語を学ぶ意欲と

使う機会の充実を通じた確かなコミュニケーション能力の育成に向けて〜」https://www.m 

ext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2011/07/13/1308401_1.p 

df (2024 年 11 月 22 日)。 
4 具体的には、中学校卒業段階で英検 3 級相当にあたる CEFR A1 以上の英語力を有する中

学生の割合は平成 25 年の 32.2%から令和 5 年において 50.0%に、高等学校卒業段階で英検

準 2 級相当にあたる CEFR A2 以上の英語力を有する高校生の割合は平成 25 年の 31.0%か

ら令和 5 年において 50.6%に向上している。また、教師の英語力に関しては、平成 25 年か

ら令和 5 年の間に、英検準 1 級相当の英語力を持つ教師の割合が、中学校で 15%以上、高

等学校で 25%以上も増加している。https://www.mext.go.jp/content/20240527-mxt_kyoik 

u01-000035833_1.pdf (2024 年 11 月 22 日)。 
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第 4 節では、それらの理論仮説を検証するためのデータと方法を提示した上で、第 5 節で

は、実際の推定結果を議論する。第 6 節では、本稿で得られた知見を踏まえて、今後の英語

教育政策について示唆を述べたい。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．教師の英語力が学生の英語力に与える影響 

 

学生の学業成績に影響を与える一つの要因として教員の質を指摘する研究は多く存在す

る。さらに、学生の英語力に焦点を絞ると、教師の指導能力のうち、特に英語力が生徒の英

語力の向上に寄与しているという議論もある。例えば、その一つに Serge et al. (2021) の

ルワンダの中学校における教師の英語力と生徒の英語力の関係性を調査した研究がある。

この研究において Serge et al. (2021) は、教師の英語の運用能力の欠如は、生徒の英語の

読み書きやリスニング、スピーキング能力の低迷と有意に関係することを示している。また、

インドネシアの中学校における教師の能力、学生の英語能力、そして学生の学習意欲の 3 つ

の相関関係を実証的に探った Septiani et al. (2021) の研究でも同様に、教師の能力は学生

の英語能力と学習意欲の双方に有意に正の影響を与えることが指摘されている。上記のよ

うな海外における実証研究の知見は、日本の教育環境との違いには注意する必要があるも

のの、教師の英語力が生徒の英語力の向上に正の影響をもたらしうることを示した点で意

義深い。加えて日本においても、笹川ほか (2017) が「英語教育実施状況調査」の結果を用

いて学生の英語力に影響を与える要因を都道府県パネルデータに基づく固定効果モデルで

推定している。その結果、中学生、高校生どちらにおいても教師の英語力は学生の英語力に

有意に正の影響力をもつことが明らかにされている。 

 

２－２．英語の発話量が英語力に与える影響 

 

次に、英語能力のうち、特にスピーキング能力の向上に影響を与える要因として英語の使

用機会の多さが挙げられる。例えば、タイの高校生に対し、Discussion・Problem-Solving・

Role-Playing の三つのコミュニケーション活動を行わせた結果、学生のスピーキング能力

は活動後に有意に向上することが明らかとなっている (Oradee 2012)。また、こういった発

話活動を行うと生徒の英語学習のモチベーションの向上にも正の影響がもたらされること

が分かっている (Oradee 2012)。同様の結果は、マレーシアの中学生を実験群と対照群に分

類し、授業中に英語のみの使用を要求した場合とそうでない場合のスピーキング能力とモ

チベーションの変化を分析した研究でも実証されている (Azhar and Gopal 2021)。 

日本の英語の発話経験と英会話力の関係性を示した論文としては、杉田 (2004) の研究が
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挙げられる。杉田 (2004) は、日常生活で英語を使用する機会が少ない日本において、英語

を使用する機会を増加させることが英語の学習意欲や英会話力を向上させることを指摘し

ている。特に学校教育としての英語教育について、高等学校や大学における英語教育は英会

話力に正の影響をもたらすが、中学校の英語教育は影響をもたらさないことが示された (杉

田 2004)。杉田 (2004) によれば、この違いは中学校においては会話よりも文法の習得に重

点をおいていること、生徒自身が受験対策以外の英語を学ぶ意義を把握していないことが

原因であるとされている。さらに、笹川ほか (2017) は、前述の教員の英語力の他にも授業

内での学生の英語使用量が中学生・高校生ともに英語力に正の影響を与えることを主張し

ている。このように、調査時期により日本における英語教育政策が変化しているために結果

に多少の違いは見られるものの、おおむね英語の使用量の増加は英語力、特にスピーキング

力の向上に効果的であるという見解で一致している。 

 

２－３．ＩＣＴ活用が学生の学業成績に与える影響 

 

 加えて、世界でも教育分野での ICT 化が進むなか、英語教育における学習効果や学習意

欲への影響を調べた先行研究は多数存在する。Liu and Yang (2012) は、中国の大学の英語

教育におけるマルチメディア技術の活用について、テキストや音声などを組み合わせた複

合的な英語の 4 技能学習を可能にすることで授業の有効性が高まることを示唆している。

実際、生徒のアンケート結果からもスピーキング力とリスニング力の向上に効果的である

という肯定的な意見が多く見られた。また、日本の大学生 4 人を対象として e ラーニング

といった ICT 教育の効果を分析した研究では、英語学習に対する意識の向上や TOEIC の

点数の向上といった学業成績への正の影響が見られることが明らかにされている (山本 

2020)。同様に、鳥取県の中学校を対象に ICT 端末を利用した実践的な授業の効果を調べた

研究では、ICT 機器を通して自身の考えをまとめたり、生徒間での意見交換をしたりするこ

とで英語を使う経験が得られたことが、生徒の学習意欲を高め、自信を創出することにつな

がったと指摘されている (福政・中尾 2022)。一方で、Poudel (2022) は、ネパールの高等

教育の英語教育において、ICT 活用は授業の準備や発表、さらには共同学習活動を行う上で

有効であることを指摘しながらも、ICT 機器を使うスキルといった技術面での課題から教

師や学生は ICT 活用に満足していないという結果を示している。さらに先進国であるカナ

ダにおいても、学校における ICT 統合に関して、リーダーである校長を中心に明確な目標

や将来像を定めることや学校のインフラ整備、教師への技術的サポートの必要性を課題と

してあげている (Rabah 2015)。ただし、これらの先行研究はすべてアンケート結果を元に

した記述的な研究であり、学生の英語力に対する効果を直接的に実証したものではないこ

とには注意されたい。 

 

２－４．学習目標設定が学生の学業成績に与える影響 
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 最後に、学習目標を設定することが学生の学業成績に与える影響についても議論されて

いる。まず、Morisano et al. (2010) は、無作為に選ばれた学業に苦しむ学生を目標設定プ

ログラムに参加する群と参加しない対照群に分類し、目標設定が学業成績に与える効果を

分析した結果、目標設定を行なったグループにおいて GPA の向上に有意に正の効果が見ら

れたことを明らかにした。また、Morisano et al. (2010) は、学業成績以外にもネガティブ

な感情の軽減に有意な効果を示すことを指摘している。加えて、Schippers et al. (2019) が、

同様に大学生に対して目標設定プログラムの介入の有無で準実験的分析を行ったところ、

目標が学業に関係するものであるかどうかにかかわらず目標設定を行なったグループの方

が有意に学業成績が上がることを明らかにした。この研究は、目標設定の内容自体ではなく、

目標設定を行うプロセス自体が、学生の学業成績に正の影響を与えることを示唆している。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．教師の英語力の効果 

 

教師の英語能力が高いことは、学生に英語を教える上での指導力と、教師自身の自己効力

感の 2 点において学生の英語力を高めるものと考えられる。前者については先行研究でも

指摘されているように、英語教材を不自由なく使いこなし、生徒との英語でのやり取りをリ

ードする、または英語で自身を表現するといった英語能力が教師自身に備わっていること

は学生の英語力を向上させる効果をもつことが期待できる (Serge et al. 2021)。 

このような直接的な効果以外にも、教師の自己効力感が上がることによって学生の英語

力が向上するという間接的な効果を指摘する研究も存在する。そもそも自己効力感 (Self-

Efficacy) とは「自分の能力で良い状況に向かうために必要な行動指針を組織し、実行でき

ると信じる信念」(Bandura 1997, p.3: 著者訳) のことをいい、これについて Klassen and 

Tze (2014) は教師の自己効力感と教育効果には小さいながら有意に正の影響が見られるこ

とを実証的に示している。加えて、英語を指導言語とした教育5における教師の英語能力と

教育自己効力感の相関関係を分析した研究においては、その二つに強い正の相関関係があ

ることも指摘されている (Wang 2019)。以上の二つの研究から、教師の英語能力が向上し、

教師自身の英語の指導に対する自己効力感が上がることで、学生に対する指導にも自信を

持って前向きに取り組めるようになり、学生の英語能力の向上にも正の影響を与えること

が予想される。 

以上の直接的、間接的メカニズムから、具体的には以下の仮説が導出できる。 

 

 
5 English medium instruction (通称 EMI) のこと。  
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仮説１ 教師の英語能力が高いほど、学生の英語力は向上する。 

 

３－２．英語の発話機会の効果 

 

英語学習における英語の発話経験はスピーキング能力の向上と生徒の英語の学習意欲の

向上の 2 点において生徒の英語能力の向上に貢献することが指摘されている (Azhar and 

Gopal 2021; Oradee 2012)。日本の公教育においても、従来の知識の暗記に重点を置いた教

育からコミュニケーションの手段としての英語学習に目標が転換されてきたことは前述し

た通りである。また、杉田 (2004) が指摘している通り、日常生活において英語を使用する

機会が特に少ない日本においては、授業中に生徒が自ら英語で話す機会、または、教師自身

も英語を使用することで、英語でやり取りをする機会を増加させることは、生徒のスピーキ

ング能力の向上に必要不可欠であることは容易に想像できる。加えて、北條 (1996) による

と学生は人前で恥をかきたくないと言う理由から英語を話すことに強い不安を感じており、

自身の英語力の評価も低いことが示されている。このことから、授業内での英語の発話機会

を増やすことによって、学生の英語の発話への抵抗感を減らし、自信をつけることも英語力

の向上に役立つものと考えられる。 

 

仮説２ 授業中の生徒の英語の言語活動時間が多いほど、学生の英語力は向上する。 

 

仮説３ 授業中に英語で発話を行う教師が多いほど、学生の英語力は向上する。 

 

 さらに、最近の日本では英語教育の補助のために ALT 活用が進んでいることについても

言及したい。文部科学省によると、ALT とは英語担当教員の指導のもと、授業補助を行う

存在であり、具体的には、授業前の教材作成の補助や、授業内における児童との会話や母国

の言語、文化に関する情報提供などが主な任務とされる。ALT の主な募集先としては「外

国青年を招致して地方自治体等で任用し、外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図

る事業」6である JET プログラムがあり、現在では 5,000 人を超える ALT 人材がこのプロ

グラムを経由して世界各国から来日し、国内の学校で活躍している。ALT の効果について

は、例えば山本・川野 (2017) は、宇治市での ALT の取り組み調査において、ALT との交

流により生徒が外国語活動を肯定的に捉えるようになった可能性を指摘している。また、総

務省の報告によれば、香川県における ALT の提案によるアメリカ中学校との交流企画や山

形県における英語のディベート講座のオンライン実施などは事後のアンケートで生徒から

の高い評価が得られていることが報告されている7。このような ALT の活用事例は全国各地

で実施されており、生徒の英語学習に正の影響を与えることが期待される一方で、英語能力

 
6 https://jetprogramme.org/ja/ (2024 年 11 月 22 日)。 
7 https://www.soumu.go.jp/main_content/000894323.pdf (2024 年 11 月 22 日)。 
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の向上についての実証的な研究が少ないことは課題として未だ残る。そこで、以下の仮説を

立て、実証的な分析を試みる。 

 

仮説４ ALT の活用が進んでいるほど、学生の英語力は向上する。 

 

３－３．ＩＣＴ活用の効果 

 

日本では、第 3 期教育振興基本計画において ICT 利活用のための基盤整備が目標として

唱えられてから8、GIGA スクール構想の元、1 人 1 台端末の整備と高速大容量の通信ネッ

トワーク環境の整備が一気に進んだ9。また、文部科学省による報告書では、ICT の積極的

な活用が進んでいる都道府県の方が生徒の英語力が目標値に達しているという相関関係が

報告されている10。Sarkar (2012) によれば、教育分野における ICT の活用は学生の特定の

ニーズに合わせた学習内容、ペース、場所、時間の調節を可能にすることで、生徒の学習機

会を向上させ、教育の質を向上させる役割があると主張されている。また、先行研究におい

ても、学生は ICT 活用による教育効果に期待を寄せており、ICT 機器の導入に前向きであ

ることが明らかになっている (福政・中尾 2022; Dang and Nguyen 2014; Liu and Yang 

2012)。このことから、英語教育において、文部科学省が主張している通り、遠隔地や海外

とのやり取りや、音声や画像を用いて英語で学習するコンテンツの提供などに ICT が有効

的に活用された場合、学生の学習意欲を高めながら、スピーキング力やリスニング力といっ

た 4 技能を意識した英語力の向上に繋がることが考えられる。 

 

仮説５ ICT 機器の活用が進んでいるほど、学生の英語力は向上する。 

 

３－４．目標設定の効果 

 

日本では、「国際共通語としての英語力向上のための 5 つの提言と具体的施策」において、

各中学校・高等学校が CAN-DO リストを用いて英語力向上のための具体的な学習到達目標

を定めることが提言された。CAN-DO リストとは、具体的に、学習指導要領上の目標に基

づき、生徒の学習状況や地域の特性に踏まえ「〜することができる」という形で卒業時の学

 
8 https://www.mext.go.jp/content/1406127_002.pdf (2024 年 11 月 22 日)。 
9 文部科学省による調査によれば、平成 23 年から令和 5 年に至るまでに教育用コンピュー

タ 1 台あたりの児童生徒数は 6.6 人から 0.9 人へと比較的に減少している。都道府県別に見

ても児童生徒一人当たりの教育用コンピュータ台数は 1 台を越えていることからも全国的

に ICT 環境の整備が進んでいることが分かる。https://www.mext.go.jp/content/20231031- 

mxt_jogai01-000030617_1.pdf (2024 年 11 月 22 日)。 
10 https://www.mext.go.jp/content/20201027-mxt_daigakuc02-000010610_8.pdf (2024 年

11 月 22 日)。 
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習到達目標を定めたものである11。ここで定められた具体的な目標を念頭に置き、授業を実

施し、さらには達成状況を把握した上で目標を随時見直していくというサイクルを繰り返

していくことによって、適切な教育体制を整備していくことが期待されている。実際、前節

でも確認した通り、学習の目標設定が学生の英語力の向上に正の効果を与えることは既に

明らかにされている (Morisano et al. 2010; Schippers et al. 2020)。各学校が目標設定を行

うことで、教師が具体的なゴールを意識した授業改善を行い、さらには学生自身もその達成

目標を意識して学習することができれば、生徒の英語力が向上する可能性がある。そこで、

以下の仮説を導出する。 

 

仮説６ 学習到達目標の設定・公表・到達把握がされているほど、学生の英語力は向上

する。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、「英語教育実施状況調査」に基づき、2020 年を除く

122019 年から 2023 年までの全 4 年分の公立中学校及び高等学校の英語教育に関する都道

府県別のパネルデータを独自に構築した。 

まず、本稿の分析に用いる従属変数は、CEFR A1 レベル相当以上の英語力を有すると思

われる中学生の割合と CEFR A2 レベル相当以上の英語力を有すると思われる高校生の割

合の二つである13。これらの変数は、2 技能または 3 技能を測る試験におけるスコアや、公

式な記録としては認定されない試験のスコア等を判断材料に、実際に外部検定試験の級、ス

コア等は取得していないが、それに相当する英語力を有していると英語担当教師が判断す

る生徒の人数を基に割り出されているものである14。 

 
11 https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/__icsFiles/afieldfile/2013/05/08/13 

32306_4.pdf (2024 年 11 月 22 日)。 
12 2020 年は「英語教育実施状況調査」が実施されていなかったため除外した。 
13  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment：外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠) とは 2001

年に欧州評議会が発表した外国語の熟達度を同一の基準で評価する世界的な指標のことを

指す。A1 から C2 までの 6 段階に分かれており、A1 は英検 3 級相当、A2 は英検準 2 級相

当、B1 は英検準 1 級相当の英語力であることを示している。https://www.mext.go.jp/b_m 

enu/shingi/chousa/koutou/091/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2018/07/27/1407616_003.pdf 

(2024 年 11 月 22 日)。 
14 https://www.mext.go.jp/content/20240509-mxt_kyoiku01-000035833_3.pdf (2024年 11

月 22 日)。 
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次に、理論的に関心のある独立変数として、仮説 1 では、英語担当教師のうち CEFR B2

レベル以上を取得している教師の割合を用いる。ここでいう英語担当教師とは、調査基準日

時点において中学校または高等学校に所属し、外国語 (英語) 免許状を所有し、かつ英語の

授業を担当している者から、非常勤講師を除した教師のことを指す15。 

仮説 2 では、授業における英語担当教師の英語使用状況を示す変数として、全学科にお

いて発話の半分以上を英語で行なっている英語担当教師の割合を用いる。具体的には、普通

科・英語教育を主とする学科及び国際関係に関する学科・その他の専門学科及び総合学科の

3 つの学科を合わせた全ての学科において、学校全体で「発話の半分以上を英語で行ってい

る (50%程度以上～75%程度未満) 教師の割合」と「発話をおおむね英語で行っている教師

の割合 (75%程度以上)」を合算することで計算した16。 

仮説 3では、授業における生徒の英語による言語活動時間の割合を示す変数を使用する。

具体的には、外国語 (英語) の授業において、1 単位時間の授業に占めるペア・ワークやグ

ループ・ワーク等を含めた生徒が英語で言語活動をしている時間の割合が半分を超える当

該科目を担当する教師数割合17を、「半分以上の時間、言語活動を行っている (50%程度以上

～75%程度未満) 授業の該当教師数割合」と「授業中、おおむね言語活動を行っている (75%

程度以上) 授業の該当教師数割合」を合わせて計算したものである18。 

仮説 4 では、外国語授業の年間総授業時数に対する ALT 等活用の割合を用いる。具体的

に ALT 等の活用を示す変数としては、「英語教育実施状況調査」で収集された項目のうち、

全年度で共通して集められた、①教師とのやり取りを生徒に示すやり取り・発表のモデル提

示に ALT 等を活用した学科の割合、②パフォーマンステスト等の補助に ALT 等を活用し

た学科の割合、③生徒のやり取りの相手に ALT 等を活用した学科の割合、④発音のモデル・

発音指導に ALT 等を活用した学科の割合、⑤生徒の発言や作文等に対するコメント・フィ

ードバックに ALT 等を活用した学科の割合、⑥外国語 (英語) の授業外での生徒との交流

に ALT 等を活用した学科の割合、の 6 つを採用した19。 

仮説 5 では、英語の授業における ICT 機器の活用割合を使用する。ICT 機器の活用を示

す変数について詳述すると、「英語教育実施状況調査」で収集された項目のうち、全年度で

 
15 https://www.mext.go.jp/content/20200715-mxt_kyoiku01-000008761_6.pdf (2024年 11

月 22 日)。 
16 令和 4 年からは教師数割合ではなく学科数割合に変化していることには留意されたい。

https://www.mext.go.jp/content/20230516-mxt_kyoiku01-00029835_4.pdf (2024 年 11 月 

28 日)。 
17 https://www.mext.go.jp/content/20200715-mxt_kyoiku01-000008761_6.pdf (2024年 11

月 22 日)。 
18 令和 4 年からは教師数割合ではなく学科数割合に変化していることには留意されたい。

https://www.mext.go.jp/content/20230516-mxt_kyoiku01-00029835_4.pdf (2024 年 11 月

28 日)。 
19 高等学校の ALT 等活用割合データにおいてはデータの制約上、普通科のみのデータを採

用していることには留意されたい。 
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共通して集められた、①生徒がパソコン等を用いて発表や話すことにおけるやり取りをす

る活動のために ICT 機器を活用した学校の割合、②生徒が発話や発音などを録音・録画す

る活動のために ICT 機器を活用した学校の割合、③生徒がキーボード入力等で書く活動の

ために ICT 機器を活用した学校の割合、④生徒が遠隔地の児童生徒等と英語で話をして交

流する活動のために ICT 機器を活用した学校の割合、⑤児童生徒が遠隔地の英語に堪能な

人と個別に会話を行う活動のために ICT 機器を活用した学校の割合、⑥遠隔地の教師や

ALT 等とティーム・ティーチングを行う授業のために ICT 機器を活用した学校の割合、の

6 つを抽出した。 

仮説 6 では、「CAN-DO リスト」形式による学習到達目標の設定・公表・達成状況の把握

の 3 つの変数を用いる。ここでいう「公表している」とは、「一覧表にした学習到達目標の

生徒への配布、単元で使用するワークシートの形式での生徒への配布、『学校だより』での

紹介、学校のホームページへの掲載等の方法で、生徒、保護者等と共有されている状態のこ

と」を指す20。また、「達成状況を把握している」とは、「一覧表やワークシートの形式で生

徒に配布した『CAN-DO リスト』形式による学習到達目標をもとに、学年末、学期末、単

元内等で評価を行い、学習到達目標を達成しているかどうかを教師が把握していること」を

示している21。 

その他には、都道府県ごとの統制変数として、「地方教育費調査」の結果に基づき、中学

校生徒一人当たり経費と高等学校全日制課程生徒一人当たり経費を対数化してそれぞれ用

いた。また、学校教育以外の影響を統制するために、中学生には各時点で直近の「全国学力・

学習状況調査」の結果から通塾率を計算した。高校生については、同調査において直接的な

通塾に関するアンケート項目がなかったため、先行研究を参考に「学校基本調査」から大学

進学率を計算し、採用した。 

表 1 は、上記の変数群をまとめた変数説明である。また、表 2 では中学生を対象とした

変数群、表 3 では高校生を対象とした変数群の記述統計を整理した。 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、前述の各教育施策が学生の英語力に与える影響を検証する。ここで

は、都道府県や年度の異質性を考慮するために、都道府県・年度ダミーを投入した固定効果

モデルでの推定を行う。 

 

 

 
20 https://www.mext.go.jp/content/20240509-mxt_kyoiku01-000035833_3.pdf (2024年 11

月 22 日)。 
21 https://www.mext.go.jp/content/20240509-mxt_kyoiku01-000035833_3.pdf (2024年 11

月 22 日)。 
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表１ 変数説明 

 

 

 

 

変数名 変数説明 出典

生徒の英語力・中学生 CEFR A1レベル相当以上の英語力を有すると思われる

生徒数÷中学校第３学年に所属している生徒数。

生徒の英語力・高校生 CEFR A2レベル相当以上の英語力を有すると思われる

生徒数÷高等学校第３学年に所属している生徒数。

教師の英語力 CEFR B2レベル以上を取得している英語担当教師数÷英

語担当教師数。

生徒の英語使用 生徒が50％程度以上言語活動を行っている授業の担当教

師 (学科) 数÷全学年の英語担当教師 (学科) 数 。

教師の英語使用 50％程度以上の発話を英語で行っている教師 (学科) 数

÷全学年の英語担当教師 (学科) 数。

ALT・活用モデル提示 教師とのやり取りを生徒に示すやり取り・発表のモデル

提示のためにALT活用をしている学科数÷全学科数。

ALT・活用テスト補助 パフォーマンステスト等の補助にALT活用をしている学

科数÷全学科数。

ALT・活用やり取り 生徒のやり取りの相手にALT活用をしている学科数÷全

学科数。

ALT・活用発音指導 発音のモデル・発音指導にALT活用をしている学科数÷

全学科数。

ALT・活用フィードバック 生徒の発言や作文等に対するコメント・フィードバック

にALT活用をしている学科数÷全学科数。

ALT・活用授業外交流 外国語（英語）の授業外での生徒との交流にALT活用を

している学科数÷全学科数。

ICT・活用話す 生徒がパソコン等を用いて発表や話すことにおけるやり

取りをする活動のためにICT機器活用をしている学科数÷

全学科数。

ICT・活用録音録画 生徒が発話や発音などを録音・録画する活動のために

ICT機器活用をしている学科数÷全学科数。

ICT・活用メール等 生徒が電子メールやSNSを用いたやり取りをする活動の

ためにICT機器活用をしている学科数÷全学科数。

ICT・活用書く 徒がキーボード入力等で書く活動のためにICT機器活用

をしている学科数÷全学科数。

ICT・活用児童交流 生徒が遠隔地の児童生徒等と英語で話をして交流する活

動のためにICT機器活用をしている学科数÷全学科数。

ICT・活用教師連携 遠隔地の教師やALT等とティーム・ティーチングを行う

授業のためにICT機器活用をしている学科数÷全学科数。

ICT・活用会話練習 児童生徒が遠隔地の英語に堪能な人と個別に会話を行う

活動のためにICT機器活用をしている学科数÷全学科数。

学習到達目標の設定 「CAN-DOリスト」形式による学習到達目標を設定して

いる学校÷学校数。

学習到達目標の発表 「CAN-DOリスト」形式による学習到達目標を公表して

いる学校÷学校数。

学習到達目標の達成把握 「CAN-DOリスト」形式による学習到達目標の達成状況

を把握している学校÷学校数。

log (中学生一人あたり経費) 中学校生徒一人当たり経費を対数化した値。

log (高校生一人あたり経費) 高等学校全日制課程生徒一人当たり経費を対数化した

値。通塾率 通塾している中学生数÷全中学生数。 「全国学力・学習状況調査」

大学等進学率 高等学校（全日制・定時制）の大学等進学率。 「学校基本調査」

「英語教育実施状況調査」

「地方教育費調査」
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表２ 記述統計 (中学生) 

 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．中学校における英語教育の効果の推定 

 

まず、表 4 では、都道府県別パネルデータから、中学校における英語教育の効果を検証し

た。具体的には全ての Model に共通する独立変数として教師の英語力、生徒の英語使用、

教師の英語使用および統制変数を採用し、それに加えて Model 1 は ALT の活用状況を、

Model 2 では ICT の活用状況を、Model 3 では学習到達目標の設定・公表・達成把握の状

況をそれぞれ投入した。Model 4 はこれら全ての独立変数を投入したものである。Model 1 

〜4 を見ると、教師の英語力と教師の英語使用はおおむね生徒の英語力の向上に有意に正の 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

生徒の英語力・中学生 188 0.4520 0.0826 0.3010 0.8640

教師の英語力 188 0.4029 0.0920 0.1990 0.6660

生徒の英語使用 188 0.7538 0.1081 0.4950 1.0000

教師の英語使用 188 0.7325 0.1320 0.3670 0.9950

ALT・活用モデル提示 188 0.9841 0.0346 0.7700 1.0000

ALT・活用テスト補助 188 0.9553 0.0433 0.7250 1.0000

ALT・活用やり取り 188 0.9847 0.0350 0.7700 1.0000

ALT・活用発音指導 188 0.9802 0.0365 0.7700 1.0000

ALT・活用フィードバック 188 0.9741 0.0395 0.7600 1.0000

ALT・活用授業外交流 188 0.7788 0.1114 0.4400 0.9640

ICT・活用話す 188 0.7879 0.2118 0.2470 0.9970

ICT・活用録音録画 188 0.6693 0.2040 0.2370 0.9760

ICT・活用書く 188 0.6990 0.2771 0.1230 0.9760

ICT・活用メール等 188 0.1120 0.0761 0.0000 0.3860

ICT・活用児童交流 188 0.0931 0.0619 0.0000 0.3860

ICT・活用教師連携 188 0.0624 0.0408 0.0000 0.2070

ICT・活用会話練習 188 0.0599 0.0546 0.0000 0.4820

学習到達目標の設定 188 0.9626 0.0808 0.5210 1.0000

学習到達目標の公表 188 0.5359 0.2858 0.0310 1.0000

学習到達目標の達成把握 188 0.7149 0.2206 0.2020 1.0000

通塾率 188 0.5174 0.1522 0.0520 0.7550

log (中学生一人あたり経費) 188 14.0166 0.1493 13.6978 14.4753
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表３ 記述統計 (高校生) 

 

 

影響をもたらしている。これは、仮説 1 と仮説 3 に整合的な結果である。しかしながら、

ALT の活用の効果については、一部発音指導を目的とした活用には有意に正の効果が見ら

れるものの、それ以外は生徒の英語力に対する影響がないという結果となった。同様に、

ICT 活用や学習到達目標の設定・公表・達成把握についても有意な影響は見られない。これ

らは仮説 4～6 に反する結果である。 

 

５－２．高等学校における英語教育の効果の推定 

 

次に、表 5 では、中学校と同様の推定方法で、都道府県別パネルデータを用い、高等学校

における英語教育の効果を検証した。Model 1〜Model 4 の変数構成は中学生と同じである

ため詳しい説明はここでは割愛する。これらの結果を見ると、教師の英語力と生徒の英語使 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

生徒の英語力・高校生 188 0.4703 0.0572 0.3320 0.6140

教師の英語力 188 0.7764 0.1105 0.5120 0.9910

生徒の英語使用 188 0.4823 0.1384 0.1510 0.9590

教師の英語使用 188 0.4550 0.1425 0.1310 0.8450

ALT・活用モデル提示 188 0.9691 0.0561 0.3950 1.0000

ALT・活用テスト補助 188 0.8753 0.1117 0.3680 1.0000

ALT・活用やり取り 188 0.9704 0.0543 0.3950 1.0000

ALT・活用発音指導 188 0.9501 0.0622 0.4210 1.0000

ALT・活用フィードバック 188 1.0065 0.6192 0.4470 9.4100

ALT・活用授業外交流 188 0.8090 0.1404 0.3540 1.0000

ICT・活用話す 188 0.7440 0.2042 0.2500 1.0000

ICT・活用録音録画 188 0.5650 0.1923 0.1470 0.9580

ICT・活用書く 188 0.6403 0.2605 0.0910 1.0000

ICT・活用メール等 188 0.2072 0.1213 0.0000 0.5710

ICT・活用児童交流 188 0.1524 0.0968 0.0000 0.4290

ICT・活用教師連携 188 0.0984 0.0699 0.0000 0.4470

ICT・活用会話練習 188 0.1062 0.1034 0.0000 0.6580

学習到達目標の設定 188 0.9668 0.0945 0.4740 1.0000

学習到達目標の公表 188 0.5946 0.2601 0.1600 1.0000

学習到達目標の達成把握 188 0.6122 0.2020 0.1780 1.0000

大学等進学率 188 51.9574 5.8503 38.8000 65.9000

log (高校生一人あたり経費) 188 2.6474 0.0106 2.6233 2.6734
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表４ 中学校における英語教育の効果 
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用はどの Model においても生徒の英語力の向上に有意に正の効果があることが読み取れる。

また、Model 3・4 の結果から学習到達目標の設定と達成把握にも有意な正の結果が見られ、

これは仮説 6 に整合的な結果である。一方で、中学生の結果と同様、ALT 活用や ICT 活用

は一部を除き有意な関連は見られず、仮説 4 や仮説 5 は支持されない結果となった。 

これら二つの結果を合わせて考えると、第一に教師の英語力は中学生・高校生のどちらの

教育段階においても有意な正の影響があり、生徒の英語力の向上のために重要であること

がわかる。加えて、生徒の英語使用と教師の英語使用は、中学生と高校生で結果にばらつき

があることには留意すべきであるが、統計的に有意な正の関連も見られ、授業中に生徒が英

語を使用することで英語力が向上する可能性が支持される。 

さらに、学習到達目標の設定・公表・達成把握については高校生のみで有意に正の結果と

なった。学習到達目標の設定や達成把握をすることで、英語教育において PDCA サイクル

を回すことの効果が期待できる一方で、中学校ではそのような効果が見出されなかったこ

とから、運用上の改善の余地もありうる。例えば、札幌市立八条中学校の報告書によれば、

CAN-DO リストの作成により、定めた目標の具現化のためにはどのような活動が必要であ

るかの見通しが立てやすくなり、授業が大きく改善されたと述べられている22。他方、CAN-

DO リストそのものが生徒にとって分かりづらいことや、利点を感じるまでに時間がかかっ

たことなどが課題として挙げられていた23。これについて渡部 (2015) は、福島県猪苗代町

立東中学校において、CAN-DO リストを単元別にも作成し、生徒自身が自己評価をするツ

ールとして使うことによって、外部の英語試験である GTEC のスコアやライティング・ス

ピーキング能力の向上に正の影響があったことを指摘している。加えて、渡部 (2015) は、

CAN-DO リストを「教える側と教えられる側が学習のステップや到達度を共有化し、相互

に質の高い授業の形成と英語力の向上・醸成に寄与できる有効な学習ツール」(渡部 2015, 

p.34) と評価している。このように CAN-DO リストを有効に活用するためには、生徒も巻

き込み、教師と生徒が一体となって共通の目標を認識することが重要であると考えられる。 

最後に、ALT や ICT の活用は中学生・高校生ともにどちらも有意な効果が得られなかっ

た。これは、ALT と英語教師の連携不足や、ICT を活用する教師のスキル不足など、ALT

人材の登用や ICT 機器の導入が進んでも、利用する学校側が有効活用できていないことが

背景にあることが考えられる。以上のことから、本稿の分析結果を踏まえると、ALT や ICT

といった技術的な施策よりも、教師の英語力の向上や生徒の英語使用の機会増加、また

CAN-DO リストといった学習到達目標の有効的な活用が学生の英語力の向上には有効であ

ることが示唆される。 

 

 
22 https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/kokusairikai/documents/hachijo-can-do.pdf.  

(2024 年 11 月 22 日)。 
23 https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/kokusairikai/documents/hachijo-can-do.pdf.  

(2024 年 11 月 22 日)。 
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表５ 高等学校における英語教育の効果 
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６．結論 

 

本稿では、2020 年を除く 2019 年から 2023 年までの「英語教育実施状況調査」の結果を

用いて構築した都道府県別のパネルデータから、公立中学校・高等学校における英語教育が

学生の英語力にどのような効果をもたらすのかを分析してきた。本稿の分析結果からは、中

学校・高等学校どちらにおいても教師自身の英語力は学生の英語力に有意に正の影響を与

えることが明らかとなった。また、授業内の生徒または教師の英語の発話や学習到達目標の

設定から到達状況の把握についても、中学校、高等学校での結果の違いはあったものの、生

徒の英語力の向上に正の効果をもたらしうることを示している。他方で、ALT や ICT 機器

の活用に関しては有意な結果が見られなかった。上記の知見に基づけば、ALT 人材の登用

や ICT 機器の導入といった技術的施策の推進よりも、まずは教師自身の英語力向上のため

に、日本人が不安感を抱きやすいスピーキング研修などの教育プログラムを充実させるべ

きである。また、授業内の英語の使用機会を増やすことや、各学校で生徒を巻き込みながら

CAN-DO リストをさらに有効活用することで、生徒の目指すべき姿を意識した授業改善が

行えるような教育環境を整備することが望ましいと言えるだろう。 

最後に、本稿に残された課題として、従属変数である、目標の英語力水準に達している生

徒数は各学校の自己申告に依存しているというデータの測定誤差の問題がある。全国規模

で行われた英語試験における実際の学生のテストスコアを投入することができれば、より

正確な分析をすることができたかもしれない。また、データの制約上、対象としている学科

や学年の統一が困難であったことや、分析期間の短さ、学校以外の英語教育の効果が統制で

きていないなどの問題も課題として指摘できるであろう。今後は、上記で挙げた投入する変

数の精査や、学業成績以外の異文化理解といった学生の意識面への効果についての検討な

どが求められる。 
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第１１章 

 

政府の透明性が財政健全化に与える影響 

―都道府県データによる実証分析― 

 

山本 柚寿 

 

 

要約 

 

本稿は、政府の透明性が地方財政健全化に与える影響を実証的に分析したものである。日

本の地方財政は、少子高齢化や人口減少による税収減少・福祉費の増大といった課題に直面

しており、財政の持続可能性が問われている。このような状況下、近年、地方自治体におい

て財政の透明性を向上させる制度改革が進んでいる。政府の透明性は、政策決定や財政支出

内容の公開を通じて説明責任を強化し、効率的な財政運営を促進する重要な手段とされる。

しかし、日本では近年の地方財政透明化の効果を体系的に検証した研究は少ない。本稿では、

全国市民オンブズマン連絡会議が実施した 2010 年から 2020 年までの都道府県別の透明性

データを用い、政府の透明性が地方財政に与える影響について実証的に検証を行った。その

結果、透明性スコアが高い自治体ほど実質公債費比率が低くなる傾向が明確に見られ、予算

編成過程における透明性の向上が公債費の管理および抑制において重要な役割を果たして

いる可能性が示唆された。一方で、市民参加度は必ずしも歳出を抑制するものではなかった。

これらの実証結果は、予算編成過程の透明性向上策や市民参加の形態の見直しが、地方財政

の持続可能性を高める上で重要であると示唆するものである。 

 

 

１．はじめに 

 

日本の地方財政は、少子高齢化と人口減少1の進展に伴う深刻な財政問題に直面している。

特に地方都市や過疎地域においては、税収の減少と高齢者福祉費の増大により財政構造が

脆弱化し、自治体の持続的な財政運営が困難になりつつある。総務省の令和 2 年度の調査2

によると、日本の市町村のうち 533 団体が赤字団体とされ、財政均衡の維持が難しい現状

が顕在化している。さらに、地方財政全体の借入金残高は増加の一途をたどり、令和 5 年度

の見込みでは 183 兆円に達するとされている3。このような財政問題は、地方自治体の安定

 
1 https://www.soumu.go.jp/main_content/000785317.pdf (2024 年 11 月 21 日)。 
2 https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/toukeiR02.html (2024 年 11 月 21 日)。 
3 https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/27data/2015data/27020501.html (2024 年 11 月 21
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的な行政サービスの提供を困難にするなど、市民生活に実際に悪影響を及ぼす可能性があ

る。 

地方財政の悪化が市民生活に及ぼす影響を象徴する例として、2006 年に財政破綻を宣言

した北海道夕張市が挙げられる4。夕張市は炭鉱業の衰退後、観光産業への依存を強めたが、

その失敗により財政破綻にまで発展した。この財政破綻の影響で、夕張市は公共施設の閉鎖

やサービスの大幅な削減を余儀なくされ、道路補修や上下水道のメンテナンスといった基

盤的インフラの維持が困難となった。この事例は、地方財政が破綻した際に市民生活が受け

る影響の深刻さを示しており、地方財政の健全化の重要性を浮き彫りにしている。 

地方財政の健全化は、市民生活の安定にとどまらず、国全体の財政にも影響を及ぼす。地

方自治体の財政状況が悪化することで、地方交付税交付金の増額が求められ、国の財政負担

が増加する傾向にある。2024 年度の予算案において、地方交付税交付金は一般会計総額の

15.9% (17 兆 7,863 億円) を占めており、地方財政の問題が国の財政に与える影響が顕著で

ある5。したがって、地方自治体が自立的な財政運営を実現し、交付金の配分が減少すれば、

国全体の財政負担も軽減される可能性がある。 

地方財政の健全化に向けて透明性の向上が重要な役割を果たすとの指摘は、これまで数

多くの研究で行われてきた。財政の透明性の欠如は、選挙民の判断を誤らせ、財政赤字を拡

大させるバイアスが生じるとされる (Buchanan and Wagner 1977)。また、透明性が低い

場合には、政治家が自己利益を優先し、選挙に有利な政策や短期的な財政支出を優先する傾

向が強まる可能性が指摘されており、これが財政の持続可能性を損なう要因となりうる 

(Alesina and Cukerman 1990)。日本においても、透明性向上の取り組みは地方財政の健全

化に寄与するとの見解が広がっており、その代表的な事例として 2010 年の大阪府の改革が

挙げられる6。この改革は、大阪維新の会によって主導され、財務データの積極的な公開や

行政コストの削減といった政策が実施された。この一連の取り組みによって、住民に対する

説明責任が強化され、透明性の向上が長期的な財政負担の軽減に寄与したと評価されてい

る。大阪府の成功事例は他の地方自治体にも広がりを見せ、全国的に政府の情報開示や説明

責任の重要性に対する関心が高まる契機となった。例えば、東京都では知事部局の公金支出

一覧を毎月公表し、1 万件から 5 万件超のデータセットを機械判読可能な形式で提供してい

る7。また、長野県では森林組合の補助金不正受給事件に関連して、監査委員による聞き取

り内容を情報公開請求に応じて部分公開するなど、積極的な情報公開の取り組みが見られ

る8。これらの事例は、大阪府の成功が他の自治体にも影響を与え、情報公開の重要性が全

 

日)。 
4 https://yubaricci.sakura.ne.jp/revival.html (2024 年 11 月 21 日)。 
5 https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2024/seifuan2024/ind 

ex.html (2024 年 11 月 21 日)。 
6 https://oneosaka.jp/policy/result2/ (2024 年 11 月 21 日)。 
7 https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/koukinsisyutsu.htm (2024 年 11 月 21 日)。 
8 https://www.pref.nagano.lg.jp/rinsei/kensei/soshiki/soshiki/kencho/shinrin/taihokush 
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国的に認識されるようになったことを示している。こうした事例を通して、日本において政

府の透明性が財政健全化に果たす役割が改めて注目される一方で、2010 年以降の予算編成

過程の透明化が地方財政に及ぼす具体的な影響については、依然として実証的な研究が不

足している。 

以上の背景を踏まえ、本稿では、2010 年から 2020 年の都道府県パネルデータを用いて、

政府の透明性が財政健全性に与える影響を固定効果線形回帰分析により実証的に検証した。

分析においては、政府の透明性を表すスコアと市民参加度のスコアを主要な独立変数とし、

実質公債費比率、将来負担率、人口一人当たり土木費を従属変数として設定した。その結果、

実質公債費比率については、透明性スコアおよび市民参加スコアが負の影響を及ぼすこと

が統計的に有意に確認され、透明性の向上が財政健全化に寄与する可能性が示された。一方、

については、市民参加が支出増加に寄与する正の有意な影響が見られるとともに、特に選挙

サイクルに合わせた歳出増加が観察されるなど、政治的景気循環の存在が示唆された。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．政府の透明性と財政赤字・財政効率性への効果 

 

政府の透明性は、政府が効率的な財政運営を行い、市民に説明責任を果たすための重要な

手段である (Buchanan and Wagner 1977)。透明性が確保されることで、政治家は非効率

的な財政支出を行うことによる批判や選挙での落選リスクを避けるため、効率的な政策運

営を行うインセンティブを持つ。この点については、Alesina and Cukierman (1990) によ

っても議論されており、透明性の向上が短期的な選挙利益に基づく支出を抑制し、財政赤字

を軽減するメカニズムを示している。 

さらに、Caamaño-Alegre et al. (2013) は、スペインのガリシア地方の自治体を対象に透

明性スコアを算出し、その高低と財政効率の関係を分析した結果、透明性の高い自治体ほど

教育や医療、インフラ分野で効率的な資源配分が行われていることを示した。また、IMF 

(2012) は、財政透明性が高い政府では予算執行が厳格化され、不必要な支出が抑制される

と報告している。これらの研究結果は、透明性が高いほど効率的かつ持続可能な財政運営が

実現されることを示唆している。 

国内に目を向けると、赤井・山下 (2005) は、日本の地方自治体を対象とした研究で、情

報公開が外部監視を強化し、不必要な歳出が抑制される傾向があることを指摘している。ま

た、和足 (2018) は、市場規律が強い環境下での財政透明性の向上が財政赤字の削減に寄与

していることを実証している。これらの結果は、透明性が財政赤字や財政効率性において重

要な役割を果たすことを裏付けている。 

 

inrinkumiaihutekiseijyukyu.html (2024 年 11 月 21 日)。 



156 

 

 

２－２．市民参加の効果と財政運営への影響 

 

近年では、予算編成過程の透明性に加えて、市民参加が財政運営に与える影響も注目され

ている。市民参加は、住民が意思決定に直接関与することで、政府に説明責任を果たさせる

と同時に、無駄のない効率的な資源配分を促進する手段として機能する (Park et al. 2023)。

この研究では、韓国の地方政府において、市民参加と議論が財政バランスに正の影響を与え

ることが確認されており、住民の意見が反映されることで、不必要な支出が抑制される可能

性が示されている。 

さらに松田 (2005) は、日本における具体的な事例を示し、予算編成への市民参加を通じ

て、市民は政府の財政運営や政策決定に対する理解を深めることができると述べている。こ

の結果、市民の意識は高まり、行政に対する信頼が向上する。また、行政側も市民に対して

説明責任を果たすことが求められるため、予算編成過程はより透明になり、行政の説明責任

が強化される。このようなプロセスは、市民との信頼関係を築くために重要な役割を果たす

のである。 

以上の先行研究は、国内外において政府の財政の透明性が歳出効率や財政健全性に重要

な影響を与えることを示しており、政府の透明性の重要性が強調されている。しかし、日本

では 2010 年代以降、地方財政の透明化に注目が集まっているものの、そのような透明化の

効果を検証した実証研究は依然として不足している。本稿では、これまでの先行研究で得ら

れた知見を踏まえ、日本の地方自治体における財政透明化の事例から、政府透明性の向上が

財政運営にどのような影響をもたらすかを明らかにすることを試みる。 

 

 

３．理論仮説 

 

本稿は、政府の透明性と市民参加が地方自治体の財政運営にどのような影響を及ぼすの

かを明らかにするため、以下の 4 つの仮説を設定する。それぞれ、予算編成過程の透明性と

市民参加が財政健全化や歳出削減に寄与するメカニズムを理論的に説明する。 

 

３－１．予算編成過程の透明性と財政健全化の関連 

 

政府が予算編成過程を透明にすることで、市民や市場がその内容を把握しやすくなる。こ

の「見られている」という状況が、政治家や官僚にとっての外部からの圧力として働き、不

必要な支出を避けるインセンティブを生み出す (Kopits and Craig 1998)。たとえば、予算

に含まれる各事業やその費用が公開されていれば、市民や専門家はその妥当性を議論する

ことができる。このプロセスにより、無駄遣いや非効率的な支出を抑える効果が期待される。 
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また、透明性の向上は債務管理にも影響を与える。たとえば、政府が負担する公債費につ

いて、その詳細が公開されることで、慎重な資金運用が行われる可能性が高まる  (IMF 

2012)。これにより、実質公債費比率や将来負担比率のような地方自治体の健全性を示す指

標が改善することが予想される。 

さらに、予算編成過程の透明性は特定の分野、特にインフラ支出に対しても効果があると

考えられる。透明性が高まることで、公共事業の優先順位やコストが精査され、無駄な支出

が減少する。このようなメカニズムを考慮し、以下の仮説を立てる。 

 

仮説１ 予算編成過程の透明性が高まるほど、実質公債費比率・将来負担比率が低下す

る。 

 

仮説２ 予算編成過程の透明性が高まるほど、一人当たり土木費が減少する。 

 

３－２．市民参加と財政健全化の関連 

 

予算編成過程に市民が積極的に参加することで、住民の意見が政府の意思決定に反映さ

れやすくなる。このプロセスにより、住民は不要な支出を見直すプレッシャーを政府に与え

ることができる。たとえば、予算会議や市民ワークショップで住民が直接意見を述べる場が

あれば、非効率な支出や地域の実情にそぐわない事業に対して改善を求める声が上がる 

(Ganapati et al. 2019)。これが、政府に効率的な財政運営を行わせるインセンティブとな

り、財政健全化に寄与する。 

また、市民参加も特定の歳出分野、特にインフラ事業に影響を及ぼすと考えられる。住民

が予算編成に関与することで、公共事業の内容がより現実的なニーズに基づいて選定され

る可能性が高まる (Park et al. 2023)。結果として、地域の実情にそぐわない大型インフラ

事業が抑制され、歳出が効率化される。このような効果を踏まえ、以下の仮説を設定する。 

 

仮説３ 予算編成過程における市民参加が進むほど、実質公債費比率・将来負担比率が 

低下する。 

 

仮説４ 予算編成過程における市民参加が進むほど、一人当たり土木費が減少する。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 
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本稿では、仮説を検証するために全国市民オンブズマン連絡会議が実施した「予算編成過

程・住民参加状況調査」のデータに、e-Stat から収集した都道府県データを組み合わせたパ

ネルデータを構築する。具体的には、2010・2012・2022 年度に実施された「予算編成過程・

市民参加状況調査」から、すべての年度に共通する項目のみを抽出し、これを基に後述する

透明性スコアを算出し、2010 年から 2020 年までの都道府県パネルデータに対して、最新

の調査データの透明性スコアを当てはめた。 

まず、本稿の分析で使用する従属変数は 3 つある。1 つ目は実質公債費比率 (%) であり、

2010 年度から 2020 年度までのデータを e-Stat より取得した。地方自治体が債務の元利返

済にどれだけの財源を割いているかを示す指標である。この比率は、地方財政計画の健全性

を評価する上で重要な役割を果たす。実質公債費比率が高いほど、地方自治体の歳入の多く

が過去の債務返済に充てられ、新規事業への投資や住民サービスの充実が制約される。具体

的には、公債費 (借入金の元利返済額) を基礎財政収支に基づく収入で割った値で計算され

る。この指標は、地方自治体が債務管理をどれだけ効率的に行っているかを反映し、透明性

の向上が債務抑制にどのように寄与するかを分析する上で適している。2 つ目の従属変数は

将来負担比率 (%) で、地方自治体が今後支払うべき負債総額を、将来の収入見通しを基に

どれだけ負担する必要があるかを示す指標である。この比率は、地方自治体の財政健全性を

中長期的な視点から評価する上で重要であり、現在の財政運営が将来にどのような影響を

及ぼすかを示す。3 つ目は人口一人あたりの土木費であり、各都道府県における土木費を総

人口で割って算出した指標である。透明性がインフラ投資の支出効率にどう作用するかを

分析するために、仮説 3 の検証に使用する。これら 3 つの従属変数を通じて、各仮説で示

した政府の透明性と財政健全性との関連性を包括的に検証する。 

本稿で使用する独立変数は 2 つある。1 つ目は予算編成過程の透明性スコアである。この

スコアは、全国市民オンブズマン連絡会議が実施した「予算編成過程・住民参加状況調査」

のデータを基に算出した。具体的には、予算編成過程開示度、事業別要求額・事業額開示度、

事業別主な事業内容開示度、財源内訳開示度、事務レベル査定額開示度、知事レベル査定額

開示度、予算説明書開示度の 7 項目を抽出し、それぞれ最小値 0、最大値 1 で標準化した上

で合計し、9 点満点の指標とした。2 つ目は市民参加スコアである。このスコアも同様に、

上記調査データを基に算出した。政策に対して意見を述べる場の有無、その意見の公表状況、

および意見に対する回答の公開状況という 3 項目を抽出し、同様に最小値 0、最大値 1 で標

準化して合計し、3 点満点の指標とした。 

さらに、いくつかの統制変数を導入する。統制変数として、まず各都道府県の対数化した

総人口を使用し、人口規模が財政指標に与える影響を統制する。人口規模が大きいほど財政

規模も拡大するため、財政運営への影響が排除できるようにする。また、高齢化率 (65 歳

以上人口の割合) も統制変数に含め、各都道府県の高齢化状況が財政負担に及ぼす影響を考

慮する。さらに、選挙年度による支出への影響を評価するため、選挙年度ダミー変数も導入

する。具体的には、都道府県知事選挙実施 1 年後ダミー、選挙 2 年後ダミー、選挙 3 年後
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ダミーを投入して、選挙による政治的景気循環を統制する。 

 

表１ 変数説明 

 
 

表２ 記述統計 

 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、都道府県レベルで政府の透明性が財政運営に与える影響を推定す

変数名 変数説明 出典

実質公債費比率 公債費÷基準財政収入額×100。 e-Stat

将来負担比率 将来債務総額÷財政収入額×100。

人口1人当たり土木費 都道府県財政土木費÷総人口。

予算策定過程合計スコア 予算編成方針開示度、事業別要求額・事業額開
示度、事業別主な事業内容開示度、財源内訳開
示度、事務レベル査定額開示度、知事レベル査
定額開示度、予算説明書開示度の各項目を最小
値0、最大値1で標準化。それぞれの項目を数値

化し、9点満点で評価するスコアを算出。

全国市民オンブズマン
連絡会議「予算編成過
程・住民参加状況調
査」

市民参加合計スコア 意見を述べる機会があるか、意見が公表されて
いるか、意見に対する回答が公表されているか
の各項目を最小値0、最大値1で標準化。それぞ

れの項目の数値を合計し、3点満点で評価するス

コアを算出。

log (総人口) 各都道府県の総人口の自然対数。 e-Stat

65歳以上人口割合 65歳以上人口÷総人口。

都道府県知事選挙1年後ダミー 都道府県知事選挙1年後を1、それ以外の年を0と

するダミー変数。
都道府県知事選挙2年後ダミー 都道府県知事選挙2年後を1、それ以外の年を0と

するダミー変数。

都道府県知事選挙3年後ダミー 都道府県知事選挙3年後を1、それ以外の年を0と

するダミー変数。

全国知事会「歴代公選
知事名簿 (都道府県

別)」

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

実質公債費比率 517 13.2400 3.4294 0.6000 24.1000

将来負担比率 517 194.0000 59.5188 12.5000 351.7000

人口1人当たり土木費 517 111.1592 36.8315 49.6000 288.9000

予算編成過程合計スコア 517 3.0986 2.7087 1 9

市民参加合計スコア 517 0.2785 0.8305 0 3

log (総人口) 517 14.4700 0.7716 13.2200 16.4600

65歳以上人口割合 517 27.9400 3.5399 17.3000 37.6000

都道府県知事選挙1年後ダミー 517 0.2596 0 0 1

都道府県知事選挙2年後ダミー 517 0.2411 0 0 1

都道府県知事選挙3年後ダミー 517 0.2411 0 0 1
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るため、都道府県の財政パネルデータを用いた固定効果線形回帰分析を行う。地域と年度を

考慮した固定効果モデルを採用し、地域や年度に特有の影響を統制する。さらに、地域ごと

にクラスタリングした標準誤差を用いることで、標準誤差の過小推定に対処する。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．予算策定過程の透明性に関する推定結果 

 

表 3 は、実質公債費比率、将来負担比率、人口一人当たり土木費を従属変数とし、予算編

成過程の透明性がどのように影響を与えるかを分析した結果を示している。Model 1 では、

実質公債費比率に対して、予算編成過程の透明性合計スコアが統計的に有意な負の影響を

与えていることが確認された。この結果は、透明性の向上が債務管理の改善を促進し、実質

公債費比率を減少させることを示している。具体的には、予算編成過程での情報公開や透明

性が進むことで、政府が説明責任を果たすインセンティブが高まり、不必要な借入を抑制す

る動きが強まると解釈できる。 

Model 2 では、将来負担比率に対して、予算編成過程の透明性合計スコアは統計的に有意

な影響を示していない。この結果は、将来負担比率のような長期的な財政指標に対しては、

透明性の効果が直ちに現れない可能性を示している。将来負担比率は、既存の債務状況や人

口動態といった構造的要因に強く影響されるため、短期間の透明性向上では改善に結びつ

かない場合があると考えられる。 

Model 3 では、人口一人当たり土木費に対して、予算編成過程の透明性合計スコアが負の

係数を示したものの、統計的に有意ではなかった。この結果は、予算編成過程の透明性が直

接的に土木費の削減に寄与することは確認されておらず、透明性の向上がインフラ支出を

効率化する効果を持つかどうかについてはさらなる検証が必要であることを示唆している。

一方で、選挙ダミー変数 (都道府県知事選挙 2 年後) は正の係数を示し。選挙後に土木費が

増加する傾向が確認された。これは、選挙サイクルに基づく政治的景気循環が土木費に影響

を与えている可能性を示唆しており、公共事業が有権者へのアピール手段として活用され

ていることを反映している。 

これらの結果から、予算編成過程の透明性は短期的な財政指標 (実質公債費比率) には有

意な改善効果を示しているが、長期的な指標 (将来負担比率) や特定の歳出項目 (土木費) 

に対する効果は限定的であることが分かった。特に、選挙サイクルが土木費の増加に影響を

与える一方で、透明性の向上による抑制効果が直ちに反映されていない点が注目される。 
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表３ 予算編成過程の透明性が財政健全性に与える影響 

 

 

５－２．市民参加度に関する推定結果 

 

表 4 では、実質公債費比率、将来負担率、人口一人当たり土木費を従属変数とし、市民参

加がこれら変数に与える影響を分析した結果が示されている。Model 1 では、実質公債費比

率に対して、市民参加合計スコアが統計的に有意な負の影響を与えることが確認された。こ

れは、市民参加が進むことで自治体の実質公債費比率が低下することを示唆しており、住民

が政府に対して説明責任を求めることで、不要な借入を抑制し、財政の健全性が強化される

可能性を示している。Model 2 では、将来負担比率に対して分析を行った。市民参加合計ス

コアの係数は正の値を示したものの、この影響は統計的に有意ではなかった。特に、将来負

担比率においては、短期的な政策や参加ではなく、長期的かつ構造的な要因がより重要であ

る可能性が考えられる。 

Model 3 では、人口一人当たり土木費に対して、市民参加合計スコアが統計的に正に有意

実質公債費比率 将来負担比率 一人当たり土木費

Model 1 Model 2 Model 3

2010-2020 2010-2020 2010-2020

予算編成過程合計スコア -0.4706 *** 0.2149 -0.5311

(0.1275) (1.2870) (0.8302)

log (総人口) -18.5802 -242.9874 -744.3233 **

(22.2608) (276.4203) (249.6745)

65歳以上人口割合 -0.0937 -7.9930 -2.4250

(0.0469) (5.4420) (2.6170)

都道府県知事選挙1年後ダミー -0.0410 -1.0310 0.4636

(0.0545) (0.7730) (0.4682)

都道府県知事選挙2年後ダミー 0.0050 -0.5378 1.6820 *

(0.0932) (0.6543) (0.7500)

都道府県知事選挙3年後ダミー 0.0690 -1.2100 1.2970 †

(0.0722) (0.0722) (0.6526)

固体効果 YES YES YES

時間効果 YES YES YES

調整済みR
2 0.8905 0.8898 0.8865

N 517 517 517

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は都道府県ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数
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な影響を与えることが確認された。この結果は、市民参加が活発になることで、むしろ公共

インフラへの支出が増加する可能性を示唆している。 

さらに、選挙ダミー変数において、特に選挙年の 2〜3 年後に土木費の増加が観察される

点は興味深い。この結果は、選挙のサイクルに一致して、土木費の支出が増加する政治的景

気循環が発生していることを示唆している。具体的には、次回選挙に近づくにつれて土木費

が増加する傾向が見られるため、選挙時期に有権者へのアピールとして公共事業が積極的

に実施される可能性がある。 

 

表４ 市民参加スコアが財政健全性に与える影響 

 

 

 

６．結論 

 

本稿では、2010 年から 2020 年の都道府県データを用いて、政府の透明性および市民参

実質公債費比率 将来負担比率 一人当たり土木費

Model 1 Model 2 Model 3

2010-2020 2010-2020 2010-2020

市民参加合計スコア -1.5970 *** 3.8950 2.0860 *

(0.5417) (4.6830) (0.9302)

log (総人口) -24.5864 -227.3415 -743.1510 **

(22.7253) (278.7965) (250.9954)

65歳以上人口割合 -0.0469 -8.0890 -2.5080

(0.4504) (5.4660) (2.6360)

都道府県知事選挙1年後ダミー -0.0402 -1.0030 0.5456

(0.0586) (0.7586) (0.4544)

都道府県知事選挙2年後ダミー 0.0265 -0.4564 1.7910 *

(0.0975) (0.6682) (0.7507)

都道府県知事選挙3年後ダミー 0.6940 -1.2180 1.2350 †

(0.0699) (0.7385) (0.6579)

固体効果 YES YES YES

時間効果 YES YES YES

調整済みR
2 0.8865 0.9648 0.9648

N 517 517 517

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は都道府県ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数
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加が地方財政の主要な財政指標に与える影響を実証的に検証した。その結果、政府の透明性

や市民参加が財政指標に対して異なる影響を及ぼすことが明らかとなった。まず、実質公債

費比率に対しては、透明性スコアが高い自治体ほど実質公債費比率が低下する傾向が確認

された。この結果は、予算編成過程の透明性が高まることで説明責任が強化され、債務管理

が改善されることを示唆している。一方で、将来負担率に関しては、透明性や市民参加が統

計的に有意な影響を示さなかった。これには、将来負担率が構造的要因や長期的な視点に依

存していることが影響している可能性がある。また、人口一人当たり土木費については、市

民参加が支出の増加に寄与する傾向が確認され、地域住民の意見が公共インフラ支出に反

映される可能性が示された。さらに、選挙サイクルに合わせて土木費が増加する政治的景気

循環の存在も明らかとなった。これらの結果は、政府の透明性の向上が短期的な財政指標に

は一定の抑制効果をもたらす一方で、すべての指標に対して一貫した効果を発揮するわけ

ではないことを示唆している。また、市民参加の促進が必ずしもコスト削減に結びつくわけ

ではなく、地域のニーズが反映されることで特定の支出が増加する可能性も示された。 

したがって、今後の制度設計においては、予算編成過程の透明性向上の効果を積極的に評

価し、その取り組みをさらに進めることが重要である。また、市民参加については、特定の

支出分野への偏りを防ぎつつ、住民の意見が財政運営の効率化や持続可能性に寄与するよ

う設計を工夫することが求められる。透明性と市民参加の双方の意義を最大限に活かしな

がら、財政健全化に向けた施策が実効性を持つ形で展開されることが期待される。 

一方、市民参加が公共支出に及ぼす影響については、上方的なバイアスがないか、行政・

住民の意識的な対応が求められる。市民参加が特定の支出分野での優先順位を引き上げる

一方で、財政全体の効率性や持続可能性に影響を及ぼす可能性を含んでいる。財政健全化の

文脈においては、このような市民参加の効果に自覚的であり、適切な制御を行うことが必要

である。透明性と市民参加の双方の意義を最大限に活かしながら、財政健全化に向けた施策

が実効性を持つ形で展開されることが期待される。 
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第１２章 

 

市町村のＳＮＳアカウントの開設が地域活性化に与える影響 

 

柿沼 歩夢 

 

 

要約 

 

少子高齢化が進む中、地域活性化のための自治体の SNS の活用が進んでいる。しかし、

このような自治体の SNS 活用が地域活性化に与える影響については国内ではほとんど研究

がない。そこで、本稿は、2010 年から 2022 年までの千葉県市町村の観光入込客数と流入

人口のパネルデータを構築して市町村の SNS アカウントの開設が観光入込客数や流入人口

の増加にどのような影響を与えるのかを、固定効果モデルに基づくパネルデータ分析によ

って検証した。その結果、SNS アカウントの開設はその自治体の観光入込客数増加率に正

の影響を与えること、また、それらの効果はフォロワー数が多い自治体でより強まることが

明らかになった。加えて、実際に市町村の SNS 運用が成功している自治体の質的分析を実

施した結果、明確な運用目的を定めて、工夫した運用を行うことで発信力を強めることが可

能になり、地域活性化につながることが明らかになった。市町村が目的に沿った SNS 運用

を行うことで、地域経済の活性化、地方創生に繋がるものと期待される。 

 

 

１．はじめに 

 

日本では少子高齢化が急速に進んでおり、2070 年には総人口が 9,000 万人を割り込み、

高齢化率は 39%の水準になると推計されている1。こうした人口減少、高齢化の中で、地方

では地域経済の縮小、地域間競争の激化が進行しており (地方自治機構 2023)、東京圏をは

じめとした都市部への過度の人口移動も相まって、中山間地域では集落の維持・存続すら危

ぶまれる状況にある2。 

そこで、こうした状況に対応するために地域経済の活性化や、地域コミュニティの強化が

求められている。地域経済の活性化において重要な産業の一つであるのが観光業である。な

ぜなら観光業は地域に密着した経済活動であり、その波及効果も多岐にわたるからである  

(谷口ほか 2014)。実際、観光庁の「観光立国推進基本計画」においても「観光は今後とも

 
1 厚生労働省. 2024. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html (2024 年 10 月 30

日)。 
2 https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=26319 (2024 年 10 月 30 日)。 
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成長戦略の柱、地域活性化の切り札である」3とし国も観光立国を目指す姿勢を明確にして

いる。 

このような観光業の発展のためには、スマートツーリズムなどの言葉にも代表されるよ

うに、デジタルの活用が求められる。このスマートツーリズムの中心的な位置を占めている

のが SNS である (Park et al. 2016)。SNS の活用に関しては全国の市町村で Facebook の

開設率は 80.0%、Instagram の開設率は 74.8%と概ね高い水準ではあるものの4、実際にど

のような運用がなされているのかは明らかになっていない。 

この点、地方自治体の具体的な SNS 運用に関する事例研究は多く存在するものの実証研

究は極めて少ない。日本においては、鷲尾 (2018) が自治体に向けたアンケート調査を用い

てパネルデータ分析を行い、Web 観光案内の多言語化や無線 LAN アクセスポイントの設

置などの取り組みが訪日外国人観光客の増加に有意にプラスの影響を与えているが、SNS 

等を活用した自治体の外国人向けの情報発信・PR は有意な影響がないことを明らかにして

いる。しかし、SNS の開設の効果を実際の観光客数や人口移動データから捉えた研究はほ

ぼ見られない。 

上記の問題意識から、本稿は市町村の SNS アカウントに注目し、千葉県市町村の観光入

込客数と流入人口のパネルデータを構築して市町村の SNS アカウントの開設が観光入込客

数や流入人口の増加にどのような影響を与えるのかを明らかにする。さらに、一定のフォロ

ワー数を獲得している自治体とその他の自治体でどのようにアカウント開設の効果が異な

るのかについても検証する。 

分析結果からは、Facebook 開設の有無が観光入込客数増加率に与える影響に関して有意

な正の効果が確認できた。特に、そのような正の効果は、1,000 人以上のフォロワー数を事

後的に獲得している自治体で、より明瞭であることがわかった。しかし、市町村の SNS 開

設の有無と流入人口には有意な関係が認められなかった。以上の結果を踏まえ事例研究を

行ったところ、SNS 開設後フォロワー数を多く獲得している自治体では実際に観光客や人

口増加が確認できる事例があることがわかった。上記の知見に基づけば、市町村が積極的な

SNS 運用を行い、フォロワー数を獲得することで、観光入込客数が増加し、地域経済の活

性化、地方創生に繋がるものと期待される。 

本稿の構成は次の通りである。続く第 2 節では、国内外の地方自治体や政府が運用する

SNS に関する実証的な先行研究を概観した後、第 3 節では、市町村の SNS の開設と観光客

と流入人口の増加の関係について本稿の理論仮説を導出する。第 4 節では、それらの理論

仮説を検証するためのデータと方法を提示した上で、第 5 節では、実際の推定結果を議論

するとともに事例研究を行う。第 6 節では、本稿で得られた知見を踏まえて、市町村の SNS

の運用のあり方について示唆を述べたい。 

 
3 観光庁. 2023.「観光立国推進基本計画」https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/81000 

1005.pdf (2024 年 10 月 30 日)。 
4 https://www.koho.or.jp/useful/research/2023/web.html (2024 年 10 月 30 日)。 
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２．先行研究 

 

２－１．公共部門におけるＳＮＳの役割 

 

そもそも、国や地方自治体が運用する SNS は住民に対してどのような役割を果たしてい

るのだろうか。ここでは、Criado and Villodre (2020) の枠組みに依拠しながら、公共部門

における SNS の役割を整理する。この研究ではソーシャルメディアの役割を、「情報提供」、

「市民との交流」、「公共サービスの提供」という 3 点の枠組みにまとめている。 

「情報提供」は、地方自治体によるソーシャルメディアの利用の主な役割である。米国の

地方自治体が Facebook に投稿したメッセージの大半が、「情報提供」に関するものである 

(DePaula et al. 2018) ほか、ヨーロッパの 4 カ国 8 自治体5のツイートの 52%は「情報提

供」に分類されるものであることが確認されている (Criado and Villodre 2020)。 

「市民との交流」は、地方自治体のツイートの 30%を占めている (Criado and Villodre 

2020)。このような SNS 利用は、住民の信頼度や市民参加に大きく影響していると考えら

れている。例えば、インドネシアにおいて、COVID-19 流行中の政府に対する国民の信頼

は、SNS 上での政府関係者とのやりとり、政府の対応に対する認識、等によって影響を受

けている (Hartanto et al. 2021)。また、地方自治体の広報担当者へのインタビューから、

ソーシャルメディアが地方自治体にとって有益なコミュニケーションツールとして高く評

価されていることが明らかになっており (Graham 2014)、自治体側も SNS の「市民との

交流」という側面を重要視していることが明らかになっている。 

「公共サービスの提供」とは、公共サービス、例えば、教育、交通、公共交通機関、都市

計画、警察等の案内や、社会的事件、重要なイベント、救援要請などに関する行動の呼びか

けを行う利用法である (Criado and Villodre 2020)。 

以上のように公共部門によるソーシャルメディアの利用は、情報提供、市民との交流、公

共サービスの提供など、様々な機能を有しており、実際に、公共部門のソーシャルメディア

利用が住民の信頼や市民参加に寄与するなどの正の影響が指摘されている。 

 

２－２．公共部門におけるＳＮＳの運用実態とその効果 

 

次に、国内外における国や地方自治体が運用する SNS の運用方法とその観光への影響に

ついて確認する。海外において、本稿の問いと極めて近い領域で分析を行っているのが Park 

et al. (2016) である。韓国の地方自治体が観光分野の目的で Facebook をどのように活用し

 
5 対象自治体はオランダ (アイントホーフェン、ユトレヒト)、スペイン (アルコベンダス、

セビリア)、スウェーデン (マルメ、ウプサラ)、イギリス (リーズ、ブリストル) である。 
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ているかを調査したところ、133 自治体の Facebook のフォロワー数と自治体の観光に関す

る投稿数が、入国観光客数と有意に正に相関していること、また、自治体の総投稿数および

観光に関する投稿数は、入国観光客数と有意に正に相関していることが明らかになった。地

方自治体による SNS の活用は、地元住民だけでなく、地域外に住む潜在的な観光客にも有

益であることを指摘した上で、観光プロモーションへの地方自治体の関与は、文化観光の取

り組みに関して特に重要であるとした。なぜなら、自然環境や物理的環境に依存する観光商

品と比較して、文化観光は、特定の地域の文化的背景に馴染みのない観光客にプロモーショ

ンする際に、より多くの文脈情報と感受性を必要とするからである。この点では、日本の観

光資源も、伝統文化、宮中行事、芸道などの文化観光に関するものが多く、観光プロモーシ

ョンに対する地方自治体の関与は重要であろう。 

 SNS の存在が観光客の意識や行動に与える影響については、オンラインサーベイに基づ

く研究が行われている。たとえば、Joo et al. (2020) は、観光客の訪問意欲が上昇する要因

は雰囲気と個人の主観であることを明らかにしている。つまり、観光地の魅力を単に説明す

るのではなく、観光体験の共有を促進することが重要だという。また、SNS の利用と観光

体験の満足度の関係を検証した希少な論文である Chung et al. (2017) では、SNS を使用

する韓国人観光客を対象にオンラインアンケートを行い、SNS の使用と観光体験の満足度

の間に正の関係があることを明らかにしている。 

一方、日本においてはこうした公共部門が運用する SNS に関する実証研究は極めて限ら

れる。Park et al. (2016) のような SNS 利用と観光客の関係について客観的なデータを用

いて分析した研究はなく、アンケート調査に基づく分析や事例研究にとどまっている。 

アンケート調査に基づく分析では、SNS・イベント・口コミは、コミュニティ意識に正の

影響を及ぼすこと (三井・伊藤 2021)、住民の Facebook 使用頻度が高いほど当該自治体職

員への信頼と親近感が向上すること (伊藤 2014) が明らかになっており、自治体の SNS 利

用が住民の信頼度や市民参加に影響するという海外の知見 (Hartanto 2021) に整合的な結

果が得られている。 

事例研究においては、投稿内容の頻出単語を地方自治体間で比較分析することで、フォロ

ワー数を多く獲得するアカウントは、フォローや RT を応募条件とするキャンペーンを行

うことでフォロワーを獲得していること (柴田・野津 2023) を明らかにした研究や、自治

体の観光計画と、各自治体に関する Twitter 上の投稿の「話題」との間には隔たりがあるこ

と (谷口ほか 2014) が確認されている。  

このように先行研究においては市町村の SNS が地域の観光業に影響を及ぼすことが明ら

かになっているが、実際に SNS が開設された後で地域活性化、特に観光業に対する変化が

あるかは検証されていない。そこで本稿では、市町村の SNS の開設に注目し、開設前と開

設後でどのような影響が当該自治体にあるのかを、パネルデータにより分析する。 
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３．理論仮説 

 

ソーシャルメディアは、何百万人に瞬時にリーチできるコスト効率の高いマーケティン

グ手法である。また、地方自治体、観光代理店、業界パートナーなど、観光分野でビジネス

関係を築くことに関心のあるアクター同士を結び付けるハブを作成するためにも使用でき

るため (Park et al. 2016)、特に観光業との相乗効果が期待できる。実際、消費者の多くが

観光情報を入手する際に、SNS を利用している6。そのため、自治体が広報活動の一環とし

て SNS アカウントを開設して情報発信を行うと、消費者がその情報を参照するようになる。

そして魅力的であると感じれば、その自治体に行く可能性が高まる。加えて、その自治体が

SNS で話題になっていれば、その場合においても情報を参照する可能性が高まる。つまり、

非居住自治体が SNS を開設し、SNS での広報の取り組み度合いを高めるほど、その広報活

動により該当自治体の知名度や好感度が上昇する。知名度や好感度の上昇に伴い、今までそ

の町を知らなかった人の観光に対する動機が強まり、観光客数が増加する。このようなメカ

ニズムから導かれる仮説は、以下の通りである。 

 

仮説１ 市町村が SNS を開設すると、観光入込客数増加率が開設前よりも上昇する。 

 

また、広報活動は、人口流入に貢献し地域活性化に与える影響は大きいとされている。千

葉県流山市は「母になるなら、流山市」、「都心から一番近い森のまち」等のキャッチフレー

ズを発信し、ＪＲ・メトロ・小田急線の計 16 箇所の首都圏駅で大型ポスターを掲示した7。

このような認知度を向上させる取り組みが功を奏し、10 年間で人口が約 4.2 万人増え合計

特殊出生率は全国平均以上になったという8。つまり、自治体の魅力や取り組みを発信する

ことで、潜在的な移住希望者に情報が届き、認知度が向上する。加えて、広報活動により地

域のブランドイメージを向上させることも可能である。特に SNS はこうした効果をさらに

高めると考えられる。例えば SNS ではターゲティング広告を使うことで、ターゲット層を

絞り込むことで、より効果的な情報発信が可能である。また、魅力的なコンテンツはユーザ

ーによる共有を通じて大きな拡散が期待できるため、従来の広報よりも拡散性が大きい。こ

のようなメカニズムから導かれる仮説は、以下の通りである。 

 

仮説２ 市町村が SNS を開設すると、流入人口増加率が開設前よりも上昇する。 

 
6 非居住自治体の情報を参照するとき際の理由として「観光・レクリエーションの行く先を

検討するとき」、「新聞やニュースでとりあげられているとき」、「公共施設の所在地を調べる

とき」が、約 3 割と一番多く、「SNS で話題になっているとき」も約 2 割を占めている (地

方自治機構 2023)。 
7 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000021614.html (2024 年 11 月 16 日)。 
8 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/appeal/1003878/1003882.html (2024 年 11 月 16

日)。 



170 

 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、2010 年から 2022 年の千葉県市町村の観光入込客数

と流入人口のパネルデータを構築した。具体的には、千葉県市町村により調査され、千葉県

が集計した『千葉県観光入込調査報告書』に基づく観光入込客数のパネルデータと『都道府

県・市区町村のすがた (社会・人口統計体系)』に基づく千葉県市町村別転入者数 (日本人移

動者) のパネルデータを構築した。仮説 1 の検証では観光入込客数データを、仮説 2 の検証

では転入者数データを用いる。 

 千葉県は「市町村広報広聴活動に関する調査」を昭和 45 年から県内の各市町村広報広聴

担当課に依頼し毎年実施しており、各市町村の SNS の開設有無、またそのフォロワー数が

確認できる。このような市町村運営 SNS に関して毎年調査を行っている都道府県は管見の

限り他にない。さらに観光入込客数に関しても毎年市町村が調査を行っており県が集計公

表しているため、市町村別のパネルデータを構築できる。以上から、本稿では市町村運営

SNS 開設の効果を、千葉県内市町村を分析対象として検証する。 

まず、本稿の分析に用いる従属変数は、観光入込客数から前年度観光入込客数を引いた観

光入込客数増加数を前年度観光入込客数で除した観光入込客数増加率と、転入者数から前

年度転入者数を引いた転入者増加数を前年度転入者数で除した流入人口増加率である。 

 次に、理論的に関心のある独立変数として、市町村運営 SNS 開設ダミーを用いる。具体

的には、各市町村が SNS を開設する前を 0、開設後を 1 とするダミー変数を作成した。本

稿では先行研究で多く取り上げられ、観光マーケティングに効果があるとされている

9Facebook と Instagram を対象とする。 

表 1 は、上記の変数群の変数説明であり、表 2 はその記述統計である。 

 

４－２．推定方法 

 

上記のように、観光入込客数増加率、流入人口増加率を従属変数とし、市町村運営

Facebook 開設の有無、市町村運営 Instagram 開設の有無を独立変数として、市町村・年度

の固定効果を統制した固定効果モデルに基づくパネルデータ分析を行った。 

 
9 インドネシアの北スマトラ州メダン市観光局が使用する各プラットフォームのデジタル 

メディアの有効性を調査した研究で、Instagram は観光マーケティングに非常に効果的で

あり、YouTube、Facebook、Web サイトは効果的であるが、Twitter とアプリケーション

は効果的ではないという結果が示されている (Yanti et al. 2023)。 
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表１ 変数説明 

 

 

表２ 記述統計 

 

 

 また、分析対象として 13 年分のパネルデータを使用しているが観光入込客数に関しては

2012 年度分のデータが公開されていなかったため 12 年分のパネルデータとなっている。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．市町村ＳＮＳ開設の効果 

 

表 3 は、市町村運営 SNS 開設と観光入込客数増加率、流入人口増加率に関するパネルデ

ータ分析である。Model 1・2 では観光客、Model 3・4 では流入人口に対する効果を検証し

た。Model 1 では、10%水準ではあるが統計的に有意な正の効果を得られ、Facebook 開設

の有無が観光入込客数増加率に正の影響を与えていることが確認できた。これは仮説 1 に

整合的な結果である。また、Park et al. (2016) の地方自治体による SNS の活用が地域外

に住む潜在的な観光客にも有益であるという主張とも整合的な結果である。一方、流入人口

増加率に対しては、市町村の SNS アカウントの開設は統計的に有意な関連がなかった。市 

変数名 変数説明 出典

観光入込客数増加率 (観光入込客数-前年度観光入込客数)÷前年
度観光入込客数

「都道府県・市区町村の
すがた (社会・人口統計
体系)」

流入人口増加率 (転入者数- 前年度転入者数)÷前年度転入
者数

「千葉県観光入込調査報
告書」

市町村Facebookダミー 市町村運営Facebookを開設した自治体を1と

したダミー変数

「市町村広報広聴活動に
関する調査結果」

市町村Instagramダミー 市町村運営Instagramを開設した自治体を1

としたダミー変数

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

観光入込客数増加率 542 1.0227 0.4684 0.0886 9.1019

流入人口増加率 648 0.9885 0.0949 0.6119 1.5225

市町村Facebookダミー 702 0.3761 0.4847 0 1

市町村Instagramダミー 702 0.1624 0.3691 0 1

市町村Facebookダミー (フォロワー1,000人以上) 702 0.3889 0.4878 0 1

市町村Instagramダミー (フォロワー1,000人以上) 702 0.3889 0.4878 0 1

Facebookフォロワー数 702 1314.8333 1998.1997 0 10237

Instagramフォロワー数 702 1408.0185 2687.0260 0 14847
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表３ 市町村ＳＮＳ開設の効果 

 

 

町村 SNS の開設がその地域に移住する動機にまではつながらないことが考えられる。また、

修正済み決定係数が低くモデルの説明力が限られている可能性がある。 

 

５－２．追加分析  

 

前項の分析では、市町村の SNS アカウントは観光入込客数に弱い正の相関があるものの、

観光・人口流入ともにほとんど大きな影響がないことが明らかになった。そもそも自治体が

開設する SNS はフォロワー数という意味で、どの程度意味のある運用が行われているのだ

ろうか。表 4 は千葉県市町村の Facebook フォロワー数の分布であり、表 5 は千葉県市町村

の Instagram フォロワー数の分布である。表からは、どちらの SNS のアカウントも半分程

度の市町村のフォロワー数が 2,000 人以下であることがわかる。Facebook のフォロワー数

に関しては、1,000 人未満が 9 自治体、1,000 人以上 2,000 人未満が 7 団体、2,000 人以上

が 14 団体であった。Instagram のフォロワー数に関しては、1,000 人未満が 9 自治体、

1,000 人以上 2,000 人未満が 11 団体、2,000 人以上が 10 団体であった。ここで注目したい

のは、フォロワー数が 1,000 人未満の自治体には、極めてフォロワー数が少ない自治体が含

まれることである。例えば、令和 3 年度時点で、Facebook においてはフォロワー数が 57

人の芝山町や 226 人の栄町といった自治体があり、Instagram においては、フォロワー数

が 220 人の御宿町や 210 人の匝瑳市といった自治体が存在する。こうした自治体はフォロ

ワー数が少ないなど、単にマーケティングに消極的というだけでなく、SNS のフォロワー

数の拡大などに力を入れている自治体が少ないと推察できる。ただフォロワー数を獲得す

ることで、情報発信力の強化、認知度の向上、アルゴリズムによる波及効果等のメリットを

享受することができる。 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

市町村Facebookダミー 0.0583 † 0.0047

(0.0343) (0.0096)

市町村Instagramダミー 0.0155 0.0028

(0.0270) (0.0079)

時間効果 YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES

調整済みR
2 0.2207 0.2198 0.0618 0.0617

N 542 542 648 648

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は市町村ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数

観光入込客数増加率 流入人口増加率
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そこでフォロワー数 1,000 人未満の自治体の SNS は観光や人口流入に影響を及ぼしてい

るとは考えにくい10ため、フォロワー数が 1,000 人以上である自治体にサンプルを限定した

追加分析を行う。フォロワー数を一定程度獲得している自治体は仮説 1・2 の効果を高める

ことが期待できる。 

ここで千葉県総合企画部報道広報課戦略広報推進室が作成している令和 3 年度『市町村

広報広聴活動に関する調査結果』に記載がある令和 3 年度時点での市町村の SNS のフォロ

ワー数に依拠し、市町村の単年度 SNS フォロワー数データを作成し、1,000 人以上ダミー

を作成した。これを用いて、フォロワー数が 1,000 人以上の自治体に限定して再度パネルデ

ータ分析を行った。なお、いくつかの市町村において SNS を運用しているが『市町村広報

広聴活動に関する調査結果』にフォロワー数を報告していない自治体があった。そのような

自治体においては 2024 年 10 月 29 日時点でのフォロワー数を便宜的に採用した。 

表 6 が Facebook と Instagram のフォロワー数が 1,000 人以上の SNS を持っている市町

村のみ、開設後を 1、開設前を 0 としたダミー変数を用いた分析の結果である。Facebook

開設の有無と観光入込客数増加率の関係に関して 5%水準で統計的に有意な正の効果が見

られ、仮説 1 に整合的な結果となった。また、それらの効果はフォロワー数が多い自治体で

より強まることが明らかになった。ただ、表 3 で統計的に有意な結果を得ることができな

かった Model に関しては同様に統計的に有意でない。 

 

表４ 千葉県市町村のＦａｃｅｂｏｏｋフォロワー数の分布 

 

 
10 そもそも日本の自治体は、マーケティングをあまり重視していないという指摘があるが

(地方自治研究機構 2023)、当該自治体にはこうした指摘が該当すると考えられる。 



174 

 

表５ 千葉県市町村のＩｎｓｔａｇｒａｍフォロワー数の分布 

 

 

表６ フォロワー数１,０００人以上の市町村ＳＮＳ開設の効果 

 

 

５－３．事例研究 

 

前述の定量的な結果を踏まえた上で、実際に市町村の SNS 運用が成功している自治体の

事例研究を行う。本稿では、2024 年 11 月現在、人口約 3.2 万人を上回る 3.8 万人のフォロ

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

市町村Facebookダミー 0.0652 * 0.0140

(フォロワー1,000人以上) (0.0310) (0.0112)

市町村Instagramダミー 0.0441 0.0067

(フォロワー1,000人以上) (0.0619) (0.0139)

時間効果 YES YES YES YES

個体効果 YES YES YES YES

調整済みR
2 0.4383 0.5506 0.1177 0.0971

N 210 210 252 252

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は市町村ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数

観光入込客数増加率 流入人口増加率
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ワーを抱えている11神奈川県葉山町公式 Instagram の事例を取り上げる。葉山町は、鉄道

の駅や大型商業施設などが無く利便性が高いとは言えず、若者からの認知度が低いこと、ま

た人口の社会減が自治体としての課題となっていた12。そこで葉山町は 2015 年に葉山町公

式アカウント@hayama_official を立ち上げ運用を開始した。人口減少という課題に対し、

移住・定住促進という明確な目的を設定し、ターゲットを「暮らす場所をこれから探す若い

女性」に絞った運用13は高く評価され、2016 年の全国広報コンクール企画部門で入選して

いる14。実際に Instagram のアカウントを開設した 2015 年度に人口の社会増減が大きくプ

ラスに転じ、以降も社会増が続いている15。そこで本稿では、公式アカウントの運用を行っ

ている政策財政部政策課秘書広報係への複数のインタビュー記事をもとに、なぜ葉山町で

は SNS 運用が成功し、地域活性化につながっているのかを分析する。 

1 点目の特徴は、独自のハッシュタグの作成である。葉山町では担当者が撮影した写真を

投稿するだけでなく、独自のハッシュタグ「#葉山歩き」を設けて、他のユーザーの投稿を

促している16。運用を担当している宮﨑は「葉山町には鉄道駅がない。バスの運行本数も多

くはないので、葉山で生活すれば歩くことは避けられないし、歩くことへの抵抗感もなくな

る。また、細い小道の先に海が望める景色など、歩く速度と目線でこそ見つけられる魅力が

ある」17と述べ、歩いてもらうことでより町の魅力を感じてもらい、その写真を発信しても

らう工夫をハッシュタグの名前にも凝らしている。葉山町の公式 Instagram には 2024 年

11 月時点で 1,671 件の投稿があるが、「#葉山歩き」を付けた一般のユーザーによる投稿は

約 14 万件である。一般ユーザーにも投稿を促すことで、波及的な広報活動を実現させてい

る。 

2 点目は自治体の SNS に対する積極性である。葉山町では 2015 年から 2019 年にかけ

て庁舎などでフォロワーを対象にした写真講座や撮影会を開くオフ会18を開催したことが

 
11  自治体の公式アカウントとしては異例の数値である。そもそも、日本の市町村で

Instagram のフォロワー数が 1 万人を超えている自治体は 25 団体しかなく、葉山町は全国

で 3 番目に多いフォロワー数を獲得している。https://note.com/tsuzucle/n/n636bc8c13f7c 

(2024 年 11 月 16 日)。 
12 https://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/report/rep_shizuoka39/07/0705_re/ (2024 年 11

月 16 日)。 
13 https://www.advertimes.com/20241105/article478618/ (2024 年 11 月 16 日)。 
14 https://www.koho.or.jp/contest/zenkoku/2016_result.html (2024 年 11 月 16 日)。 
15 https://project.Nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/434167/041800105/ (2024 年 10 月 30 日)。

社会増とは転入者数から転出者数を引いた値であり、葉山町は 2015 年から 2024 年までの

近年 10 年間で社会増であった。 
16 https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/434167/041800105/?P=1#02 (2024 年 11 月

16 日)。 
17 https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/434167/041800105/?P=1#02 (2024 年 11 月

16 日)。 
18 オフ会とは、インターネット上で知り合った人たちが実際に会って集まることである。

なお自治体の取り組みとしてのオフ会は当時全国初と謳われた。https://www.jichiro.gr.jp/ 

Jichiken_kako/report/rep_shizuoka39/07/0705_re/ (2024 年 11 月 16 日)。 



176 

 

ある。パネルディスカッションやグループワークを通じてフォロワーのニーズを把握し、投

稿のキャプションを「タメ口化」したところ、これがいいね！数やフォロワー数の増加に繋

がった19。こうした主体的に利用者の声を聴く取り組みにより、適切な改善が可能になり、

より現状に即した運用が可能になっている。さらに、職員がインスタグラムの解析機能を使

用しニーズを探り、多くの新規フォローにつながった投稿を把握し投稿の改善に日々努め

ている20。 

これらの特徴により、波及的な広報活動とより現状に即した運用が可能になり、移住・定

住促進という目的を達成したと推察できる。以上の神奈川県葉山町の事例から、地域活性化

のためには SNS を開設するだけでなく、その運用方法についても工夫が必要であることが

わかる。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、2010 年から 2022 年までの観光入込客数と人口流入の千葉県市町村別のパネ

ルデータを用いて、市町村運営 SNS の開設が観光客と流入人口増加に与える影響を明らか

にしてきた。本稿の分析結果からは、第一に、Facebook 開設有無が観光入込客数増加率に

与える影響に関して正の傾向があることがわかった。加えて 1,000 人以上のフォロワー数

を獲得している場合には、そのような正の影響がより強まることが確認できた。 

一方で、第二に、市町村 SNS の開設に伴う効果は限定的であることが分かった。つまり

SNS の開設自体に効果があるのではなく、実際の SNS 運用の内容や頻度によって効果が表

れている可能性がある。実際に、事例研究では SNS のアカウント開設以降、人口の社会増

減が大きくプラスに転じた自治体において、他の自治体では行われていない工夫された運

用が行われていたことが確認できた。 

本稿に残された課題として、千葉県市町村での分析にとどまっており全国規模で市町村

の SNS にどのような効果があるのかについては検証できていない点がある。また、

Facebook と Instagram の開設のみに焦点を当てた研究であることが指摘できる。さらなる

研究として、他の SNS、フォロワー数、投稿数を含むより大規模なデータセットや複数県

のデータを扱った分析が必要だろう。たとえば観光産業が主要産業である都道府県であれ

ば、市町村の SNS の効果は更に重要になる可能性が考えられる。この点については今後の

研究課題である。 

本稿の結果を踏まえると、Chung et al. (2017) でも指摘されているように21、市町村が

 
19 https://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/report/rep_shizuoka39/07/0705_re/ (2024 年 11

月 16 日)。 
20 https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/434167/041800105/?P=2 (2024 年 11 月 16

日)。 
21 観光体験の満足度を共有することで SNS の活性化が促進されるため、SNS 管理者は観
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観光分野に特化した SNS 運用を行うことで、観光入込客数が増加し、地域経済の活性化、

地方創生に繋がるものと期待される。例えば事例研究でも取り上げた、Instagram におい

てハッシュタグをつけてその町の写真を投稿するキャンペーンなどの施策である22。また、

そもそも SNS のフォロワー数が少なく、更新が滞っていて休止状態になっている自治体に

おいては定期的な更新とフォロワー数の獲得が必要である。こうした自治体の現状に即し

た運用施策が必要だろう。 
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第１３章 

 

拠点集中型コンパクトシティが地価に与える影響 

 

栗山 慧三 

 

 

要約 

 

本稿は、富山県富山市を事例に拠点集中型コンパクトシティ政策が地価に与える影響を

検証したものである。富山市は 2005 年の市町村合併を経て、2009 年に旧自治体の複数拠

点を考慮した拠点集中型のコンパクトシティ政策を策定した。コンパクトシティ政策が都

市に与えた影響については多くの研究が行われているが、このような拠点集中型コンパク

トシティ政策が異なる拠点に与える文脈依存的な影響は十分に指摘されていない。本稿で

は、富山市と他の中核市の地価データを対照させた上で、一般合成コントロール法による推

定を行い、拠点設定が地価に与える効果の地域間の異質性を明らかにした。分析結果からは、

旧富山市の拠点地域では政策開始後も地価上昇の効果は確認されず、拠点指定の効果が十

分発揮されていないことが示唆された。一方、合併で富山市に加わった地域では、拠点まで

の距離にかかわらず地価が上昇する傾向が見られた。この結果は、公共交通の整備や補助金

政策が旧富山市以外の地域に恩恵をもたらすものの、都市の中心部に人口や経済活動を集

約するという施策本来の目的が達成されていない可能性を示している。本稿は、過剰な拠点

の設定が都市の拡散を招く可能性があるという先行研究の指摘と整合的であり、コンパク

トシティ政策において拠点の数を適切に絞り込む必要性を実証的に浮き彫りにするもので

ある。 

 

 

１．はじめに 

 

コンパクトシティの概念は市民のアクセシビリティの向上を突き詰めた都市のモデルと

して Saaty and Datzig (1973) が提案したもので、経済や環境の面での有用性が見出され、

多方面から注目されている (海道 2007)。「コンパクトシティ」という語の定義は論者によ

って異なることも多いが、一般に、「①高密度で近接した開発形態、②公共交通機関でつな

がった市街地、③地域のサービスや職場までの移動の容易さ」という特徴を有する都市構造

を意味し、行政による立地適正化計画のもとで進められる1。 

 
1 https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h25/hakusho/h26/html/n1213000.html (2024年12

月 5 日)。 
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コンパクトシティ発祥の地である欧米では、都市を集約することで森を保護し、人の移動

距離を短くして温室効果ガス排出量を抑えるという環境保護の側面が強い (吉田 2013)。そ

のため、人口密度が上がるとその都市の中の交通に係る一人あたりのエネルギー消費量が

少なくなること (ニューマン＝ケンワージー・カーブ) が引き合いに出されることが多い2。 

一方、日本では、コンパクトシティは人口減少による税収減や人口密度の低下、スプロー

ル化による行政コストの増大に対応する方策として捉えられている。実際に、本稿で分析対

象とする富山県富山市の「立地適正化計画」においても、人口減少時代に「財政面及び経済

面において持続可能な都市経営をすることが大きな課題」であると明記されている3。この

ような課題の原因となる日本特有の事情として、他国に比べて圧倒的に速いスピードで進

む少子高齢化と、モータリゼーションにより都市がスプロール化してきた背景がある。 

この問題は全国各地で起きており、所轄官庁である国土交通省と政府の対応方針として、

2002 年に都市再生特別措置法を制定して、都市計画の改善に取り組んでいる。同法では「行

政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくり」の推進を目的とし、立地適

正化計画制度が創設された。これに基づいて市区町村が個別に都市計画を策定するように

なった。また、2014 年に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」にも都市の

コンパクト化の必要性は明記され、関係省庁が予算要求を行なっている。 

日本政府が推し進めるコンパクトシティ政策の大きな特徴の一つは、その都市の中で最

も栄えた地域 (中心拠点) のほかに、より小規模な拠点 (生活拠点) を複数用意し、拠点ご

とに人口・商業地の集約を目指す「拠点集中型」を基本線としていることである。本来のコ

ンパクトシティの前提には、一定の地域に人口が集中した方が経済活動を効率化できると

いう「集積の利益」の概念がある。それに基づくと、都市内に１つの中心地を定めて人口や

商業地を集約する「一極集中型」のまちづくりが理想的ではあるが、都市の面積を急激に縮

小することの現実的な困難さから、「拠点集中型」が採用されることが多い。実際に、国土

交通省が定める「国土のグラウンドデザイン 2050」では、「コンパクトシティ・プラス・ネ

ットワーク」を重点政策と位置付け、中心拠点と生活拠点とを利便性の高い公共交通機関が

結ぶ「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指すことが明記されている4。 

しかし、日本国内の事例に対しては、このような拠点集中型のコンパクトシティ政策は郊

外から中心部への人口の集約に成功していないという批判もある。第一に、コンパクトシテ

ィの成功事例として知られる富山県富山市についても、人口集中地区 (DID) 人口比率は中

核市のなかで 9 番目に低く、人口集中に成功しているとも言い難い。加えて、一世帯あたり

の自動車の保有台数は全国で 2 位であり、自動車に依存した市民のライフスタイルを変革

するものにはなっていないのが現状である。すなわち、コンパクトシティは欧米で目指され

 
2 ただし、消費者のエネルギー消費の決定要因はエネルギー価格であり、エネルギー価格が

都市の密度を変化させる可能性を考えると、因果関係ではなく相関関係であることに注意

が必要である。 
3 富山市役所. 2017.「富山市都市整備事業の概要」p.6. 
4 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_ccpn_000016.html (2024 年 11 月 30 日)。 
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るようなエコで自家用車を不要とする都市を実現できてはいないのである。第二に、拠点集

中型コンパクトシティ政策はむしろ都市の拡大化政策になりうる危険性を孕んでいる。こ

れは拠点集中型のコンパクトシティの本質的な問題でもある。現在の制度では、各市区町村

の都市計画マスタープランを決定するのは、各市区町村である。本来、都市計画の段階で過

剰な拠点設定が行われると、コンパクトシティ政策は本来開発の必要がない地域に投資を

する方便にもなってしまうことには注意が求められる。しかし、市区町村内のアクターは自

己の関連地域が拠点として設定されて集中投資の対象になることを望むため、そのような

関係者らに対して自治体が総花的に拠点の設定を行えば都市のコンパクト化は進まない。

実際に先行研究では、多くの都市において拠点設定が過剰であることが示されている (肥後

ほか 2014)。 

このようにコンパクトシティ政策の意義や問題については、すでに様々な論点が提起さ

れているが、コンパクトシティの効果については、いまだ研究上の課題も残されている。第

一に、計画段階の拠点の設定が適切かを問う視点は肥後ほか (2014) などを除き関心が少な

い。多くの先行研究では、都市のコンパクトさを DID への人口の集約度に着目して吟味す

るものや、自治体がコンパクト化を目指して行った施策の効果を測定するものなど、「拠点

へ集約すること」を主眼に置いてきた (佐保 1988)。しかし、先述した通り都市計画の段階

で過剰な拠点の設定が行われると、本来ならば費用対効果を考えると開発が不必要な地域

に投資をすることが既定路線になりやすく、その必要性が問われにくくなってしまう。拠点

がその地域の中心であるためには、中心の数は厳選されるべきであり、拠点としての機能を

果たせているかは定期的に検討されるべきである。そこで本稿では、「拠点に集約する」だ

けでなく、「拠点そのものの数を集約する」必要性に注目して、自治体の各拠点の効果の異

質性を検証する。 

第二に、先行研究でも特定の自治体に対してメッシュデータを用いた分析は行われてい

る (佐藤ほか 2020)。しかし、自治体内における各メッシュの文脈を遡って分析した研究は

限られる。特に、市町村合併による各拠点の異質性が重要である。富山市はいわゆる「平成

の大合併」の中で 2005 年に市町村合併を行った。平成の大合併は、1999 年から 2010 年ま

での 11 年間で全国の市町村数が 3,232 から 1,727 まで減少する大規模な改革であった。こ

のような市町村合併は、旧市町村区域の中心地が拠点として存続しやすく、拠点の集約とい

うコンパクトシティの目的の障壁になりやすい。本稿では、長期的な地価データを用いた上

で、市町村合併によって拠点が分散することの効果を推定する。 

本稿では、国土交通省不動産・建設経済局が公表する地価公示資料を基に、1984 年から

2024 年までの富山県富山市の公示地価のデータを分析した。地価に土地の魅力が包摂され

ると仮定するヘドニックアプローチに依拠することで、地価の変化を分析することで都市

機能の集約への影響を検証する5。分析では、富山市が 14 の拠点の策定を行った都市計画マ

 
5 ヘドニックアプローチとは、財やサービスが持つ特性の価値を価格に基づいて推定する手

法であり、地価の分析に広く用いられる。この手法では、土地の特性や周辺環境要因 (治安
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スタープランを公表した 2009 年のタイミングを施策開始年と設定した上で、2005 年の市

町村合併前の旧富山市域と旧富山市域外とに拠点を分けて、コンパクトシティ政策の拠点

と設定されることが地価に与える影響を、一般合成コントロール法を用いて推定した。分析

結果からは、旧富山市の拠点地域では施策開始後も地価上昇の効果は確認されず、拠点指定

がその地域の魅力度を向上させていないという示唆が得られた。一方で、富山市に加わった

地域については、拠点までの距離にかかわらず統計的に有意に地価が上昇していた。このよ

うな地域は現在の富山市のなかでは郊外に位置する拠点であるため、拠点集中型コンパク

トシティが郊外の魅力度を向上させるという、政策本来の意図とは逆の方向に作用してい

る可能性が確認された。 

続く第 2 節では、拠点集中型コンパクトシティ施策が地域に及ぼす影響を施策の効果・

課題の観点から、構造的に整理する。第 3 節では、先行研究に基づいて本稿の理論仮説を導

出する。次に、第 4 節では、データと分析手法を説明し、第 5 節で分析結果から施策の効果

を考察する。第 6 節では、本稿から示唆される拠点集中型コンパクトシティが効果を発揮

するための改善点について議論する。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．日本のコンパクトシティ政策の類型 

 

日本のコンパクトシティ政策は大きく「一極集中型」と「拠点集中型」に分類され、両者

を分けて分析することが必要である。前者は自治体が定めた中心市街地を中心として、同心

円状に都市の機能をレイアウトすることを目指す。前者は開発の限界の線引きを明確に行

うため、よりコンパクトな都市計画を策定しやすい。後者は都市の中に、小規模な中心地と

しての機能を備えた拠点を複数設定し、住民・事業者をそれらの拠点に向かって集約するこ

とを目指す。そのため、後者は前者に比べて都市の範囲が広範になりやすいという問題があ

る。理想的な意味でのコンパクトシティを実現するためには、一極集中型の都市構造を取っ

たほうがアクセシビリティの面でも環境の面でも良いことは自明である。しかし、実際には

既存の住民の住居を一極の拠点に強制的に移動させることは非現実的であり、この点が一

極集中型コンパクトシティの最大の問題である。基本的には、小規模多数の町の中心地区と

大規模な中心市街地を公共交通で結ぶほうが既存の都市構造を大幅に改変する必要がない

 

や景観など) という数値に置換しづらい情報を地価が包摂して変化し、地価が「その地点の

魅力度」を表すものであるという前提に基づいている。コンパクトシティ政策の効果を評価

する際には、交通利便性や商業施設へのアクセス性、緑地の有無といった都市特性が地価に

与える影響を検討することで、政策の効果を間接的に測定できる。ヘドニックアプローチを

用いることで、コンパクトシティ政策が地価の上昇や都市空間の改善に寄与しているかを

定量的に議論することが可能となる (唐渡 2016)。 
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ため、ゆるやかに都市の変革を促す「拠点集中型」が一般的である (饗庭 2015)。 

  一極集中型のコンパクトシティは事例が少ないが、代表例として青森県青森市が挙げら

れる。青森市が一極集中型を採用したのは、同市が豪雪地帯であり例年の降雪量で市の歳出

の 2%、大雪の年は 4%が道路の除雪のために使われていたため、都市の面積そのものを圧

縮したいという背景があった。その証拠に、青森市は 1999 年に、「市街地の拡大に伴う新

たな行財政需要の抑制」を基本理念の一つに掲げ、青森市都市計画マスタープランを策定し、

これに則って一極集中型コンパクトシティを目指した。青森市は都市構造を「インナー・ミ

ッド・アウター」に区分し、アウターエリアのこれ以降の開発を認めなかった点で強い規制

的手法が用いられていた。このような特徴を持つ青森市について、先行研究では人口の集約

に対する有効性が確認されていない。250m メッシュ別の詳細な分析では、ミッド・アウタ

ーエリアの人口減少は確認されたが、青森市全体の人口減少要因に支えられる部分が大き

く、コンパクトシティ政策が各地域の構成比を変えるほどには寄与していないとされる (大

橋・石坂 2009)。 

 

２－２．拠点集中型コンパクトシティの事例研究：富山県富山市 

 

コンパクトシティの類型のうち、拠点集中型のコンパクトシティを行なった自治体の代

表例として富山県富山市があげられる。富山市は全国に先駆けてコンパクトシティ化に取

り組み始めた事例であり、そのような施策の歩みの途中で市町村合併を経験したという点

で特筆すべき特徴がある。 

富山市がコンパクトシティ政策を開始した背景は、日本の地方部において一般的に見ら

れる人口減少に加えて、郊外に戸建て住宅を建てる市民が多く市街地が低密度化したこと

である6。実際に、2015 年の国勢調査では DID 内の人口密度は 47 都道府県の中で最も低か

った。これらの問題により、都市管理にかかる行政コストが割高になっていたことが施策開

始の出発点となった。 

2003 年に富山市は中心市街地活性化基本計画を策定し、コンパクトシティ化への歩みを

進めてきた。合併以前の旧富山市は 1999 年から中心市街地活性化推進室の設置などコンパ

クトシティの前身となる都市の集約を模索し、2002 年 2 月の森市長初就任を機に本格的に

コンパクトシティ化へと取り組んできた。コンパクトシティ政策の実施過程で、富山市は施

策開始後の 2005 年に市町村合併を経験した。富山市は都市としての面積自体が施策の途中

で倍増したため、合併はそれ以降の施策に影響を与えた。現在の富山市は旧富山市、上新川

郡大沢野町、大山町、婦負郡八尾町、婦中町、山田村、細入村の 7 市町村が合併することで

発足した。合併後の拠点の選定について、富山市では 2008 年 3 月に 14 の拠点を選定した。

 
6 市街地の低密度化の背景には、富山平野が平坦なことから居住地域が拡大しやすいことや、

道路の整備環境が良いことや住民の戸建て志向が強いためにスプロール化しやすい環境で

あったことが指摘されている。富山市役所. 2017.「富山市都市整備事業の概要」p.6. 



184 

 

この拠点は、合併前に旧富山市以外だった地域にも満遍なく振り分けられ、拠点集中型コン

パクトシティとしての特徴が読み取れる。このような拠点の設定の仕方について、拠点とし

ての実体の有無について調査した研究もある。肥後ほか (2014) は、都市サービス施設の集

積度合いに注目した上で、過剰な拠点設定を行い、施策の実体が不十分な都市には、メガロ

ポリス (東京・名古屋・大阪) 周辺の都市や富山市のように市町村合併を経て市域を拡大し

た都市が多いことを指摘している (肥後ほか 2014)。その意味では、市区町村合併を経験し

た富山市を事例に、拠点集中型のコンパクトシティの効果を地価の観点から確認すること

は研究上の意義があると思われる。 

富山市は、拠点集中型コンパクトシティ実現のため、公共交通機関の充実と、公共交通の

結節点の近隣を居住推進地区として設定し、人口を誘導してきたことが特徴的である。富山

市はまちづくりの理念として、「鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に

居住、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることによる、公共交通を軸とした拠

点集中型のコンパクトなまちづくり」を掲げている7。これは地方都市のなかでは比較的鉄

軌道網が充実している優位性を活かし、さらに公共交通を充実させる施策である。具体的に

は、富山市の中心部における「富山ライトレール」の整備や、富山市郊外における朝夕の時

間帯の鉄道の増便やパーク・アンド・ライド駐車場の整備を行い、自動車から鉄道へと移動

手段の転換を促してきた8。また、居住推進地区への人口の誘導について、富山市は開発規

制ではなく補助金の活用による誘導的手法を採った。たとえば、富山市の定めた居住推進区

域に一定水準以上の住宅を購入することで、50 万円の補助が個人向けに支払われる9。事業

者向けにも、スーパーマーケットの開業について最大で初期費用の 50%の補助がされるな

ど、補助金によって自発的な市民の移住や開業を促している。 

これらの、公共交通の充実と補助金による人口の誘導の施策の効果については、先行研究

でも関心が寄せられてきた。まず、住民の居住意向の調査では、地域の選択について、全般

的に「まちなか」での居住意向が強く、「郊外」での居住を希望するのは男性高齢者のみで

あることが明らかになっている (田村ほか 2016)。そのため、充実した公共交通で市街地と

居住地を結ぶよう整備していくことは住民のニーズに即した施策であると考えられる。 

一方、住民を各拠点に集約する際には郊外の住民一人ひとりの住み替えが必要になる。こ

のような住み替えはコンパクトシティ実現の難所であり、住み替えを阻害する要因も指摘

されている。ランダムサンプリングによって選ばれた群馬県前橋市の住民を対象にしたア

ンケート (N = 9,720) では、若い世代では費用面、高齢世代では売買機会の少なさが特に

大きな障壁であることが明らかになった。しかし、これらの要因について、居住費用補助や

 
7 富山市役所. 2017.「富山市都市整備事業の概要」p.4. 
8「パーク・アンド・ライド」とは、主に郊外において、最寄りの駅まで自動車で行き、駅

から目的地までは公共交通機関で移動すること。https://www.city.toyama.lg.jp/ (2024 年 11

月 30 日)。 
9 富山市の「まちなか住宅取得支援事業」による補助金。https://www.city.toyama.lg.jp 

/kurashi/sumai/1010267/1010268/1011326/1006634.html (2024 年 12 月 5 日)。 
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高齢者向け住宅の整備といった居住誘導施策を行うことは、潜在的な住み替えニーズの顕

在化に効果的であることが示されている (古澤ほか 2002)。 

公共交通の充実に関する施策について、拠点型コンパクトシティ政策開始以降に富山市

の狙い通りに各鉄道駅近辺に人口や事業者が集中する動きが見られた。実際に、国勢調査と

都市計画基礎調査によるクラスター分析を用いた先行研究では、施策の開始以降、市内の各

鉄道駅から 500m 圏内域の人口密度や生活利便施設の充実度が向上したことが明らかにな

っている (坂本ほか 2021)。これは、鉄道の利便性が向上したことを示唆し、自動車依存社

会からの脱却の足掛かりになっているとも考えられる。住民の移動手段と居住地域との関

係について、自動車利用傾向が弱い個人は自治体が定める居住誘導区域を居住地に選ぶ傾

向が強いことは、群馬県高崎市などの他の地域の事例からも示されている (藤井 2008)。そ

のため、個人が自動車を手放すことと、鉄道駅近くへ移住することは同時的な関係を生み、

コンパクトシティ形成に大きく寄与すると考えられる。 

一方、住民と事業者に対する補助金事業を通じた人口誘導的な手法については、アンケー

ト調査上、事業開始から 14 年経過後の時点でも人口誘導に統計的に有意な効果をもたらし

ていないという指摘もある (佐藤ほか 2020)。 

このように先行研究では、富山市の人口誘導政策の効果について相反する主張がある。し

かし、先行研究では、市民向け・事業者向け双方の補助金事業のみを人口誘導政策の分析対

象としているため、公共交通機関が充実することや、商業施設の集積によってまちの魅力度

が向上し、市民が自発的に移住する効果には十分な関心が向けられていない。また、拠点へ

の集積効果を検証する研究では、拠点周辺への住民・事業者の集中度合いしか測定されてお

らず、拠点同士の比較や、拠点以外の市内全体への施策の効果は確認されていない。 

そこで本稿では、コンパクトシティ政策にかかわる各種政策の効果を包含して表すこと

のできる指標として地価を採用した上で、各拠点を市町村合併前の富山市の範囲と旧富山

市以外の範囲に二分し、拠点の中心地点から 1km 以内の地点と 1km 以上の地点に分けて

計 4 パターンの処置効果の推定を行った。次節では、拠点ごとに住民・事業者を集めること

の効果と、公共交通を充実させることの効果について、地価をアウトカムとした仮説を導出

する。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．拠点集中型コンパクトシティの効果 

 

自治体がコンパクトシティの拠点として、商業施設や役所、病院など生活に必要な施設が

全て揃った地域を整備することは、その地域の土地への需要を高める。実際に、居住意向に

関する先行研究では、そのような生活利便施設が居住地を選ぶ要因となることが示されて
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いる (田村ほか 2016)。 

また、居住意向について補助金事業の面から分析した研究では、居住推進区域へと移住す

る人に向けて自治体が補助金を提供することは、居住推進区域の魅力を相対的に高めると

いう。移住の意向がある住民を対象に熊本県熊本市で行われた SP 調査では、移住への補助

金は使途が限定されているからといってその価値が額面よりも割引されて移住者に捉えら

れることはなく、移住者は補助金の額面の分だけ家賃や住宅購入価格が低くなったと考え

ることが明らかになった (奈須ほか 2017)。これは居住推進区域の住宅は補助金分「割安」

に捉えられるということであり、市民一人ひとりが経済的合理性に基づく選択をすれば居

住地の集約が達成される可能性を示唆している。 

さらに、コンパクトシティ化政策に付随する事業者向けの補助金事業について、富山市の

指定地域内の新規の開業に対し、たとえばスーパーマーケットの開業に 1 億円を限度額と

して施設整備費の 2 分の 1 の補助金が支給される10。このような施策が自治体の定める拠点

周辺に生活利便施設の立地を促すならば、田村ほか (2016) が指摘したように住民が拠点周

辺に移住する引き金になると考えられる。そのような地域は奈須ほか (2017) が示すように

他の地域に比べ住民にとって割安で住民が集住しているため、事業者からすれば商圏の充

実度が高い新規開業に適した地域となる。 

このように、生活環境・事業環境が充実している居住推進区域に移動することのメリット

は、住民・事業者の双方にとって単に補助金を受け取り費用を抑えられる以上の効果がある

だろう。上記のプロセスを通じて、住民・事業者の居住推進区域への集約が進めば、土地の

需要の増大、周辺環境の利便性・魅力の向上によって、地価の上昇をもたらすだろう。よっ

て、観察可能な含意として、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説１ 拠点集中型コンパクトシティが拠点近隣に住民・事業者を集約する効果がある

ならば、拠点から 1km 以内の地点において地価が上昇する。 

 

３－２．公共交通の整備の効果 

 

自治体による増便などの公共交通機関の充実化により、拠点間の移動にかかる時間は短

縮される。そのため、中心市街地付近に住まなくとも、郊外の拠点から通勤・通学をするこ

とが容易になるため、郊外の拠点の住宅需要を押し上げるだろう。これは郊外の人気を高め

るものであり、コンパクトシティが本来目指す「高密度な都市空間」と逆行して都市が拡大

していく現象である。 

この危険性は肥後ほか (2014) によって指摘されており、自治体が定量的な指標を用いる

ことなく拠点設定を恣意的に行える制度を導入することは都市の拡大に繋がりかねない。

 
10 富山市都市機能立地促進事業補助金による助成。https://www.city.toyama.lg.jp/shisei 

/machizukuri/1015125/1015133/1006127.html (2024 年 12 月 2 日)。 
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特に、郊外通勤鉄道が発達した大都市圏周辺の都市と、富山市のような市町村合併によって

市域を拡大させた都市に、過剰な拠点設定の傾向が顕著に見られることが明らかになって

いる11。 

この理由について、自治体が都市計画マスタープランを策定する段階で、本来拠点として

設定する必要のないような地域にも拠点を設定する結果、拠点集中型コンパクトシティと

いうコンセプトが都市の拡大を後押しする政策となっている可能性がある。具体的には、富

山市が行ったパーク・アンド・ライド事業などの交通政策は自動車の利便性を向上させる方

向にも働き、郊外の拠点を「電車でも自動車でも便利で割安の住宅地」にし、郊外へのスプ

ロール化が起きた可能性がある。 

スプロール化現象が起きる都市の特徴として、自動車依存社会であることや都心部の地

価上昇によって農村部の土地利用が居住用に変化することなどが挙げられている 

(Mouratidis 2018)。自動車への依存に関しては、富山市は全国のなかでも突出して自動車

保有率が高く、コンパクトシティ策定当初から課題として挙げられているものの、いまだ解

決できていない。富山市の世帯あたりの乗用車保有台数は 2023 年度の時点で 1.65 台であ

り、都道府県の単位で全国 1 位の福井県が 1.70 台であることからも富山市は自動車依存社

会から脱却できていないのが実情である12。 

都市計画の段階で自治体が過剰な数の拠点を設定した場合、むしろ都市の拡散政策にな

る危険性がある。郊外の拠点の需要が高まることは、地価に反映されるだろう。具体的には、

以下の仮説が導出できる。 

 

仮説２ 拠点集中型コンパクトシティで拠点の設定が過剰に行われているならば、旧

富山市よりも旧富山市以外の拠点の近隣地域の方が地価の上昇が大きい。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、拠点集中型コンパクトシティを実施した富山県富山

市の地価公示地点ごとの地価公示価格を分析対象とした。富山市は 2009 年に都市計画マス

タープランを策定し、拠点として設定した地点の近辺への人口の誘導を図るとともに、鉄道

の増便等を通して利便性の向上に取り組んできた。富山市は 2003 年に中心市街地活性化基

 
11 肥後ほか (2014) の研究では、都市計画を策定する段階で、関係者の間で地域間の公平性

への配慮から、抜本的な都市の改革が難しいことのみをこの問題の理由として指摘してい

る。実際に、市町村合併で旧富山市に吸収された上新川郡大沢野町、大山町、婦負郡八尾町、

婦中町、山田村、細入村の合併前の市域に必ず一つは拠点が設定されている。 
12 一般財団法人自動車検査登録情報協会「自動車保有車両数月報 2023 年 4 月版」。 
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本計画を策定したため、2003 年を政策開始年度とみなす先行研究も多い。しかし、2005 年

の市町村合併で市域が大幅に拡大したことと、2009 年策定の拠点の中には合併で富山市に

取り込まれた地点も多く含まれることを考慮し、本稿では 2009 年を現在まで続く都市計画

の原型を定めた政策開始年度と設定し、その前後の地価の変化を分析した。 

上述の 2009 年策定の都市計画マスタープランでは、14 の拠点が選定された。拠点は「富

山中央 (富山駅周辺)・富山北部 (東岩瀬駅周辺)・和合・呉羽 (呉羽駅南)・富山西部 (富山

大学周辺)・富山南部 (南富山駅周辺)・富山東部 (不二越駅周辺)・水橋 (水橋駅周辺)・大沢

野 (笹津駅周辺)・大山 (上滝駅周辺)・八尾 (越中八尾駅周辺)・婦中 (速星駅周辺)・山田・

細入 (楡原駅周辺)」であり、既存の鉄道駅かつ周辺にはコミュニティセンターがある地点

が多い。これらの拠点への都市機能の集積の効果を検証するために、各地価公示地点から最

も近い拠点までの直線距離を両者の緯度・経度から R の geosphere パッケージを用いて計

算し、最短距離が 1km 以内を拠点「1km 区域内」と定義し、最短距離が 1km 以遠のエリ

アを「拠点 1km 区域外」と定義した。 

富山市に 88 地点ある地価公示地点を富山市役所が市町村合併の際に公表した「住所表示

一覧」と照合すると、15 地点は合併以前は旧富山市以外の地点であった。富山市が都市計

画マスタープランで過剰に拠点を設定することによって都市が拡大する影響を捉えるため

に、両者を分けてダミー変数化した。 

そのため、拠点までの距離が 1km 未満か、1km 以上かの分類と、市町村合併前の旧富山

市に含まれる地点であったか否かの分類で、計 4 種のダミー変数を設定した。これらの変

数を用いて、2009 年以降の地価公示地点の地価の変化を観察し、拠点型コンパクトシティ

政策の処置効果の推定を行った。 

政策の特性上、富山市全域が処置群となってしまい、富山市内では処置を受けない統制群

を設定できないため、他の中核市の地価公示価格のデータを富山市と同様に収集した。中核

市には富山市の他にもコンパクトシティ政策を行っている自治体が多いため、DID 人口比

率が富山市よりも低い市をコンパクトシティ化がなされていない自治体とみなし、統制群

として設定した。具体的には、「香川県高松市・島根県松江市・群馬県高崎市・群馬県前橋

市・鳥取県鳥取市・広島県福山市・愛知県豊田市」の 7 都市を選定した13。 

その上で、富山県富山市と統制群 7 都市の 1984 年から 2024 年までの公示地点地価のパ

ネルデータを構築した。 

表 1 は、変数群の記述統計である。誌面の都合からパネルデータ全体の結果のみを記載

している。従属変数は、仮説 1、仮説 2 ともに定点地価を自然対数化したものを用いる。独

立変数は仮説 1 では、「旧富山市・拠点 1km 区域内ダミー」、「旧富山市外・拠点 1km 区域

内ダミー」を用いて、仮説 2 では「旧富山市・拠点 1km 区域内ダミー」、「旧富山市・拠点

1km 区域外ダミー」「旧富山市外・拠点 1km 区域内ダミー」、「旧富山市外・拠点 1km 区域

外ダミー」を用いた。 

 
13 福島県いわき市は 2011 年の震災以降の人口減が大きいため、除外した。 
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表１ 記述統計 

 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、拠点型コンパクトシティの拠点として設定されることが地価に及

ぼす影響を検証する。そのために、一般合成コントロール法を用いて、コンパクトシティの

拠点として設定される前後の効果を推定する。この手法は、複数の統制群 (本稿では、コン

パクトシティを実施していない 7 都市内の各地点) の従属変数の値を加重平均して処置群

の反事実仮想となる「合成統制ユニット」を作成し、もし施策による介入がなかった場合の

処置群 (本稿では富山県富山市内の各地点) の地価を推定し、実際の地価との差をとること

で施策の効果を推定する手法である。この差の平均を、「処置群に対する平均処置効果 

(Average Treatment Effects on Treated)」と呼ぶ。 

この手法の優れた点は、処置前の処置群と統制群との間の従属変数の変化が同一である

という平行トレンド仮定に依拠することなく因果効果を推定できることである。 

本分析では、データの制約により全ての時点の地価データを採取できなかったサンプル

があったため、EM 法 (Expectation–Maximization algorithm) を用いて欠損データを補完

して分析を行なった。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．拠点集中型コンパクトシティが拠点の近隣の地価に与える影響 

 

一般合成コントロール法を用いて、2009 年の富山市都市計画マスタープランにおける拠

点選定が、拠点から 1km 以内の地域の地価に与える影響を推定した。2005 年の市町村合併

の影響も考慮するため、合併前に旧富山市であった地点と旧富山市外であった地点を分け

て分析している。図 1 は、2005 年 4 月の市町村合併前の旧富山市の区域内の拠点から、

1km以内の距離に存在する地点の地価に対する影響を推定した結果である。図1において、

実線は ATT の推定値を指し、灰色の帯は実線の ATT の 95%信頼区間を示している。図 1

では、2009 年の施策開始後に ATT の 95%信頼区間が常に Y 軸の 0 を跨いでおり、マスタ

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

地価 19945 174952.2387 403578.1821 2970 12400000

旧富山市・拠点1km区域内ダミー 19945 0.0185 0.1346 0 1

旧富山市・拠点1km区域外ダミー 19945 0.0367 0.1879 0 1

旧富山市外・拠点1km区域内ダミー 19945 0.0026 0.0505 0 1

旧富山市外・拠点1km区域内ダミー 19945 0.0087 0.0930 0 1



190 

 

ープラン策定は地価に有意な影響を与えていない。 

一方、図 2 の市町村合併前の旧富山市の区域外であった拠点から、1km 以内の距離に存

在する地点に対する影響の ATT では、5%水準で統計的に有意に地価が上昇する傾向が見ら

れた。 

すなわち、仮説 1 に部分的に反する結果となり、拠点から 1km 以内の地域で地価に上昇

傾向があるのは旧富山市外の郊外の拠点のみであった。このことから、拠点集中型コンパク

トシティは市町村合併を経験した都市の場合、郊外の拠点付近の地域の魅力を向上させる

が中心地の拠点付近の魅力を向上させることには寄与しないことがわかった。 

 

図１ 旧富山市内・拠点１ｋｍ以内の地点に対する平均処置効果 

 

 

図２ 旧富山市外・拠点１ｋｍ以内の地点に対する平均処置効果
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５－２．拠点集中型コンパクトシティが拠点の郊外の地価に与える影響 

 

図 3・図 4 では、市町村合併前に旧富山市と旧富山市外の拠点について拠点から 1km 以

上の地点における地価への影響を推定した。 

図 3 では、2009 年のマスタープラン策定後、ATT の 95%信頼区間がほとんどの期間で Y

軸の 0 を跨いでおり、マスタープラン策定は旧富山市で拠点から 1km 以上離れた地点の地

価に有意な影響を与えていないことがわかる。 

一方、図 4 では、ATT が正に傾き、95%信頼区間の下限が常に 0 を超えていることから、

旧富山市外で拠点から 1km 以上離れた地域の地価は 5%水準で統計的に有意に地価が上昇

していることがわかる。 

前項の分析結果と併せると、旧富山市の地域では、拠点からの距離にかかわらず地価に有

意な上昇傾向は見られないものの、旧富山市外の地域では拠点からの距離にかかわらず地

価が有意に上昇していることがわかった。これは、仮説 2 に整合的な結果であり、マスター

プランの計画段階から拠点の設定が過剰である可能性が示唆されている。 

肥後ほか (2014) によると、地域間でのバランスを取ることが実務では重視され、定量的

な指標に基づく拠点の策定は行われていないという。コンパクトシティの実施は行政だけ

でなく自治体の議会の可決も必要なことを考えると、コンパクトシティ政策によって極端

に不利益を被る関係者がいることは政策実施そのものを危うくしてしまうため、総花的な

政策になってしまっていると考えられる。 

 

図３ 旧富山市内・拠点１ｋｍ以上の地点に対する平均処置効果 
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図４ 旧富山市外・拠点１ｋｍ以上の地点に対する平均処置効果 

 

 

 

６．結論 

 

本稿では、富山県富山市における拠点集中型コンパクトシティが地価に与える影響を推

定することで、ヘドニックアプローチの観点からコンパクトシティ政策の効果を検証した。

富山市は 2003 年にコンパクトシティ政策の原型に取り組み始め、2005 年に周辺の町村と

の合併を経験した。その後、2009 年に拠点集中型コンパクトシティに舵を切る際、旧町村

区域も拠点を設定しながら、14 の拠点を策定した。本稿では、この拠点の策定が適切なも

のであったかという問題意識から、旧富山市と合併された地域を分けて施策の効果を推定

した。分析結果からは、第一に、旧富山市の拠点から 1km 以内ではコンパクトシティ政策

が地価の上昇に寄与しないことが明らかになった。これは、富山市の中心市街地の魅力が必

ずしも高まらなかったということを示している。 

また、第二に、2005 年に富山市に合併された地域は旧富山市からすれば郊外であるが、

そのような地域の地価は拠点からの距離にかかわらず施策開始以降上昇することが分かっ

た。拠点集中型コンパクトシティの方針に沿って行われる公共交通の充実や地域の拠点と

なる施設の整備、事業者への補助金などは、合併された郊外の地域に恩恵をもたらし、人口

の集約を進める政策にはならない可能性がある。これは、肥後ほか (2014) の指摘と整合的

で、コンパクトシティの計画段階で拠点の数を過剰に設定する場合や、自治体が各拠点の関

係者への配慮などから拠点を取捨選択しない場合、むしろ都市拡大の方向に機能する場合

があることを実証的に確認するものである。このような総花的な運用をする場合、コンパク

トシティは国の指針に従い都市運営の補助金を得るための方便となってしまう恐れがある

だろう。 
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本稿の分析結果からは、コンパクトシティ政策において都市の拠点の数そのものを集約

する施策が必要であることが示唆される。そのためには、広域的な視野での地域間の連携と、

不利益を被る住民への補償や理解の形成を前提としながら、拠点を厳選する姿勢が必要で

ある。 

実際に、ドイツ・ベルリンでは、コンパクトシティの拠点の数を 3 分の 1 に減らした事

例もある。ベルリン (市であり、単独で独立州である) とそれを取り囲むブランデンブルク

州は一体の地域とみなされることが多い。両者は 1996 年から共同計画事務所 (GL) を策定

し、広域な計画を一体で策定している。これ以前は、同州内の区域内に 4 段階の階層構造を

持つ 152 ヶ所の中心地が定められていた。このような都市設計は富山市と同じように自治

体合併によって州域が拡大することに応じて見直しが図られてきた。その結果、拠点の階層

は下位 2 階層を拠点指定から外すことで 2 階層に整理され、アクセシビリティの観点から

拠点までの時間距離が自動車で 30分以内の範囲内に人口 3万人以上を抱えることが拠点と

して指定を受ける要件となった。その結果、拠点の数は 54 ヶ所まで削減された (高見ほか 

2011)。 

拠点として設定されるか否かで開発の許可の範囲や補助金に大きな差があったことから、

拠点指定から外れた地域の担当者からの反発は大きかったようである14。このような反発を

招くことがあったとしても、交通政策や都市のデザインを大規模に変革することは、本質的

には優先順位をつけることである (Rode 2016)。コンパクトシティにおいて、拠点の設定を

行政がブラックボックスの中で決めるのではなく、ベルリンの市のように明確な基準を設

けて住民と積極的なコミュニケーションを取りながら拠点を選ぶことが必要だろう。ベル

リンのように数値で明確な基準を設けるなど「エビデンスに基づく政策立案」を都市計画の

策定段階にも取り入れる必要があると言える。 

最後に、本稿の分析にはいくつかの課題がある。まず、地価に影響を与える処置として、

都市計画マスタープランの効果のみに注目している点があげられる。分析対象期間中には、

2015 年 3 月に長野駅から金沢駅間の北陸新幹線が開業したことが富山駅周辺の地価に影響

を与えた可能性が考えられるが、そのような処置の効果を考慮できていない。そのため、本

稿の分析ではストロー現象が起きて金沢駅などに土地の需要が移動し、富山駅周辺の地価

を下げた可能性が無視されている。また、処置群の設定方法として、自治体が都市計画で拠

点と決めた地点からの直線距離でダミー化する方法にも問題がある。住民の移動のアクセ

シビリティは直線距離ではなく、移動にかかる時間を指す時間距離によって決まるからで

ある。今後の研究では、より多くの自治体を分析対象にすることで、新幹線の開業といった

地域固有のイベントの影響を統制しながら、時間距離をダミー化するなどしてより市民の

生活の実態に即した研究が望まれる。 

 

 

 
14 http://www.londonfirst.co.uk/documents/CSR_PBR_highlights.pdf (2024年12月3日)。 
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Urban Environment. W.H.Freeman & Co Ltd. 
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第１４章 

 

エリアマネジメントが地域環境に与える影響 

―イベントスタディ分析に基づく実証分析― 

 

日高 千広 

 

 

要約 

 

日本の各都市は、中心市街地の賑わいの喪失や遊休不動産の増加など、様々な地域課題を

抱えており、これらを解決し、エリアの価値を向上させる取り組みが一層求められている。

そこで近年、エリアマネジメントと呼ばれる、地域の価値を維持・向上させるための民間に

よる主体的な取り組みが注目を集めている。先行研究では、エリアマネジメント活動が商業

地の地価に正の影響を与えることが明らかになっているが、エリアマネジメント活動が地

価を上昇させるメカニズムを客観的指標の変化から捉えた研究は少ない。本稿は、官民一体

型のエリアマネジメント活動である「リノベーションまちづくり」の先進事例として知られ

る和歌山市を対象に、エリアマネジメント活動が地価や人口、経済等の様々な変数に与える

影響を、イベントスタディ分析を用いて検証した。分析結果からは、エリアマネジメント対

象範囲の地価が上昇していること、またそれに対応して、同対象地区の 20～39 歳人口が有

意に増加していることが明らかになった。「リノベーションまちづくり」における遊休不動

産を子供向け教育施設や子育て世帯向け住宅に利活用する取り組みが、子育て世代である

20～30 代の居住移転を促し、間接的に地価の上昇をもたらしていると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

日本が成長社会から成熟社会へ移行した1ことに伴い、各都市は中心市街地の賑わいの喪

失や遊休不動産の増加、地域経済の停滞など、様々な課題に直面している。一方で、財政の

逼迫や社会の多様化に伴い、行政のみで各都市の個別の課題に対応するのは困難になって

おり、民間による主体的な地域活性化の取り組みの推進が求められている。そこで近年注目

を集めているのが、エリアマネジメントと呼ばれる「地域における良好な環境や地域の価値

を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的な取り組み」2である。

例えば、住宅地において住民が景観に関するルールを策定して良好な街並み景観を形成・維

 
1 https://www.mlit.go.jp/common/001205669.pdf (2024 年 11 月 15 日)。 
2 https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030425/02.pdf (2024 年 11 月 12 日)。 
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持する活動や、広場や集会所の管理組合がコミュニティづくりをする取り組み、商業地にお

いて地域美化やイベントの開催、広報等のプロモーションを展開する取り組み等、その活動

内容は多岐に渡る3。 

京都大学経営管理大学院等が行った、全国のエリアマネジメント団体を対象にしたアン

ケート調査4 (以下、エリアマネジメント・アンケート) では、エリアマネジメント活動がま

ちなみや景観を維持・向上させる効果や、にぎわいや集客を生み出す効果等、様々な効果を

もたらすとの結果が示された。また、このアンケート調査結果を活用し、エリアマネジメン

トの定量的な効果を明らかにする研究も進んでおり、エリアマネジメント活動は商業地の

地価に正の影響をもたらすことが明らかになっている (平山ほか 2015)。さらに、エリアマ

ネジメント活動がもたらす効果のうち、特に「まちなみや景観への効果」、「消費・売上・雇

用等への効果」を通じて地価が上昇するとの分析結果も示されている (平山・御手洗 2016)。

他方、これらのエリアマネジメント活動の効果は大都市で発現しやすく、人口が少ない、も

しくは人口減少率の高い地方都市ではエリアマネジメントの効果が発現しにくいという課

題も指摘されている (宮崎 2019)。 

しかし、先行研究にはいくつかの課題も残されている。第一に、先行研究では、エリアマ

ネジメントが地価に影響を与えるメカニズムを客観的指標から把握する試みは少ない。平

山・御手洗 (2016) はすでにアンケート調査を用いて、地価と相関するエリアマネジメント

の主観的な評価点を明らかにしているが、エリアマネジメントが土地のどのような魅力を

高める効果を通じて地価を上昇させているのかについて、国勢調査データ等の客観的なデ

ータに基づいた検証がなされていない。 

この点、第二に、先行研究はエリアマネジメント活動が地価に与える影響を分析するにと

どまっており、エリアマネジメント活動がその他の地域環境に与える影響については検討

が及んでいない。人口や経済など、地域環境に関する網羅的な変数への影響を見ることは、

第一の課題として挙げた地価上昇のメカニズムを説明する上でも有用だと思われる。 

そこで本稿は、地方都市の先進的なエリアマネジメントの一事例を対象に、様々な地域環

境への影響を分析し、エリアマネジメントが地価を上昇させるメカニズムを新たな角度か

ら明らかにすることを試みる。地価以外の地域環境に関する変数の数を担保するため、本稿

では一事例に対象を絞って分析を行った。また、地方都市における先進的なエリアマネジメ

ント活動の成功要因を明らかにすることは、エリアマネジメントの効果が発現しにくい地

方都市において、エリアマネジメント活動を成功に導く上で有意義であると思われる。以上

のことから、本稿の分析対象には、官民連携のエリアマネジメント活動である「リノベーシ

ョンまちづくり」の先進事例として知られる和歌山県和歌山市5を選定した。2010 年から

 
3 https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030425/02.pdf (2024 年 11 月 12 日)。 
4 https://www.project.gsm.kyoto-u.ac.jp/erimane/wp-content/uploads/2020/10/150926_ 

results.pdf (2024 年 11 月 12 日)。 
5 和歌山市はコンパクトなまちづくりの推進都市として「国土交通大臣賞」を受賞する等、

その取り組みの効果が行政から高い評価を受けている。https://www.city.wakayama.waka 
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2017 年までの和歌山市内の地価公示データのパネルデータに対するイベントスタディ分析

からは、エリアマネジメント対象範囲の調査地点の地価が上昇していること、そのような地

価の上昇に対応して、同対象範囲地区の 20～39 歳の子育て世代の人口が有意に増加してい

ることが明らかになった。これらの知見に基づけば、和歌山市においては、子育て世代だけ

でなくその他の世代も包摂するようなエリアマネジメント活動を行うことが重要である可

能性がある。また、和歌山市の事例を一般的なエリアマネジメントのあり方に敷衍すれば、

空地・空き家の増加が進む地方都市においては、遊休不動産を店舗や住宅等にリノベーショ

ンするエリアマネジメント活動が、エリアの価値を向上させるために非常に有効な手段で

あると示唆される。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．エリアマネジメントが土地に与える影響の定性分析 

 

日本におけるエリアマネジメントに関する先行研究は、大都市や住宅地等の個別事例や

事例の比較研究が中心であった。例えば、大都市におけるエリアマネジメントに関する研究

には、複数の国内事例を取り上げて地区特性を分類し比較した浅井 (2002) や、長いエリア

マネジメントの歴史を持つ大手町・丸の内・有楽町地区に焦点を絞り、エリアマネジメント

活動の詳細な分析を行った李ほか (2004) がある。また、住宅地におけるエリアマネジメン

トに関する研究には、日本の戸建て住宅におけるマネジメント組織の導入について論じた

ものや (斎藤 2002)、住民自治による住環境マネジメントの実態について整理したもの (斎

藤 2003) がある。 

これら特定地域へ注目が集まる一方で、日本におけるエリアマネジメントの全国的な実

態の把握は進んでいなかった。こうした状況の中、日本で初めてエリアマネジメントに関す

る全国的な調査を行ったのが、京都大学経営管理大学院等が 2015 年に実施したアンケート

6である。このアンケートは、都市再生整備計画を策定済みの約 950 市区町村を調査対象と

し、都市再生整備計画区域内のエリアマネジメントの実施状況等について、団体ごとに自治

体の担当者から回答を得たものである。 

アンケートの結果、全国のエリアマネジメント団体の活動内容のうち「イベント・アクテ

ィビティ」が最も多く、そのほかにも「防災・防犯、環境維持」、「まちづくりルール等の策

定」など、活動内容は多岐にわたることがわかった。また、エリアマネジメント活動の効果

に関しては、「まちなみや景観への効果」、「防災・防犯への効果」、「にぎわいや集客への効

 

yama.jp/kurashi/douro_kouen_machi/1007741/1036102.html (2024 年 11 月 12 日)。 
6 https://www.project.gsm.kyoto-u.ac.jp/erimane/wp-content/uploads/2020/10/150926_ 

results.pdf (2024 年 11 月 12 日)。 
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果」、「消費・売上・雇用等への効果」、「ネットワーク形成への効果」等に一定の効果がある

との回答が得られている。 

 

２－２．エリアマネジメントが土地に与える影響の定量分析 

 

前述のエリアマネジメント・アンケートの結果を用い、エリアマネジメント活動の効果を

初めて定量的に明らかにしたのが平山ほか (2015) の研究である。この研究では、エリアマ

ネジメント活動の効果の帰着点として地価に着目し、その推定を行った。同アンケートでは、

都市再生整備計画内及び近傍の地価公示及び都道府県地価調査地点の有無を回答してもら

い、地点がある場合はエリアマネジメントの効果が及んでいると考えられるかについても

回答を得ている。これにより地点をエリアマネジメント活動有り・エリアマネジメント活動

無しに分類した地価データを基に、エリアマネジメント活動が行われているか否かをエリ

アマネジメントダミーとして投入し、クロスセクション分析及びパネルデータ分析を行っ

た。その結果、クロスセクション分析とパネルデータ分析のいずれにおいても、エリアマネ

ジメント活動が商業地の地価に正の影響を与えることが明らかになった。さらに、エリアマ

ネジメント団体の特性を考慮した分析の結果、活動の回数が多い、民間発意である等、エリ

アマネジメント活動を本格的に行っている団体がある地点ほど、地価が有意に高いという

結果が得られた。 

平山ほか (2015) を踏まえ、平山・御手洗 (2016) はエリアマネジメントが地価にもたら

す影響のメカニズムを検討した。具体的には、エリアマネジメント・アンケートで自治体担

当者から回答があったエリアマネジメント活動がもたらす効果のうち、特にどの効果が地

価への正の影響があるのかを推定した。その結果、エリアマネジメント活動は「まちなみや

景観への効果」及び「消費・売上・雇用等への効果」の 2 つの効果を通じて地価に正の影響

を与えていることが明らかになった。 

また、日本のエリアマネジメントに類する国外の事例としては BID (Business 

Improvement Districts) がある。BID とは、地域の民間事業者が自らに課税して市街地再

生に取り組む地域組織のことである (渡辺 2020)。ニューヨークにおける BID の経済効果

を検証した Ellen et al. (2007) では、BID 実施地域では BID 非実施地域に比べて有意に不

動産価値が上昇していること、さらにその影響は BID の規模や予算、提供するサービスの

内容等により異なることが明らかになっている。 

 

２－３．エリアマネジメントの団体特性と効果の差異の定量分析 

 

これらのエリアマネジメント・アンケートの結果を基にエリアマネジメント団体の分類

を試みた先行研究としては宋ほか (2016) があり、全国に広がっているエリアマネジメント

活動の内容が個々で多様化していることに着目し、エリアマネジメント団体を 8 つのグル
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ープに類型化した。 

さらに、宮崎ほか (2019) は都市の人口規模により、エリアマネジメントの効果や、効果

を発揮しやすいエリアマネジメントの態様が異なることを明らかにした。具体的には、市区

町村の人口規模が大きければ大きいほど、また、人口増加率が高ければ高いほど、エリアマ

ネジメントの効果が生じやすいこと、反対に人口が少ない都市と人口増加率の低い都市は、

エリアマネジメントの効果が小さい傾向にあることを指摘した。その一方で、人口の少ない

都市や人口減少率が高い都市においても効果のあるエリアマネジメントの態様が存在する

ことも明らかになった。前述した宋ほか (2016) の分類に基づけば、人口の少ない都市では、

まちの賑わい創出のための物販・飲食やイベント活動を行う団体の活動が効果を発揮する

ことがわかった。また、人口減少率が高い都市では、株式会社等の法人格を有する民間組織

による、民間施設や公共施設の利活用に関する事業が効果を発揮することが明らかになっ

た (宮崎ほか 2019)。 

このように先行研究では、エリアマネジメント活動が地価に正の影響を与えること、また

地域特性や活動団体の類型によりその効果に差異が生じることが明らかにされている。し

かし、エリアマネジメントが地価に正の影響を与えるメカニズムを客観的かつ詳細に説明

する実証研究が不足しているように思われる。次節では、官民が連携しながら、民間主導で

遊休不動産を活用し、地域課題の解決を図る「リノベーションまちづくり」(宇随 2020) の

先進事例として知られる和歌山市を対象に、エリアマネジメント活動が様々な地域環境に

影響を与えることを理論的に主張し、エリアマネジメント活動が地価に正の影響を与える

具体的な経路の提示を試みる。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．エリアマネジメントが地価に与える影響 

 

前述のように、エリアマネジメント活動が地価に及ぼす影響は、地域特性や団体の活動内

容に依存する。エリアマネジメントの効果として、先行研究で指摘・整理されている要因を

踏まえた上で、本稿では和歌山市のまちづくりへの取り組み事例から、エリアマネジメント

活動が地価を上昇させる具体的な経路を仮説として特定する。和歌山市を選定した基準は、

①エリアマネジメント活動により地域課題の解決を図る地方都市であること、②活動の効

果が行政により評価されていることである。第一に、和歌山市は人口の減少や若者世代の流

出、中心市街地の衰退など、様々な課題を抱えている7。特に、15～29 歳の世代の多くは、

進学や就職を機に県外へ転出する傾向にある。加えて、和歌山市が 2014 年に実施した「駐

 
7 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/00 

2/217/170113kousouann.pdf (2024 年 11 月 7 日)。 
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車場・空き地等調査」では、空き家・空き店舗・駐車場が中心市街地の約 50%を占めるほど

になっていた。和歌山市は大阪などの大都市に出やすい場所にあるため、買い物や遊びには

大阪まで出る人が多いことも手伝い、中心市街地のコンテンツ不足が深刻化していた (宇随 

2020)。これらの現状を問題視し、和歌山市は 2014 年より民間主導の公民連携プロジェク

トである「わかやまリノベーションまちづくり」を開始した。「リノベーションまちづくり」

とは、日本全国で展開されている「公民連携のもと、遊休不動産等の今あるものを新しい使

い方にすることでまちを変えていく、リノベーションによるまちづくり」8の取り組みであ

る。このうち和歌山市は、「まちなか 3 地区」と呼ばれる本町地区・城北地区・大新地区9を

中心に、遊休不動産・公共空間を活かして雇用と産業、質の高い教育の創出を図る「11 の

戦略」を策定した。表 1 でその一覧を示す。 

第二に、和歌山市は、2018 年に国土交通省から地域再生のための事業効果を評価され「地

方再生のモデル都市」に選定され10、また 2021 年にはコンパクトなまちづくりの推進都市

として「国土交通大臣賞」を受賞11する等、エリアマネジメント活動に関して一定の効果を

上げている。様々な課題を抱える地方都市において、民間主体のエリアマネジメント活動が 

 

表１ リノベーションまちづくりの「１１の戦略」12 

 

 
8 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009206/1015801.html (2024 年 11 月

10 日)。 
9 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/00 

2/217/160715torikumi.pdf (2024 年 11 月 10 日)。 
10 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/douro_kouen_machi/1007741/1019 

140.html (2024 年 11 月 10 日)。 
11 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/douro_kouen_machi/1007741/1036 

102.html (2024 年 11 月 10 日)。 
12 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/01 

5/801/honpen.pdf (2024 年 11 月 11 日)。 

①質の高い教育機会と子育て環境の創出

②遊休不動産の住宅転用

③都市型産業の振興と質の高い雇用の創出

④民間駐車場の農園等への転用

⑤道路の歩行者空間化

⑥まちなかフリンジ駐車場や和歌山大学を結ぶ二次交通

⑦河川・水辺空間の活用

⑧水辺周辺の公共不動産の活用

⑨新たなファイナンススキームの構築

⑩まちなかと周辺エリアをつなぐ新たな観光戦略

⑪まちなかと周辺エリアのネットワーク化と情報発信
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効果を発揮した事例の成功要因を分析することは、エリアマネジメント活動の効果が発現

しにくい地方都市に施策を導入する上でも有意義である。 

エリアマネジメントが地価の上昇をもたらすメカニズムを仮説として導出する前に、和

歌山市においてもエリアマネジメントが地価に正の影響を与えることを確認する必要があ

る。本稿も先行研究と同様、都市経済の分野で広く用いられている、土地の価格が土地を取

り巻く様々な特性により決定されると仮定することで、土地の環境の便益を測る手法であ

るヘドニック・アプローチ (Kurosawa et al. 2022) に基づき推定を行う。和歌山市はリノ

ベーションまちづくりの「11 の戦略」に基づき、空き地・空き家を店舗やオフィス、住宅

等へリノベーションしたり、公共空間でイベントを開催したりする等、様々なエリアマネジ

メント活動を行っており、これらの活動によりもたらされる複数の効果を通じて、地価に正

の影響を与えると考えられる。 

 

仮説１ 「リノベーションまちづくり」開始後、対象地域内の地価調査地点の地価は上

昇する。 

 

３－２．エリアマネジメントが地域環境に与える影響 

 

 和歌山市は「11 の戦略」のうち「⑤道路の歩行者空間化」、「⑥まちなかとフリンジ駐車

場や和歌山大学を結ぶ二次交通」、「⑦河川・水辺空間の活用」、「⑧水辺周辺の公共不動産の

活用」により、駐車場等の交通政策の検討や道路の歩行者空間化、民間イベント実施エリア

の拡大等を行っている13。これらの取り組みを通じて街の利便性向上、賑わい創出、景観整

備等の効果がもたらされ、エリア全体の魅力が高まり、対象エリアに居住したいと考える

人々が増加すると考えられる。また、「②遊休不動産の住宅転用」により、空き店舗・空き

家等をリノベーションした住宅が創出されることで、居住地が増加し人口の増加につなが

ることも期待される。具体的には、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説２ 「リノベーションまちづくり」開始後、対象地区の人口は増加する。 

 

和歌山市は「リノベーションまちづくり」指針の方向性の一つとして、空間資源の活用を

通じた「都市型産業の振興」を示している14。「11 の戦略」のうち「③都市産業の振興と質

の高い雇用の創出」では、空き店舗・空き家等をリノベーションし、店舗やオフィス等を提

 
13 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/01 

5/801/honpen.pdf (2024 年 11 月 12 日)。 
14 「空間資源の活用」、「質の高い教育機会と子育て環境の創出」、「質の高い雇用の創出・都

市型産業の振興」の三つを「リノベーションまちづくり」の方向性として示している。

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/

801/honpen.pdf (2024 年 11 月 10 日)。 
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供しており、これらの取り組みを通じた商業店舗数の増加や商業売上の向上が期待できる。

具体的には、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説３ 「リノベーションまちづくり」開始後、対象地区の全産業事業所数に占める商

業事業所割合は増加する。 

 

仮説４ 「リノベーションまちづくり」開始後、対象地区の小売業の年間商品販売額は

増加する。 

 

 和歌山市の「リノベーションまちづくり」指針のもう一つの方向性として、「質の高い教

育機会と子育て環境の創出」がある。「11 の戦略」のうち「①質の高い教育機会と子育て環

境の創出」がこれに該当する。小中一貫校の開校や 3 大学の誘致、図書館や市民会館等の建

替のほか、従来型の勉強にとどまらない民間による教育機会の提供を推進している。例えば、

空き家の子供向け教室へのリノベーションや、子供向け音楽教室の開催等を行っている15。

さらに「②遊休不動産の住宅転用」は、子育て世代の流入促進を主な目的としており、子育

て世代への住宅転用の支援等も行われている。これらの取り組みは、子育て世代である 20

～30 代に訴求し、対象地区への居住を促進すると考えられる。具体的には、以下の仮説が

導出できる。 

 

仮説５ 「リノベーションまちづくり」開始後、対象地区の全人口に占める 20～39 歳

人口割合は増加する。 

 

 前述したような空き店舗・空き家等をリノベーションした新たな店舗やイベント等の開

催は、対象地区の居住者だけでなく、市内の他地区や市外に暮らす人々にとっても魅力とな

るはずである。さらに、前述した雇用創出の取り組みにより、対象地区へ労働を目的に訪れ

る人々も増えると考えられる。観光・労働等を目的として外部から対象地区を訪れる人数を

測る指標として、本稿では市内の駅の一日あたり乗降客数を用いる。具体的には、リノベー

ションまちづくりの対象エリアに含まれる和歌山市駅と、市内のその他の駅の一日あたり

乗降客数を比較する。具体的には、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説６ 「リノベーションまちづくり」開始後、和歌山市駅の一日当たり乗降客数は増

加する。 

 

 

 
15 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/01 

5/801/honpen.pdf (2024 年 11 月 12 日)。 
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４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、本稿では和歌山市を対象に分析を行った。仮説 1 の

検証のため、国土交通省が提供する『国土数値情報ダウンロードサービス』の地価公示デー

タを用い、2010 年から 2017 年までの地価調査地点ごとのパネルデータを構築した。また、

仮説 2～仮説 5 の検証のため、和歌山市が提供する『統計資料』の地区別データを用い、

2005 年から 2021 年までの各変数のパネルデータを構築した。人口データは国勢調査に基

づいており、5 年ごとに 2005 年、2010 年、2015 年、2020 年のデータである。また、商業

事業所数、全産業事業所数、年間商品販売額は商業統計調査 (2007 年～2014 年) 及び経済

センサス (2015 年～2021 年) に基づいており、2006 年、2007 年、2009 年、2012 年、2014

年、2016 年、2021 年のデータである。さらに、仮説 6 の検証のため、『国土数値情報ダウ

ンロードサービス』の駅別乗降客数データを用い、2011 年から 2017 年までの和歌山市内

の駅ごとのパネルデータを構築した。 

まず、本稿の分析に用いる独立変数は、エリアマネジメントの実施範囲に含まれる分析単

位を 1、含まれない分析単位を 0 としたダミー変数である。仮説 1 では和歌山市内の 78 の

地価調査地点を分析対象とし、リノベーションまちづくりの対象地域に含まれる 5 つの地

価調査地点16を 1、その他の調査地点を 0 とした。仮説 2～仮説 5 では和歌山市内の 43 地

区を分析単位とし、リノベーションまちづくりの対象である本町地区・城北地区・大新地区

を 1、その他を 0 とした。仮説 6 では和歌山市内の 32 の駅を分析単位とし、JR 紀勢本線

および南海電鉄本線の和歌山市駅を 1、その他の駅を 0 とした。 

次に、理論的に関心のある従属変数として、仮説 1 では、地価調査地点ごとの地価公示デ

ータを自然対数化したものを用いる。仮説 2 では、地区ごとの人口を自然対数化したもの

を用いる。仮説 3 では、地区ごとの卸売業と小売業の合計である商業事業所数を全産業事

業所数で割った商業事業所割合を投入する。仮説 4 では、地区ごとの小売業の年間商品販

売額を自然対数化したものを用いる。仮説 5 では、地区内の 20～39 歳人口を地区の全人口

で割った 20～39 歳人口割合を用いる。仮説 6 では、駅別の一日あたり乗降客数を自然対数

化したものを投入する。 

表 2 は、上記の変数群の記述統計である。 

 
16 地図情報から、和歌山 5-1 (和歌山県和歌山市友田町 5 丁目 50 番外)、和歌山 5-7 (和歌山

県和歌山市十三番丁 12 番)、和歌山 5-12 (和歌山県和歌山市十番丁 5 番)、和歌山 5-18 (和

歌山県和歌山市畑屋敷西ノ丁 68 番 1 外)、和歌山 5-20 (和歌山県和歌山市屋形町 2 丁目 7

番 ) の 5 地点をリノベーションまちづくりの対象地域内の地価調査地点とした。

https://search.lic.or.jp/searchtop/searchdo.php?pv=1&type=kouji&year=6&pref=30&lim

=15&p1=&p2=201&p0=&street=&station=&area=1.3.2.4.5&useful=00.03.05.07.09.10&

prices=&pricee=&st=60&view=prc (2024 年 11 月 15 日)。 
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表２ 記述統計 

 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、リノベーションまちづくりが対象地域の地価及び地域環境に与え

る影響を検証する。リノベーションまちづくりの開始前後で、対象地域と対象地域外の変数

の推移を比較するために、イベントスタディデザインを分析手法として用いる。 

イベントスタディデザインとは差分の差分法の一種である。差分の差分法とは、ある時点

において何らかの介入が開始された介入群と、同じ時点においてそのような介入が起きな

かった対照群を研究対象とする手法である (松林 2021)。介入群と対照群それぞれについて

介入が起きる前後の比較を行い、介入群では従属変数に変化が観察されるが対照群ではそ

のような変化が見られないのであれば、介入が従属変数に因果効果を与えたということが

できる。その中でもイベントスタディデザインは、介入群と対照群の介入以前のトレンドに

統計的に有意な違いがないのか、そしてこれら 2 群のトレンドが介入以後には有意に異な

るのかの検証を可能にする。 

イベントスタディデザインの実行に必要な基準点として、和歌山市が 2014 年にリノベー

ションまちづくりの開始を公表していることから、前年の 2013 年を採用した。なお、仮説

2 と仮説 5 の人口データは、国勢調査が 5 年ごとに行われていることから、2013 年に最も

近い 2010 年を採用した。仮説 3 の年間商品販売額のデータは 2007 年、2014 年、2021 年

のみであるため、2014 年を基準年度とした。仮説 4 の商業事業所数及び全産業事業所数の

調査は 2013 年に行われていないため、最も近い 2012 年を採用した。以上の基準点の介入

群と対照群の差と、各年度の介入群と対照群の差に有意な違いがあるかを検証する。 

なお、差分の差分法では従属変数が持つトレンドの影響を取り除くため、平行トレンドの

仮定が満たされているかを確認する必要がある。介入前の年度で介入群と対照群の差に有

意な違いがあった場合は、介入以前から介入群と対照群に従属変数のトレンドの差があっ

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

地価 621 82800.0000 59322.3238 13500 507000

地価調査地点ダミー 621 0.0644 0.2457 0 1

地区ダミー 462 0.0714 0.2578 0 1

人口 168 8731.1786 6006.0910 506 23551

商業事業所数 252 110.0476 80.8250 6 332

全産業事業所数 210 402.3571 261.1033 13 1285

年間商品販売額 (小売業) 114 954466.6667 985367.6125 1878 4617113

20～39歳人口 168 1881.2679 1466.4341 33 5973

駅ダミー 230 0.0609 0.2396 0 1

駅別乗降客数 (人/日) 230 3284.0348 7180.7808 0 39312
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たと考えられるため、平行トレンドが成り立っているとはいえない。一方、介入前の年度に

有意な違いがなかった場合は、介入群と対照群の差が基準年までなかったといえるため、平

行トレンドが成り立っているといえる。平行トレンドが確認された場合、介入後の介入群と

対照群に有意な違いがあった場合は、介入群と対照群の差が基準点から変化しているとい

えるため、介入が従属変数に何らかの因果効果を与えた可能性が高いといえる。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．エリアマネジメントが地価に与える影響 

 

図 1 は、地価調査地点別パネルデータから、リノベーションまちづくりが和歌山市の地

価に与える効果を検証した限界効果プロットである。各黒点は、基準点である 2013 年と、

その前後の年度における限界効果の推定値である。また、黒点の上下に伸びる線は 95%信

頼区間を示している。 

まず、イベントスタディ分析の前提となる平行トレンドの仮定が満たされていることを

確認する。施策開始前の年度において、95%信頼区間が 0 と交差しており、施策実施前の交

差項の係数が有意でないことから、平行トレンドは成り立っているといえる。 

平行トレンドが確認できたことを踏まえ、次に施策効果を確認する。限界効果プロットを

見ると、施策開始後の 2014 年の地価は 5%水準で、2015 年、2016 年、2017 年の地価は

0.1%水準で有意に上昇していることがわかった。つまり、リノベーションまちづくり開始

後、対象地域内の地価調査地点の地価は上昇しており、仮説 1 に整合的な結果となった。 

 

図１ エリアマネジメントが地価に与える影響の限界効果プロット 
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５－２．エリアマネジメントが地域環境に与える影響 

 

次に、図 2 では、和歌山市の地域環境に関する変数のパネルデータから、エリアマネジメ

ント活動が各変数に与える効果を検証した限界効果プロットを示す。まず、平行トレンドの

仮定を確認すると、人口、商業事業所割合、20～39 歳人口割合、駅別乗降客数の限界効果

プロットは、それぞれの基準点以前の年度において、95%信頼区間が 0 と交差しており、施

策開始前の交差項の係数が有意でなかったため、平行トレンドが成り立っているといえる。

一方、年間商品販売額の限界効果プロットを見ると、2007 年の係数が正で有意になってお

り、平行トレンドが成立していないことがわかる。 

続いて、平行トレンドが成立していた 4 つの限界効果プロットを対象に施策効果を確認

する。人口のプロットを見ると、施策開始後の 2015 年と 2020 年の係数が 0.1%水準で有意

に負となっている。つまり、リノベーションまちづくり開始後、対象地域内の人口は減少し

ており、仮説 2 に反する結果となった。また、商業事業所割合のプロットにおいても、2016

年の交差項の係数は、2012 年と比較して 5%水準で負の差となっていた。このことから、リ

ノベーションまちづくり開始後、対象地域内の商業事業所割合は減少していることがわか

り、仮説 3 に反する結果となった。 

一方、20～39 歳人口割合の限界効果プロットを見ると、2015 年、2020 年の交差項の係

数が、2010 年と比較して 5%水準で有意に正であることが明らかになった。つまり、リノベ

ーションまちづくり開始後、対象地域内の 20～39 歳人口割合は増加しており、仮説 5 に整

合的な結果となった。前述した「リノベーションまちづくり」の取り組みのうち、空き店舗・

空き家を子供向け教育施設にリノベーションして子供向け教室を開催したり、子育て世帯

向け住宅に転用したりする等の取り組みが効果を発揮し、子育て世代である 20～30 代の居

住移転を促したと考えられる。 

 また、駅別乗降客数のプロットを見ると、2014 年の係数が 5%水準で有意に正となって

いる。また、2017 年の係数が 10%水準で有意に正となっている。しかし、介入直後の 2014

年の係数は、介入発生以前の介入群と対照群の間の異なるトレンドそのものを反映してい

る可能性がある (松林 2021) ことから、2014 年の係数が正で統計的に有意であったという

結果のみでは、介入が因果効果を与えたと解釈することはできない。また、2017 年の係数

が正で有意であったことについても、2015 年、2016 年の係数が有意でないことから、介入

が因果効果を与えたと解釈することは難しい。つまり、リノベーションまちづくりは和歌山

市駅の一日当たり乗降客数に影響を与えなかったと解釈される。 

 

 

６．結論 

本稿では、2010 年から 2017 年までの和歌山市内の地価調査地点の地価のパネルデータ

を用いて、エリアマネジメント活動が対象地域内の地価調査地点の地価に正の影響を与え 
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図２ エリアマネジメントが地域環境に与える影響の限界効果プロット 

 

ることを確認した。その上で、2007 年から 2021 年までの和歌山市の人口や経済など、様々

な地域環境に関する変数のパネルデータを用いて、エリアマネジメントが地価を上昇させ

るメカニズムを明らかにしてきた。本稿の分析結果からは、第一に、エリアマネジメントは

人口や商業事業所割合に負の影響を与えていることが明らかになった。人口減少に関して

は、空き店舗等のリノベーションにより、中心市街地の子育て世代向けコンテンツは増加し

たものの、特に流出傾向の高い若者世代を市内に引き留める誘因にはならなかったものと

推察した。また、同市は 1991 年から 2002 年にかけて、商店数が減少する一方で売り場面

積が増加傾向にあり、小売業の大型化が進んでいた17。加えて、2004 年から 2014 年にかけ

ても、商業事業所数の減少に対し、年間商品販売額は横ばいであり、1 事業所あたりの平均

売上高は増加傾向にあった18。これらの傾向が 2016 年まで継続していたとすれば、商業事

業所割合の低下は各小売業店舗の大型化が原因だと解釈される。 

第二に、対象地域全体の人口が減少している状況下でも、子育て世代である 20～39 歳の

人口に関しては有意に増加していることが明らかになった。これは、「11 の戦略」のうち「①

教育・子育て環境の充実」の取り組みとして、空き店舗・空き家等の子供向け教室や、子育

て世帯向け住宅へのリノベーションが、子育て世代である 20～30 代に訴求し、対象地区へ

の居住を促した結果だと考えられる。つまり、和歌山市のリノベーションまちづくり対象地

域の地価上昇は、子育て世代人口の増加という経路を通じてもたらされたものだと解され

る。 

 
17 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/00 

2/250/menu_1/gyousei/toshisaisei/keikaku/pdf/4.pdf (2024 年 11 月 12 日)。 
18 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/00 

2/226/tosimasu-1.pdf (2024 年 11 月 12 日)。 
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上記の知見に基づけば、和歌山市に関しては、リノベーションまちづくりの主なターゲッ

トである子育て世代への訴求には成功している一方、その他の世代へのまちなかの魅力発

信が不十分であるといえる。今後は子育て世代だけでなく、その他の世代を含む全世代を包

摂するようなエリアマネジメント活動を行うことが重要かもしれない。特に、就職や進学を

機に県外への流出が進む 10～20 代の若者に訴求するエリアマネジメント活動が、まちなか

の人口維持・増加に効果を発揮すると思われる。 

また、和歌山市の分析から得られた知見は、一般的なエリアマネジメントのあり方にも示

唆的である。例えば、遊休不動産を活用し、店舗や住宅等にリノベーションするエリアマネ

ジメント活動は、人口減少が加速し、空地・空き家の増加が進む地方都市において、エリア

の価値を向上させるために非常に有効な手段であると考えられる。特に、子育て世代をター

ゲットにした取り組みは、エリアの将来人口を増加させる上でも意義がある。取り組みの結

果として居住を始めた子供たちが、地域内で就職や進学を希望するよう、長期的な視点で地

域の魅力を高めるエリアマネジメント活動を実践していくことが、地域の持続的な人口維

持や活性化を目指す上で重要ではないか。 
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第１５章 

 

重要伝統的建造物群保存地区が都市再生に与える影響 

―保存地区２事例の人流・地価データに基づく実証分析― 

 

田中 青空 

 

 

要約 

 

 重要伝統的建造物群保存地区制度は、城下町や宿場町、門前町などの歴史的集落や町並み

を保存することを目的に創設されたもので、伝統的建造物の保全や地域活性化に一定の効

果をもたらしている一方、過疎化や人口減少、高齢化といった現代的な地域課題との両立が

求められている。しかし、既存研究においては保存地区制度が地域に与える影響を統計デー

タによって実証的に検討したものは少なく、保存地区への選定が具体的にどのような効果

をもたらすかについては不明な点が多い。そこで本稿では、2019 年 12 月に保存地区とし

て指定された兵庫県たつの市・龍野地区と鹿児島県南さつま市・加世田麓地区を対象とし、

流動人口および定点地価データに基づくパネルデータを構築した上で、差分の差分法に基

づくイベントスタディモデルおよび一般化合成コントロール法を用いて、保存地区選定の

影響を検証した。分析の結果、保存地区への選定が短期的には流動人口の増加に寄与する一

方で、長期的にはその効果が持続しないことが明らかとなった。また、保存地区への選定は

地価に影響を及ぼさないことが明らかとなった。これらの結果から、自治体や地域団体とい

った官民が連携し、保存地区の価値を継続的に発信する体制を整備することが、長期的な地

域活性化や観光地化の推進に不可欠であることが示唆される。 

 

 

１．はじめに 

 

 日本では、特に地方部において過疎化や人口減少が顕著に進んでいる。2023 年現在、過

疎地域が含まれる市町村数は全国の全自治体数の約半数を占め、それらの面積は国土の約 6

割を占めている1。また、総人口に対する過疎地域の人口割合は、1960 年に 24.3%だった一

方、2020 年には 9.3%まで減少し2、人口減少が深刻なものとなっている。 

 こうした状況に加え、高度経済成長期からの急速な都市開発により、文化財や歴史的な景

 
1 https://www.soumu.go.jp/main_content/000944362.pdf (2024 年 10 月 29 日)。 
2 https://www.soumu.go.jp/main_content/000944362.pdf (2024 年 10 月 29 日)。 
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観ないし街並みが消失することに対する危機感が高まっている3。そこで、政府は 1975 年

に改正された文化財保護法の中で「伝統的建造物群保存地区制度」を発足させた。この制度

は、城下町や宿場町、門前町といった歴史的な集落や街並みの保存を目的としたもので、各

市町村が伝統的建造物群保存地区に指定した地域に対し、保存条例に基づき保存活用計画

を定めることが制度化された。さらに、伝統的建造物群保存地区の中でも特に保存価値の高

い地区4に対しては、文部科学大臣が「重要伝統的建造物群保存地区」に選定する。これに

選定された地区では、市町村の保存に向けた取り組みに対して、文化庁や教育委員会が指

導・助言を行うほか、修理事業や防災設備の設置事業、案内板の設置事業など一連の利活用

事業において、政府から税制優遇措置を受けることができる5。2024 年現在、重要伝統的建

造物群保存地区に 106 市町村 129 地区が選定されており、約 4,000ha の合計面積の中に

30,000 件ほどの伝統的建造物が保存されている6。 

 重要伝統的建造物群保存地区に選定された地域では、税制優遇といった財政補助によっ

て、伝統的建造物の保存に一定の効果があると指摘されている (呂 2015)。また、宇於﨑・

泉山 (2023) が主張するように、自治体は地区の知名度向上や、地域の活性化など制度の副

次的な効果も意識しながら申請を行っている。しかし、人口減少や空き家の増加などにより

地域の衰退が進む中、歴史的建造物の保存と観光・地域振興の連携の難しさが浮き彫りにな

っているともされる (長峯・呂 2014; 呂 2015)。 

 一方、これらの研究は、制度の効果に注目するか課題に注目するかにかかわらず、個別事

例に関するアンケート調査に基づくものが多く、人口動態や経済指標を用いて、その効果を

客観的指標から実証的に分析した研究は見られない。そこで本稿では、重要伝統的建造物群

保存地区の選定が流動人口7および地価に与える影響を明らかにする。具体的には、2019 年

12 月に保存地区に選定された兵庫県たつの市龍野地区の 1km メッシュ別人流オープンデ

ータおよび、同地区及び同地区と同日に保存地区に選定された鹿児島県南さつま市加世田

麓地区の定点地価データを用いて、パネルデータを構築した。そして、それに対し、差分の

差分法の一種であるイベントスタディモデルと一般化合成コントロール法を推定して、重

要伝統的建造物群保存地区への選定が流動人口及び地価に与える影響を明らかにする。本

 
3 https://www.city.kaga.ishikawa.jp/ed/bunka_shinko/denken/12414.html (2024 年 10 月

29 日)。 
4 伝統的建造物群保存地区のうち、「伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの」、「伝

統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの」、「伝統的建造物群及びその周囲の

環境が地域的特色を顕著に示しているもの」のいずれかに該当する地区があたる。https://w 

ww.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/hozonchiku/judenken_ichiran.html (2024年 10

月 30 日)。 
5 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/hozonchiku/ (2024 年 10 月 29 日)。 
6 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/hozonchiku/judenken_ichiran.html 

 (2024 年 10 月 30 日)。 

7 流動人口とは、「1 ヶ⽉間にある地点において滞在した人口の 1 日あたりの平均値」を指

す。https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/mlit-1km-fromto (2024 年 10 月 30 日)。 
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稿の分析結果からは、重要伝統的建造物群保存地区への選定は、流動人口の増加に短期的に

寄与するものの長期的には影響を及ぼさないこと、また、地価の変化には影響を及ぼさない

ことが明らかになった。 

 続く第 2 節では、重要伝統的建造群保存地区への選定が地域に及ぼす影響を制度の効果・

課題の観点から構造的に整理し、第 3 節では、先行研究に基づく効果・課題の実態から本稿

の理論仮説を導出する。次に、第 4 節では、その理論仮説の検証方法について、データと分

析手法を説明し、第 5 節で分析結果から得られる制度の効果を考察する。第 6 節では、本

稿から示唆される重要伝統的建造物群保存地区制度の改善方法について議論する。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．重要伝統的建造物群保存地区制度が地域に及ぼす効果 

 

 重要伝統的建造物群保存地区への選定は、その地域の建造物の保存に対して効果がある

という主張が存在する。呂 (2015) は、自治体へのアンケート調査から、保存地区では財政

補助が伝統的建造物の保存に対して一定の効果をもたらしていることを主張し、補助金が

保存活動の支えになっていると述べている。 

 加えて、建造物の保存にとどまらず、制度の副次的な効果の可能性に着目した主張もある。

川副 (2015) は、栃木市嘉右衛門町の事例から、歴史的建造物の保存は地域アイデンティテ

ィの形成に重要な役割を果たしており、地域活性化のツールとしても機能すると主張して

いる。また、根田 (2010) は、保存地区でのイベント開催などで地域を観光地化することに

より、居住者の増加につながる可能性があると指摘している。 

 

２－２．重要伝統的建造物群保存地区における課題 

 

 重要伝統的建造物群保存地区では、その効果だけでなく、特に地方で進む過疎化や人口減

少、高齢化といった問題と、保存地区内における歴史的建造物の保存との両立に課題感を持

つ自治体も存在する。長峯・呂 (2014) は、自治体の政策担当者へのアンケート調査から、

歴史的建造物や景観の保存と観光・地域振興の連携の難しさを指摘している。宇於﨑・泉山 

(2023) も同様に、空き家対策や高齢化問題、人口減少との両立に課題感を示す自治体が存

在していることを主張し、それらに対しては空き家バンクへの登録、庁内各課との連携、移

住促進の制度整備といった政策が行われていると明らかにした。加えて、岩井 (2007) は、

保存地区を効果的に活用するためには、保存と観光の両面からアプローチする必要がある

と述べており、保存だけでなく観光とのバランスが課題となることを強調している。 

 このように、重要伝統的建造物保存地区制度が地域に及ぼす効果に対しては、その地域が
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抱える課題との両立も考えながら検討しなければならない。しかし、現状の先行研究は、自

治体・住民へのアンケート調査や特定の自治体への個別研究が中心であり、人口動態や経済

指標を用いた上で、本制度の効果や副作用を実証的に分析した研究は存在しない。そのため、

制度の効果・課題に対する示唆としては不十分であると言える。 

 

 

３．理論仮説 

 

３－１．重要伝統的建造物群保存地区の観光資源としての可能性 

 

 重要伝統的建造物群保存地区への選定は、地域の歴史的建造物の保存を促進し、その歴史

的および文化的な価値を向上させることにつながる。文化財は観光地に真正性を与え、地域

の観光発展にとって大きな機会となることが明らかになっている (Farac 2024; Kuizinaitė 

and Martynas 2020)。そのため、保存地区での一連の保存活動により、歴史的建造物が広

がる地区は、観光資源としての魅力を高め、観光客を惹きつける要因となることが考えられ

る。具体的には、歴史的な建造物や文化財が観光地としての地位を強化し、地域の活性化や

経済効果をもたらすことが期待される8。 

 実際に、自治体は重要伝統的建造物群保存地区の指定に際し、知名度の向上や地域の活性

化といった副次的な効果を意識しながら申請を行っている (宇於﨑・泉山 2023)。保存地区

制度は、地域全体の観光資源としての魅力を高め、外部からの関心を引き寄せる役割を果た

す可能性がある。具体的には、以下の仮説が導出できる。 

 

仮説１ 重要伝統的建造物群保存地区では、地区選定前と比べた流動人口増加率が他

の地区より高い。 

 

３－２．重要伝統的建造物群保存地区における土地利用の実態 

 

 重要伝統的建造物群保存地区に選定されることにより、地域の土地利用に対する規制が

強化されることが指摘されている。保存地区では、新たに建造物を建築する際や既存の建造

物の保存・修理を行う際に、周囲の歴史的風致と調和した外観を整備することが求められる

9。また、大平 (2003) は、保存地区への選定後に地域内における建造物の建て詰まりや農

地の減少といった現象があることを明らかにし、土地利用の制約があることを指摘してい

 
8  https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/rekishibunka/pdf/r1392234_110.pdf (2024

年 10 月 30 日)。 
9 https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/shuppanbutsu/bunkazai_pamphlet/ 

pdf/pamphlet_ja_05.pdf (2024 年 10 月 31 日)。 
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る。このような制約が、投資家や開発者にとって土地利用の幅を狭め、土地の魅力を低下さ

せる可能性がある。土地の魅力の低下は、地価に反映されるであろう。具体的には、以下の

仮説が導出できる。 

 

仮説２ 重要伝統的建造物群保存地区制度は、地区の公示地価を低下させる。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、本稿では兵庫県たつの市龍野地区および、鹿児島県南

さつま市加世田麓地区を対象に分析を行った。両地区は 2019 年 12 月 23 日に保存地区に

選定された。これは、以下 2 点の理由により分析に適していると言える。第一に、比較的近

年に選定されたことから、選定前の流動人口および地価に関するデータが充実している。ま

た、選定から 5 年程度経過していることから、保存地区への選定による影響を観測しやす

い。第二に、両地区とも周辺市街地から距離があり、他地域の影響を受けにくい。そのため、

保存地区の選定に対しての効果として分析に適していると考え、分析対象を両地区に定め

た。 

 その上で、流動人口に対する分析に関しては、G 空間情報センターが提供する『全国の人

流オープンデータ (1km メッシュ、市区町村単位発地別)』の流動人口データを用い10、た

つの市における 2019 年から 2021 年までの月別・メッシュ別流動人口のパネルデータを構

築した。また、地価に対する分析に関しては、国土交通省が提供する定点地価データを用い、

たつの市とその周辺市11、および南さつま市とその周辺市12における 2009 年から 2023 年

までの定点地価のパネルデータを構築した。 

 なお、地価の分析において 2 事例を対象とした理由は、保存地区選定が地価に及ぼす影

響をより広範に検証し、一般化するためである。流動人口の分析については、元データが月

別・メッシュ別であるため、流動人口の変動を詳細かつ精密に観測できる。一方で、地価デ

ータは年別かつ観測点別であり、データの精度や詳細性に限りがあるため、1 事例のみでの

分析では不十分である。したがって、地価の分析では 2 事例を対象とし、保存地区選定によ

る影響をより一般化できるように検証を行った。 

 従属変数は、仮説 1 では流動人口を用いる。仮説 2 では、たつの市および南さつま市の

定点地価を、それぞれ自然対数化したものを用いる。 

 
10 https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/mlit-1km-fromto (2024 年 11 月 7 日)。 
11 たつの市と隣接する相生市、宍粟市、揖保郡太子町を分析対象に加えた。 
12 南さつま市と隣接する枕崎市、日置市、南九州市を分析対象に加えた。 
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表１ 変数説明 

 

 

 独立変数は、仮説 1、仮説 2 両者において、各メッシュ・町丁が保存地区に選定されてい

るか否かのダミー変数を用いる。各メッシュが保存地区に選定されているか否かは、総務省

統計局が提供している『市区町村別メッシュ・コード一覧13』を用いて調査した。保存地区

とそれ以外の区域との境目が 1 つのメッシュの中にある場合は、保存地区がメッシュの面

積の 5 割以上を占めている場合のみ、保存地区に含まれるとした。表 1 は上記の変数群の

変数説明であり、また、表 2 は上記の変数群の記述統計である。 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、重要伝統的建造物保存地区への選定が地区の流動人口および地価

に及ぼす影響を検証する。重要伝統的建造物群保存地区への選定前後で、保存地区に選定さ

れた地域と保存地区域外の流動人口推移・地価推移を比較するために、「動的な処置効果を

推定するために用いられるイベントスタディモデル」(Miller 2023) を分析手法として用い

る。 

 イベントスタディモデルは、差分の差分法に基づいた手法の 1 つである。差分の差分法

とは、処置を受けたグループ (処置群) と処置を受けていないグループ (対照群) の処置前 

 

表２ 記述統計 

 

 
13 https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_itiran.html (2024 年 10 月 31 日)。 

変数名 変数説明 出典

龍野地区メッシュダ

ミー

龍野地区か否かのダミー変数

たつの市流動人口 たつの市と周辺市のメッシュ別流動人口

龍野地区地価調査地点

ダミー

龍野地区か否かのダミー変数

たつの市定点地価 たつの市と周辺市の定点地価

加世田麓地区地価調査

地点ダミー

加世田麓地区か否かのダミー変数

南さつま市定点地価 南さつま市と周辺市の定点地価

「G空間情報セン

ター」

「国土数値情報」

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

龍野地区メッシュダミー 4901 0.0881 0.2835 0 1

たつの市流動人口 4901 534.6697 781.8402 10 6246

龍野地区地価調査地点ダミー 640 0.1500 0.3574 0 1

log (たつの市定点地価) 640 10.4333 0.6723 8.5942 11.3771

加世田麓地区地価調査地点ダミー 672 0.1429 0.3502 0 1

log (南さつま市定点地価) 672 9.3383 0.7234 7.4384 11.0186
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後の変化を比較して、介入の効果を分析する方法である。処置群における変化から対照群の

変化を差し引くことで、介入の影響を測定できる。通常、この手法は処置前後の二つの時点

を比較するものだが、本稿で従属変数に用いる人口や地価のように短期間で変化しにくい

変数を扱う場合は、長期的な効果を評価できるイベントスタディモデルが適している。イベ

ントスタディモデルを実行する際に必要な基準点には、たつの市、南さつま市ともに 2019

年 12 月に保存地区に選定されたことから、流動人口に対する分析では前月の 2019 年 11

月、地価に対する分析では前年の 2018 年と設定した。また、地価に関しては、保存地区へ

の選定が検討されていることが公表されてから長期的に変化すると考えられるため、選定

に向けた検討が始まった年14を基準点とした分析もあわせて行った。 

基準年の処置群と対照群の流動人口差および地価差と、各年月の処置群と対照群の流動

人口差および地価差に有意な違いがあるのかを検証する。もし有意な違いがあった場合は、

処置群と対照群の流動人口差および地価差が基準点から変化していると言えるため、処置

後にそのような有意な違いが確認されたとき、処置の影響を受けていると考えられる。また、

処置前に有意な違いがなかった場合は、処置群と対照群の差は基準点までなかったと言え

るため、平行トレンドが成立しているとみなされる。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．保存地区への選定が流動人口に及ぼす影響の推定 

 

図 1 では、龍野地区において、重要伝統的建造物群保存地区への選定が域内の流動人口

に及ぼす影響を検証し、限界効果をプロットした。横軸 (time_to_treat) は、2019 年 11 月

を基準点である「0」とし、その前後の期間を表している。縦軸 (Estimate and 95% Conf. 

Int.) は、推定された効果の値とその 95%信頼区間を示している。プロットされている点は

推定された点推定値を、縦に伸びる線はその信頼区間を示しており、推定値が 0 を中心に

上下していることから、この値が流動人口への影響を表している。 

第一に、差分の差分法では、施策実施前に平行トレンドが成立していることが前提となる

ため、限界効果プロットから平行トレンドを確認する。施策実施前において、95%信頼区間

が 0 を交差しており、施策実施前の交差項の係数が有意でないことから、平行トレンドが

成立していることがわかった。 

 

  

 
14 たつの市は 2016 年に、南さつま市は 2017 年に保存地区選定に向けた検討を開始した。 
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図１ 龍野地区の流動人口に対する交差項の限界効果プロット 

 

 

 第二に、施策による流動人口への効果を確認する。プロットを見ると、選定直後から数ヶ

月にわたり、流動人口が増加していることがわかる。具体的には、選定 4〜8 ヶ月後にかけ

て、係数が 100〜200 の範囲で正の値を示している。特に、選定 7 ヶ月後の係数は 95%信

頼区間の下限値が正であり、統計的に有意である。つまり、保存地区への選定が一時的に地

域の流動人口の増加に影響を及ぼしていることが分かり、仮説 1に整合的な結果となった。 

 しかし、選定後に期間が経過するにつれて増加幅は次第に小さくなり、係数は選定 13 ヶ

月後から負の値を示している。ここから、保存地区選定による流動人口増加への効果は一時

的なものであり、長期的な増加にはつながらないことが示唆される。 

 

５－２．保存地区への選定が地価に及ぼす影響の推定 

 

 次に、図 2、図 3 では、重要伝統的建造物群保存地区への選定が地域の地価に及ぼす影響

を検証した。図 2 は龍野地区の地価を、図 3 は加世田麓地区の地価を分析したものである。

また、各図の左側のプロットは、保存地区への選定に向けた検討が始まった年を基準点とし

たものであり、右側のプロットは、保存地区へ選定された前年を基準点としたものである。 

 流動人口に対する効果の検証と同様に、まず限界効果プロットから平行トレンドを確認

する。龍野地区、加世田麓地区両地区ともに、施策実施前における 95%信頼区間の範囲が

正に留まっており、施策実施前の交差項の係数が有意であるため、平行トレンドが成立して
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いないことがわかる。ここから、保存地区は、その選定前においても、処置群と対照群で異

なる地価のトレンドを有しているものと判断できる。とりわけ、重要伝統的建造物保存地区

の選定区域は、周辺地域に比べても地価が下落していた地域であることがわかる。すなわち、

地価の下落が問題になっている地域ほど保存地区に選定される誘因が強いという示唆が導

かれる。 

 次に、施策による地価への効果を確認する。プロットを見ると、図 2 の龍野地区において

は、保存地区への選定に向けた検討が開始されてから地価の下落幅が拡大していることを

示しているが、選定から数ヶ月が経過すると上昇に転じていることがわかる。一方、図 3 の

加世田麓地区においては、保存地区への選定によらず地価の下落幅は一定であり、地価の下

げ止まりが起きていない。 

 上記のように、地価に対しては、保存地区と他の地区の平行トレンドが確認されず、保存

地区の効果が識別できなかった。そこで、このような問題に対処した追加分析として、次項

では、追加分析として、一般化合成コントロール法を用いた地価に及ぼす影響の分析を試み

る。 

 

図２ 龍野地区の地価に対する交差項の限界効果プロット 

 

注：左図は選定に向けた検討開始年を基準点とし、右図は選定年を基準点としたもの。 
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図３ 加世田麓地区の地価に対する交差項の限界効果プロット 

 

注：左図は選定に向けた検討開始年を基準点とし、右図は選定年を基準点としたもの。 

 

５－３．追加分析 

 

 追加分析として、一般化合成コントロール法を用いることにより重要伝統的建造物群保

存地区への選定が地価に及ぼす影響を検証する。一般化合成コントロール法は、複数の対照

群を加重平均して 1 つの「合成コントロールユニット」を作成し、施策による介入がなけれ

ば処置群が取るであろう反事実的な地価の推移を推定する方法である (Abadie 2021; Kreif 

et al. 2016)。 

 一般化合成コントロール法の主な優位性は、平行トレンド仮定に依存せず、観測された変

数および未観測の変数の効果が時間とともに変化することを許容できる点である (Abadie 

2021; Kreif et al. 2016)。一般化合成コントロール法では、処置前のデータを活用して処置

群と類似した地価推移を持つ合成コントロールユニットを構築し、処置後の結果を比較す

ることで、施策による介入の影響を推定する。このため、イベントスタディモデルにおいて

平行トレンドの成立が困難な状況でも、一般化合成コントロール法を用いることで信頼性

の高い推定が可能となる。 

 図 4 は龍野地区における地価に及ぼす影響の反事実予測プロット、図 5 は加世田麓地区

における地価に及ぼす影響の反事実予測プロットである。図 4、図 5 ともに、実線は保存地

区の平均地価の推移を示し、破線は非選定地区から構成される合成コントロールユニット

の推定地価の推移を示している。また、縦軸は自然対数化された地価を表し、横軸は年次を

表す。縦の灰色の線は、保存地区への選定がされた年を示しており、選定前後の変化を比較

することができる。 
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図４ 龍野地区における地価に及ぼす影響の反事実予測プロット 

 

 

図５ 加世田麓地区における地価に及ぼす影響の反事実予測プロット 

 

 

 まず、分析結果を見ると、両図ともに選定前は保存地区の地価と推定された合成コントロ

ールユニットの地価がほぼ一致しているが、選定後は両者に差が生じている。具体的には、

選定後に保存地区の地価が合成コントロールユニットよりも高く推移している。 
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 しかし、両地区ともに、分析結果における ATT15は統計的に有意ではない。具体的には、

龍野地区の分析における ATT の p 値が 0.4631、加世田麓地区の分析における ATT の p 値

が 0.3306である。そのため、保存地区への選定は地価に影響を及ぼさないことが考えられ、

仮説 2 に反する結果となった。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、兵庫県たつの市・龍野地区および鹿児島県南さつま市・加世田麓地区における

重要伝統的建造物群保存地区の選定が地域の流動人口および地価に及ぼす影響を検証する

ため、1km メッシュ別流動人口データと定点地価データを用いてパネルデータを構築し、

差分の差分法であるイベントスタディモデルを両データに適用した。さらに、地価に対して

は一般化合成コントロール法も用いた追加分析を行い、保存地区選定が地価に与える効果

を詳細に検証した。分析結果として、第一に、保存地区の選定が流動人口に短期的な増加効

果をもたらす一方で、長期的にはその影響が持続しないことが示された。これは選定直後の

メディア露出により観光客数が増加するが、地元自治体や団体による継続的な施策がなけ

れば、流動人口増加は一時的なものにとどまることを示唆している。根田 (2010) の提言に

沿う形で、持続的な地域活性化にはイベント開催や広報活動が不可欠であることが再確認

された。具体例としては、伝統的建造物群保存地区制度創設 50 周年を記念して行われた『伝

建デジタル de スタンプラリー』16があり、保存地区の価値を広く発信し、来訪者に歴史的

景観を楽しませることで住民との交流を促進する取り組みとして注目される。このような

取り組みを自治体や地元団体とも連携して定期的に実施することで、保存地区としての地

域の魅力を持続的に発信することが期待される。 

 第二に、保存地区への選定が地価に影響を及ぼさないことが示された。保存地区への選定

により、建造物の建て詰まりや土地利用の制約が生じる問題が指摘されているが (大平 

2003)、自治体はこれに対処するため、建物の修景事業に対する補助金の給付といった政策

を実施している。例えば、龍野地区が位置するたつの市では、修景事業に対して最大 800 万

円の補助金が提供されており17、加世田麓地区が位置する南さつま市では最大 350 万円の

補助金が支給されている18。このように、課題に対する対策が講じられていることで、問題

 
15 「Average Treatment Effect on the Treated」の略で、処置群に対する因果効果の推定

値を指す。具体的には、処置後に実際に観察された結果と、介入がなかった場合に予測され

る反事実的結果との差を測定したものである。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC 

5111584/ (2024 年 11 月 11 日)。 
16 https://www.denken.gr.jp/news/2024/05.html (2024 年 11 月 2 日)。 
17 https://www.city.tatsuno.lg.jp/machinami/denken_syuuri_syuukei.html (2024 年 11 月

11 日)。 
18 https://www.city.minamisatsuma.lg.jp/living/docs/1%20gaiyou020318kasedafumoto.p 

df (2024 年 11 月 11 日)。 
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による影響が相殺され、地価に大きな影響を与えないという分析結果につながっている可

能性がある。 

 しかし、本稿の分析結果にはいくつかの課題がある。具体的には、まず、分析対象とした

地区が 2 事例のみであり、ケース数が限られている点である。次に、データの制約により、

流動人口に対する分析の対象期間が 3 年間にとどまっており、長期的な効果を十分に検討

できていない点が挙げられる。これにより、保存地区選定の長期的な影響を評価するには不

十分である可能性がある。さらに、保存地区に影響を及ぼす可能性のある第三の変数を考慮

していない点も問題である。第三の変数が保存地区制度の効果を媒介している場合、その変

数を考慮しないと、異なる事例間での効果比較が困難になる。このような限界を踏まえ、今

後の研究では、より多くの事例を対象にし、長期的なデータを用いた分析や第三の変数を考

慮した分析が期待される。 
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第１６章 

 

柔軟な勤務制度が出生行動に与える影響 

―日本家計パネル調査に基づく実証分析― 

 

寺田 陽奈乃 

 

 

要約 

 

 本稿は、柔軟な勤務制度が家庭の出生行動に与える影響について、既存のパネル調査を用

いて分析したものである。先行研究では、育児休業制度が女性の勤務先に設置されている場

合、出生率や出生意欲に正の影響があるという実証結果が明らかになっている。しかし、そ

の影響は限定的であり、また育児休業制度以外の勤務制度と出生行動との関連性や、配偶者

である夫の勤務先の柔軟な勤務制度の効果に注目した実証研究はほとんど存在しない。そ

こで本稿では、「日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS)」の 14 年分のパネルデータを作成し

た上で、柔軟な勤務制度の存在が出生行動に与える影響について固定効果モデルを用いて

分析した。その結果、夫の勤務先に短時間勤務制度、半日・時間単位休暇制度、長期リフレ

ッシュ休暇制度が設置されている場合、出生確率が上昇することが明らかになった。すなわ

ち、出生行動に与える効果は妻よりも夫の勤務先の勤務制度の方が大きい可能性が示唆さ

れた。出産する女性だけでなく、男性も配偶者の出産にあたって柔軟な勤務形態を選択でき

るような施策の推進が重要であると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

近年の日本社会では、急速な少子高齢化とそれに伴う労働人口の減少が深刻な課題とな

っている。このような問題に歯止めをかけるために、日本政府は女性の社会進出を促進する

とともに、仕事と家庭の両立を支援する環境整備に取り組んでいる。 

まず、女性の社会進出の促進という意味では、1985年に男女雇用機会均等法が制定され、

性別を理由とした採用、業務内容、昇進・降格における差別、結婚や出産を理由とする女性

への不当な扱いが禁止されるようになったことは一つの画期とされる。また、2016年には、

女性活躍推進法が制定され、企業に対し、女性登用の行動計画策定や社内での女性の活躍に

関する情報公開が義務付けられるようになり、女性管理職割合の向上などが目指されてい

る。加えて、2019 年に施行された働き方改革では、長時間労働の是正や多様な働き方の選

択肢を広げることで、女性・高齢者・障がい者などの就業機会を拡大して、労働人口減少に
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対応することが企図されている1。 

このように女性の働き方の法整備が進んでいったことで、女性の労働力率は 1985 年の

39.7%から 2022年には 44.4%まで年々上昇している2。また、女性の管理職割合も、係長ク

ラスでは 1989年の 4.6%から 2018年には 18.3%まで増加している3。 

一方、女性の社会進出が進むと同時に、1991年には育児休業法 (現・育児・介護休業法) 

が施行されるなど、仕事と家庭の両立支援策の充実も進んでいる。育児休業法はその後の改

正によって、子どもの看護休暇、産後パパ育休などの制度が追加され、時代に即した法整備

が進められている。2007 年には多様な働き方の促進や社会と生活の調和の実現を目指し、

仕事と生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス) 憲章が施行された4。この憲章では、「国民

一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や

地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方

が選択・実現できる社会」の実現が掲げられ、ワーク・ライフ・バランス施策 (以下、WLB

施策) が普及するきっかけを作った。 

このように労働と子育ての両立に対する支援策が進められているにもかかわらず、合計

特殊出生率は 2022 年に 1.26 と過去最低水準を記録し、出生率の向上や人口増加といった

少子化問題に対する根本的解決には至っていないのが現状である。 

女性の社会進出が進むなか、WLB施策の拡充は女性の仕事と家庭の両立にどのような影

響を与えているのだろうか。柔軟な働き方と女性の就業継続との関連性や、育児休業制度の

導入と出生行動の関連性にまつわる実証研究は数多く存在するが (今田・池田 2006; 坂爪・

川口 2007; 佐藤 2014; 駿河・張 2003; 戸田 2012)、柔軟な働き方が出生行動に与える影

響を実証的に分析した研究は多くない。特に、育児休業制度以外の柔軟な勤務制度の効果に

焦点を当てたものや、女性本人の勤務先だけでなく、配偶者である夫の勤務先のWLB制度

の効果を分析した研究はほとんどない。 

そこで、本稿では、夫婦それぞれの勤務先においてWLB施策が導入されることが女性の

家庭の出生行動に与える影響を検証することを目指す。具体的には、2009 年から 2022 年

の 14年分の「日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS)」を用いてWLB施策の導入と女性の出

生行動に関するデータを集約したパネルデータを構築した上で、夫婦それぞれの勤務先に

おけるWLB施策が女性の出生行動にどのような影響を与えているのかを分析する。分析結

果からは、WLB施策の導入が出生行動にポジティブな影響を与えていること、特に、男性

の勤務先で施策を導入する場合に、その効果がより大きいことが明らかになった。 

 
1 https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf (2024年 10月 28日)。 
2 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/22-01.pdf (2024 年 10 月 29

日)。 
3 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02- 

12.html (2024年 11月 4日)。 
4 https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/20barrier_html/20html/charter.html (2024 年

11月 13日)。 
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 本稿の構成は以下の通りである。第 2節では、就業と出産の関連性や女性の勤務先のWLB

施策と出産の関連性に関わる実証的な先行研究を取り上げて整理する。その後の第 3 節で

は、WLB 施策が出生行動に与える影響のメカニズムについて本稿の理論仮説を提示する。

第 4節では、データや分析方法を説明し、第 5節では、その推定結果を示す。最後に第 6節

では推定結果から得られた知見から考察し、少子高齢化問題の解決に向けた政策的なイン

プリケーションを述べる。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．就業と出産の関連性 

 

 女性の就業継続と出産の関連性については、女性の社会進出を背景に盛んに研究が行わ

れている。2000 年代の実証研究では、女性の出産と就業継続にはトレードオフの関係があ

り、両立が困難であることが示唆されている (駿河・張 2003)。厚生労働省が発表した 2000

〜2004年のデータでは、出産 1年前に就業していた女性のうち 59%以上の女性が出産半年

後には就業を辞めていたという5。したがって、出産か仕事かのどちらかしか選べない二者

択一の状況を改善すべく、出産・教育の機会費用を低減させ、両立を支援する施策の導入が

必要とされている (駿河・張 2003)。しかし、近年では 25〜29歳の女性について、女性の

就業率が出生率にプラスの影響を与えるという実証結果も報告されている  (牧田ほか 

2024)。このように、かつて出産は女性の就業継続を阻害する要因とされていたが、近年の

実証研究では、女性の社会進出が、出生率向上の阻害要因にはならない可能性も示唆されて

いる。 

 

２－２．女性の勤務先のＷＬＢ施策と出生行動の関連性に関する実証研究 

 

 WLB施策に関する実証研究では、育児休業制度に関するものが多く見られる。そこでは、

育児休業制度が出産行動に一定の影響があることが確認されている (戸田 2012)。しかし、

その影響は限定的であるとの指摘もある。具体的には、非正規雇用の場合 (佐藤 2014)、親

族からの援助や保育所など子育て支援体制がある場合 (今田・池田 2006)、労働時間が短い

場合 (坂爪・川口 2007) には、育児休業制度の影響が小さいとされている。その意味では、

育児休業制度以外の勤務制度の効果についても興味が持たれるところである。 

 この点、休暇制度などの時間関連制度については、女性の出生行動に対して有効な影響は

確認されていない (戸田 2012)。一方で、短時間勤務制度を導入することで、母親の就業促

 
5 https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_45/pdf/s1.pdf (2024 年 11 月 15

日)。 
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進に影響を与えるという知見もある (平河 2019)。 

 

２－３．海外の柔軟な勤務制度 (ＷＦＡ) と出生行動の関連性に関する実証研究 

 

 海外、特に欧米諸国を中心に柔軟な勤務制度の導入が進んでいる。これらの施策は「Work 

- Family Arrangements (WFA)」 と呼ばれ、仕事と家庭の両立を支援するために広く普及

している。フランスでは、育児休業制度を取得後の復職を前提として整備したことで 2016

年には他国を大きく上回る合計特殊出生率 1.93を記録したとされている (水野 2018)。 

 

 このように国内外でWLB施策と出生率との関連については研究が行われているが、その

多くは育児休業制度に関するものである。しかし、近年では、育児休業制度以外のWLB施

策の整備も進んでいることに加えて、女性だけではなく男性のWLB施策利用の必要性も議

論されており、そのような多様なWLB施策の効果について、さらなる実証研究が求められ

るところである。 

 以上を踏まえて、本稿では「日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS)」の個票データを用いて、

育児休業制度以外の柔軟な勤務制度の導入の有無が出産行動に与える効果を、妻・夫それぞ

れの勤務先に区別して分析することを試みる。 

 

 

３．理論仮説 

 

WLB制度の導入により、柔軟な働き方が実現することで出生確率が向上することが理論

的に想定される。 

まず、女性の出生行動を阻害する主な要因として、仕事と育児の両立の難しさが挙げられ

る。駿河・張 (2003) によれば、出産と女性の就業継続は同時決定的な関係にあり、両立の

難しさが障壁になっているとされていた。 

しかし、近年では働き方改革やコロナ禍を契機として、勤務場所や勤務時間に柔軟なWLB

制度が各企業で普及している。具体的な施策としては、テレワーク制度、短時間勤務制度、

半日・時間単位の有給休暇制度、再雇用制度などが挙げられる。総務省の発表によると、全

国のテレワークの導入率は、2017年の 13.9%から 2022年には 51.7%まで上昇した6。また、

東京都の産業労働局の調査によると、都内の事業所において短時間勤務制度の導入率は

2018 年の 72.9%から 2023 年には 78.6%へ、半日や時間単位の有給休暇制度の導入率は

2018 年の 72.0%から 2023 年には 84.6%に増加した7。このような柔軟な勤務制度を通じ

 
6 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd24b220.html (2024 

年 12月 10日)。 
7 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/data/koyou/danjo (2024年 12月 10日)。 
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て、出産や子育てに伴う機会費用や経済的負担を低減させることが期待され、各家庭で柔軟

かつ自律的に就業と出産・子育てをできる環境が整備されつつあると考えられる。よって、

以下の理論仮説を導出する。 

 

仮説１ 妻の勤務先がWLB施策を設置しているほど、妻の出産確率が上昇する。 

 

加えて、現代では夫妻での共働きが一般化しており、2000年には全世帯の 52%を占めて

いた共働き世帯が、2022年には 70%にまで上昇している8。また、出産と女性の就業が同時

決定の関係ではなくなりつつあり (牧田ほか 2024)、夫の家事・育児への参画時間は 2001

年から 2016 年にかけて微増していることが示されている9。このような変化から、出産行

動には、妻だけでなく、夫の働き方も影響を与えていると考えられる。特に、夫が家事・育

児に積極的に参画することで、妻の就業にプラスの影響を与えることが分かっている (鶴・

久米 2018)。そのため、妻の仕事と子育ての両立に伴う機会費用を低減させるためには、夫

の育児・家事参加が重要となる。 

しかし、OECD (経済協力開発機構) の調査によれば、日本人男性の平均有償労働時間 452

分は OECD平均の 317分を大きく上回っており、長時間の労働が家事・育児に割く時間を

確保しづらい現状を生んでいる10。したがって、妻の仕事と家庭の両立に貢献するためには、

配偶者である夫の WLB 施策を通じて勤務時間・場所に柔軟性を持たせることが重要であ

り、これが出産行動に与える効果を考察する必要がある。以上のメカニズムを踏まえて、以

下の仮説を立てる。 

 

仮説２ 夫の勤務先がWLB施策を設置しているほど、妻の出産確率が上昇する。 

 

 これらの仮説を通じて、これまでの実証研究で十分な検証が得られなかった夫婦別の勤

務先の制度の効果を包括的に分析することを目的とする。少子化問題としてのWLB施策の

有効性を検証し、柔軟な働き方の重要性を示唆することを目指す。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 
8 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/backdata/02-01-01-03.html (2024年 12

月 10日)。 
9 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00- 

02.html (2024年 12月 10日)。 
10 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/column/clm_01.ht 

ml (2024年 12月 10日)。 
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 上記の理論仮説を検証するために、慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターの「日

本家計パネル調査 (JHPS/KHPS)」の個票データを用いた11。この調査は 2004年に開始し

た「慶應義塾家計パネル調査 (KHPS)」と 2009年に開始した「日本家計パネル調査 (JHPS)」

を 2014年に統合したものである。本稿では、2009年から 2022年までの計 14回の調査デ

ータを結合してパネルデータ化を行った。分析対象となるサンプルは有配偶者の 20歳以上

45歳以下の女性の個票データである。 

 まず、本稿の分析に使用する従属変数は、出産ダミーである。過去 1年間の回答者の世帯

変動についての質問の中で、回答者の子供が生まれた場合を 1、生まれていない場合を 0と

してダミー変数を作成した。 

理論的に関心のある独立変数として、勤務先におけるWLB制度の導入の有無をダミー変

数として測定した。具体的には、短時間勤務制度、在宅勤務制度、半日・時間単位の休暇制

度、長期リフレッシュ休暇制度、異動の社内公募制度、育児や介護等で退職した者の再雇用

制度、非正社員から正社員への転換制度の 7つを対象とした。「あなたの会社に当該制度が

あるか」との質問に対し、「ある」もしくは「利用経験あり」と回答した場合を 1、「ない」

もしくは「わからない」と回答した場合を 0としてダミー変数化した。なお、これらの変数

を夫と妻それぞれの勤務先について作成した。出生行動に対する意思決定は約 1 年前には

行われると考えられるため、独立変数にはすべて 1年前のデータを採用した。 

統制変数は、先行研究にならい住宅ローン借り入れダミー、妻の正規雇用ダミー、妻の年

齢、妻の年齢の 2乗項、既存子ども数 (1年前)、妻の勤務先の従業員規模を投入した。 

表 1は変数説明、表 2は記述統計である。 

 

４－２．推定方法 

 

上記の変数を用いて、柔軟な勤務制度の導入の有無と出生行動の関連性をパネルデータ

分析によって推定する。本稿では、「日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS)」から収集した 14

年分のパネルデータを用いるため、個人や年度の影響を統制する必要がある。そこで今回は

この点を考慮して、個人と年度の二方向固定効果線形回帰モデルを用いて分析する。 

 

 

５．分析結果 

 

柔軟な勤務制度の導入が出生行動に与える効果を、固定効果線形回帰モデルを用いて 

析した結果を述べる。 

 
11 本稿の分析に際しては、慶應義塾大学経済学部附属経済研究所パネルデータ設計・解析

センターによる「日本家計パネル調査(JHPS/KHPS)」の個票データの提供を受けた。 
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表１ 変数説明 

 

変数名 変数説明 出典

出産 直近1年間で子どもが生まれた＝1、生まれてい

ない＝0のダミー変数。

妻_短時間勤務制度 (1年

前)

妻の勤務先において、1年前に短時間勤務制度が

設置されていた＝1、設置されていなかった＝0

のダミー変数。
妻_在宅勤務制度 (1年

前)

妻の勤務先において、1年前に在宅勤務制度が設

置されていた＝1、設置されていなかった＝0の

ダミー変数。
妻_半日・時間単位の休

暇制度 (1年前)

妻の勤務先において、1年前に半日・時間単位の

休暇制度が設置されていた＝1、設置されていな

かった＝0のダミー変数。

妻_長期リフレッシュ休

暇制度 (1年前)

妻の勤務先において、1年前に長期リフレッシュ

休暇制度が設置されていた＝1、設置されていな

かった＝0のダミー変数。

妻_異動の社内公募制度

(1年前)

妻の勤務先において、1年前に異動の社内公募制

度が設置されていた＝1、設置されていなかった

＝0のダミー変数。

妻_育児や介護等で退職

した後の再雇用制度 (1

年前)

妻の勤務先において、1年前に育児や介護等で退

職した後の再雇用制度が設置されていた＝1、設

置されていなかった＝0のダミー変数。

妻_非正社員から正社員

への転換制度 (1年前)

妻の勤務先において、1年前に非正社員から正社

員への転換制度が設置されていた＝1、設置され

ていなかった＝0のダミー変数。

夫_短時間勤務制度 (1年

前)

夫の勤務先において、1年前に短時間勤務制度が

設置されていた＝1、設置されていなかった＝0

のダミー変数。
夫_在宅勤務制度 (1年

前)

夫の勤務先において、1年前に在宅勤務制度が設

置されていた＝1、設置されていなかった＝0の

ダミー変数。
夫_半日・時間単位の休

暇制度 (1年前)

夫の勤務先において、1年前に半日・時間単位の

休暇制度が設置されていた＝1、設置されていな

かった＝0のダミー変数。

夫_長期リフレッシュ休

暇制度 (1年前)

夫の勤務先において、1年前に長期リフレッシュ

休暇制度が設置されていた＝1、設置されていな

かった＝0のダミー変数。

夫_異動の社内公募制度

(1年前)

夫の勤務先において、1年前に異動の社内公募制

度が設置されていた＝1、設置されていなかった

＝0のダミー変数。

夫_育児や介護等で退職

した後の再雇用制度 (1

年前)

夫の勤務先において、1年前に育児や介護等で退

職した後の再雇用制度が設置されていた＝1、設

置されていなかった＝0のダミー変数。

夫_非正社員から正社員

への転換制度 (1年前)

夫の勤務先において、1年前に非正社員から正社

員への転換制度が設置されていた＝1、設置され

ていなかった＝0のダミー変数。

妻_正規雇用 妻が正規雇用＝1、その他＝0のダミー変数。

妻_年齢 妻の年齢。

妻_年齢 (2乗項) 妻の年齢を二乗したもの。

妻_従業員規模 妻の勤務先の従業員規模が1〜4人＝1、5〜29人

＝2、30〜99人＝3、100〜499人＝4、500人以上

＝5、官公庁＝6の変数。

既存子ども数 (1年前) 世帯の1年前の子どもの数。

住宅ローン借入 世帯で住宅ローン借入がある＝1、借入がない＝

0のダミー変数。

「日本家計パネル調査

(JHPS/KHPS)」2009〜

2022年
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表２ 記述統計 

 

 

表 3は、2009年から 2022年までの 14年分のパネルデータを基に、夫と妻の勤務先に制

度が導入されている場合、妻の出産行動へどのような変化を与えるかを定量的に検証した

結果である。Model 1では妻の勤務先のWLB施策、Model 2では夫の勤務先のWLB施策、

Model 3 では夫妻の勤務先の WLB 施策を変数として投入し、それらの効果を検証してい

る。 

まず、Model 1では、妻の勤務先におけるWLB施策に注目する。分析結果からは、妻の

勤務先に短時間勤務制度が導入されていると出生確率が正に、長期リフレッシュ休暇制度

が導入されていると出生確率に負に有意に変化することが明らかになった。よって、仮説 1

は部分的に支持されたと言える。 

統制変数については、正規雇用が 5%水準で有意に負の影響を与えていることから、正規

雇用以外で働く女性は、出産行動に対して困難を抱えている可能性が示唆される。また、既

存の子どもの数や妻の年齢の二乗項が 1%水準で負の影響を与えることから、年齢が高くな

りすぎるほど、またすでに子どもが多いほど出産しにくくなることが分かる。 

次に、Model 2の夫の勤務先におけるWLB施策に注目する。分析結果からは、夫の勤務

先に短時間勤務制度、半日・時間単位の休暇制度、長期リフレッシュ休暇制度が導入されて

いる場合、妻本人の行動に正の影響を与えていることが確認された。よって、仮説 2に整合

的な結果が得られた。特に、出産後に就業や育児を両立するためには、男性が柔軟な勤務制

度を活用できることが重要であることが示唆される。長期リフレッシュ休暇制度について 

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

出産 4990 0.0513 0.2206 0 1

妻_短時間勤務制度 (1年前) 4167 0.2817 0.4499 0 1

妻_在宅勤務制度 (1年前) 4167 0.0427 0.2022 0 1

妻_半日・時間単位の休暇制度 (1年前) 4167 0.3420 0.4744 0 1

妻_長期リフレッシュ休暇制度 (1年前) 4167 0.1401 0.3472 0 1

妻_異動の社内公募制度 (1年前) 4167 0.1317 0.3383 0 1

妻_育児や介護等で退職した後の再雇用制度 (1年前) 4167 0.2049 0.4037 0 1

妻_非正社員から正社員への転換制度 (1年前) 4167 0.3168 0.4653 0 1

夫_短時間勤務制度 (1年前) 4167 0.1829 0.3866 0 1

夫_在宅勤務制度 (1年前) 4167 0.0362 0.1869 0 1

夫_半日・時間単位の休暇制度 (1年前) 4167 0.3240 0.4680 0 1

夫_長期リフレッシュ休暇制度 (1年前) 4167 0.1596 0.3663 0 1

夫_異動の社内公募制度 (1年前) 4167 0.1555 0.3624 0 1

夫_育児や介護等で退職した後の再雇用制度 (1年前) 4167 0.1476 0.3547 0 1

夫_非正社員から正社員への転換制度 (1年前) 4167 0.2625 0.4401 0 1

妻_正規雇用 4990 0.8487 0.3584 0 1

妻_年齢 4990 36.1002 6.3407 20 45

妻_年齢 (2乗項) 4990 1343.4212 440.1130 400 2025

妻_従業員規模 4990 4.6529 2.4439 1 9

既存子ども数 (1年前) 4167 1.1413 1.1088 0 7

住宅ローン借入 4990 0.4008 0.4901 0 1
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表３ 夫婦別の勤務先におけるＷＬＢ施策の効果 

 

Model 1 Model 2 Model 3

妻_短時間勤務制度 (1年前) 0.0260 * 0.0227 †

(0.0126) (0.0123)

妻_在宅勤務制度 (1年前) 0.0139 0.0140

(0.0176) (0.0173)

妻_半日・時間単位の休暇制度 (1年前) -0.0162 -0.0189 †

(0.0111) (0.0107)

妻_長期リフレッシュ休暇制度 (1年前) -0.0352 * -0.0345 *

(0.0163) (0.0161)

妻_異動の社内公募制度 (1年前) -0.0041 -0.0046

(0.0135) (0.0134)

妻_育児や介護等で退職した後の再雇用制度 (1年前) 0.0011 -0.0010

(0.0127) (0.0125)

妻_非正社員から正社員への転換制度 (1年前) -0.0060 -0.0030

(0.0110) (0.0108)

夫_短時間勤務制度 (1年前) 0.0333 † 0.0319 †

(0.0173) (0.0172)

夫_在宅勤務制度 (1年前) -0.0108 -0.0107

(0.0305) (0.0307)

夫_半日・時間単位の休暇制度 (1年前) 0.0631 *** 0.0629 ***

(0.0157) (0.0156)

夫_長期リフレッシュ休暇制度 (1年前) 0.0396 * 0.0419 *

(0.0187) (0.0187)

夫_異動の社内公募制度 (1年前) -0.0004 0.0002

(0.0170) (0.0167)

夫_育児や介護等で退職した後の再雇用制度 (1年前) -0.0048 -0.0055

(0.0148) (0.0146)

夫_非正社員から正社員への転換制度 (1年前) 0.0095 0.0092

(0.0143) (0.0143)

妻_正規雇用 -0.0386 * -0.0370 * -0.0365 *

(0.0162) (0.0157) (0.0159)

妻_年齢 0.2361 *** 0.2136 *** 0.2129 ***

(0.0312) (0.0297) (0.0300)

妻_年齢 (2乗項) -0.0009 *** -0.0008 *** -0.0009 ***

(0.0002) (0.0001) (0.0001)

妻_従業員規模 0.0201 *** 0.0196 *** 0.0194 ***

(0.0030) (0.0029) (0.0029)

既存子ども数 (1年前) -0.1712 *** -0.1776 *** -0.1789 ***

(0.0186) (0.0187) (0.0189)

住宅ローン借入 0.0293 † 0.0217 0.0204

(0.0165) (0.0160) (0.0162)

時間効果 YES YES YES

個体効果 YES YES YES

調整済みR
2 0.2661 0.2769 0.2795

N 4167 4167 4167

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は個人ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

従属変数

出産
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は、数週間から数ヶ月にわたる休暇を取得することで仕事に割く時間を減らし、家事・育児

に参画できるため、家庭内の負担軽減に寄与する可能性があるのではないか。最後に、Model 

3では、夫婦それぞれの勤務先におけるWLB施策の効果を同時に推定する。ここで注目す

べきは、妻・夫ともに有意に正の影響が確認された短時間勤務制度の効果の違いである。両

者の係数を比較すると、同じ短時間勤務制度が導入された場合でも、妻の勤務先よりも夫の

勤務先に導入された方が、出生行動に対する効果が相対的に大きいことが示唆される。これ

らの結果から、出生の意思決定における要因として、夫の勤務時間に柔軟性を持たせること

によって、家事や育児への参加がしやすい勤務環境の存在が寄与していると考えられる。つ

まり、妻の勤務先だけでなく、夫の勤務先における柔軟な勤務制度が、出産行動に対して大

きな影響を与えているのである。 

これまでの実証研究では、出産に直接的な影響を受ける女性に焦点を当てたものが多く

見られた。しかし、本稿を通じて、夫の勤務先に導入されたWLB制度の方が出産行動に与

える影響が大きいことが明らかになった。今後のWLB施策の運用においては、妻だけでな

く夫の柔軟な勤務制度の利用をさらに促進することが重要であると考えられる。したがっ

て、同じWLB制度であっても、性別やキャリア意識に応じた制度の運用方針を検討する必

要があるだろう。 

 

 

６．結論 

 

 本稿では、過去 14年間のパネルデータを基に分析を行い、勤務場所や勤務時間の柔軟化

を目的としたWLB施策の導入が、出生行動に正の影響を与えることを明らかにした。実証

結果から、第一に柔軟な勤務制度の中でも、妻の勤務先に短時間勤務制度がある場合、夫の

勤務先に短時間勤務制度、半日・時間単位休暇制度、長期リフレッシュ休暇制度が設置され

ている場合、妻の出生確率が上昇することが分かった。第二に、同じ勤務制度を導入されて

いる場合でも、妻の勤務先よりも夫の勤務先に導入されている方が、出産行動に与える正の

影響が大きい可能性が示唆された。特に、短時間勤務制度を導入する場合では、妻よりも夫

の勤務先において、その有効性が高い。このように、夫が家事に参加しやすい職場環境を整

備することが家庭における出生行動を促進する要因になっていることは興味深い。これは、

夫の育児分担が追加出生意欲にポジティブな影響を与えるという水落 (2010) の主張を裏

付けるものである。高度経済成長を背景に強まった性別役割分業意識が、女性の社会進出や

働き方改革などの時代の変化を経て、次第に緩和されていることの現れとも言える。 

 上記の知見に基づくと、日本企業の WLB 施策について次のような示唆が得られるだろ

う。第一に、WLB施策の導入は、妻の出産確率の向上に一定程度効果を与えるものであっ

た。そのため、柔軟な働き方を可能とするWLB施策の導入を企業で促進あるいは義務付け

ることが、少子化対策として有効であると言える。このことから、少子高齢化を食い止める
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ためには柔軟な働き方を目的としたWLB施策の導入を促進、義務付けることが効果的なの

ではないだろうか。第二に、配偶者である夫の勤務先にWLB施策が導入されていることの

効果が、本人である妻の勤務先にWLB施策が導入されている効果よりも相対的に大きいと

いう知見は、政策的に重要である。日本では、男性の育児休業制度の利用率が 2023年時点

で 30.1%と欧米諸国と比較して低く12、男性のWLB 制度の利用には様々な障壁が存在する

ことが示唆される。そのため、特に男性のWLB施策の利用促進のための方策を講じること

が必要である。例えば、企業がWLB施策を利用する男性社員に対して給与補助を支給する

など、利用に対するハードルを下げるための対応策を講じることが有効であると言える。 

 本稿の課題として、第一にWLB施策の効果の業種や家族構成による異質性を分析するこ

とができなかったことが挙げられる。就業形態や同居家族の違いによって、WLB施策の効

果がどのように変わりうるのかは今後の検討課題である。第二に、新たな働き方の効果もさ

らに検証する必要がある。コロナ禍を機に時差出勤制度、フレックスタイム制度をはじめと

する新たなWLB制度が普及している。さらなる働き方の多様化を図るために、長期的な効

果を見ながら今回分析対象とできなかった他の勤務制度に対しても効果検証を行うことで、

より包括的な少子化対策の実現が可能になるだろう。 
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第１７章 

 

企業のＷＬＢ制度が女性の就業継続に与える影響 

―日本家計パネル調査に基づく実証分析― 

 

小栗 実紗 

 

 

要約 

 

男女の就業率の差は日本に特徴的な課題であり、その解決策の一つとして WLB 制度の

導入が指摘されている。しかし、既存研究ではWLB 制度が女性社員比率に対して正の相関

があることが明らかになっている一方、企業データの性質上の限界によりその中間的なメ

カニズムが明らかになっていない。本稿では、2010年度から 2022年度まで全 13回の「日

本家計パネル調査 (JHPS/KHPS)」から、WLB制度の実施状況と、女性の前年度からの就

業継続状況の変化を対照させたパネルデータを構築し、離散時間ロジットモデルによる競

合リスクモデルを用いて、WLB制度が女性就業者の離転職にどのような影響を与えるかを

検証した。分析結果として、まずWLB制度全体の充実と一日単位未満での休暇取得制度が

女性の転職を有意に防ぐことが分かった。次に、在宅勤務制度と正社員への転換制度は離職

を有意に防ぐことが分かった。転職と離職とに対してでは効果のあるWLB制度が異なるた

め、企業は目的や必要性に応じてWLB制度を使い分けることが、女性の就業継続のために

重要であると考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

男女の就業率の差は日本の特徴的な課題である。1985 年に男女雇用機会均等法が制定さ

れて以来、女性の就業参加の拡大は日本の重要政策の一つであり続けた。2015 年には女性

活躍推進法が制定され、女性の働き方改革が進められているものの、2020 年現在、日本の

女性の就業率は OECD38ヵ国中 13位の 70.6%に留まっている1。 

 女性活躍が進んでいる国々では、WLB (ワーク・ライフ・バランス) 制度が女性就業率を

向上させており、同制度は女性に限らず従業員全体の働きやすさにもつながっていること

が指摘されている。例えばオランダでは、パートタイム雇用により、柔軟な働き方が実現さ

 
1 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/zuhyo/zuhyo02-02. 

html (2024年 10月 29日)。 
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れたことで、女性就業率が 1985年の 40.9%から 2023年には 81.9% (15歳から 64歳)2 へ

と上昇した。パートタイム雇用が進んだことで、女性就業率が上がっただけでなく、労働形

態、労働時間、労働場所を自由度高く選択できるようになり、1人当たりの労働時間が短く

なった (権丈 2010; 権丈 2011; 善積 2019)。オランダでパートタイム雇用が進んだ背景と

して、パートタイム雇用とフルタイム労働の待遇均等化がある。具体的には、1996 年に労

働時間による差別が禁止されたことによって、パートタイム労働とフルタイム労働の待遇

に差がなくなり、仕事と生活を天秤にかける必要がなくなった (権丈 2010; 善積 2019)。

加えて、労働時間の変更に関して理由は問われないため、単身者や子育てを終えた者も柔軟

に働き方を変更することができ、オランダでは生涯においてワーク・ライフ・バランスが取

りやすい社会が形成されている3。 

このような海外の動向を受け、日本でもWLB 制度の導入が進んだが、男女の就業率の格

差を埋めきるには至っていない。2007 年に厚生労働省による「ワーク・ライフ・バランス

憲章」の策定によって仕事と生活の調和に関して大まかな指針が示され、「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」で具体的な取り組みや施策が示された。その行動指針の中で多様

な働き方についても触れられている。具体的には、「育児・介護休業、短時間勤務、短時間

正社員制度、テレワーク、在宅就業など個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方を支える

制度の整備、それらを利用しやすい職場風土づくりを進める」、「女性や高齢者等が再就職や

継続就業できる機会を提供する」4ことが明記された。その後 2010 年代以降に働き方改革

や新型コロナ感染症の影響により WLB 制度を導入する企業が増え、2022 年時点ではテレ

ワーク導入率は 51.7%、2021年時点で短時間勤務制度の導入率は 68.9%まで上昇した5。し

かし、2021年時点の男性就業率は 83.9%に対し、女性就業率は 71.3%6に留まっており、男

女の就業率の格差は、WLB施策によって完全に解消されたとは言えない。 

現在までのWLB制度に関する効果検証の多くは企業データを用いているため、企業ごと

の女性社員割合や女性管理職割合に対してのみ WLB 制度の効果を測ってきた (阿部ほか 

2017; 齋藤 2017; 高村 2016; 山本 2014)。そのため、WLB制度が個人の就業状態に対し

てどのような影響を与えているのかという点においては疑問が残る。具体的には、WLB制

度の存在が、女性の企業における就業継続を促進するのかという問題を、単にWLB制度が

 
2 OECD Employment Database, https://data-explorer.oecd.org/vis?df[ds]=DisseminateF 

inalDMZ&df[id]=DSD_LFS%40DF_LFS_INDIC&df[ag]=OECD.ELS.SAE&dq=NLD...F.

.&pd=%2C&to[TIME_PERIOD]=false&vw=tb (2024年 11月 5日)。 
3 権丈 (2011) は 1人当たりの労働時間が短く、幼児をもつ母親も含めて、男女ともに就業

率が高い社会を「参加型」の社会と呼んでいる。一方、日本のように限られた人が長時間働

くモデルを「分業型」と呼んでいる。 
4  https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/20barrier_html/20html/indicator.html (2024

年 11月 4日)。 
5 https://www.rodo.co.jp/series/136962/ (2024年 10月 29日)。 
6 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/zuhyo/zuhyo02-02. 

html (2024年 11月 4日)。 
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充実した企業に女性が就業しやすいという自己選択を考慮に入れた上で検証する必要があ

る。 

以上を踏まえて本稿では、WLB制度が女性の就業継続に与える影響を検証する。具体的

には、2010 年から 2022 年の全 13 回分の「日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS)」を用い

て、WLB制度の実施状況と、女性の前年度からの就業継続状況を集約したパネルデータを

構築した上で、WLB制度が転職と離職それぞれにどのような影響を与えているのかを分析

する。分析結果からは、WLB制度の存在が女性の離転職確率を低下させて、その企業にお

ける就業継続を促すことが明らかになった。しかし、転職と離職とに対してでは効果のある

WLB制度が異なるため、企業は目的や必要性に応じてWLB制度を使い分けることが、女

性の就業継続のために重要であると考えられる。 

続く第 2 節では、女性の就業継続に影響を与える要因についての先行研究を取り上げた

後、WLB制度と女性社員比率の関係について整理する。第 3節ではWLB制度と女性の離

転職に関して本稿の理論仮説を導出する。第 4 節では仮説を検証するために必要なデータ

と分析方法について述べ、第 5 節では分析結果について説明する。第 6 節では、本稿のま

とめとして、女性の離転職を防ぐためのWLB制度について提言を述べていく。 

 

 

２．先行研究 

 

２－１．女性の就業継続の諸要因 

 

 女性の就業継続に影響を与える要因は何か。まず、仕事に対する満足度と女性の就業継続

には正の相関があることが認められている。Clark et al. (2012) はパネルデータを用いて同

一個人の離転職に対して賃金が与える効果を検証し、個人が次の年に離職する確率に関し

ては、仕事への満足度が最も大きな要因となることを示した。3年分の日本家計パネル調査

を使って変量効果プロビット分析を行った田中 (2013) は、個体の異質性を考慮したとして

もなお、仕事満足度が女性の就業継続を促すことを明らかにした。なお、藤本 (2009) は、

女性に限らず、仕事の負荷が低く裁量が大きい仕事であるほど、仕事に対する満足感が高い

ことを指摘している。馬 (2010) はその仕事満足度に関して、女性に限らず絶対所得および

相対所得の両方に依存することを示した。 

賃金が就業継続に与える影響に関しては見解が分かれている。家計経済研究所による 6年

分の消費生活に関するパネル調査を使って離散時間ロジット分析を行い、女性の出産離職

要因を検証した坂本 (2012) は、出産離職に関しては就労所得が出産離職を防ぐ傾向がある

とした上で、就業と収入の均等な機会を女性に提供することで、離職を減らす効果が期待で

きることを示唆している。Kato and Kodama (2013) は企業データを用いて出産とキャリ

アの関係を実証した結果、出産は将来的に収入を 20%から 30%減らすという影響があるが、
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育休からは早く復帰し、労働時間を短くせず働き続けることでそのペナルティを回避でき

ることを明らかにした。 

他にも、坂本ほか (2016) によって、夫の所得が高いほど、妻の就業継続率が低いことが

明らかになっていたり、大津 (2013) によって、要介護 4・要介護 5の要介護者が同居して

いると、就業している有配偶女性の翌年度の離職率は有意に高くなることが明らかになっ

ていたりするため、家庭環境が女性の就業継続に影響を与えることも指摘できる。 

 

２－２．ＷＬＢ制度と女性社員比率 

 

 企業の WLB 制度が企業の女性社員比率に対して概ね正の効果を与えることが先行研究

で明らかになっている。例えば、山本 (2014) が企業データを用いて職場環境と女性活用の

関係を検証した結果、法律を上回る育児休業制度・介護休業制度、短時間勤務制度などの、

長時間労働是正の取り組みが女性社員比率を高めることが分かった。また、阿部ほか (2017) 

が企業データを用いてWLB制度と女性社員比率を検証した結果、事業所内託児施設、転勤

免除、再雇用制度などの支援が女性社員比率と正の相関があることが分かった。出産と就業

継続の関係について消費生活に関するパネル調査を用いて検証した駿河・張 (2003) は、育

児休業制度が就業継続を促進することを示し、出産・育児の機会費用の低下が就業継続を促

すことを示唆している。女性人材や外国人材の活躍の促進要因と阻害要因を、CSR 企業総

覧を用いて検証した高村 (2016) も、WLB制度が女性比率に対して概ね正の効果を与える

ことを示している。具体的にはフレックス制度・在宅勤務制度・半日休暇制度・育児休業取

得率が促進要因、残業時間の長さ・有給取得率の低さが阻害要因であると指摘している。 

 しかし、その効果は女性社員の年代によって異なるという指摘もある。齋藤 (2017) は企

業データを使用し、電器産業に属する企業においてWLB制度の効果を検証した。具体的に

は、WLB制度や管理職女性比率、年代別女性社員比率などをまとめたパネルデータを構築

し、固定効果モデルを使用した重回帰分析を行うことで、WLB制度が女性活用に与える影

響を検証した。その結果、柔軟な働き方は女性の管理職比率を高めること、キャリアアップ

支援策は 40代から 50代の女性比率を高めること、短時間勤務は 30代の女性比率を高める

ことが分かった。同じ女性であっても、子育て世代や中堅層など、年代によって必要とされ

る施策が異なるため、世代間で効果にばらつきがあることが分かる。 

 

 

３．理論仮説 

 

先行研究では多くの場合、企業データを用いてWLB制度と女性社員比率や女性管理職比

率の関係を中心的に明らかにしてきた。仕事の満足度や家庭環境が女性の就業継続に影響

を与え (大津 2013; 坂本ほか 2016; 田中 2013; Clark at al. 2012)、企業のWLB制度は



241 

 

年代と施策内容によってその効果は異なるものの概ね女性社員比率や女性管理職比率に効

果を与えている (阿部ほか 2017; 齋藤 2017; 高村 2016; 山本 2014) ことが分かってい

る。 

しかし、WLB制度がどのようなメカニズムで女性の社員比率を高めているのかは判然と

しない。とりわけ、企業がWLB施策を行うことで、入社した女性がその企業で働き続ける

からこそ女性社員比率が高まるのか、企業がWLB施策を行うことで、働き続けたい女性が

その企業に転職してくることで女性社員比率が高まるのかは実証上分離されていない。女

性社員の流出を防ぎたい企業にとって、WLB制度と女性の就業継続の関係を明らかにする

ことは、効率的なWLB施策導入につながり、日本全体の女性の就業継続に寄与できるだろ

う。本稿では企業データではなく個人データを用いることで、WLB制度と転職・離職の関

係を明らかにすることを目的とする。 

WLB制度が女性の就業継続につながるメカニズムとして、変化するライフステージへの

対応が考えられる。長時間労働を前提とした日本的雇用慣行7において、家庭的な役割を担

うことの多い女性は、結婚、出産、育児、介護などのライフステージの変化が生じた場合、

長時間労働を継続することが難しくなる。そのため、そのような変化に際して、女性は離職、

または働きやすい企業への転職を選びやすい。したがって、短時間勤務制度などの長時間労

働を是正するWLB制度は、ライフステージの変化が生じた女性全体に対して、家庭での役

割との両立を可能にすることで就業継続を促す効果があると考えられる。また、在宅勤務制

度や半日・時間単位での休暇制度などの柔軟な働き方を可能にするWLB制度は、特に出産

や育児、介護と就業の両立をしやすくすることで、就業継続を促す効果があると考えられる。

よって、以下の 2つの仮説が導出できる。 

 

仮説１ WLB制度がある企業に勤めている女性ほど、転職する確率が低い。 

 

仮説２ WLB制度がある企業に勤めている女性ほど、離職する確率が低い。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

 上記の理論仮説を検証するために、2010年から 2022年まで全 13回の「日本家計パネル

調査 (JHPS/KHPS)」を用いて、WLB制度の実施状況と前年度からの就業継続状況を集約

 
7 山極 (2021) は女性活躍の阻害要因の 1つとして、高度経済成長期に形成された長時間労

働などの日本的雇用慣行を指摘している。 
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したパネルデータを構築し、そこから女性就業者のデータを抽出した8。 

まず、本稿で用いる従属変数は、前年度からの就業継続状況のダミー変数である。仮説 1

を検証する際は、転職を 1、就業継続を 0とした転職ダミーを作成した上で、離職を打ち切

りとみなし 0を割り当て、そこで勤続年数のカウントをリセットする操作を行う。仮説 2を

検証する際は、同様に、離職を 1、就業継続を 0とした離職ダミーを作成した上で、転職を

打ち切りとみなし、そこで勤続年数のカウントをリセットする。 

 独立変数には、7つのWLB制度の有無とWLB制度の有無の合計数を用いる。具体的に

は、「短時間勤務制度」、「在宅勤務制度」、「半日・時間単位の休暇制度」、「長期リフレッシ

ュ休暇制度」、「異動の社内公募制度」、「育児・介護等で退職した者の再雇用制度」、「非正社 

 

表１ 変数説明 

 

 

 
8 本稿の分析に際しては、慶應義塾大学経済学部附属経済研究所パネルデータ設計・解析セ

ンターから「日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS)」の個票データを提供していただいた。 
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表２ 記述統計 

 

 

員から正社員への転換制度」について、「ない」と回答した場合は 0、「ある」、「利用経験あ

り」と回答した場合は 1とした。また、WLB制度全体の充実度と前年度からの就業継続状

況の関係を検証するために、すべての制度を合計した「WLB制度合計」という変数も作成

した。加えて、離職した場合はその年のWLB制度の有無に関しては無回答となり、また転

職した場合はその年の WLB 制度の有無は転職後の会社の制度に対しての回答になるため、

WLB制度に関する変数は、すべて 1年前のラグを取った変数を作成した。 

 勤続年数が就業継続状況に与えるハザード率を捉えるために、勤続年数とその 2 乗項を

投入した。 

統制変数については、個人レベルでの異質性を統制するために、「配偶者の有無」、「同居

人数」、「最終学歴」、「年齢」、「正規雇用ダミー」を用いた。 

表 1は上記の変数についてそれぞれ整理した変数一覧、表 2は記述統計である。 

 

４－２．推定方法 

 

 上記の変数を用いて、WLB制度が女性の就業状態に与える影響を分析するために、離散

時間ロジットモデルに基づく競合リスクモデルを推定する。離散時間ロジットモデルでは、

独立変数として時間の経過とともに変化する変数を使用することが可能である。競合リス

クモデルは、三つ以上のカテゴリの離散選択に対するイベントヒストリー分析の手法であ

り、転職と離職という複数のリスクを同時に分析することができる。イベントヒストリー分

析に関しては、Allison (2014) を参照されたい。 
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５．分析結果 

 

５－１．ＷＬＢ制度が転職に与える効果 

 

表 3 では WLB 制度が転職に与える効果を検証した。Model 1 と Model 2 が 1 年前の

WLB制度の合計が転職に与える影響を検証したものであり、Model 2では統制変数を追加

した。Model 3 と Model 4 が 1 年前のそれぞれの WLB 制度が転職に与える影響を検証し

たものであり、Model 4では統制変数を追加した。Model 2を見ると、1年前のWLB制度

の合計が 5%水準で有意に負の影響を与えていることから、WLB 制度の全体的な充実が女

性の転職を防ぐことが分かった。Model 4を見ると、1年前の半日・時間単位の休暇制度が

5%水準で有意に負の影響を与えていることから、個別的には、一日単位未満での休暇取得

制度が女性の転職を防ぐことが分かった。よって、仮説 1と整合的な結果が得られた。 

 統制変数については、正規雇用が 5%水準で有意に正の影響を与えていることから、正規

雇用以外の女性就業者は、労働市場において転職に困難を抱えやすいことが示唆される。ま

た、年齢が 5%水準で有意に負の影響を与えていることから、年齢が高いほど転職しにくい

と考えられる。 

 

５－２．ＷＬＢ制度が離職に与える効果 

 

次に、表 4 では WLB 制度が転職に与える効果を検証した。Model 1 と Model 2 が 1 年

前のWLB制度の合計が転職に与える影響を検証したものであり、Model 2では統制変数を

追加した。Model 3 と Model 4 が 1 年前のそれぞれの WLB 制度が転職に与える影響を検

証したものであり、Model 4では統制変数を追加した。Model 2では、1年前のWLB制度

の合計と統制変数を追加したが、離職に対して有意な効果は得られなかったため、WLB制

度の全体的な充実は女性の離職に影響を与えないことが分かった。Model 4を見ると、1年

前の在宅勤務制度と 1 年前の正社員への転換制度が 10%水準で有意に負の影響を与えてい

た。よって、在宅勤務制度と正社員への転換制度が女性の離職を防ぐことが分かり、仮説 2

と整合的な結果が得られた。 

ハザード率に関して、勤続年数の一次項が 5%水準で負の影響を与えていて、二次項が 5%

水準で正の影響を与えていることから、勤続年数が長くなるほど離職する確率が低下する

が、一定の勤続年数を超えるとそのような効果が反転することが分かる。 

統制変数については、配偶者の有無と学歴が 5%水準で有意に負の影響を与えていること

から、配偶者がいるほど、また学歴が高いほど、離職しにくいことが分かった。また、派遣

社員が 5%水準で負の影響を与えていることから、正社員よりも派遣社員の方が自由度の高 
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表３ 転職に対するＷＬＢ制度の効果 

 

 

い働き方が可能であるため、むしろ離職という選択肢に対しては就業を継続しやすいこと

が示唆される。 
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表４ 離職に対するＷＬＢ制度の効果 

 

 

 

６．結論 

 

本稿では、企業の WLB 制度が女性の就業継続に与える影響を検証した。具体的には、

2010年度から 2022年度の「日本家計パネル調査 (JHPS/KHPS)」を用いて、WLB制度全
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体の充実や各WLB制度と、女性の転職・離職の関係を明らかにした。 

分析の結果からは、第一に、WLB制度全体の充実と一日未満単位での休暇取得制度が女

性の転職を防ぐこと、第二に、WLB制度全体の充実は女性の離職に影響を与えず、在宅勤 

務制度と正社員への転換制度は離職を防ぐことが示唆された。既存研究では、WLB制度が

整っている企業ほど女性社員比率が高いことが明らかにされているが、そのような企業レ

ベルの相関は、WLB制度の存在による女性社員の就業継続によってもたらされていること

が示唆される。加えて、第三に、雇用形態について、非正社員は労働市場で転職行動を取る

ことが難しい一方で、むしろ派遣社員は柔軟な働き方を実現しやすいために、離職との比較

では就業継続の傾向があることが示唆された。 

上記の知見から、3つの提言を行うことができる。1つ目は、女性社員の転職を防ぐため

に、企業は一日未満単位での休暇制度の設置とWLB 制度全体の充実を図るべきだというこ

とである。 

2つ目は、女性社員の離職を防ぐために、企業は在宅勤務制度と正社員への転換制度を設

置すべきだということである。 

3つ目は、女性社員の流出を防ぐという目的であっても、転職と離職とに対してでは、効

果のあるWLB制度が異なるため、企業は目的や必要性に応じてWLB制度を使い分けるべ

きだということである。なぜなら、女性の転職理由としては「労働条件 (賃金以外) がよく

なかったから」が最も多く9、よりよい労働環境を求めて転職が行われており、離職理由と

しては、個人的理由10が最も多く11、ライフステージの変化によって離職が行われているこ

とが窺えるためである。したがって、転職を防ぐためには、働き方への全体的な満足感の上

昇やどんなライフステージの女性でも利用しやすい制度の充実に注力すべきであり、離職

を防ぐためには、働く場所に関しての柔軟性向上や正社員への転換などキャリア継続のた

めの制度の設置に注力すべきである。 

本稿の課題としては、投入した WLB 制度の少なさがあげられる。例えば、CSR 企業総

覧などの企業データを用いた先行研究では、サテライトオフィスの有無や事業所内または

提携託児施設の有無、特別休暇の有無などの制度の効果についても検証されている。これら

についてはデータの蓄積が求められる。 
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第１８章 

 

働き方改革が障害者雇用に与える影響 

―「ＣＳＲ企業総覧」に基づく実証分析― 

 

外谷 あかね 

 

 

要約 

 

本稿では、働き方改革が障害者雇用に与える影響について、混合研究法を用いて考察する。

欧米の既存研究では、働き方の柔軟化が障害者の雇用機会の創出に影響を与えているとい

う実証研究がある。他方、日本では、働き方の柔軟化との関連については記述的な言及に留

まり、障害者雇用の促進・阻害要因に関する実証研究はほとんど存在しない。そこで本稿で

は、「CSR 企業総覧」に基づき、2012 年から 2021 年まで 3 年ごとの企業別パネルデータ

を独自に作成し、働き方改革の外生変動を利用して、働き方の柔軟化が障害者雇用に与える

影響を検証した。その結果、勤務時間の柔軟化の指標である有給休暇取得率と短時間勤務制

度は、障害者雇用にポジティブな影響を与えることが認められた。一方で、勤務場所の柔軟

化の指標である在宅勤務制度と障害者雇用率には有意な関係が認められなかった。加えて、

日本企業の事例を基に質的分析を実施した結果、勤務時間の柔軟化を促進することによっ

て、障害者の健康に配慮した働き方が可能になり、障害者の雇用機会につながることが明ら

かになった。したがって、日本で障害者雇用を促進させるためには、フレックスタイム制度

や短時間勤務制度といった勤務時間の柔軟化を支援する制度の拡充が重要だと考えられる。 

 

 

１．はじめに 

 

「超高齢社会」と位置付けられる日本では、生産年齢人口の減少による労働者不足の問題

が深刻化している1。そのため、女性や高齢者、外国人、障害者といった新たな働き手が活

躍できる環境を整えることが早急に求められている。 

とりわけ障害者雇用に関しては、障害者雇用促進法において、法定割合以上の障害者を雇

うことが事業主に義務づけられている2。これらの法定雇用率は近年段階的に引き上げられ

 
1 WHO の定義によると、高齢化率 (総人口に占める 65 歳以上人口の割合) が 21%を超え

た社会のことを「超高齢社会 (super-aged society)」と呼ぶ。内閣府の「令和 6 年版高齢社

会白書」によると、令和 5 年 10 月 1 日現在の日本の高齢化率は 29.1%である。 
2 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoy

ou/03.html (2024 年 10 月 20 日)。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/03.html
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ており、令和 4 年の法改正では、2024 年に法定雇用率が 2.5%、2026 年には 2.7%にまで引

き上げられることが決定している3。同時に、政府による助成金が新設されるなど4、事業主

が障害者を雇用する際の支援が拡充されており、障害のある労働者数は年々増加している。 

しかし、法定雇用率を達成している民間企業の割合は 50.1%で、雇用義務のある半数の民

間企業が未達成という現状がある5。加えて、中央省庁での障害者雇用者数の水増し問題6や、

農園型障害者雇用代行ビジネス7が蔓延するなど、単に法定雇用率の達成のみを目的とした

雇用も後を絶たない。このような障害者雇用の現状を鑑みて、障害者雇用の促進要因や阻害

要因について検討し、より効果的な支援制度を拡充することで、事業所の障害者雇用を促進

する必要があると考えられる。 

日本では、障害者雇用納付金制度の経済効果に関する実証研究は存在しているものの (長

江 2005; 長江 2014; 両角 2017)、障害者雇用制度の促進・阻害要因についての研究は、ア

ンケート分析などの記述的研究に留まり、政策効果を分析した定量的な研究はほとんど見

られない。一方、欧米の先行研究では、障害者雇用の促進・阻害要因について、勤務時間や

勤務場所の自由度を高める働き方の柔軟化が果たす役割についての実証研究が複数存在し

ている。たとえば、フレックスタイム制度や短時間勤務制度などの勤務時間の自由度を高め

る制度は、通院や急な体調不良といった健康問題により、フルタイム労働が困難な障害者に

とって有効な手段である (Schur 2003)。また、在宅勤務制度は Covid-19 以降に注目を集

め、欧米で研究が盛んに行われているが、研究によって在宅勤務制度の効果に対する評価が

異なるなどの興味深い議論もある (Hoque and Bacon 2021; Schur et al. 2020)。 

本稿では、働き方改革に伴う日本企業の働き方の柔軟化に着目し、障害者雇用制度の促

進・阻害要因について定量的に研究する。日本的雇用慣行8を前提に、フルタイム出社など

の非柔軟的な日本企業の労働慣行は、長期に渡り、障害者が働く上での障壁となっていた 

(近藤 2022; 眞保 2019)。しかし、そのような日本企業の働き方は、働き方改革によって変

化したとされる (星加・西田 2021)。働き方改革関連法案では、長時間労働を是正し多様な

働き方を選択できる社会を実現するため、主に「有給休暇取得の義務化」、「残業時間の上限

規制」、「フレックスタイム制度の拡充」が定められた9。これらの改革は、雇用機会の創出

 
3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html (2024年 10

月 20 日)。 
4 https://www.mhlw.go.jp/content/001120190.pdf (2024 年 11 月 1 日)。 
5 https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001180701.pdf (2024 年 10 月 20 日)。 
6 日本経済新聞によると、2017 年 6 月時点で国の 28 機関で計約 3,700 人分を水増しして

計上していたことが発覚した。 
7 労働政策審議会障害者雇用分科会によると、令和 5 年時点で 23 の事業者法定雇用率未達

成の企業に農園を貸し、その農園内で雇用した労働者を従事させるというビジネスをして

いる。https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001087755.pdf (2024 年 10 月 20 日)。 
8 一般に、高度経済成長期に確立した、年功序列、終身雇用、企業別労働組合を軸とする伝

統的な日本企業の体制を「日本的雇用慣行」と呼ぶ (濱秋ほか 2011)。 
9 厚生労働省. 2019.「働き方改革―一億総活躍社会の実現に向けて」。https://www.mhlw.go. 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001120190.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001180701.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001087755.pdf
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や生産性の向上において一定の効果が認められているが、障害者雇用への影響については

定量的な検証が行われていない10。 

そこで本稿は、働き方改革によって働き方の柔軟化が普及したという外生変動を利用し

て、働き方の柔軟化が障害者の雇用機会に与える影響を分析する。働き方改革の外生変動に

合わせて、2012 年から 2021 年までの 3 年ごとのパネルデータを独自に作成した。具体的

には、働き方の柔軟化に関する指標として、「CSR 企業総覧」に記載のある有給休暇取得率、

月平均残業時間、フレックスタイム制度の有無、短時間勤務制度の有無、在宅勤務制度の有

無の変数を用いて、障害者雇用率に与える影響について検証した。その結果、有給休暇取得

率と短時間勤務制度の存在が、障害者雇用率を有意に増加させるなど、勤務時間の柔軟化が

障害者雇用を促進していることが実証された。しかし、勤務場所の柔軟化の指標である在宅

勤務制度の有無と障害者雇用率には有意な関係が認められなかった。以上の結果を踏まえ

て、より具体的なメカニズムを観察するため、株式会社リクルートホールディングスの事例

を基に質的分析を実施した。その結果、勤務時間の柔軟化を促進する制度を導入することに

よって、障害者の健康に配慮した働き方が可能になり、障害者の雇用機会と雇用の安定化に

つながることが明らかになった。 

 

 

２．先行研究 

 

 前述のように、障害者雇用の促進・阻害要因に関する実証研究は日本ではほとんど見られ

ないものの、欧米では働き方の柔軟化が障害者雇用に与える影響についての研究が進んで

いる。本稿では、アメリカとイギリスの実証研究を中心に、勤務時間と勤務場所とに分けて、

働き方の柔軟化が障害者雇用に与える影響を整理する。前提として、アメリカでは 1990 年

に施行された「障害のあるアメリカ人法: Americans with Disabilities Act of 1990 (以下、

AAD)11」、イギリスでは 1995 年に制定された「障害者差別禁止法: Disabled Persons 

Employment Act 1994 (以下、DDA)12」が障害者雇用の中核を担う法律である。ただし、日

本とは異なり両国とも障害者雇用率という概念がなく、これらは障害者への合理的配慮を

目的とした法律であることに留意したい (權ほか 2013)。 

 

 

 

jp/content/000474499.pdf (2024 年 10 月 22 日)。 
10 https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je20/index.html (2024 年 10 月 22 日)。 
11 ADA は 2008 年に改正され、ADAAA となっている。目的は変わらず、内容が具体化さ

れた。https://www.ada.gov/ (2024 年 10 月 23 日)。 
12 北アイルランドでは、DDA が現行法であるが、イングランドでは、2010 年により包括

的な「平等法: Equa1ity Act 2010」が制定された。https://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 

Geo6/7-8/10/enacted (2024 年 10 月 23 日)。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf
https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je20/index.html
https://www.ada.gov/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/7-8/10/enacted
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２－１．勤務時間の柔軟化が障害者雇用に与える影響 

 

勤務時間の柔軟化が障害者雇用に与える影響については、多くの記述研究や実証研究で

その重要性や障害者雇用への正の影響が認められている。 

まず、記述的な言及について Harlan and Robert (1998) は、インタビューを基に、勤務

時間の非柔軟化が障害者の雇用機会を阻害する構造的な要因であると主張する。低コスト

で即変更可能な補助器具や駐車場などの物理的な周辺環境への配慮と比較して、勤務日程

や仕事内容の変更のような社会的な労働環境への配慮は、高コストで継続的な支援を必要

とするため交渉が難航するという。そのため、勤務時間などの社会的な労働環境を整備する

ことの重要性を主張した。Schur (2003) も同様に、勤務時間の柔軟化の重要性を指摘した

上で、パートタイムジョブではなく、フルタイム出社の企業で短時間勤務制度を導入するこ

とを推奨している。その理由として、障害者は、通院や健康状態によって不規則に休息が必

要な場合が多く、勤務時間の融通が効くパートタイムジョブを選択する人が多いが、パート

タイムジョブはフルタイム出社の企業に比べて雇用が不安定で賃金が安いことから、障害

者の自立した生活を支えるには不十分だとする。そのため、より雇用が安定していて賃金の

高いフルタイム出社の企業において勤務時間の柔軟化を進めることが重要であるという。 

次に、定量的な研究について Anand and Sevak (2017) は、オハイオ州・ニュージャージ

ー州・ミシシッピ州のデータを用いて分析したところ、フレックスタイム制度を導入し勤務

時間の柔軟化を図った企業と障害者雇用の関係に有意な正の相関が認められた。他方、障害

者の仕事に対する満足度の観点からも、勤務時間の柔軟化が障害者雇用を促進しているこ

とが示唆される。Giovanis and Ozdamar (2019) によると、欧州労働条件調査の 2000 年

から 2015 年の EU28 か国と関連する 7 か国を対象にした実証研究で、フレックスタイム

制度を利用している障害者は、そうでない障害者と比較して仕事満足度が高いことが認め

られている。上記の先行研究から、勤務時間の柔軟化は障害者の雇用機会の創出や障害者の

満足度向上に繋がっていると考えられる。日本の事例研究においても、同様に、勤務時間を

個人で自由に設定できるようにすることによって、健康上の課題を克服し、障害者の雇用機

会創出や、安定した雇用を実現しているという事例が報告されている (眞保 2019)。 

 

２－２．勤務場所の柔軟化が障害者雇用に与える影響 

 

次に、勤務場所の柔軟化が障害者雇用に与える影響については、Covid-19 以降に在宅勤

務制度やテレワークが普及したことによって、各国で研究が盛んに行われるようになった。

具体的なメカニズムとしては、在宅勤務を利用することによって、障害者が働く上での障壁

となる移動コストの削減、治療器具を設置する負担軽減がなされ、障害者雇用が促進される

というものである (Schur et al. 2020)。しかし、その効果については、正の影響と負の影響

の指摘が混在している。 
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正の影響については、障害者が健常者よりも在宅勤務制度を利用する可能性が高く 

(Jones 2022; Schur et al. 2020)、在宅勤務制度を利用することによって障害者の雇用機会

が高まることが指摘されている (Schur et al. 2020)。また、障害の種類によって効果が異な

り、視覚障害者や聴覚障害者と比較して、身体障害者など移動に困難を抱える人にとって高

い効果を発揮する (Schur et al. 2020)。加えて、テレワークを実施することによって、障害

のある労働者の仕事満足度が向上することと欠勤率が低下することが実証されている 

(Giovanis and Ozdamar 2019)。 

負の影響については、障害者は健常者と比較して、在宅勤務制度が一般化している高収入

の職や管理職に就く割合が低いため (Hoque and Bacon 2021; Jones 2022)、在宅勤務制度

を利用する可能性が低いことが示された (Hoque and Bacon 2021)。また、Moon et al. 

(2014) は、テレワークの業務に不可欠な ICT を使いこなせない障害者が排除される可能性

について言及している。そのため、在宅勤務制度の効果は限定的であり、障害者雇用の機会

の増加に役立つとは言えないと結論される (Hoque and Bacon 2021)。また、長期的に障害

者と健常者の格差を拡大するリスクを抱えている (Jones 2022)。 

日本では、障害者雇用の促進・阻害要因に関する実証研究はほとんど行われていないもの

の、堂井ほか (2023) は、アンケート分析から在宅勤務制度の効果を示している。とりわけ

在宅勤務制度の効果として、移動が困難な身体障害者移動を減らすことで業務を効率よく

進められること、地方在住の障害者が都内の希望職種に就職できることが強調されていた。 

 

 

３．理論仮説 

 

 本稿では、障害者雇用の促進・阻害要因として、働き方の柔軟化、より具体的には勤務時

間の柔軟化と勤務場所の柔軟化に注目する。 

 

３－１．勤務時間の柔軟化が障害者雇用率に与える影響 

 

多くの障害者は、通院や急な体調不良などの健康上の問題を抱えている13ため、フルタイ

ム出社が前提の仕事に従事することが困難である (眞保 2017; Schur 2003)。とりわけ働き

方改革以前の一般的な日本の労働慣行では、長時間労働が常態化し、勤務時間や休憩時間を

柔軟に設定することができず、障害者の雇用機会が失われている (眞保 2019)。逆に、フレ

ックスタイム制度のように勤務時間の柔軟化を推進している企業は、障害者が個人の健康

状態に合わせて勤務スケジュールを管理することができるため、そうでない企業と比較し

て雇用機会が増加する (Anand and Sevak 2017)。日本では、働き方改革によって、長時間

 
13 なかでも精神障害者は、人間関係など仕事上のストレスを抱えやすくフルタイムで継続

的に働くことが困難である (早野 2005)。 
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労働の軽減のために労働時間の上限規制、有給休暇取得の義務化、フレックスタイム制度の

拡充が行われている (星加・西田 2021)。これらの勤務時間の柔軟化に取り組んでいる企業

では、障害者個々人の状況に合わせた勤務管理が可能となり、障害者雇用率が増加する (岩

佐ほか 2021)。このようなメカニズムから導かれる仮説は、以下の通りである。 

 

仮説１ 有給休暇取得率が高まった企業ほど、障害者雇用率が増加する。 

 

仮説２ 月平均残業時間が減少した企業ほど、障害者雇用率が増加する。 

 

仮説３ フレックスタイム制度を導入した企業ほど、障害者雇用率が増加する。 

 

働き方改革から導き出される上記 3 つの仮説に加えて、企業のワーク・ライフ・バランス  

(WLB) 施策によりもたらされた勤務時間の柔軟化の指標として、短時間勤務制度にも注目

する。短時間勤務制度は、子育てや介護と仕事の両立を図ることを目的として、育児介護休

業法で定められている14。加藤・平賀 (2014) によると、育児や介護と仕事を両立するため

にパートタイムジョブなどの勤務時間の自由度の高い仕事に変更せざるを得なかった労働

者が、この制度によってフルタイム出社の企業で働くことが可能となった。短時間勤務制度

は直接的に障害者雇用に関わる制度ではないものの、制度導入の背景やそれに伴う職場環

境の整備の点で短時間勤務の障害者への合理的配慮と重なる点が多い。そのため、短時間勤

務制度を導入している企業は障害者の短時間勤務への合理的配慮に取り組みやすいと考え

られる。このようなメカニズムから導かれる仮説は、以下の通りである。 

 

仮説４ 短時間勤務制度を導入した企業ほど、障害者雇用率が増加する。 

 

３－２．勤務場所の柔軟化が障害者雇用率に与える影響 

 

在宅勤務制度によって改善される障害者が就労する上での障壁は主に 3 つに分類できる。

第一に、障害者の移動困難性が挙げられる。移動が困難な障害者にとって、通勤移動の負担

が大きいことや、通勤可能な範囲に希望する職場がなく職業選択に制約があること、通勤時

間が長く通院や治療のための時間の確保が困難なこと、といった課題がある (堂井ほか 

2022; 吉見ほか 2011; Schur et al. 2020)。第二に、医療体制が不十分な職場の作業環境が

挙げられる。医療機器や医薬品をいつでも使用できる状態にしておく必要がある障害者に

とって、職場環境は不十分である (Moon et al. 2014; Schur et al. 2020)。第三に、精神的・

認知的コミュニケーションが挙げられる。主に、精神障害者は視覚や聴覚といった感覚が敏

 
14 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html (2024 年 10 月 22

日)。 
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感であるため、周りの人の視線や周囲の環境が気になって仕事に集中することが難しい (堂

井ほか 2022; 山岡 2015)。在宅勤務制度の導入によって、これらの障壁が解消され、障害

者の雇用機会が増加する (堂井ほか 2022)。このようなメカニズムから導かれる仮説は、以

下の通りである。 

 

仮説５ 在宅勤務制度を導入した企業ほど、障害者雇用率が増加する。 

 

 

４．データと方法 

 

４－１．データ 

 

働き方の柔軟化が障害者雇用に与える影響を検証するため、東洋経済新報社が公開して

いる「CSR 企業総覧」と株式会社ユーザベースが運営する経済情報プラットフォーム

「SPEEDA」を用いて、独自の企業別パネルデータを作成した。業界は不動産業・情報通信

業・サービス業・卸売業・小売業・建設業・電気機器・化学の 8 業界、全 225 社を対象と

し、分析対象年度は 2012 年度、2015 年度、2018 年度、2021 年度とした。業界について

は、産業別障害者雇用率が平均よりも低い業界15で、かつ「CSR 企業総覧」で検索可能な業

界を選定した。 

本稿の分析に用いる変数については、表 1 にまとめている。まず従属変数は、障害者雇用

率を用いる。欧米の既存研究では、障害者雇用率という概念がなかったが、日本では障害者

の雇用機会を示す変数として障害者雇用率が最も適していると考えられる。次に独立変数

は、勤務時間の柔軟化の指標として、有給休暇取得率、月平均残業時間、フレックスタイム

制度と短時間勤務制度の有無をダミー変数化したものを、勤務場所の柔軟化の指標として、

在宅勤務制度の有無をダミー変数化したものを用いる。さらに、統制変数は、企業の従業員

数と売上高を自然対数化したものを投入した。これは、先行研究に基づいて、大企業や財務

状況の良い企業は、働き方の柔軟化を可能にする職場環境の整備に投資しやすいことを考

慮したためである。 

なお、表 2 は記述統計であるが、未回答のため欠損値となる年度があること、障害者雇用

率のデータを記載している企業は、働き方改革の諸制度の導入が進んでいる可能性が高い

ことに注意する必要がある。 

 

４－２．推定方法 

 

 
15 厚生労働省.2023.「障害者雇用状況の集計結果」https://www.mhlw.go.jp/content/117040 

00/001180701.pdf (2024 年 10 月 22 日)。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001180701.pdf
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表１ 変数説明 

 

 

表２ 記述統計 

 

 

上記のパネルデータを用いて、社名・年度の固定効果を統制した固定効果モデルで検証す

る。独立変数のみを投入する Model 1、従業員数合計の統制変数を追加する Model 2、従業

員数合計と売上高の統制変数を追加する Model 3 で分析を行う。 

 

 

５．分析結果 

 

５－１．企業別パネルデータによる推定 

 

表 3 では、企業別パネルデータを用いて、働き方の柔軟化が障害者雇用に与える効果を

検証した。Model 1～3 を見ると、有給休暇取得率が増加すると、5%水準で有意に障害者雇 

変数名 変数説明 出典

障害者雇用率 障害者雇用実人数 / 従業員数合計×100 「CSR企業総覧」

有給休暇取得率 有給休暇の取得日数 / 全従業員の有給
休暇付与日数×100

月平均残業時間 従業員の月平均残業時間

フレックスタイム制度
の有無

フレックスタイム制度を導入している企
業を1としたダミー変数

短時間勤務制度の有無 短時間勤務制度を導入している企業を1

としたダミー変数
在宅勤務制度の有無 在宅勤務制度を導入している企業を1と

したダミー変数
従業員数合計 企業の従業員数を自然対数化したもの

売上高 企業の売上高を自然対数化したもの 「SPEEDA」

観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

業種 861 4.3391 2.0968 1 8

社名 861 116.4541 65.4507 1 229

障害者雇用率 861 2.1031 0.4691 0 4.2900

有給休暇取得率 861 58.1439 16.4088 9.1000 96.8000

月平均残業時間 861 18.6306 9.5221 2.1000 72.8000

フレックスタイム制度の有無 861 0.6899 0.4628 0 1

短時間勤務制度の有無 861 0.9582 0.2003 0 1

在宅勤務制度の有無 861 0.5981 0.4906 0 1

従業員数合計 861 4133.0674 7387.9406 22 104181

売上高 861 929491.6214 1990052.9431 3745 20126321
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表３ 障害者雇用率に対する働き方の柔軟化の効果 

 

 

用率が増加している。また、短時間勤務制度が導入されると、10%水準で有意に障害者雇用

率が増加している。つまり、勤務時間の自由度が高まると障害者の雇用機会が増加する傾向

がある。これは仮説に整合的である。一方で、在宅勤務制度やフレックスタイム制度の導入

については有意な結果とならなかった。 

 

５－２．事例研究 

 

  前項の定量的な結果を踏まえた上で、日本企業の働き方改革における勤務時間の柔軟化

がどのように障害者の雇用機会拡充につながるのか、そのメカニズムを観察するために事

Model 1 Model 2 Model 3

有給休暇取得率 0.0030 * 0.0028 * 0.0028 *

(0.0012) (0.0012) (0.0012)

月平均残業時間 0.0003 -0.0001 0.0002

(0.0023) (0.0023) (0.0022)

フレックスタイム制度の有無 -0.0040 -0.0013 0.0010

(0.0532) (0.0524) (0.0534)

短時間勤務制度の有無 0.1350 † 0.1356 † 0.1377 †

(0.0796) (0.0790) (0.0795)

在宅勤務制度の有無 -0.0221 -0.0224 -0.0183

(0.0356) (0.0354) (0.0348)

log (従業員数合計) -0.0765 ** -0.0785 ***

(0.0241) (0.0235)

log (売上高) 0.0858

(0.0810)

年度 YES YES YES

社名 YES YES YES

調整済みR2 0.7569 0.7590 0.7615

N 861 861 861

(1) ***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05, †: p < 0.1。

(2) ( )内は企業ごとにクラスター化したロバスト標準誤差。

　　　　　　　 従属変数

　　　　　　 障害者雇用率
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例研究を行う。本稿では、株式会社リクルートホールディングス (以下、リクルート) の事

例を取り上げる。リクルートは、HR テクノロジー事業、マッチング&ソリューション事業、

人材派遣事業を軸にサービス業を展開しており16、グループ従業員数 51,373 名、売上高は

3 兆 4,164 億円の規模で17、特例子会社18を 3 社設立している19。障害者雇用率については、

「CSR 企業総覧」によると 2012 年 2.13%、2015 年 2.24%、2018 年 2.51%、2021 年 2.85%

と推移している。働き方改革については、このような障害者雇用率の向上に先立って、2006

年にフレックスタイム制度と短時間勤務制度を導入、2009 年に在宅勤務制度を導入してい

る20。こうした働き方の柔軟化に対する特例子会社21の取り組みは、「障害者雇用事例リファ

レンスサービス」で紹介されており22、優秀賞を受賞している。本稿で扱う特例子会社は、

親会社と同時期の 2006 年までにフレックスタイム制度と短時間勤務制度を導入している。

また、障害者雇用者数は 2006 年時点で、113 名であったところから、2024 年には 511 名

へと着実に増加している。そこで本稿では、特例子会社の受賞理由を基に勤務時間の柔軟化

が障害者雇用に与える影響を分析する。 

リクルートが受賞した主な理由は、フレックスタイム制度や短時間勤務制度を導入する

ことによって、障害者個々人の特性に合った安定した雇用を実現していることである23。 

まず、フレックスタイム制度の導入によって、出社や退社時間を自由に設定できることに

よって、通勤ラッシュの時間帯を避けた通勤が可能になり、体力面の負担が軽減されたとい

う効果が示された。 

次に、短時間勤務制度の導入によって、定期的な通院が必要な障害者が、通院に合わせて

勤務スケジュールを変更できるようになり、心身ともに健康な状態で勤務できるという効

果が示された。具体的な事例として、人工透析者のインタビューが挙げられている。人工透

析は週 3 回の通院が必要であるため、フルタイム出社の企業では休職せざるをえなかった

が、短時間勤務制度が導入されたことで、通院に合わせて勤務できるようになったという。 

 
16 https://recruit-holdings.com/ja/ (2024 年 10 月 27 日)。 
17 https://recruit-holdings.com/ja/about/profile/ (2024 年 10 月 27 日)。 
18 特例子会社とは、障害者の雇用機会の促進と雇用の安定化を実現するために、障害者の

雇用に特化した子会社のことである。特例子会社の特徴は、障害者雇用者数を親会社の障害

者雇用者数として、法定雇用率にカウントすることができることである。https://www.mhlw. 

go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/07.pdf (2024 年 10 月 24 日)。 
19 日本国内では、リクルートオフィスサポート、リクルートスタッフィングクラフツ、ス

タッフサービスビジネスサポートの 3 つの特例子会社を設置している。https://recruit-

holdings.com/ja/sustain- ability/people/diversity/disability/ (2024 年 10 月 27 日)。 
20 https://www.recruit.co.jp/people/diversity/disability/ (2024 年 10 月 27 日) 。  
21 株式会社リクルートオフィスサポートでは、障害者 511 名 (身体 355 名, 知的 11 名, 精

神 145 名)、健常者 91 名の計 602 名が働いている。https://www.recruit-os.co.jp/company/ 

(2024 年 10 月 27 日)。 
22 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用事例リファレンスサービス」 

https://www.ref.jeed.go.jp/index.html (2024 年 10 月 27 日)。 
23 https://www.ref.jeed.go.jp/pdf_archives/18/19128.pdf (2024 年 10 月 27 日)。 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/07.pdf
https://recruit-holdings.com/ja/sustain-%20ability/people/diversity/disability/
https://recruit-holdings.com/ja/sustain-%20ability/people/diversity/disability/
https://www.recruit.co.jp/people/diversity/disability/
https://www.recruit-os.co.jp/company/
https://www.ref.jeed.go.jp/pdf_archives/18/19128.pdf
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これらの制度を活用したことによって、障害者の雇用機会の拡充と障害者の安定した雇

用の実現につながったと示されている。 

以上のように、リクルートの事例から、フレックスタイム制度や短時間勤務制度のように

勤務時間の柔軟化を促進する制度を導入することによって、障害者の健康に配慮した働き

方が可能になり、障害者の雇用機会と雇用の安定化につながることが明らかになった。した

がって、本稿の理論仮説は、定量的にも、質的にも、仮説に整合的であると考えられる。 

 

 

６．結論 

 

本稿では、2012 年から 2021 年までの企業別パネルデータを用いて、働き方の柔軟化が

障害者雇用率に与える影響とそのメカニズムについて検討してきた。分析結果からは、有給

休暇取得率の増加と短時間勤務制度の導入によって、障害者雇用率が有意に高まることが

明らかになった。その結果から、勤務時間の自由度が高まると障害者の雇用機会が増加する

傾向があることが示された。一方で、在宅勤務制度の導入は有意な結果とならなかった。 

これらの知見は、短時間勤務の障害者を包摂しようとする、近年の段階的障害者雇用制度

改正の方針の正当性を裏付けるものといえる。障害者雇用制度では原則、障害者手帳を持つ

障害者を週 30 時間以上、1 年以上継続して雇用することで実雇用率の算定において 1 人と

してカウントされる24が、法改正によって短時間勤務の障害者をここに包括しようとする流

れがある。たとえば、令和 2 年には、10 時間以上 20 時間未満勤務する障害者を雇用した場

合に、特例給付金が支給されることとなった25。また令和 6 年度からは、特定短時間労働者

が障害者雇用率に換算されるようになった26。しかし、令和 2 年に制定された特例給付金制

度は、令和 6 年に廃止されることとなり、事業主が短時間勤務の障害者を雇用するメリッ

トが分かりにくくなったという批判もある27。そのため、引き続き勤務時間の柔軟化の推進

とそれに伴う障害者雇用制度の見直しを図ることが重要である。障害者雇用に特化した勤

務時間の柔軟化の制度を考える上で、近藤 (2022) で示された「超短時間雇用モデル」28を

 
24 ただし、障害の程度や種類によって換算方法は異なる。厚生労働省「障害者雇用率制度

の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf (2024 年 10 月 25 日)。 
25 厚生労働省「特例給付金制度のご案内」https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/conten 

t/contents/000620284.pdf (2024 年 10 月 25 日)。 
26 精神障害者、重度身体・知的障害者で週 10 時間以上 20 時間未満勤務する障害者を雇用

した場合、0.5 人としてカウントできるようになった。厚生労働省「第 129 回障害者雇用分

科会資料」https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001049750.pdf (2024年 10月 25日)。 
27 https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html (2024 年 11 月 5 日)。 
28 超短時間雇用モデルとは、東大先端研 IDEA プロジェクトが開発した、週 1 時間程度か

ら就労可能な超短時間のジョブ型雇用のことである。現在、神奈川県川崎市と兵庫県神戸市

では、超短時間雇用モデルを自治体独自の制度として実装・運用している。松清ほか (2024) 

は、超短時間雇用モデルの効果について検証しており、実証範囲は限定的ではあるが、雇用

 

https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/
https://www.mhlw.go.jp/content/
https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html
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参考にすることもできよう。 

他方、現在日本では、障害者雇用におけるテレワークの推進や支援を拡充している29が、

本稿では在宅勤務制度と障害者の雇用機会の創出に有意な関係は見られなかった。この点

については、大西ほか (2021) の知見を踏まえると、「テレワーク環境の整備」、「在宅に適

した業務の創出」、「体調管理やコミュニケーションも含めた業務マネジメントの困難さ」と

いったものが障害者の雇用機会の創出に際して問題になっていると考えられる。そのため、

在宅勤務制度の導入と支援の拡充を同時に進めていくなど、在宅勤務制度を推進する政策

やその効果については今後も慎重に検討していく必要がある。 
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